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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本的考え方】 

<比較検討> 

１－1 
 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

１．本規程の位置づけについて 
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」とい。）に

基づく発電用原子炉施設の設計及び工事の計画の認可等

に係る手続の適正な実施のため、実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７

７号。以下「規則」という。） 

第８条から第１４条までに基づく設計及び工事の計画の

認可等について、以下のとおりとする。また、本規程に

おける用語の定義及び用法については、原則として、

法、規則、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則（平成２５年原子力規

制委員会規則第５号。以下「設置許可基準規則」とい

う。）及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第６

号。以下「技術基準規則」という。）における用語の定

義及び用法に従うこととする。 
なお、設計及び工事の計画に関する手続に係る要件の技

術的内容は、本規程に限定されるものではなく、規則に

照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠

があれば、規則に適合するものと判断するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．設工認申請における資料作成に当たっての基本的考え

方 

 

【本要領の位置づけについて】 

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）に基づ

く使用済燃料の再処理施設，特定廃棄物管理施設及び加工施

設の設計及び工事の計画の認可等に係る手続の適正な実施の

ため，使用済燃料の再処理の事業に関する規則（以下「再処

理規則」という。），核燃料物質又は核燃料物質によつて汚

染された物の廃棄物管理の事業に関する規則（以下「廃棄物

管理規則」という。）及び核燃料物質の加工の事業に関する

規則（以下「加工規則」という。）に基づく設計及び工事の

計画の認可（以下「設工認」という。）申請書を以下のとお

りとする。 

また，本要領における用語の定義及び用法については，原

則として，法，規則，再処理施設の位置，構造及び設備の基

準に関する規則（廃棄物管理施設の位置，構造及び設備の基

準に関する規則，加工施設の位置，構造及び設備の基準に関

する規則を含む）（以下「事業指定基準規則」という。）及

び再処理施設の技術基準に関する規則（特定第一種廃棄物埋

設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則，加

工施設の技術基準に関する規則を含む）（以下「技術基準規

則」という。）における用語の定義及び用法に従うこととす

る。 

なお，設計及び工事の計画に関する手続に係る要件の技術

的内容は，本要領に限定されるものではなく，規則に照らし

て十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば，

規則に適合するものと判断するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．設工認申請における資料作成に当たっての基本的考え

方 
 
【本要領の位置づけについて】 
核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）に基づ

く使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の計画の認可に係る手

続の適正な実施のため，使用済燃料の貯蔵の事業に関する規

則（以下「貯蔵規則」という。）に基づく設計及び工事の計

画の認可（以下「設工認」という。）申請書を以下のとおり

とする。 

 

 

 

また，本要領における用語の定義及び用法については，原

則として，法，貯蔵規則，使用済燃料貯蔵施設の位置，構造

及び設備の基準に関する規則（以下「事業基準規則」とい

う。）及び使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則（以

下「技術基準規則」という。）における用語の定義及び用法

に従うこととする。 

 

 

 

なお，設計及び工事の計画に関する手続に係る要件の技術

的内容は，本要領に限定されるものではなく，規則に照らし

て十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば，

規則に適合するものと判断するものである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
貯蔵施設及び関係法令を記載 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
関係法令を記載 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本的考え方】 

<比較検討> 

１－2 
 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

（２）工事計画に記載すべき設備及び機器等の範囲 

工事計画に記載しなければならない事項は、規則第９条

第２項又は第１２条第２項で発電用原子炉施設の種類に

応じて規則別表第２の中欄で定めるものとされており、

規則別表第２の中欄において、設備ごとにさらに機器等

の単位で記載要求事項を定めている。この規則別表第２

に規定されている記載要求事項については、少なくとも

技術基準規則への適合性を示す上で必要十分な内容が記

載される必要があり、以下では、規則別表第１における

設備及び機器等の規定も含めて、機器等の仕様に関する

記載要求範囲と設備及び機器等の記載要求範囲に分けて

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書に記載すべき設備は，再処理規則，廃棄物管

理規則又は加工規則で示す施設の区分に応じて事業変更許可

申請書に示す設備，及び技術基準規則に適合するために設

置，設計を行う設備である。 

これらの設備について，設備ごとさらに機器等の単位で事

業変更許可申請書における設計方針を基にした詳細設計の内

容，及び技術基準規則への適合性を示す上で必要十分な内容

が記載される必要がある。 

本要領は，設工認申請書の作成作業において展開すべき必

要事項を漏れなく反映するとともに，記載の横並びを円滑に

図ることを目的とし，「発電用原子炉施設の工事計画に係る

手続きガイド」及び「工事計画認可申請における本文及び添

付書類の作成要領」を踏まえ，本文及び添付書類の項目ごと

に纏めるものとする。項目ごとの展開内容を以下に示す。 

 

＜作成要領の項目ごとの展開内容＞ 

(1) 設工認申請における資料作成に当たっての基本的考え方 

・設工認申請書の本文及び添付書類の構成概要と本文の

具体的記載方針 

 

(2) 設工認申請における仕様表の作成要領 

・仕様表にて示す機器等の機種ごとの記載項目とその考

え方 

 

(3) 設工認申請における基本設計方針の作成要領 

・基本設計方針の項目構成の考え方と具体的記載方針 

 

(4) 設工認申請に記載する準拠基準及び規格について 

・記載すべき準拠基準及び規格の考え方と具体的記載方

針 

 

(5) 設工認申請に添付する添付書類の考え方について 

・添付書類ごとの記載内容と，今回の新規制基準適合に

係る申請における添付有無の考え方 

 

(6) 設工認申請における添付書類の作成要領 

・添付書類の具体的記載方針 

 

(7) 設工認申請における添付図面の作成要領 

・添付図面を添付する対象範囲の考え方と具体的記載方

針 

 

(8) 他施設と共用する設備の設工認書類の扱いについて 

・共用に関する具体的記載方法 

 

 

 

設工認申請書に記載すべき設備は，貯蔵規則で示す施設の

区分に応じて事業許可申請書に示す設備，及び技術基準規則

に適合するために設置，設計を行う設備である。 

 

これらの設備について，設備ごとさらに機器等の単位で事

業許可申請書における設計方針を基にした詳細設計の内容及

び技術基準規則への適合性を示す上で必要十分な内容が記載

される必要がある。 

本要領は，設工認申請書の作成作業において展開すべき必

要事項を漏れなく反映するとともに，記載の横並びを円滑に

図ることを目的とし，「発電用原子炉施設の工事計画に係る

手続きガイド」及び「工事計画認可申請における本文及び添

付書類の作成要領」を踏まえ，本文及び添付書類の項目ごと

に纏めるものとする。項目ごとの展開内容を以下に示す。 

 

＜作成要領の項目ごとの展開内容＞ 

(1) 設工認申請における資料作成にあたっての基本的考え方 

・設工認申請書の本文及び添付書類の構成概要と本文の

具体的記載方針 

 

(2) 設工認申請における要目表の作成要領 

・要目表にて示す機器等の機種ごとの記載項目とその考

え方 

 

(3) 設工認申請における基本設計方針の作成要領 

・基本設計方針の項目構成の考え方と具体的記載方針 

 

(4) 設工認申請に記載する準拠基準及び規格について 

・記載すべき準拠基準及び規格の考え方と具体的記載方

針 

 

(5) 設工認申請に添付する添付書類の考え方について 

・添付書類ごとの記載内容と，今回の新規制基準適合に

係る申請における添付有無の考え方 

 

(6) 設工認申請における添付書類の作成要領 

・添付書類の具体的記載方針 

 

(7) 設工認申請における添付図面の作成要領 

・添付図面を添付する対象範囲の考え方と具体的記載方

針 

 

 

 

 

 

 

関係法令を記載 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
共用設備はないため削除 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本的考え方】 

<比較検討> 

１－3 
 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

２．設計及び工事の計画の認可及び届出手続の範囲 

認可手続の範囲については規則第８条第１項第１

号の規定により規則別表第１の中欄で、届出手続の

範囲については規則第１１条第１項の規定により同

表の下欄で定められている。さらに規則第８条第１

項第２号に規定されている制限工事についても認可

手続を要するものとされている。 

規則別表第１では、工事の種類ごとに手続の範囲

を規定している。対象となる設備及び機器は、規則

第９条第１項第２号又は第１２条第１項第２号で規

定されている工事計画に記載しなければならない事

項として規則第９条第２項又は第１２条第２項で規

定されている規則別表第２の中欄で定められている

ものと対応している。本規程では、規則別表第１に

規定されている工事の種類に加え、規則別表第２に

規定されている設備及び機器等の範囲（工事計画に

記載すべき範囲）を示す。 

（１）工事の種類 

規則別表第１の上欄の工事の種類は、大きく、設置

の工事と変更の工事に分けられている。さらに変更の

工事は、発電用原子炉の基数の増加と発電用原子炉の

基数の増加の工事以外の変更の工事に分けられてい

る。 

１）設置の工事 

工場又は事業所に初めて発電用原子炉施設を設置す

る工事をいい、いわゆる新設工事であり、認可の対象

としている。 

２）発電用原子炉の基数の増加 

既に発電用原子炉施設が設置されている工場又は事

業所において、新たな発電用原子炉を追加設置する工

事をいい、いわゆる増設工事であり、認可の対象とし

ている。 

３）発電用原子炉の基数の増加の工事以外の変更の工事 

既に設置されている発電用原子炉施設において、設

備又は機器を変更する工事をいい、さらに以下の工事

に分類して認可又は届出手続の範囲を規定している。 

Ａ．設置 

Ｂ．取替え 

Ｃ．改造 

Ｄ．修理 

ａ．取替工事 

ｂ．性能又は強度に影響を及ぼす工事 
 

【設工認手続の範囲】 

設計及び工事の計画の認可を要しない工事等については，

再処理規則等において以下のとおり定められている。 

 

＜再処理規則の例＞ 

第１条の５（設計及び工事の計画の認可を要しない工事） 

法第４５条第１項の原子力規制委員会規則で定める工事

は，変更の工事であって，次条第１項第３号に掲げる事項

の変更を伴う工事以外の工事とする。 

第２条（設計及び工事の計画の認可の申請） 

三 次の区分による再処理施設に関する設計及び工事の方

法（再処理施設の変更の場合にあつては，当該変更に

係るものに限る。） 

 

イ 使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設 

ロ 再処理設備本体 

（１）せん断処理施設 

（２）溶解施設 

（３）分離施設 

（４）精製施設 

（５）脱硝施設 

（６）酸及び溶媒の回収施設 

ハ 製品貯蔵施設 

ニ 計測制御系統施設 

ホ 放射性廃棄物の廃棄施設 

ヘ 放射線管理施設 

ト その他再処理設備の附属施設 

 

ここで，第２条第１項第３号に掲げる事項の変更を伴う工

事とは，具体的には設備の設置，改造等により基本設計方

針，仕様表等の設工認申請書本文記載内容に変更があるもの

とし，それらの変更が生じる設備等を設工認申請範囲とす

る。 

また，法第４５条第２項における，認可を受けた設計及び

工事の計画を変更する場合においても同様の考え方である

が，その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なもの

（設備又は機器の配置の変更であって，当該機器の相互の間

隔を，許可を受けたところによる核的制限値である間隔より

小さくしないものその他再処理施設の保全上支障のない変

更）である場合は，同条第５項における届出の対象とする。 

 

【設工認手続の範囲】 

設計及び工事の計画の認可を要しない工事等については，

貯蔵規則等において以下のとおり定められている。 

 

＜貯蔵規則の例＞ 

第三条の二（設計及び工事の計画の認可を要しない工事等） 

法第四十三条の八第一項の原子力規制委員会規則で定める

工事は，変更の工事であって，次条第一項第三号に掲げる

事項の変更を伴う工事以外の工事とする。 
第四条（設計及び工事の計画の認可の申請） 

三 次の区分による使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び

工事の方法（使用済燃料貯蔵施設の変更の場合にあっ

ては，当該変更に係るものに限る。） 

 

イ 使用済燃料貯蔵設備本体 

ロ 使用済燃料の受入施設 

ハ 計測制御系統施設 

ニ 放射性廃棄物の廃棄施設 

ホ 放射線管理施設 

ヘ その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設 

 

 

 

 

 

 

 

ここで，第四条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工

事とは，具体的には設備の設置，改造等により基本設計方

針，要目表等の設工認申請書本文記載内容に変更があるもの

とし，それらの変更が生じる設備等を設工認申請範囲とす

る。 

また，法第四十三条の八第二項における認可を受けた設計

及び工事の計画を変更する場合においても同様の考え方であ

るが，その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なもの

である場合は，同条第六項における届出の対象とする。 

 

 
 
 

 
 
関係法令を記載 
 
 
関係法令，条番号を記載 
 
 
 
 
 
 
 
使用済燃料貯蔵施設の施設名を
記載 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
関係法令，条番号を記載 
 
語句適正化 
 
 
 
関係法令，条番号を記載 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本的考え方】 

<比較検討> 

１－4 
 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

＜実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則よ

り引用＞ 

第九条（設計及び工事の計画の認可等の申請） 
２前項第二号の工事計画には、申請に係る発電用原

子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応

じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければな

らない。この場合において、その申請が変更の工事

又は設計及び工事の計画の変更に係るものであると

きは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設工認申請書に記載すべき内容】 

（本文） 

・技術基準規則に適合させるために必要な詳細設計の内

容 
・事業指定基準規則への適合性を確認するための設備の

仕様を決定する上での設計方針（設備と一体となって

適合性を担保する運用を含む）を基にした詳細設計の

内容 

なお，変更申請に係るものであるときは，変更前と変更

後とを対照しやすいように記載するものとする。 

 

 

 
（添付書類） 

・本文の具体的な考え方，実現方法及びその根拠 

 

設工認申請書の書類構成の概要及び分割申請時の申請書形

態の考え方を別紙１に示す。 

なお，基本設計方針及び工事の方法について，発電炉で

は，代表の施設区分に詳細を記載し，各施設区分ごとに呼び

込みをする形となっているが，当社では共通的な項目として

記載することで合理的な記載とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設工認申請書に記載すべき内容】 

（本文） 

・技術基準規則に適合させるために必要な詳細設計の内   

容 

・事業基準規則への適合性を確認するための設備の仕様

を決定する上での設計方針（設備と一体となって適合

性を担保する運用を含む）を基にした詳細設計の内容 

 

なお，変更申請に係るものであるときは，変更前と変更

後とを対照しやすいように記載するものとする。 

 

 

 

（添付書類） 

・本文の具体的な考え方，実現方法及びその根拠 

 

設工認申請書の書類構成の概要及び分割申請時の申請書

形態の考え方を別紙１に示す。 

なお，基本設計方針及び工事の方法について，発電炉で

は，代表の施設区分に詳細を記載し，施設区分ごとに呼び

込みをする形となっているが，当社では基本設計方針は共

通的な項目をまとめて記載することで合理的な記載とす

る。工事の方法については，発電炉のように多くの系統，

設備で構成されていないため，施設区分ごとに対象となる

工事の方法を記載することとする。 

基本設計方針の記載は，共通的な項目として，基本的安

全機能，自然現象を記載後，その他の共通項目は技術基準

規則の記載順に記載し，個別項目は，貯蔵規則第四条第一

項三号のイ～への順番に記載することとする。 

工事の方法の記載は，貯蔵規則第四条第一項三号のイ～

への区分ごとに，技術基準規則の条文順に記載する構成と

する。 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
語句適正化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当社設備が少ないため記載方法
を合理化。 
 
 
 
 
記載順の指摘事項反映 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本的考え方】 

<比較検討> 

1－5 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

Ｑ．基本設計方針、適用基準及び適

用規格 
基本設計方針としては、技術基

準規則の要求を満たすための基本

的な方針を記載することとし、特

に常用又は非常用電源設備では負

荷の機能に応じたケーブル仕様の

採用方針、火災防護設備では火災

区画と防護対象設備及び消火設備

等の関係（安全上重要なケーブル

の敷設状況との関係を含む。）並

びに浸水防護施設では防水区画、

防護対象設備、ドレンライン及び

排水設備等の関係など、個別機器

等で記載要求事項となっていない

項目について技術基準規則に適合

するために必要な設計条件を記載

する必要がある。 

また、要目表に記載する機器等

は、設計基準対象施設又は重大事

故等対処設備としての機能ごと

に、耐震及び構造強度設計上考慮

する設備区分を記載するものとす

る。 
適用基準及び適用規格について

は、各設備の設計製作に適用する

基準及び規格について、具体的な

規格番号、名称及び制定又は改訂

年度も含め記載する。記載対象と

する基準及び規格は技術基準規則

に規定される性能を満足させるた

めの基本的な規格及び基準とす

る。具体的には技術基準規則解釈

に引用されるもの等とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

詳細設計の具体的な内容は以下の記載方針のとおり。 
本文記載箇所 記載方針 

1  基本設計

方針 

・「設工認申請書に記載すべき内容」について，以下の考え方で

作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 事業変更許可本文記載の設工認申請対象設備に関して，事
業変更許可との整合性を確保する観点より事業指定基準規
則に適合させるため「設備設計方針」や設備と一体となっ
て適合性を担保するための「運用」を基にした詳細設計が
必要な設計要求事項を記載する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
(b) 技術基準規則の本文・解釈への適合性の観点で，事業変更

許可本文以外で詳細設計が必要な設計要求事項がある場合
は，その理由を「各条文の設計の考え方」に明確にした上
で記載する。 
・自主的に設置したものは原則記載しない。 
・基本設計方針は，必要に応じて並び替えることにより，
技術基準規則の条文の並びとなるよう構成し，箇条書きと
するなど表現を工夫する。また，適用する設備毎に記載す
る。 

・作成にあたっては，必要に応じ，以下に示す考え方も反
映し作成する。 

 

 

 

 

 

 

詳細設計の具体的な内容は以下の記載方針のとおり。 
本文記載箇所 記載方針 

１ 基 本 設

計方針 

・「設工認申請書に記載すべき内容」について，以下の考え方で作

成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 事業許可本文記載の設工認申請対象設備に関して，事業許可
との整合性を確保する観点より事業基準規則に適合させるた
め「設備設計方針」や設備と一体となって適合性を担保するた
めの「運用」を基にした詳細設計が必要な設計要求事項を記載
する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
(b) 技術基準規則の本文・解釈への適合性の観点で，事業許可本

文以外で詳細設計が必要な設計要求事項がある場合は，その
理由を「各条文の設計の考え方」に明確にした上で記載する。 
・自主的に設置したものは原則記載しない。ただし，規制側
と約束したものは記載し，自主設備であることを明確に
する。 

・基本設計方針は，必要に応じて並び替えることにより，技
術基準規則の条文の並びとなるよう構成し，箇条書きとす
るなど表現を工夫する。また，適用する設備ごとに記載す
る。 

・作成にあたっては，必要に応じ，以下に示す考え方も反映
し作成する。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

当施設
の反映 

 

 

 

 

語句適
正化 

 

 

 

 

 

 

 

語句適
正化 

 

自主設
備の記
載の明
確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業指定基準規則 技術基準規則及びその解釈 

事業変更許可 本文 

事業変更許可添六，添八（添

五,添七） 

(a) 

差分 

必要に応じ 

(b) (a) 
必要に応じ 

基本設計方針 

事業基準規則 技術基準規則及びその解釈 

事業許可 本文 

事業許可添六，添七，添八 

(a) 

差分 

必要に応じ 

(b) (a) 必要に応じ 

基本設計方針 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本的考え方】 

<比較検討> 

1－6 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本文記載箇所 記載方針 

1  基本設計方針 
（つづき） 

基① 
（手段の
明確化） 

事業変更許可本文記載事項のうち，「性能」を記載
している設計方針は，技術基準規則への適合性を確
保する上で，その「性能」を持たせるための手段を特
定できるように記載する。 
また，技術基準規則への適合性の観点で，事業変更

許可本文に対応した事項以外に必要となる運用を付
加する場合も同様の記載を行う。 
なお，手段となる「仕様」が仕様表で明確な場合は

記載しない。 

 
本文記載箇所 記載方針 

1  基本設計方
針 
（つづき） 

基② 
（運用
の担保
先の明
確化） 

事業変更許可本文記載事項のうち「運用」は，
「基本設計方針」として，運用の継続的改善を阻
害しない範囲で必ず遵守しなければならない条
件がわかる程度の記載を行うとともに，運用を定
める箇所（ＱＭＳ文書で定める場合は「保安規定」
を記載）の呼び込みを記載し，必要に応じ，添付
書類の中でその運用の詳細を記載する。 

 
また，技術基準規則の本文・解釈への適合性の

観点で，事業変更許可本文に対応した事項以外に
必要となる運用を付加する場合も同様の記載を
行う。 

基③ 
（評価
に対す
る対
応） 

事業変更許可本文で評価を伴う記載がある場
合は，設工認にて担保する条件を以下のいずれか
の方法を使い分けることにより記載する。 
ⅰ. 評価結果が示されている場合，評価結果を

受けて必要となった措置のみを設工認の対
象とする。 

ⅱ. 今後評価することが示されている場合，評
価する段階（設計又は工事）を明確にし，評
価の方法及び条件，その評価結果に応じて取
る措置の両者を設工認の対象とする。 

基④ 
（ 該 当
し な い
条文） 

・要求事項が該当しない条文については，該当し
ない旨の理由を記載する。 

 
・条項号のうち，適用する設備がない要求事項
は，「適合するものであることを確認する」とい
う審査の観点を踏まえ，当該要求事項の対象と
なる設備を設置しない旨を記載する。 

 
 
 
 
 
 

 
本文記載箇所 記載方針 

１ 基 本 設
計方針 
（ つ づ
き 
） 

基① 
（手段の
明確化） 
 

事業許可本文記載事項のうち，「性能」を記載してい
る設計方針は，技術基準規則への適合性を確保する上
で，その「性能」を持たせるための手段を特定できるよ
うに記載する。 

また，技術基準規則への適合性の観点で，事業許可本
文に対応した事項以外に必要となる運用を付加する場
合も同様の記載を行う。 
なお，手段となる「仕様」が要目表で明確な場合は記載
しない。 

基② 
（運用の
担保先の
明確化） 
 

事業許可本文記載事項のうち「運用」は，「基本設計
方針」として，運用の継続的改善を阻害しない範囲で必
ず遵守しなければならない条件がわかる程度の記載を
行うとともに，運用を定める箇所（ＱＭＳ文書で定める
場合は「保安規定」を記載）の呼び込みを記載し，必要
に応じ，添付書類の中でその運用の詳細を記載する。 

 
また，技術基準規則の本文・解釈への適合性の観点

で，事業許可本文に対応した事項以外に必要となる運
用を付加する場合も同様の記載を行う。 

基③ 
（評価に
対する対
応） 
 

事業許可本文で評価を伴う記載がある場合は，設工
認にて担保する条件を以下のいずれかの方法を使い分
けることにより記載する。 

ⅰ. 評価結果が示されている場合，評価結果を受け
て必要となった措置のみを設工認の対象とす
る。 

ⅱ. 今後評価することが示されている場合，評価す
る段階（設計又は工事）を明確にし，評価の方法
及び条件，その評価結果に応じて取る措置の両
者を設工認の対象とする。 

基④ 
（該当し
な い 条
文） 
 

・要求事項が該当しない条文については，該当しない旨
の理由を記載する。なお，明らかに該当しない場合は
該当しない理由の記載を省略する。 

・条項号のうち，適用する設備がない要求事項は，「適
合するものであることを確認する」という審査の観
点を踏まえ，当該要求事項の対象となる設備を設置
しない旨を記載する。 

基⑤ 
（指針等
の引用） 
 

技術基準規則への適合性を示す上で，法令，規格・基
準等が判断基準，遵守することを要求される場合は，基
本設計方針に記載する。 

なお，記載に当たっては以下のとおり記載する。 
 

・原子力規制委員会の審査ガイドは今後の改訂
による最新基準への適合を踏まえ，基本設計方
針に，審査ガイド名，制定日，発行番号を記載
する。 

 
・特定の版を使用する場合は，引用する文書名及

び版を識別するための情報（施行日等）を記載
する。 

 

 

 

語句適
正化 

 

 

 

 

 

語句適
正化 

 

 

 

 

 

語句適
正化 

 

 

 

 

 

記載の
明確化 
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発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本文記載箇所 記載方針 

1 基本設計方針 
（つづき） 

基⑤ 
（指針等
の引用） 

技術基準規則への適合性を示す上で，法令，規格・
基準等が判断基準，遵守することを要求される場合
は，基本設計方針に記載する。 
なお，記載に当たっては以下のとおり記載する。 
 
・原子力規制委員会の審査ガイドは今後の改訂に
よる最新基準への適合を踏まえ，基本設計方針
に，審査ガイド名，制定日，発行番号を記載する。 

 
・特定の版を使用する場合は，引用する文書名及び
版を識別するための情報（施行日等）を記載する。 

 
・上記以外の法令，規格及び基準や計算で使用する
許容値等の引用規格は，必要に応じて準拠法令表
や添付説明書に記載することとし，基本設計方針
に記載しない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・上記以外の法令，規格及び基準や計算で使用す
る許容値等の引用規格は，必要に応じて準拠法
令表や添付説明書に記載することとし，基本設
計方針に記載しない。 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本的考え方】 

<比較検討> 

1－8 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

Ｒ．工事の方法 
技術基準規則の規定により施設

しなければならない機器等が、期

待される機能を確実に発揮するこ

とを示すため、当該工事の手順並

びに使用前事業者検査の項目及び

方法を記載するとともに、工事中

の従事者及び公衆に対する放射線

管理や他の設備に対する悪影響防

止等の観点から特に留意すべき事

項を記載することとする。具体的

には、以下に掲げる事項を記載す

ることとする。 
ａ．工事の手順 
・材料受入れ 
・加工 
・組立て 
・据付け 

ｂ．使用前事業者検査の項目及び方
法 
・工事の工程に応じて実施する検

査項目 
・検査場所 
・検査方法 
・判定基準等 

ｃ．特に留意すべき事項 
・修理の方法 
・特別な工法を採用する場合の当
該工事の施工方法 

・工事に伴う放射線障害から従事
者及び公衆を防護するための放
射線管理の方法その他従事者及
び公衆の安全確保のために必要
な措置並びに工事中に想定され
る事象（工事用の資機材の破
損、倒壊等を含む。）に伴う既
設の安全上重要な機器等への悪
影響防止対策など 

・工事の手順及び検査との関係を

明確にしたフローチャート    

 

なお、ＭＯＸ燃料におけるプル
トニウム富化度等の実際の製造
段階で確定する仕様については、

 
本文記載箇所 記載方針 

2 工事の方法 技術基準規則の規定により施設しなければならない機器等が，
期待される機能を確実に発揮することを示すため，当該工事の手
順並びに使用前事業者検査の項目及び方法を記載するとともに，
工事中の従事者及び公衆に対する放射線管理や他の設備に対す
る悪影響防止等の観点から特に留意すべき事項を記載すること
とする。具体的には，以下に掲げる事項を記載することとする。 
ａ．工事の手順 

・材料受入れ 
・加工 
・組立て 
・据付け 

ｂ．使用前事業者検査の項目及び方法 
・工事の工程に応じて実施する検査項目 
・検査場所 
・検査方法 
・判定基準等 

ｃ．特に留意すべき事項 
・修理の方法 
・特別な工法を採用する場合の当該工事の施工方法 
・工事に伴う放射線障害から従事者及び公衆を防護するため
の放射線管理の方法その他従事者及び公衆の安全確保のた
めに必要な措置並びに工事中に想定される事象（工事用の
資機材の破損，倒壊等を含む。）に伴う既設の安全上重要な
機器等への悪影響防止対策など 

・工事の手順及び検査との関係を明確にしたフローチャート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本文記載箇所 記載方針 

２ 工 事 の
方法 

技術基準規則の規定により施設しなければならない機器等が，
期待される機能を確実に発揮することを示すため，当該工事の手
順並びに使用前事業者検査の項目及び方法を記載するとともに，
工事中の従事者及び公衆に対する放射線管理や他の設備に対する
悪影響防止等の観点から特に留意すべき事項を記載することとす
る。具体的には，以下に掲げる事項を記載することとする。 

ａ．工事の手順 
・材料受入れ 
・加工 
・組立て 
・据付け 

ｂ．使用前事業者検査の項目及び方法 
・工事の工程に応じて実施する検査項目 
・検査場所 
・検査方法 
・判定基準等 

ｃ．特に留意すべき事項 
・修理の方法 
・特別な工法を採用する場合の当該工事の施工方法 
・工事に伴う放射線障害から従事者及び公衆を防護するため

の放射線管理の方法その他従事者及び公衆の安全確保のた
めに必要な措置並びに工事中に想定される事象（工事用の
資機材の破損，倒壊等を含む。）に伴う既設の安全上重要
な機器等への悪影響防止対策など 

・工事の手順及び検査との関係を明確にしたフローチャート 
・使用前検査及び使用前事業者検査を受検して長期間経て
いる設備，機器や設置後長期間点検を実施していない設
備，機器については事業開始までに点検を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業開
始まで
の点検
を記載 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本的考え方】 

<比較検討> 

1－9 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

記載した条件に合致しているか
どうかの確認方法について記載
することとする。 

 

 

 

２．設計及び工事の計画の認可及び

届出手続きの範囲 

 （略） 

（２）工事計画に記載すべき設備及

び機器等の範囲 

 （略） 

 

１）機器等の仕様に関する記載要求

範囲 

規則別表第２の中欄において

は、設備別記載事項として、それ

に係る熱交換器、ポンプ、容器そ

の他の機器等の種類に応じて、名

称、種類、容量、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料、

個数及び取付箇所等の仕様を記載

することとされており、これらの

仕様については、要目表として記

載することとする。 

このうち、個数が複数の機器等

については、技術基準規則への適

合性の観点で必要な場合は、それ

ぞれの機器等の仕様が分かるよう

記載するものとする。また、配管

等の「厚さ」、熱交換器（蒸気発

生器を含む。）、ポンプ、圧縮

機、容器その他の機器等の「容

量」及び熱交換器（蒸気発生器を

含む。）の「伝熱面積」等につい

ては、当該機器等の性能又は強度

等が技術基準規則等に適合してい

ることを確認したもの（以下「設

計確認値」という。）と公称値を

併記することとし、設計確認値の

記載については、「○○以上」又

は「○○以下」のように、下限又

は上限である旨を明記してもよい

こととする。その他、技術基準規

則の規定内容に加え、以下の内容

を踏まえて記載するものとする。 

 
本文記載箇所 記載方針 

3  仕様表 ・「設工認申請書に記載すべき内容」のうち，再処理規則，
廃棄物管理規則又は加工規則に示す施設における，安全
上重要な施設，耐震Ｓクラス施設，重大事故等対処設備の
うち，系統に求める主たる機能を果たすために本流が流
れる流路上の設備※を対象とし，機器等の種類に応じて技
術基準規則への適合性を示す上で必要な事項（名称，種
類，容量，最高使用圧力，最高使用温度，主要寸法，材料，
個数及び取付箇所等の仕様）を記載する。その他，施設へ
の影響の観点から重要となる設備についても必要に応じ
て対象とする。 

なお，安全上重要な施設，耐震Ｓクラス施設及び重大事
故等対処設備がない加工施設においては，施設内の安全
上の重要度の観点から，第１類，第２類の設備を仕様表の
作成対象とする。 
 
※ 当該設備に接続する分岐部等は含めない 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本文記載箇所 記載方針 

３ 要目表 
（設計仕
様） 

・「設工認申請書に記載すべき内容」のうち，事業許可申請書にお
いて仕様（臨界防止機能，閉じ込め機能，除熱機能，遮蔽機能，
安全機能等）を記載しており，後段の設工認において必要な性
能を担保できることを確認する必要がある機器等，並びにその
機能を担保するため機器等の材料，寸法，構造等を示したうえ
で荷重や耐震等の構造強度評価により後段の設工認にて担保で
きることを確認する必要がある機器等については，機器等の種
類に応じて技術基準規則への適合性を示す上で必要な事項（名
称，種類，容量，最高使用圧力，最高使用温度，主要寸法，材
料，個数及び取付箇所等の仕様）を記載する。 

  ただし，今回新たに設工認対象設備となったミルシートのな
い既存機器等においては材料の記載をせず，性能確認にて性能
を担保するものとする。 

 
 
・機種毎の要目表記載項目及び要目表記載対象設備の選定方針に
ついて別紙２に示す。また，要目表記載事項（要求範囲を含む。）
の詳細については，「２．設工認申請における要目表の作成要領」
に示す。 

 
・なお，要目表対象設備の選定及び要目表記載事項の抽出におい
ては，発電炉における工認実績（別表第二，要目表及び基本設
計方針）を参考のうえ決定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
最新版
の反映 
 
貯蔵施設
として記
載。 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本的考え方】 

<比較検討> 

1－10 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．基本設計方針、適用基準及び適

用規格 

 （再掲、略） 
適用基準及び適用規格について

は、各設備の設計製作に適用する

基準及び規格について、具体的な

規格番号、名称及び制定又は改訂

年度も含め記載する。記載対象と

する基準及び規格は技術基準規則

に規定される性能を満足させるた

めの基本的な規格及び基準とす

る。具体的には技術基準規則解釈

に引用されるもの等とする。 

 

３．工事計画以外の認可申請書、届

出書及び添付書類の記載 

認可申請又は届出の手続につい

ては、規則第９条第１項又は第１

２条第１項に申請書又は届出書記

載事項が定められており、各条第

３項の規定により添付すべき書類

が同項及び規則別表第２の下欄で

定められている。ここでは、各条

第１項第３号に規定されている工

事工程表及び同項第４号に規定さ

れている品質マネジメントシステ

ム並びに各条第３項及び規則別表

第２の下欄で定められている各添

付書類に記載すべき事項を示す。 

 

（１）工事工程表 
現地工事の期間と工事の方法で

示す工事の工程ごとに使用前事業

者検査及び使用前確認が可能な時

期を記載することとする。また、

現地工事の期間としては系統ごと

 
本文記載箇所 記載方針 

4 準 拠 規 格
及び基準 

・各設備の設計製作に適用する基準及び規格について，具体的
な規格番号，名称及び制定又は改定年度も含め記載する。記
載対象とする基準及び規格は技術基準規則に規定される性能
を満足させるための基本的な規格及び基準とする。 

 

5 工 事 工 程
表 

・現地工事の期間と工事の方法で示す工事の工程ごとに使用前
事業者検査及び使用前確認が可能な時期を記載することとす
る。また，現地工事の期間としては系統ごとに記載すること
とし，使用前事業者検査及び使用前確認が可能な時期として
は現地以外において使用前事業者検査及び使用前確認を実施
する場合も含むものとする。 

 
 

6 品質 マネ
ジメ ント
システム 

・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制
の基準に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第２号）
の規定に適合するとして許可を受けた保安活動に係る品質管
理に必要な体制の整備に関する事項を踏まえて，設計及び工
事に係る具体的な品質管理の方法，組織等の計画された事項
（品質マネジメント文書及び記録の体系を含む。）を記載する
こととする。その際，設計及び工事の段階に応じて品質管理
の方法等の変更を伴う場合には，それぞれの品質管理の方法
等の切替えの時期等を含めて記載することとする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
本文記載箇所 記載方針 

４ 準拠規格
及び基準 

・各設備の設計製作に適用する基準及び規格について，具体的な
規格番号，名称及び制定又は改定年度も含め記載する。記載対象
とする基準及び規格は技術基準規則に規定される性能を満足さ
せるための基本的な規格及び基準とする。 

 
本文記載箇所 記載方針 

５ 工事工程
表 

・現地工事の期間と工事の方法で示す工事の工程ごとに使用前事
業者検査及び使用前確認が可能な時期を記載することとする。
また，現地工事の期間としては施設ごとに記載することとし，使
用前事業者検査及び使用前確認が可能な時期としては現地以外
において使用前事業者検査及び使用前確認を実施する場合も含
むものとする。 
工事工程表の記載例を別紙３に示す。 

 
本文記載箇所 記載方針 
６ 品質マネ

ジメント
システム 

・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の
基準に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第２号）の規
定に適合するとして許可を受けた保安活動に係る品質管理に必
要な体制の整備に関する事項を踏まえて，設計及び工事に係る
具体的な品質管理の方法，組織等の計画された事項（品質マネジ
メント文書及び記録の体系を含む。）を記載することとする。そ
の際，設計及び工事の段階に応じて品質管理の方法等の変更を
伴う場合には，それぞれの品質管理の方法等の切替えの時期等
を含めて記載することとする。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施設と
して記
載 
 
 
最新版
を反映 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本的考え方】 

<比較検討> 

1－11 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

に記載することとし、使用前事業

者検査及び使用前確認が可能な時

期としては現地以外において使用

前事業者検査及び使用前確認を実

施する場合も含むものとする。 

 
 

（２）設計及び工事に係る品質マネ

ジメントシステム 
原子力施設の保安のための業務

に係る品質管理に必要な体制の基

準に関する規則（令和２年原子力

規制委員会規則第２号）の規定に

適合するとして許可を受けた保安

活動に係る品質管理に必要な体制

の整備に関する事項を踏まえて、

設計及び工事に係る具体的な品質

管理の方法、組織等の計画された

事項（品質マネジメント文書及び

記録の体系を含む。）を記載する

こととする。その際、設計及び工

事の段階に応じて品質管理の方法

等の変更を伴う場合には、それぞ

れの品質管理の方法等の切替えの

時期等を含めて記載することとす

る。 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本的考え方】 

<比較検討> 

1－12 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

章立て決定後に記載 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本的考え方】 

<比較検討> 

1－13 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本的考え方】 

<比較検討> 

1－14 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本的考え方】 

<比較検討> 

1－15 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準的
記載方
法で当
社の状
況を反
映 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本的考え方】 

<比較検討> 

1－16 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社の
設備状
況を反
映 

 

対象外
機種を
「－」
で記載 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本的考え方】 

<比較検討> 

1－17 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社で
の記載
順を記
載。 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本的考え方】 

<比較検討> 

1－18 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社施
設にお
ける考
え方を
記載 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本的考え方】 

<比較検討> 

1－19 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本的考え方】 

<比較検討> 

1－20 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
当社の
施設名
を記載 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本的考え方】 

<比較検討> 

1－21 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
当社の
施設名
を記載 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【要目表】 

<比較検討> 

2－1 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

２．工事の計画の認可及び届出及び認可手続の範囲  

（２）工事計画に記載すべき設備及び機器等の範囲  

工事計画に記載しなければならない事項は，規則第9条第2

項又は第12条第2項で発電用原子炉施設の種類に応じて規

則別表第2の中欄で定めるものとされており，規則別表第2

の中欄において，設備ごとにさらに機器等の単位で記載要

求事項を定めている。この規則別表第2に規定されている

記載要求事項については，少なくとも技術基準規則への適

合性を示す上で必要十分な内容が記載される必要があり，

以下では，規則別表第1における設備及び機器等の規定も

含めて，機器等の仕様に関する記載要求範囲と設備及び機

器等の記載要求範囲に分けて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 要目表について 

 

１．目的 

仕様を記載する設備について，記載の統一及び一貫性を

図ることを目的として仕様表の作成要領を策定する。 

 

２．具体的な仕様表の作成方法 

2.1 資料構成 

(1) 仕様表の資料構成は以下とする。 

ａ．申請対象設備については，「使用済燃料の再処理の事

業に関する規則」第二条，「核燃料物質又は核燃料物

質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する

規則」第四条及び「核燃料物質の加工の事業に関する

規則」第三条の二の二に記載の施設区分と同じ順番に

記載する。以下に施設区分を示す。 

なお，以下に示す施設区分のうち，その他再処理設備の

附属施設，その他廃棄物管理設備の附属施設及び，その他

加工施設などの詳細な施設区分については，事業指定申請

書または事業変更許可申請書に記載の施設区分と同じ順番

に記載する。 

 

再処理施設 廃棄物管理施設 加工施設 

イ．使用済燃料

の受入施設及び

貯蔵施設 

ロ．再処理設備

本体 

（1）せん断処理

施設 

（2）溶解施設 

（3）分離施設 

（4）精製施設 

（5）脱硝施設 

（6）酸及び溶媒

の回収施設 

イ．廃棄物管理

設備本体 

（1）管理施設 

ロ．放射性廃棄

物の受入施設 

ハ．計測制御系

統施設 

ニ．放射線管理

施設 

ホ．その他廃棄

物管理設備の附

属施設 

 

ロ．濃縮施設 

ハ．成形施設 

ニ．被覆施設 

ホ．組立施設 

ヘ．核燃料物質

の貯蔵施 

設 

ト．放射性廃棄

物の廃棄施設 

チ．放射線管理

施設 

リ．その他の加

工施 

２．設工認申請書における要目表の作成要領について 

 

１．目的 

仕様を記載する設備について，記載の統一及び一貫性を

図ることを目的として要目表の作成要領を策定する。 

 

２．具体的な要目表の作成方法 

2.1 資料構成 

(1) 要目表の資料構成は以下とする。 

ａ．申請対象設備については，「使用済燃料の貯蔵の事業に

関する規則」第二条に記載の施設区分と同じ順番に記

載する。以下に施設区分を示す。 

 

 

 

なお，以下に示す施設区分のうち，その他使用済燃料貯蔵

設備の附属施設の構造及び設備のうち，主要な事項の詳細

な施設区分については，使用済燃料貯蔵施設の技術基準に

関する規則に記載の事項と対応する施設区分の順番に記載

する。 

 

使用済燃料貯蔵施設 

イ 使用済燃料貯蔵設備本体 

ロ 使用済燃料の受入設備 

ハ 計測制御系統施設 

ニ 放射性廃棄物の廃棄施設 

ホ 放射線管理施設 

ヘ その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設 

（１）使用済燃料貯蔵建屋 

（２）電気設備 

（３）通信連絡設備 

（４）消防用設備 

（５）人の不法な侵入等防止設備 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

適用規則の相違 

 

 

 

 

 

 

適用規則の相違 

 

 

 

 

設備の相違 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【要目表】 

<比較検討> 

2－2 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ．製品貯蔵施

設 

ニ．計測制御系

統施設 

ホ．放射性廃棄

物の廃棄施設 

ヘ．放射線管理

施設 

ト．その他再処

理設備の附属施

設 

 

ｂ．仕様表記載対象設備は「申請範囲」※1により対象設備を

明確化する。 

※1：今回の手続き対象外で「記載の適正化のみ」を行う設備は，「申請範囲」

に手続き対象外である旨を記載する。 

（例）○○ポンプ（手続き対象外） 

 

ｃ．仕様表は， 1 設備につき 1 件とし，複数の設備（系統）

区分※2の機能を有する設備であっても仕様表は 1 件と

する。 

 ただし，Ａ系／Ｂ系，第1／第2のように同一仕様の

設備の場合は，仕様表を一つに纏めてもよい。 

※2：設備（系統）区分の記載について，設備名のみで対象が自明の場合は系統

名を記載しなくても良い。（以下，各章においても同様。） 

 

ｄ．仕様表については，設工認作成要領【基本的考え方】

別紙２に示す機種毎に添付するものとする。 

 

2.2 仕様表の記載項目 

仕様表の記載項目については，技術基準適合性，事業変更

許可で示した機能、性能が基準等へ適合していることを説

明する上で構造、性能等に係る仕様を示す。 
また，以降に記載する内容を踏まえ，機種毎の基本的な仕

様表記載項目を添付-１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．要目表記載対象設備は「申請範囲」※1により対象設備を

明確化する。 

※1：今回の手続き対象外で「記載の適正化のみ」を行う設備は，「申請範囲」

に手続き対象外である旨を記載する。 

（例）○○ポンプ（手続き対象外） 

 

ｃ．要目表は， 1 設備につき 1 件とし，複数の設備（系統）

区分※2の機能を有する設備であっても要目表は 1 件と

する。 

 ただし，Ａ系／Ｂ系 のように同一仕様の設備の場

合は，要目表を一つに纏めてもよい。 

※2：設備（系統）区分の記載について，設備名のみで対象が自明の場合は系統

名を記載しなくても良い。（以下，各章においても同様。） 

 

ｄ．要目表については，設工認作成要領【基本的考え方】

別紙２に示す設備毎に添付するものとする。 

 

2.2 要目表の記載項目 

要目表の記載項目については，技術基準へ適合している

ことを説明する上で必要な構造，機能及び性能等に係る仕

様を示す。 
また，以降に記載する内容を踏まえ，設備の種別毎に基本

的な要目表記載項目を添付-１に示す。 

ただし，重要な施設以外の施設については，規制庁の審査

の進め方（※）に基づき，本作成要領に基づき，要目表以外

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化， 

 

 

 

 

記載の適正化 

記載の適正化 

 

設備の相違 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

記載の適正化 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

規制庁の審査の進め方反映 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【要目表】 

<比較検討> 

2－3 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、既認可の仕様表記載項目のうち、以下に示すよう

な発電炉との記載項目の横並び、技術基準適合性等に係ら

ない項目や数値等の仕様記載ではない項目については、仕

様表から基本設計方針等に記載を移すものとする。 

① 耐震クラス、機器の種類（溶接の機種区分）について

は、発電炉に合わせ主要設備リストへ記載し、仕様表に

記載しない。 

② 標準濃度については、工程情報を示す項目であり、設備

仕様に直接かかわらない項目であることから、仕様表に

記載しない。 

③ 添付図の呼び込みについては、必要な設計仕様を仕様

表に記載することから、仕様表に記載しない。 

なお，1つの機器に複数の機能を有するユニット機器に

ついては，1つの仕様表中に複数の機能に係る仕様を記載

することを基本とする。 

ただし，ユニット機器の構造や機能の関係性から，ユニッ

ト機器の構成単位で仕様表を分けた方が設備仕様の整理が

容易となるものについては、機器の構成単位で仕様表を分

けて作成することも可とする。 

(1) 仕様表へ記載する項目，内容 

ａ．名称 

機器等を識別するため，機器等の名称を記載する。 

なお，配管，ダクトの場合は，対象範囲が識別できるよう

に記載する。 

（記載例1）名称：（機器）～（機器） 

（記載例2）名称：○○出口配管～（機器） 

（記載例 3）名称：〇〇入口配管及び〇〇出口配管～（機器） 

 

ｂ．種類（形式） 

機器等の種類を示すため，形状や機能より分類した種類

を記載する。分類及び記載内容の例を以下に示す。 

に記載することも妨げない。 

※：試験研究用等原子炉施設及び核燃料施設に係る設計及

び工事の計画の認可の審査並びに使用前確認等の進め方

（原子力規制庁，2020.9.30） 

なお，既認可の要目表記載項目のうち，以下に示すよう

な発電炉との記載項目の横並び，技術基準適合性等に係ら

ない項目や数値等の仕様記載ではない項目については，要

目表から基本設計方針等に記載を移すものとする。 

① 耐震クラス，機器の種類（溶接の機種区分）について

は，発電炉に合わせ主要設備リストへ記載し，要目表に

記載しない。 

② 標準濃度については，工程情報を示す項目であり，設備

仕様に直接かかわらない項目であることから，仕様表に

記載しない。 

② 添付図の呼び込みについては，必要な設計仕様を要目

表に記載することから，要目表に記載しない。 

なお，1つの機器に複数の機能を有するユニット機器に

ついては，1つの要目表中に複数の機能に係る仕様を記載

することを基本とする。 

ただし，ユニット機器の構造や機能の関係性から，ユニッ

ト機器の構成単位で要目表を分けた方が設備仕様の整理が

容易となるものについては，機器の構成単位で要目表を分

けて作成することも可とする。 

(1) 要目表へ記載する項目，内容 

ａ．名称 

機器等を識別するため，機器等の名称を記載する。 

なお，配管，ダクトの場合は，対象範囲が識別できるよう

に記載する。 

（記載例1）名称：（機器）～（機器） 

（記載例2）名称：○○出口配管～（機器） 

（記載例 3）名称：〇〇入口配管及び〇〇出口配管～（機器） 

 

ｂ．種類（形式） 

機器等の種類を示すため，形状や機能より分類した種類

を記載する。分類及び記載内容の例を以下に示す。 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

設備の相違 

 

 

記載の適正化 

 

設備の相違 

 

 

設備の相違 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

設備の相違 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【要目表】 

<比較検討> 

2－4 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．容量又は注入速度及び揚程又は吐出圧力 

通常運転時，設計基準事故時又は重大事故等時等

の対応で必要な性能が異なる場合には，要求される

性能を列記する必要があり，容量又は注入速度及び

揚程又は吐出圧力の対応関係が分かるように記載す

ることとする。 

 

 

Ｃ．加熱面積及び伝熱面積 

熱の伝達性能を表す必要があり，加熱及び伝熱に

有効な面積を記載することとする。その際，有効な

面積の算出に必要な情報については，構造図にて図

示することとする。 
 
 
 
 
 
 

(a) 円筒形容器の基本型式は，たて，横の置き方と円筒形

の組合せとする。 

（記載例）たて置円筒形，横置円筒形 

(b)伝熱管を有する熱交換器は，たて，横の置き方とU字

管，直管等の管形状の組合せとする。（記載例）たて置直

管式，横置U字管式 

(c)ポンプ（取扱う流体が液体）は，回転式の場合はうず

巻形，ターボ形とし，往復式の場合は往復形とする。 

(d) 圧縮機又は真空ポンプ（取り扱う流体が気体）は，往復

式又は回転式とする。 

 

ｃ．設計条件 

(a) 流体の種類 

機器等で取扱う流体を示すため，流体の種類を記載す

る。設備の構造上，複数の流体を記載する必要がある場合

は，区別して記載する。 

(b) 設計能力（容量，揚程，加熱面積，伝熱面積，吐出圧力，

計測範囲，除去効率等） 

技術基準の要求事項を満足するために必要な機能（設計

能力）を示す項目として記載する。 

ポンプ等の容量及び揚程又は吐出圧力を表す必要がある

機器において，通常運転時，設計基準事故時又は重大事故時

等の対応で必要な性能がわかるように記載することとす

る。 

 

また，熱の伝達性能を表す必要がある機器の場合には，

伝熱に有効な面積を記載することとする。その際，有効な

面積の算出に必要な情報については，構造図にて図示する

こととする。 

記載する能力とその項目の例を以下に示す。 

・ 容器では貯留能力を示すほか，しゃへいや火災等によ

る損傷の防止の評価に使用する主要条件であることから

容量を記載する。 

・  熱交換器類については，設備に応じて設計熱交換量，設

計燃焼熱量を容量として記載する。 

(a) 円筒形容器の基本型式は，たて，横の置き方と円筒形

の組合せとする。 

（記載例）たて置円筒形，横置円筒形 

(b)伝熱管を有する熱交換器は，たて，横の置き方とU字

管，直管等の管形状の組合せとする。（記載例）たて置直

管式，横置U字管式 

(c)ポンプ（取扱う流体が液体）は，回転式の場合はうず

巻形，ターボ形とし，往復式の場合は往復形とする。 

(b) 圧縮機又は真空ポンプ（取り扱う流体が気体）は，往復

式又は回転式とする。 

 

ｃ．設計条件 

(a) 流体の種類 

機器等で取扱う流体を示すため，流体の種類を記載す

る。設備の構造上，複数の流体を記載する必要がある場合

は，区別して記載する。 

(b) 設計能力（容量，揚程，加熱面積，伝熱面積，吐出圧力，

計測範囲，除去効率等） 

技術基準の要求事項を満足するために必要な機能（設計

能力）を示す項目として記載する。 

ポンプ等の容量及び揚程又は吐出圧力を表す必要がある

機器において，貯蔵期間中の必要な性能がわかるように記

載することとする。 

 

 

また，熱の伝達性能を表す必要がある機器の場合には，

伝熱に有効な面積を記載することとする。その際，有効な

面積の算出に必要な情報については，構造図にて図示する

こととする。 

記載する能力とその項目の例を以下に示す。 

・ 容器では貯留能力を示すほか，しゃへいや火災等によ

る損傷の防止の評価に使用する主要条件であることから

容量を記載する。 

・  熱交換器類については，設備に応じて設計熱交換量，設

計燃焼熱量を容量として記載する。 

 

 

 

機器の相違 

 

 

機器の相違 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 
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発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ．最高使用圧力，最高使用温度 

重大事故等対処設備については，重大事故等時における

使用圧力以上の圧力又は使用温度以上の温度であって，設

計上定めるもの（以下「重大事故等時における圧力又は温

度」という。）を記載することとする。 

また，設計基準対象施設を重大事故等対処施設として使用

する場合で，重大事故等時における圧力又は温度が，設計

基準対象施設としての最高使用圧力又は最高使用温度を超

える場合は，その対応関係が分かるように記載することと

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また，加熱及び伝熱に有効な面積については，容量（設

計熱交換量等）とは別に，設備の能力として記載する。 

・装置類及び廃ガス処理設備等は，設備の処理能力を記載す

る。 

・ サーモサイフォン型蒸発缶（加熱部）は貯留能力に加え

て，処理容量及び設計熱交換量を記載する。サーモサイ

フォン型蒸発缶（気液分離部）及びジャケット型蒸発缶

は，設計蒸発量を記載する。 

・ ポンプ類は，型式に応じて容量又は揚程を定格値として

記載する。 

(c) 最高使用圧力，最高使用温度 

機器等の強度評価に用いる等，設計条件の主要項目であ

る最高使用温度，最高使用圧力を記載する。 

重大事故等対処設備については，重大事故時等における

使用圧力以上の圧力又は使用温度以上の温度であって，設

計上定めるもの（以下，「重大事故等時における圧力または

温度」という。）を記載することとする。 

ただし，水素爆発及びTBP等の錯体による急激な分解反応

のように瞬間的な衝撃によって生じさせる圧力，温度につ

いては，計算書にて影響評価を行う。 

また，設計基準対象施設を重大事故等対処施設として使

用する場合で，重大事故時等における圧力又は温度が，設計

基準対象施設としての最高使用圧力または使用温度を超え

る場合は，その対応関係が分かるように記載することとす

る。 

なお，各設備において，内圧及び外圧の両方が発生すると

きは，両方の値を記載し，内圧及び外圧の別が分かるように

する。 

(d)臨界管理 

臨界安全管理対象の機器は，核燃料物質が臨界に達する

おそれがないようにするための管理方法を記載する。臨界

安全管理の管理方法である全濃度安全形状寸法管理（また

は形状寸法管理），濃度管理，質量管理等を記載する。 

(e)核的制限値 

核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう，単一ユニ

また，加熱及び伝熱に有効な面積については，容量（設

計熱交換量等）とは別に，設備の能力として記載する。 

・装置類及び廃ガス処理設備等は，設備の処理能力を記載す

る。 

・ サーモサイフォン型蒸発缶（加熱部）は貯留能力に加え

て，処理容量及び設計熱交換量を記載する。サーモサイ

フォン型蒸発缶（気液分離部）及びジャケット型蒸発缶

は，設計蒸発量を記載する。 

・ ポンプ類は，型式に応じて容量又は揚程を定格値として

記載する。 

(c) 最高使用圧力，最高使用温度 

機器等の強度評価に用いる等，設計条件の主要項目であ

る最高使用温度，最高使用圧力を記載する。 

重大事故等対処設備については，重大事故時等における使

用圧力以上の圧力又は使用温度以上の温度であって，設計

上定めるもの（以下，「重大事故等時における圧力または温

度」という。）を記載することとする。 

ただし，水素爆発及びTBP等の錯体による急激な分解反応

のように瞬間的な衝撃によって生じさせる圧力，温度につ

いては，計算書にて影響評価を行う。 

また，設計基準対象施設を重大事故等対処施設として使

用する場合で，重大事故時等における圧力又は温度が，設計

基準対象施設としての最高使用圧力または使用温度を超え

る場合は，その対応関係が分かるように記載することとす

る。 

なお，各設備において，内圧及び外圧の両方が発生すると

きは，両方の値を記載し，内圧及び外圧の別が分かるように

する。 

(d)基本的安全機能の確保 

使用済燃料貯蔵施設は，基本的安全機能を確保するため

の設計要件を記載する。 

 

(e)核的制限値 

核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう，単一ユニ

ットとしては，設備の形状寸法，核燃料物質の濃度，質量若

 

 

設備の相違 

 

設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準の相違 

 

 

 

取り扱い物質の相違 

 

 

技術基準の相違 

 

 

 

 

 

 

 

事業の特徴の相違 

 

 

 

 

技術基準の相違 
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<比較検討> 

2－6 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｄ．主要寸法，外径及び厚さ 

機器等の概略を示す「たて」「横」「高さ」等の他，容

器，管等の性能又は構造強度等の評価に必要となる主要な

寸法，管等の外径については原則として公称値を記載する

こととし，容器等も含めて，厚さについては設計確認値

（ＪＩＳで定める許容差を差し引いた厚さの管の場合は除

く。）及び公称値を記載することとする。なお，ホース等

の一般産業品を重大事故等クラス３機器として使用する場

合の厚さについては，その完成品が一般産業品の規格及び

基準に適合するものであって，重大事故等時における使用

圧力及び使用温度が負荷された状態においても，使用材料

の特性を踏まえた強度を確保できる旨を設計確認値等に代

えて記載することでもよいものとする。また，主要寸法に

ついては，構造図にて図示するとともに，公差についての

説明を添付することとし，要目表に記載する主要寸法以外

で評価に必要となる詳細な寸法は計算書や構造図において

記載することとする。具体的な記載の例について参考資料

１に示す。 

複数の盤を組み合わせて構成される無停電電源装置等の

主要寸法は，分離可能な盤単位の寸法を記載することとす

る。 

重大事故等対処設備であって，通常運転時及び設計基準

事故時にはその機能に期待しない可搬型の機器等のうち，

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則の解釈（原規技発第１３０６１９４号（平成２５年６月

ットとしては，設備の形状寸法，核燃料物質の濃度，質量若

しくは同位体の組成の管理若しくは中性子吸収材の形状寸

法，濃度若しくは材質の管理又はこれらの組合せ，複数ユニ

ットとしては，単一ユニット相互間の最小距離等により臨

界を防止するための措置における管理値を核的制限値とし

て記載する。 

（記載例１）（省略） 

（記載例２）（省略） 

 
d．仕様 

(a) 主要寸法 

機器等の概略を示す「たて」「横」「高さ」等のほか，容

器，管等の性能又は構造強度等の評価に必要となる主要な

寸法，管等の外径について原則として公称値を記載するこ

ととし，容器等も含めて，厚さについては設計確認値（Ｊ

ＩＳで定める許容差を差し引いた厚さの管の場合は除

く。）及び公称値を記載することとする。（記載項目の詳細

については，添付-1 に示す。） 
なお，ホース等の一般産業品を重大事故等対処設備とし

て使用する場合の厚さについては，その完成品が一般産業

品の規格及び基準に適合するものであって，重大事故時に

おける使用圧力及び使用温度が負荷された状態において

も，使用材料の特性を踏まえた強度を確保できる旨を公称

値等に変えて記載することでもよいものとする。また，主

要寸法については，構造図にて図示するとともに，公差に

ついての説明を添付することとし，仕様表に記載する主要

寸法以外で評価に必要となる詳細な寸法は計算書や構造図

において記載することとする。 

複数の盤を組み合わせて構成される無停電電源装置等の

主要寸法は，分離可能な盤単位の寸法を記載することとす

る。 

重大事故等対処設備であって，通常運転時及び設計基準

事故時にはその機能に期待しない可搬型の機器等のうち，

一般産業品で十分な予備品を確保することで対応する場合

にあっては，一般産業品（完成品）としての「たて」

しくは同位体の組成の管理若しくは中性子吸収材の形状寸

法，濃度若しくは材質の管理又はこれらの組合せ，複数ユニ

ットとしては，単一ユニット相互間の最小距離等により臨

界を防止するための措置における管理値を核的制限値とし

て記載する。 

（核的制限値の記載例１） 

（核的制限値の記載例２） 

 
 
ｄ．仕様 

(a) 主要寸法 

機器等の概略を示す「たて」「横」「高さ」等のほか，容

器，管等の性能又は構造強度等の評価に必要となる主要な

寸法，管等の外径について原則として公称値を記載するこ

ととし，容器等も含めて，厚さについては設計確認値（Ｊ

ＩＳで定める許容差を差し引いた厚さの管の場合は除

く。）及び公称値を記載する。（記載項目の詳細について

は，添付-1 に示す。） 

なお，ホース等の一般産業品を重大事故等対処設備とし

て使用する場合の厚さについては，その完成品が一般産業

品の規格及び基準に適合するものであって，重大事故時に

おける使用圧力及び使用温度が負荷された状態において

も，使用材料の特性を踏まえた強度を確保できる旨を公称

値等に変えて記載することでもよいものとする。また，主

要寸法については，構造図にて図示するとともに，公差に

ついての説明を添付することとし，要目表に記載する主要

寸法以外で評価に必要となる詳細な寸法は計算書や構造図

において記載することとする。 

複数の盤を組み合わせて構成される無停電電源装置等の

主要寸法は，分離可能な盤単位の寸法を記載することとす

る。 

重大事故等対処設備であって，通常運転時及び設計基準

事故時にはその機能に期待しない可搬型の機器等のうち，

一般産業品で十分な予備品を確保することで対応する場合

にあっては，一般産業品（完成品）としての「たて」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

技術基準の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準の相違 
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<比較検討> 
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発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

１９日原子力規制委員会決定）。以下「技術基準規則解

釈」という。）第５４条の一般産業品で十分な予備品を確

保することで対応する場合にあっては，一般産業品（完成

品）としての「たて」，「横」，「高さ」等の概略寸法（車両

に設置される機器等の場合は，当該車両の概略寸法を含

む。）や他の機器等との取り合いの寸法を記載することで

よいこととする。 
 
Ｅ．材料 

機器の構造強度又は耐震強度に影響を及ぼす機器の主とな

る部分（１種類又は必要に応じて数種類）を構成するもの

とする。 

発電用原子力設備規格設計・建設規格（ＪＳＭＥＳＮＣ－

１日本機械学会。以下「設計・建設規格」という。）又は

発電用原子力設備規格材料規格（ＪＳＭＥＳＮＪ－１日本

機械学会。以下「材料規格」という。）に規定されていな

い材料であって，その化学的成分及び機械的強度が設計・

建設規格又は材料規格で規定する材料と同等以上である場

合には，「同等材」として要目表に記載することとし，併

せて，その材料の化学的成分及び機械的強度に関する事項

（化学的成分及び機械的強度がＪＩＳ，ＡＳＴＭ等の規格

に基づくものであって当該規格が公表されているものは，

規格番号等を記載した書類であってもよい。）を要目表に

記載することとする。その際，別紙として記載することで

もよいものとする。なお，主となる部分以外のもので，詳

細解析に必要となるものは，添付書類等に記載することと

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

「横」「高さ」等の概略寸法（車両に設置される機器等の

場合は，当該車両の概略寸法を含む。）や他の機器等との

取り合いの寸法を記載することでよいこととする。 

 

 

 

 

 

(b) 主要材料 

機器等の安全性評価や強度評価等の対象となる主要な材

質を記載する。 

機器の構造強度又は耐震強度に影響を及ぼす機器の主と

なる部分（１種類又は必要に応じ数種類）を構成するもの

を記載する。 
ＪＩＳ，ＡＳＴＭ等の規格に規定されていない材料であ

って，その科学的成分及び機械的強度がＪＩＳ，ＡＳＴＭ

等の規格に規定する材料と同等以上である場合には，「同等

材」として仕様表に記載することとし，併せて，その材料

の化学的成分及び機械的強度に関する事項を仕様表に記載

することとする。その際，別紙として記載することでもよ

いものとする。 
 

 

 

なお，主となる部分以外のもので，詳細解析に必要となる

ものは，添付書類等に記載することとする。 

材料記号の記載方法は以下のとおりとする。 

①ＪＩＳ規格に基づく材料記号の記載（施設時のＪＩＳ規

格に基づく材料記号を記載する。） 

・ 設備の施設以降に，ＪＩＳ規格改定により材料記号が変

更されたものであっても，今回の申請において施設時の

ＪＩＳ材料記号を記載する。 

・ 既設設備の一部に最新のＪＩＳ規格が使用されたもの

は，今回の申請において施設時のＪＩＳ材料記号と最新

のＪＩＳ材料記号をそれぞれ記載する。 

「横」「高さ」等の概略寸法（車両に設置される機器等の

場合は，当該車両の概略寸法を含む。）や他の機器等との

取り合いの寸法を記載することでよいこととする。 

 

 

 

 

 

(b) 主要材料 

機器等の安全性評価や強度評価等の対象となる主要な材

質を記載する。 

機器の構造強度又は耐震強度に影響を及ぼす機器の主と

なる部分（１種類又は必要に応じ数種類）を構成するもの

を記載する。 

ＪＩＳ，ＡＳＴＭ等の規格に規定されていない材料であ

って，その科学的成分及び機械的強度がＪＩＳ，ＡＳＴＭ

等の規格に規定する材料と同等以上である場合には，「同等

材」として要目表に記載することとし，併せて，その材料

の化学的成分及び機械的強度に関する事項を要目表に記載

する（必要に応じ，別紙として記載する）。 

 

 

 

 

なお，主となる部分以外のもので，詳細解析に必要となる

ものは，添付書類等に記載する。 

材料記号の記載方法は以下のとおりとする。 

①ＪＩＳ規格に基づく材料記号の記載（施設時のＪＩＳ規

格に基づく材料記号を記載する。） 

・ 設備の施設以降に，ＪＩＳ規格改定により材料記号が変

更されたものであっても，今回の申請において施設時の

ＪＩＳ材料記号を記載する。 

・ 既設設備の一部に最新のＪＩＳ規格が使用されたもの

は，今回の申請において施設時のＪＩＳ材料記号と最新

のＪＩＳ材料記号をそれぞれ記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

記載の適正化 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/169



発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【要目表】 

<比較検討> 

2－8 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 
 
 
 
Ｆ．個数  

重大事故等対処設備であって，通常運転時及び設計基準事

故時には その機能に期待しないものにあっては，技術基準

規則上必要な個数と バックアップの個数とを分けて記載

するとともに，「○○以上」として，維持する必要のある個

数を記載することでもよいこととする。なお， バックアッ

プについて（）を付して個数及びバックアップである旨 の

注釈を記載することとする。  

一方，通常運転時及び設計基準事故時に用いるための機器

等であって，機器の点検又は取替えを効率的に行うため，繰

り返しの入替えを目的として取替えを行う原子炉冷却材圧

力バウンダリに係る機器等（主蒸気安全弁，主蒸気逃がし安

全弁，制御棒駆動機構，改良型沸騰水型発電用原子炉施設の

原子炉再循環ポンプモーターカバー及び補助カバー並びに

加圧水型発電用原子炉施設の一次冷却材ポンプケーシング

カバー等）については，設計上必要となる個数を記載し，予

備品について（）を付して個数及び予備品である旨の注釈を

記載することとする。そのため，使用前検査又は供用の実績

のない予備品の使用については，予備品の数の変更となり，

改造の工事となる。 

 

Ｐ．効率，再結合効率 

効率は，公衆の放射線障害の防止を目的として設置するフ

ィルターについて，対象とする放射性物質を除去する割合

とする。 

再結合効率は，再結合装置内に流入した水素を酸素と再結

合し除去する割合をいう。 

 

Ｏ．空気流入率 

空気流入率は，技術基準規則において居住性に係る被ばく

評価を求めている中央制御室，緊急時制御室及び緊急時対

②ＪＩＳ規格以外を使用する材料記号の記載 

企業のプライベート規格を使用している一般産業品につ

いては，使用している材料を総称する一般名を記載する。 

 

(c) 個数（基数） 

機器等の個数（基数）を示すため，記載する。 

重大事故等対処設備の可搬型設備のように維持する必要

のある個数については，「○○以上」と記載することでもよ

いこととする。 

なお，バックアップについて（）を付して個数及びバック

アップである旨の注記を記載することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)効率 

公衆の放射線障害の防止を目的として設置するフィルタ

等について，対象とする放射性物質を除去する割合を記載

する。 

 

 

 

(e)空気流入率 

居住性に係る被ばく評価を求めている中央制御室，緊急

時対策所に設置する送風機及び排風機について記載する。 

②ＪＩＳ規格以外を使用する材料記号の記載 

企業のプライベート規格を使用している一般産業品につ

いては，使用している材料を総称する一般名を記載する。 

 

(c) 個数（基数） 

機器等の個数（基数）を記載する。 

消火器等のように所定の性能以上を維持することを示す

個数については，「○○以上」と記載する。 

 

なお，バックアップについて（）を付して個数及びバック

アップである旨の注記を記載することとする。 

(d)効率 

公衆の放射線障害の防止を目的として設置するフィルタ

等について，対象とする放射性物質を除去する割合を記載

する。 

(e)空気流入率 

居住性に係る被ばく評価を求めている中央制御室，緊急

時対策所に設置する送風機及び排風機について記載する。 

なお，送風機及び排風機を共に有する場合は，一体として

空気流入率を記載することでもよいこととする。正圧管理

で流入が想定されない場合はその旨を付記するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

技術基準の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【要目表】 

<比較検討> 

2－9 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

策所に設置する送風機及び排風機について記載するものと

する。なお，送風機及び排風機を共に有する場合は，一体と

して空気流入率を記載することでもよいこととする。正圧

管理で流入が想定されない場合はその旨を付記するものと

する。 
 
Ｌ．検出器の種類 

計測装置及び放射線管理用計測装置においては検出原理を

示すものとし，以下の例を踏まえて記載することとする。 

・圧力の計測－「弾性圧力検出器」等 

・温度の計測－「測温抵抗体」及び「熱電対」等 

・流量の計測－「差圧式流量検出器」及び「電磁式流量検

出器」等 

・水位の計測－「差圧式水位検出器」等 

・水質の計測－「導電率検出器」等 

・放射線の計測－「電離箱」，「シンチレーション」及び

「半導体式」等 

原子炉非常停止信号又は工学的安全施設等の起動信号にお

いては，信号を発生する検出器を示すものとし，以下の例

を踏まえて記載することとする。 

・「加圧器圧力検出器｣，「一次冷却材温度検出器」及び

「出力領域中性子検出器」等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお，送風機及び排風機を共に有する場合は，一体として

空気流入率を記載することでもよいこととする。正圧管理

で流入が想定されない場合はその旨を付記するものとす

る。 

 

 

(f) 計装設備 

検出器の種類，計測範囲，警報動作範囲，検出器個数，表

示場所を記載する。 

なお，警報動作値を持たない検出器については，「－」を

記載することとする。  

① 検出器の種類 

計測装置においては検出原理を示すものとし，以下の例

を踏まえて記載することとする。 

・圧力の計測－「エアパージ式差圧発信器」，「圧力発信

器」等 

・温度の計測－「測温抵抗体」，「熱電対」等 

・流量の計測－「オリフィス式差圧発信器」，「電磁式」等 

・液位の計測－「エアパージ式差圧発信器」等 

・密度の計測－「エアパージ式差圧発信器」等 

(g) 放射線管理設備 

  検出器の種類，計測範囲，警報動作範囲，検出器個数，

表示場所を記載する。 

なお，警報動作値を持たない検出器については，「－」を

記載することとする。 

① 検出器の種類 

・放射線の計測－「電離箱」，「シンチレーション」，「半導

体式」等 

・臨界警報装置－「プラスチックシンチレーション検出

器」 

(h) 電気設備 

電気設備及びディーゼル機関については，使用電圧等を記

載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) 計装設備 

検出器の種類，計測範囲，警報動作範囲，検出器個数，表

示場所を記載する。 

なお，警報動作値を持たない検出器については，「－」を

記載することとする。  

① 検出器の種類 

計測装置においては検出原理を示すものとし，以下の例

を踏まえて記載する。 

・圧力の計測－「電気式圧力検出器」等 

 

・温度の計測－「測温抵抗体」，「熱電対」等 

・流量の計測－「オリフィス式差圧発信器」，「電磁式」等 

・液位の計測－「エアパージ式差圧発信器」等 

・密度の計測－「エアパージ式差圧発信器」等 

(g) 放射線管理設備 

  検出器の種類，計測範囲，警報動作範囲，検出器個数，

表示場所を記載する。 

なお，警報動作値を持たない検出器については，「－」を

記載する。 

① 検出器の種類 

・放射線の計測－「電離箱」，「シンチレーション」，「半導

体式」等 

・臨界警報装置－「プラスチックシンチレーション検出

器」 

(h) 電気設備 

無停電電源装置については，使用電圧及び容量等を記載

する。 

(i) 安全保護回路の設定値 

液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

設備の相違 

 

 

 

設備の相違 

設備の相違 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

 

設備の相違 
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<比較検討> 

2－10 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

Ｍ．原子炉非常停止信号又は工学的安全施設起動（作動）

信号の設定値 

原子炉非常停止信号又は工学的安全施設起動（作動）信号

の設定値については，上限値又は下限値であることを明確

にするため，要目表に記載する値には「○○以下」又は

「○○以上」と記載することとする。 

 

 

 

 

Ｉ．制御方式及び制御方法  

安全保護系にデジタル安全保護系を適用する場合には，デ

ジタル安全保護系を適用することを記載することとする。

なお，ここでいうデジタル安全保護系とは，安全保護系の

論理演算機能（作動（起動）回路）がデジタル化されてい

る設備をいう。  

また「原子炉の制御方法」に，制御棒価値ミニマイザによ

る制御方法について記載すること。 

 

Ｇ．取付箇所  

常設の機器等（可搬型の機器等の一部で通常運転時から使

用箇所に取り付けている機器等を含む。）については，属

する系統の機能の独立性及び位置的分散を示すために十分

な配置を説明する記載とする必要があり，また，溢水防護

上の配慮が必要な機器等については，防護区画との関係及

び据付高さ等を記載する必要がある。 

可搬型の機器等については，保管している場所に加え，使

用時に取り付ける箇所を（）を付して記載することとす

る。 
 
 
 
 
 
 

(i) 安全保護回路の設定値 

 

液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温

度高による加熱停止回路，溶解施設の溶解槽の可溶性中性

子吸収材緊急供給回路及びせん断処理施設のせん断機のせ

ん断停止回路等の安全保護回路の設定値については，上限

値又は下限値であることを明確にするため，仕様表に記載

する値には「○○以下」又は「○○以上」と記載すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．取付箇所 

溢水防護上の配慮が必要な機器等については，防護区画

との関係及び据付高さ等を記載する。 

 

 

 

 

なお，使用時に取り付ける箇所を（）を付して記載す

る。 

 

 

f．原動機 

原動機の種類，出力，個数，取付箇所を記載する。 

 

 

 

度高による加熱停止回路，溶解施設の溶解槽の可溶性中性

子吸収材緊急供給回路及びせん断処理施設のせん断機のせ

ん断停止回路等の安全保護回路の設定値については，上限

値又は下限値であることを明確にするため，要目表に記載

する値には「○○以下」又は「○○以上」と記載すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．取付箇所 

耐震設計において上位耐震クラス機器への波及影響の配

慮が必要な機器等については，設置エリア（上位耐震クラ

ス機器との位置的関係を確認できる情報）及び据付高さ等

を記載する。 

 

 

なお，使用時に取り付ける箇所を（）を付して記載す

る。 

 

 

f．原動機 

原動機の種類，出力，個数，取付箇所を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

波及影響防止の考慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/169



発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【要目表】 

<比較検討> 
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発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 
 
 
 
 
 
Ｈ．原子炉冷却材又は一次冷却材の純度 

沸騰水型発電用原子炉施設にあっては，ｐＨ，導電率及び

塩素イオンに係るものを記載することとする。加圧水型発

電用原子炉施設にあっては，ｐＨ，導電率，リチウムイオ

ン，塩化物イオン，溶存酸素，溶存水素及び濁度に係るも

のを記載することとする。 

 

Ｊ．最大反応度価値 

原子炉（炉心）が臨界（臨界近接を含める。）にある場合

において，制御棒１本（複数の制御棒が同時に引き抜かれ

る場合にあってはその制御棒全数）を引き抜くことにより

炉心に生ずる反応度の変化量の最大値を記載することとす

る。 

 

Ｋ．負の反応度添加率 

全制御棒が挿入できない場合に液体制御材を注入すること

によって原子炉を停止する時に単位時間当たりに炉心に与

えられる負の反応度の量を記載することとする。 

 

Ｎ．中央制御室機能，中央制御室外原子炉停止機能，緊急

時制御室操作機能及び緊急時対策所機能 

技術基準規則に対応して具備することとしている機能を記

載する必要がある。 
 
２）設備及び機器等の記載要求範囲 

（前略） 

また，兼用するもの（複数の設備の機能を持ったものをい

う。），共用するものがある場合には，主たる機能に関係す

る設備の区分で機器等を記載し，その他の機能に関係する

ｇ．注記 

仕様表に記載した内容補足説明する必要がある場合は，

仕様表の該当事項に呼び合い記号（例 ○○＊1）を付し、仕

様表外にて該当事項の補足説明を記載する。（具体的な記載

例は別紙１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｈ．制御室機能及び緊急時対策所機能 

技術基準に対応して制御室及び緊急時対策所が具備する

こととしている機能（集中監視及び操作，設置する制御盤

類，外部状況把握，居住性の確保等）について記載する。 

 

2.3 仕様表の記載方法 

(1) 施設に共通する記載 

ａ．共用について 

(a) 他施設と共用する設備の名称についての表記は以下と

する。 

ｇ．注記 

要目表に記載した内容補足説明する必要がある場合は，

要目表の該当事項に呼び合い記号（例 ○○＊1）を付し，要

目表外にて該当事項の補足説明を記載する。（具体的な記載

例は別紙１参照） 

 

ｈ．制御室機能及び緊急時対策所機能 

技術基準に対応して制御室及び緊急時対策所が具備する

こととしている機能（集中監視及び操作，設置する制御盤

類，外部状況把握，居住性の確保等）について記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 要目表の記載方法 

(1) 施設に共通する記載 

 

 

 

記載の適正化 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準の相違 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

技術基準の相違 
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<比較検討> 
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発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

設備の区分においては，主たる機能に関係する設備の区分

と機器等の名称及び構成等を記載することで機能を有する

範囲を明確にすれば，必ずしもそれぞれの設備区分で同じ

記載をする必要はないものとする。ただし，設備区分によ

って記載すべき機器等の仕様等が異なる場合には，関係す

る設備区分での記載を網羅する必要があり，どの区分に対

応した記載内容かを付記するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仕様表の記載方

法 

 記載の例 

常設／可搬型 設備名称のあと

に「（○○施設，○

▽施設と共用）」

を記載する。 

モニタリングポ

スト 

（○○施設，○▽

施設と共用） 

(b) 共用に関する記載ルールについて 

①他施設と共用する設備は，それぞれの施設に設備仕様を

記載する。また，他施設と設備の一部を共用する場合は，そ

の一部を共用する旨記載する。 

（別紙１記載例1／12：①参照） 

②他施設と共用する設備を登録している側（以下，「設備登

録側」という。）の設備名称を明確にするため，注記にて設

備登録側である旨を記載する。 

（別紙１記載例 2／12：①参照） 

 

ｂ．兼用について 

(a) 複数の設備（系統区分）で兼用する設備の記載方針（金

属キャスク及び貯蔵建屋が対象） 

① 新たな規制への対応のために複数の設備（系統）区分の

設備として使用する以下のものは，「主となる設備（系

統）区分」に加え「兼用先」にも記載する。 

・ 既存の設計基準対象施設を他の設備（系統）区分の重大

事故等対処設備として新たに兼用するもの（データ収

集装置等）は重大事故等対処設備として「兼用先」に記

載する。 

（別紙１ 記載例 3／12：①参照） 

・ 新たに追加設置した重大事故等対処設備を他の設備（系

統）区分の重大事故等対処設備として兼用するもの（情

報収集装置等）は重大事故等対処設備として「兼用先」

に記載する。 

（別紙１ 記載例 4／12：①参照） 

(b) 複数の設備（系統）区分で兼用する設備の記載方法 

①複数の設備（系統）区分の機能を持つ設備を他の設備（系

統）区分の設備として兼用するものは，「主となる設備（系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．兼用について 

(a) 複数の機能を兼用する設備の記載方針（金属キャスク

及び貯蔵建屋が対象） 

① 新たな規制への対応のために複数の設備（系統）区分の

設備として使用する以下のものは，「主となる設備（系

統）区分」に加え「兼用先」にも記載する。 

・ 既存の設計基準対象施設を他の設備（系統）区分の重大

事故等対処設備として新たに兼用するもの（データ収

集装置等）は重大事故等対処設備として「兼用先」に記

載する。 

（別紙１ 記載例 3／12：①参照） 

・ 新たに追加設置した重大事故等対処設備を他の設備（系

統）区分の重大事故等対処設備として兼用するもの（情

報収集装置等）は重大事故等対処設備として「兼用先」

に記載する。 

（別紙１ 記載例 4／12：①参照） 

(b) 複数の設備（系統）区分で兼用する設備の記載方法 

技術基準要求に対応する各機能を注記に付記する。 

② 「兼用する設備（系統）区分」への記載は，文章にて「主

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準の相違 
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統）区分」に「兼用先」の設備別記載事項を追加し，注記を

付記する。 

② 「兼用する設備（系統）区分」への記載は，文章にて「主

となる設備（系統）区分」，「兼用すること」及び「設備

（系統）名称」を記載する。 

（別紙１ 記載例5／12：①参照） 

③ 「新たに登録する場合」の表記として，「本設工認で」

の文章を記載することで新たな登録であることを示

す。 

（別紙１ 記載例 5／12：②参照） 

(c) 「主となる設備（系統）区分」と「兼用する設備（系統）

区分」の仕様表の関連付け 

① 「主となる設備（系統）区分」には，「兼用する設備（系

統）区分」の「設備（系統）区分」がわかるように，

また「兼用する設備（系統）区分」には，「主となる設

備（系統）区分」がわかるように記載し，互いの関連

付けを行う。 

記載は，「主となる設備（系統）区分」の名称欄に注

記を付記し，「兼用する設備（系統）区分」の全ての設

備（系統）区分を記載する。これにより，「兼用する設

備（系統）区分」同士の関連性が明らかになるため，

「兼用する設備（系統）」では，「主となる設備（系統）

区分」のみを記載する。 

（別紙１ 記載例 5／12：③参照） 

② 「主となる施設区分」と「兼用先」の施設区分が異なる

場合は，「施設区分」も含んで記載し，「兼用先」が同

一の施設である場合には，「施設区分」の記載は行わな

い。 

③ 「兼用する設備（系統）区分」については，別紙２の「仕

様表 兼用先一覧」に従い兼用する設備（系統）を設定

する。 

 

(d) 「主となる設備（系統）区分」と同じ機器区分（容器，

管等）が兼用先にない場合 

① 「兼用先」では異なる機器区分となるが，仕様表として

となる設備（系統）区分」，「兼用すること」及び「設備

（系統）名称」を記載する。 

 

 

 

（別紙１ 記載例5／12：①参照） 

③ 「新たに登録する場合」の表記として，「本設工認で」

の文章を記載することで新たな登録であることを示

す。 

（別紙１ 記載例 5／12：②参照） 

 

(c) 「主となる設備（系統）区分」と「兼用する設備（系統）

区分」の要目表の関連付け① 「主となる設備（系統）

区分」には，「兼用する設備（系統）区分」の「設備（系

統）区分」がわかるように，また「兼用する設備（系統）

区分」には，「主となる設備（系統）区分」がわかるよ

うに記載し，互いの関連付けを行う。 

記載は，「主となる設備（系統）区分」の名称欄に注

記を付記し，「兼用する設備（系統）区分」の全ての設

備（系統）区分を記載する。これにより，「兼用する設

備（系統）区分」同士の関連性が明らかになるため，

「兼用する設備（系統）」では，「主となる設備（系統）

区分」のみを記載する。 

（別紙１ 記載例 5／12：③参照） 

② 「主となる施設区分」と「兼用先」の施設区分が異なる

場合は，「施設区分」も含んで記載し，「兼用先」が同

一の施設である場合には，「施設区分」の記載は行わな

い。 

③ 「兼用する設備（系統）区分」については，別紙２の「要

目表 兼用先一覧」に従い兼用する設備（系統）を設定

する。 

 

(d) 「主となる設備（系統）区分」と同じ機器区分（容器，

管等）が兼用先にない場合 

① 「兼用先」では異なる機器区分となるが，要目表として
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記載できる場合は，別紙２「仕様表 兼用先一覧表」の

「兼用する施設・設備（系統）区分」に従い兼用先を

設定し，仕様表に記載する。 

② 「兼用先」で仕様表として記載できる機器区分がない場

合，仕様表には記載せず，兼用先の施設の基本設計方

針の「兼用設備リスト」に設備名を記載する。 

(e) 放出抑制設備，補機駆動用燃料補給設備等に関しては，

施設区分の兼用はしない。 

 

ｃ．変更前後の書き分け 

(a) 新たな規制への対応のため設工認の手続きが必要とな

る設備（以下①～⑤に示す設備）の仕様表については，

必要な仕様を「変更後」に記載し「変更前」は「－」を

記載する。 

（別紙１ 記載例 6／12：①参照） 

この際，既設の設備を変更後に記載する設備は，注記

を付記し既設の設備である旨を記載する。この場合，注

記を付記する位置については，設備全体が既設である

場合は，原則代表して「名称」欄又は対象設備が複数の

場合（例：貯蔵ピット）は「変更後」欄に 1か所，一部

の仕様に変更等がある場合は該当する仕様個別に付記

する。 

（別紙１ 記載例4／12：②参照） 

① 重大事故等対処設備として新たに追加設置した設備 

（別紙１ 記載例 4／12：③参照） 

② 従前の規制では設工認の手続対象外であった既設設備

を重大事故対処設備として新たに登録する設備又は新

たに記載する仕様 

③ 兼用設備として新たに登録する設備又は仕様 

（別紙１ 記載例 3／13：②参照） 

④ 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備として

使用する設備のうち，重大事故等対処設備としての使

用条件（温度，圧力等）が設計基準対象施設としての設

計条件を超える仕様 

（別紙１ 記載例 7／12：①参照） 

記載できる場合は，別紙２「要目表 兼用先一覧表」の

「兼用する施設・設備（系統）区分」に従い兼用先を

設定し，要目表に記載する。 

② 「兼用先」で要目表として記載できる機器区分がない場

合，要目表には記載せず，兼用先の施設の基本設計方

針の「兼用設備リスト」に設備名を記載する。 

(e) 放出抑制設備，補機駆動用燃料補給設備等に関しては，

施設区分の兼用はしない。 

 

ａ．変更前後の書き分け 

(a) 新たな規制への対応のため設工認の手続きが必要とな

る設備（以下①～⑤に示す設備）の要目表については，

必要な仕様を「変更後」に記載し「変更前」は「－」を

記載する。 

（別紙１ 記載例 6／12：①参照） 

この際，既設の設備を変更後に記載する設備は，注記

を付記し既設の設備である旨を記載する。この場合，注

記を付記する位置については，設備全体が既設である

場合は，原則代表して「名称」欄又は対象設備が複数の

場合（例：貯蔵ピット）は「変更後」欄に 1 か所，一部

の仕様に変更等がある場合は該当する仕様個別に付記

する。 

（別紙１ 記載例4／12：②参照） 

① 重大事故等対処設備として新たに追加設置した設備 

（別紙１ 記載例 4／12：③参照） 

② 従前の規制では設工認の手続対象外であった既設設備

を重大事故対処設備として新たに登録する設備又は新

たに記載する仕様 

③ 兼用設備として新たに登録する設備又は仕様 

（別紙１ 記載例 3／13：②参照） 

④ 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備として

使用する設備のうち，重大事故等対処設備としての使

用条件（温度，圧力等）が設計基準対象施設としての設

計条件を超える仕様 

（別紙１ 記載例 7／12：①参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

 

 

 

技術基準の相違 

 

技術基準の相違 

 

 

技術基準の相違 

 

技術基準の相違 
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⑤ 改造工事を行う設備（既設工認の本文記載事項の変更

を伴うもの） 

② 改造工事は行わないが，新たな規制への適合のため設

工認に記載する設備 

(b) 従前の規制範囲内での記載の適正化を行う設備の仕様

については，「変更前」に記載し「変更後」には「変

更なし」を記載する。 
 

(d) 重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施設を

使用する設備については「変更前」に仕様を記載し，「変

更後」に「変更なし」と記載する。この場合，当該設備

がどちらの機能を有するかの識別は，基本設計方針の

「主要設備リスト」で行う。 

（別紙１ 記載例 3／12：③参照） 

(e) 今回の手続き対象外で「記載の適正化のみ」を行う設備

は，「変更前」に仕様を記載し，「変更後」に「変更なし」

と記載した上で，名称欄に注記を付記し「手続き対象

外」である旨を記載する。 

また，「申請範囲」に手続き対象外である旨を記載する。 

（例）貯蔵ピット（手続き対象外） 

(f) 今回の手続きに関与しない設備については，仕様表の

記載の適正化は行わない。 

(g) 記載の適正化として「変更前」に記載する際に，建設時

の設工認等を出典として記載する場合において，既設

工認本文に記載がないため添付書類又は添付図面を出

典とする場合は，その添付書類又は添付図面が添付さ

れている既設工認申請書の「認可年月日」，「認可番号」

及び「添付書類又は添付図面の名称」を記載する。 

既設工認の参考資料については，出典として使用しないこ

ととする。 

例：注記 ＊1：既設工認に記載がないため記載の適正化

を行う。記載内容は，○○年○○月○○日付け○○第○

○号にて認可された設工認の○○による。 

（別紙１ 記載例 8／12：①参照） 

 

① 改造工事を行う設備（既設工認の本文記載事項の変更

を伴うもの） 

 

 

(b) 従前の規制範囲内での記載の適正化を行う設備の仕様

については，「変更前」の記載を適正化し「変更後」

には「変更なし」を記載する。 

 

(d) 重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施設を

使用する設備については「変更前」に仕様を記載し，「変

更後」に「変更なし」と記載する。この場合，当該設備

がどちらの機能を有するかの識別は，基本設計方針の

「主要設備リスト」で行う。 

（別紙１ 記載例 3／12：③参照） 

(e) 今回の手続き対象外で「記載の適正化のみ」を行う設備

は，「変更前」に仕様を記載し，「変更後」に「変更なし」

と記載した上で，名称欄に注記を付記し「手続き対象

外」である旨を記載する。 

また，「申請範囲」に手続き対象外である旨を記載する。 

（例）貯蔵ピット（手続き対象外） 

(f) 今回の手続きに関与しない設備については，要目表の

記載の適正化は行わない。 

(g) 記載の適正化として「変更前」に記載する際に，建設時

の設工認等を出典として記載する場合において，既設

工認本文に記載がないため添付書類又は添付図面を出

典とする場合は，その添付書類又は添付図面が添付さ

れている既設工認申請書の「認可年月日」，「認可番号」

及び「添付書類又は添付図面の名称」を記載する。 

既設工認の参考資料については，出典として使用しないこ

ととする。 

例：注記 ＊1：既設工認に記載がないため記載の適正化

を行う。記載内容は，○○年○○月○○日付け○○第○

○号にて認可された設工認の○○による。 

（別紙１ 記載例 8／12：①参照） 

 

記載の適正化 

 

設計及び工事の計画の相違 

 

 

記載の適正化 

 

 

技術基準の相違 

 

 

 

 

 

手続きの相違 

 

 

 

 

 

手続きの相違 

 

手続きの相違 
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(h) 既設工認本文の記載事項の記載の適正化を行う場合

は，これらの許認可情報は記載せず，「既設工認」の記載

を注記に記載する。 

例：注記 ＊1：記載の適正化を行う。既設工認には

「○○」と記載。 

（別紙１ 記載例 9／12 ：①参照） 

(i) 既設工認に設備自体の記載がないものを「変更前」に記

載する場合は，「名称」欄又は「変更前」欄に注記を付

記し，その設備仕様一式そのものが既設工認に記載が

ないことを示す。 

（別紙１ 記載例 9／12 ：②参照） 

(j) 既設工認に記載された主配管の「区間」において

「○○ポンプから△△配管合流部まで」などと記載さ

れている場合は「○○ポンプ～△△配管合流部」と記

載を修正する。ただし，「区間」の範囲の見直しを伴

わない修正である場合は注記を付記しない。 

例：〇〇ポンプから△△配管合流部まで 

↓ 

〇〇ポンプ～△△配管合流部 

(k) 設工認に記載のある機器等を廃止手続きする際の記載

については，「変更後」に，「撤去」または「廃止」を記載す

る。なお，改造にあたってポンプは変更後に「－」を記し，

注記を付記する。 

・「撤去」と記載する場合：今回の申請において機器等の撤

去を行うもの。 

・「廃止」と記載する場合：今回の申請においては，機器等

の撤去は行わず，廃止手続きを行うもの。 

 

e．重大事故等対処設備としての使用時における値について 

(a) 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備として

使用する設備のうち，重大事故等対処設備としての使用条

件（温度，圧力）が設計基準対象施設としての設計条件を超

える設備については，その超える部分の仕様を併記する。こ

の際，上段を設計基準対象施設としての値，下段に()書きで

重大事故等対処設備としての使用時における値とし，注記

(h) 既設工認本文の記載事項の記載の適正化を行う場合

は，これらの許認可情報は記載せず，「既設工認」の記載

を注記に記載する。 

例：注記 ＊1：記載の適正化を行う。既設工認には

「○○」と記載。 

（別紙１ 記載例 9／12 ：①参照） 

(i) 既設工認に設備自体の記載がないものを「変更前」に記

載する場合は，「名称」欄又は「変更前」欄に注記を付

記し，その設備仕様一式そのものが既設工認に記載が

ないことを示す。 

（別紙１ 記載例 9／12 ：②参照） 

(j) 既設工認に記載された主配管の「区間」において

「○○ポンプから△△配管合流部まで」などと記載さ

れている場合は「○○ポンプ～△△配管合流部」と記

載を修正する。ただし，「区間」の範囲の見直しを伴

わない修正である場合は注記を付記しない。 

例：〇〇ポンプから△△配管合流部まで 

↓ 

〇〇ポンプ～△△配管合流部 

(k) 設工認に記載のある機器等を廃止手続きする際の記載

については，「変更後」に，「撤去」または「廃止」を記載す

る。なお，改造にあたってポンプは変更後に「－」を記し，

注記を付記する。 

・「撤去」と記載する場合：今回の申請において機器等の撤

去を行うもの。 

・「廃止」と記載する場合：今回の申請においては，機器等

の撤去は行わず，廃止手続きを行うもの。 

 

e．重大事故等対処設備としての使用時における値について 

(a) 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備として

使用する設備のうち，重大事故等対処設備としての使用条

件（温度，圧力）が設計基準対象施設としての設計条件を超

える設備については，その超える部分の仕様を併記する。こ

の際，上段を設計基準対象施設としての値，下段に()書きで

重大事故等対処設備としての使用時における値とし，注記
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手続きの相違 

 

手続きの相違 

 

 

技術基準の相違 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【要目表】 

<比較検討> 

2－17 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１）機器等の仕様に関する記載要求範囲  

（前略） 

また，配管等の「厚さ」，熱交換器（蒸気発生器を含む），

ポンプ，圧縮機，容器その他の機器等の「容量」および熱

交換器（蒸気発生器含む）の「伝熱面積」等については，

当該機器等の性能又は強度等が技術基準規則等に適合して

いることを確認したもの（以下「設計確認値」という。）

と公称値を併記することとし，設計確認値の記載について

は，「〇〇以上」又は「〇〇以下」のように，下限又は上

限である旨を明記してもよいこととする。その他，技術基

準規則の規定内容に加え，以下の内容を踏まえて記載する

ものとする。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

を付記して「重大事故等時における使用時の値」である旨を

記載する。 

 なお，耐圧要求がない既設の設計基準対象施設について

は，既設工認において仕様表上で使用条件（温度，圧力）を

示していないことから，重大事故等時における使用条件の

みを記載する。 

（別紙１ 記載例7／12：②参照） 

(b) 重大事故等対処設備としてのみ使用する設備について

は，「最高使用圧力」及び「最高使用温度」（ポンプ等につい

ては「容量」，「揚程」も含む）の項目欄に注記を付して「重

大事故等時における使用時の値」である旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 6／12：②参照） 

 

ｆ．設計確認値 

 

(a) ポンプ，熱交換器，容器等の容量，熱交換器等の伝熱面

積及び JIS 配管を除く配管等の厚さについては「設計

確認値」及び「公称値」を記載する。ただし，設計図書

等にて「設計確認値」が明記されていない場合は，「公

称値」と同一値を記載する。 

また，従来，「設計確認値」のみを記載していたもの

については，原則，同一の値を「公称値」として記載す

る。 

ただし，安全弁・逃がし弁のリフト量，主要弁の弁

箱厚さ及び弁蓋厚さ等の機器仕様上の最小値を記載し

ている場合は「設計確認値」のみ記載する。 

（別紙１ 記載例 7／12：③参照） 

(b) 「設計確認値」及び「公称値」を併記する場合は，「設

計確認値」の後に括弧を付して「公称値」を記載し，注

記を付して「公称値」である旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 7／12：③参照） 

 

ｇ．材料記号の記載 

(a) ＪＩＳ記号に基づく材料記号の記載（施設時のＪＩＳ

規格に事づく材料記号を記載する。） 

を付記して「重大事故等時における使用時の値」である旨を

記載する。 

 なお，耐圧要求がない既設の設計基準対象施設について

は，既設工認において要目表上で使用条件（温度，圧力）を

示していないことから，重大事故等時における使用条件の

みを記載する。 

（別紙１ 記載例7／12：②参照） 

(b) 重大事故等対処設備としてのみ使用する設備について

は，「最高使用圧力」及び「最高使用温度」（ポンプ等につい

ては「容量」，「揚程」も含む）の項目欄に注記を付して「重

大事故等時における使用時の値」である旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 6／12：②参照） 

 

ｆ．設計確認値 

 

(a) ポンプ，熱交換器，容器等の容量，熱交換器等の伝熱面

積及び JIS 配管を除く配管等の厚さについては「設計

確認値」及び「公称値」を記載する。ただし，設計図書

等にて「設計確認値」が明記されていない場合は，「公

称値」と同一値を記載する。 

また，従来，「設計確認値」のみを記載していたもの

については，原則，同一の値を「公称値」として記載す

る。 

ただし，安全弁・逃がし弁のリフト量，主要弁の弁箱厚さ

及び弁蓋厚さ等の機器仕様上の最小値を記載している場合

は「設計確認値」のみ記載する。 

（別紙１ 記載例 7／12：③参照） 

(b) 「設計確認値」及び「公称値」を併記する場合は，「設

計確認値」の後に括弧を付して「公称値」を記載し，注

記を付して「公称値」である旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 7／12：③参照） 

 

ｇ．材料記号の記載 

(a) ＪＩＳ記号に基づく材料記号の記載（施設時のＪＩＳ

規格に事づく材料記号を記載する。） 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【要目表】 

<比較検討> 

2－18 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 設備の施設以降に最新のＪＩＳ規格が使用されたもの

は，今回の申請において施設時のＪＩＳ材料記号と最新の

材料記号をそれぞれ記載する。 

② 既設設備の一部に最新のＪＩＳ規格が使用されたもの

は，今回の申請時のＪＩＳ材料記号と最新の材料記号をそ

れぞれ記載する。 

(b) ＪＩＳ規格以外を使用する材料記号の記載 

① 企業のプライベート企画を使用している一般産業品に

ついては，使用している材料を総称する一般名を記載す

る。 

 

ｈ．個数 

(a) 技術基準規則上，予備を必要とする設備については，括

弧外に必要数を記載し，括弧内に予備数を併記する。予

備数の記載については， 

（別紙１ 記載例 10／12：①参照） 

 

なお，可搬型の主配管については，後述の「(2) 個別

設備の記載 b. 個別事項（配管），(c) 可搬型主配管」

に示す。 

 

 

ｉ．取付箇所 

(a) 常設設備（可搬型設備のうち一部常設箇所を有する設

備を含む。）の取付箇所については「系統名（ライン名）」，

「設置床」，「溢水防護上の区画番号」，「溢水防護上の配慮が

必要な高さ」，「化学薬品防護上の区画番号」及び「化学薬品

防護上の配慮が必要な高さ」を記載する。 
なお，内部溢水防護及び化学薬品防護の要求がない廃棄物

管理施設は取付箇所を記載しない。また，安重設備が

なく，溢水防護上の区画番号がない加工施設は，「設置床（室

名称）」，「溢水防護上の配慮が必要な高さ」のみを記載す

る。 

① 「属する系統の機能の独立性」の確認のため，仕様表へ

「系統名（ライン名）」を記載し，「系統図」との関連付けを

① 設備の施設以降に最新のＪＩＳ規格が使用されたもの

は，今回の申請において施設時のＪＩＳ材料記号と最新の

材料記号をそれぞれ記載する。 

② 既設設備の一部に最新のＪＩＳ規格が使用されたもの

は，今回の申請時のＪＩＳ材料記号と最新の材料記号をそ

れぞれ記載する。 

(b) ＪＩＳ規格以外を使用する材料記号の記載 

① 企業のプライベート規格を使用している一般産業品に

ついては，使用している材料を総称する一般名を記載す

る。 

 

ｈ．個数 

(a) 技術基準規則上，予備を必要とする設備については，括

弧外に必要数を記載し，括弧内に予備数を併記する。予

備数の記載については， 

（別紙１ 記載例 10／12：①参照） 

 

なお，可搬型の主配管については，後述の「(2) 個別

設備の記載 b. 個別事項（配管），(c) 可搬型主配管」

に示す。 

 

 

ｉ．取付箇所 

(a) 耐震設計において上位耐震クラス機器への波及影響の

配慮が必要な機器等の取付箇所については「設置高さ」を記

載する。 

なお，内部溢水防護及び化学薬品防護の要求がない廃棄物

管理施設は取付箇所を記載しない。また，安重設備が

なく，溢水防護上の区画番号がない加工施設は，「設置床（室

名称）」，「溢水防護上の配慮が必要な高さ」のみを記載す

る。 

① 「属する系統の機能の独立性」の確認のため，要目表へ

「系統名（ライン名）」を記載し，「系統図」との関連付けを

行う。ポンプ A，B や弁 A，B，C 等の複数機器を 1 件の要

目表に記載する場合には，その機器毎に「系統名（ライン

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準の相違 

 

 

 

 

 

波及影響防止の考慮 

記載の適正化 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【要目表】 

<比較検討> 

2－19 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行う。ポンプ A，B や弁 A，B，C 等の複数機器を 1 件の仕

様表に記載する場合には，その機器毎に「系統名（ライン

名）」を記載する。なお，系統に接続されない機器（クレー

ン等）は「－」とする。 

（詳細は別紙３参照） 

② 「位置的分散」の確認のため，仕様表へ「設置床」を記

載し，「配置図」との関連付けを行う。記載欄には「建屋名

称」及び機器等の「設置床レベル」を記載する。 

（詳細は別紙３参照） 

③ 「○○施設の溢水による損傷の防止に関する説明書」の「防

護対象設備リスト」及び「防護区画図面」との関連付けを行

うため，仕様表へ「溢水防護上の区画番号」を記載する。新

規要求事項であるため「変更後」の欄に記載する。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」とする。 

（詳細は別紙３参照） 

④ 溢水防護上の配慮が必要となる機器等について，その機

器が設置される区画のうち，機能喪失高さが最も低いもの

を選定した上で，裕度を設定して仕様表へ「溢水防護上の配

慮が必要な高さ」として記載する。 

新規要求事項であるため「変更後」の欄に記載する。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」とする。 

（詳細は別紙３参照） 

⑤「再処理施設の化学薬品による損傷の防止に関する説明

書」の「防護対象設備リスト」及び「防護区画図面」との関

連付けを行うため，仕様表へ「溢水防護上の区画番号」を記

載する。新規要求事項であるため「変更後」の欄に記載する。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」とする。 

（詳細は別紙３参照） 

⑥化学薬品防護上の配慮が必要となる機器等について，そ

の機器が設置される区画のうち，機能喪失高さが最も低い

ものを選定した上で，裕度を設定して仕様表へ「化学薬品防

護上の配慮が必要な高さ」として記載する。 

新規要求事項であるため「変更後」の欄に記載する。 

なお，化学薬品防護の対象設備以外の機器は「－」とする。 

（詳細は別紙３参照） 

名）」を記載する。なお，系統に接続されない機器（クレー

ン等）は「－」とする。 

（詳細は別紙３参照） 

② 「位置的分散」の確認のため，要目表へ「設置床」を記

載し，「配置図」との関連付けを行う。記載欄には「建屋名

称」及び機器等の「設置床レベル」を記載する。 

（詳細は別紙３参照） 

③ 「○○施設の溢水による損傷の防止に関する説明書」の「防

護対象設備リスト」及び「防護区画図面」との関連付けを行

うため，要目表へ「溢水防護上の区画番号」を記載する。新

規要求事項であるため「変更後」の欄に記載する。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」とする。 

（詳細は別紙３参照） 

④ 溢水防護上の配慮が必要となる機器等について，その機

器が設置される区画のうち，機能喪失高さが最も低いもの

を選定した上で，裕度を設定して要目表へ「溢水防護上の配

慮が必要な高さ」として記載する。 

新規要求事項であるため「変更後」の欄に記載する。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」とする。 

（詳細は別紙３参照） 

⑤「再処理施設の化学薬品による損傷の防止に関する説明

書」の「防護対象設備リスト」及び「防護区画図面」との関

連付けを行うため，要目表へ「溢水防護上の区画番号」を記

載する。新規要求事項であるため「変更後」の欄に記載する。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」とする。 

（詳細は別紙３参照） 

⑥化学薬品防護上の配慮が必要となる機器等について，そ

の機器が設置される区画のうち，機能喪失高さが最も低い

ものを選定した上で，裕度を設定して要目表へ「化学薬品防

護上の配慮が必要な高さ」として記載する。 

新規要求事項であるため「変更後」の欄に記載する。 

なお，化学薬品防護の対象設備以外の機器は「－」とする。 

（詳細は別紙３参照） 
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発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 可搬型設備の取付箇所については，「保管場所」及び「取

付箇所」を記載する。 

① 屋外の可搬型設備の「保管場所」は，保管場所の設置床

高さ及び保管場所が特定可能な記載とする。この場合，

移動可能な設備であることを考慮し設置床高さには

「約」を付記する。なお，設置床高さの表記方法につい

ては，事業変更許可申請書に準じる。 

（別紙１ 記載例 10／12：②参照） 

② 屋外の可搬型設備の「取付箇所」は，取付箇所の設置床

高さ及び取付箇所が特定可能な記載とする。 

（別紙１ 記載例 10／12：③参照） 

③ 可搬型設備のうち一部常設箇所を有する設備について

は，一部常設箇所の「溢水防護上の配慮が必要な高さ」を記

載し，その旨が分かるよう注記を付記する。 

④ 可搬型ホースについて，複数の敷設ルートがある場合に

は，敷設距離が最長となるルートについて注記で記載する。

また，複数の長さのホースを組み合わせて使用する場合は，

その内訳を注記で記載する。 

（詳細は別紙４参照） 

 

 

 

ｊ．ＳＩ単位換算 

(a) 既設工認に記載がある設備のうち，ＳＩ単位で記載さ

れていないものについては，ＳＩ単位に換算した値を

記載し，注記を付して「ＳＩ単位に換算した」旨を記載

する。 

 

ｋ．防護上の配慮が必要な設備 

(a) 耐震基準変更に伴う耐震Ｓクラス設備，溢水防護上の

配慮が必要となる防護対象設備，竜巻，火山又は外部火

災等における防護対象であって仕様表記載対象設備の

場合は，基準変更対応としての手続き対象設備として

仕様表に記載する。 

 

 

 

(b) 可搬型設備の取付箇所については，「保管場所」及び「取

付箇所」を記載する。 

① 屋外の可搬型設備の「保管場所」は，保管場所の設置床

高さ及び保管場所が特定可能な記載とする。この場合，

移動可能な設備であることを考慮し設置床高さには

「約」を付記する。なお，設置床高さの表記方法につい

ては，事業変更許可申請書に準じる。 

（別紙１ 記載例 10／12：②参照） 

② 屋外の可搬型設備の「取付箇所」は，取付箇所の設置床

高さ及び取付箇所が特定可能な記載とする。 

（別紙１ 記載例 10／12：③参照） 

③ 可搬型設備のうち一部常設箇所を有する設備について

は，一部常設箇所の「溢水防護上の配慮が必要な高さ」を記

載し，その旨が分かるよう注記を付記する。 

④ 可搬型ホースについて，複数の敷設ルートがある場合に

は，敷設距離が最長となるルートについて注記で記載する。

また，複数の長さのホースを組み合わせて使用する場合は，

その内訳を注記で記載する。 

（詳細は別紙４参照） 

 

ｊ．ＳＩ単位換算 

(a) 既設工認に記載がある設備のうち，ＳＩ単位で記載さ

れていないものについては，ＳＩ単位に換算した値を

記載し，注記を付して「ＳＩ単位に換算した」旨を記載

する。 

 

ｋ．防護上の配慮が必要な設備 

(a) 耐震基準変更に伴う耐震Ｓクラス設備，溢水防護上の

配慮が必要となる防護対象設備，竜巻，火山又は外部火

災等における防護対象であって要目表記載対象設備の

場合は，基準変更対応としての手続き対象設備として

要目表に記載する。 

 

技術基準の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準の相違 

 

記載の適正化 
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発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｌ．機能及び使用方法が同じ設備を複数台保有する場合の

名称 

(a) 再循環系ポンプや逃がし安全弁等，機能及び使用方法

が同じ設備を複数保有する場合の名称は，「A」，「B」，「C」

等の個体識別を記載せず，設備名称のみ記載する。 

（例）○○建屋非常用蓄電池 A，B 

↓ 

仕様表記載名称「○○建屋非常用蓄電池」 

(b) 弁については弁番号で記載することとし，個体識別を

付記した設備名称を記載する。なお，機能及び使用方法が

同じ設備についてはまとめて記載する。 

（例）仕様表記載名称「○○弁（〇〇-W○○）」 

 

ｍ．竜巻，内部溢水評価等の制約により分散配置を必要とす

る設備については，仕様表の取付箇所（保管場所）欄に分散

して保管する旨を記載する。（可搬型中型移送ポンプ等） 

 

ｎ．注記 

仕様表記載事項を補足する目的で記載する事項について

は注記にて記載する。 

以下に注記として記載する事項の例を示す。 

・単位 

同一の仕様表記載項目中に複数の単位が含まれる場合

は，それぞれを識別するため，異なる単位記載であることを

注記で記載する。 

・保温材 

保温材の仕様の有無により，適用する定ピッチスパン表

が異なることから，対象となる配管を識別するため，保温材

を使用する旨を注記で記載する。 

・公称値/設計確認値 

仕様表に記載する主要寸法等の数値が公称値を示すか設

計確認値を示すかの識別が必要な項目については、注記で

記載する。 

・検出器 

検出器の個数とインターロックの動作との関連につい

ｌ．機能及び使用方法が同じ設備を複数台保有する場合の

名称 

(a) 再循環系ポンプや逃がし安全弁等，機能及び使用方法

が同じ設備を複数保有する場合の名称は，「A」，「B」，「C」

等の個体識別を記載せず，設備名称のみ記載する。 

（例）○○建屋非常用蓄電池 A，B 

↓ 

要目表記載名称「○○建屋非常用蓄電池」 

(b) 弁については弁番号で記載することとし，個体識別を

付記した設備名称を記載する。なお，機能及び使用方法が

同じ設備についてはまとめて記載する。 

（例）要目表記載名称「○○弁（〇〇-W○○）」 

 

ｍ．竜巻，内部溢水評価等の制約により分散配置を必要とす

る設備については，要目表の取付箇所（保管場所）欄に分散

して保管する旨を記載する。（可搬型中型移送ポンプ等） 

 

ｍ．注記 

要目表記載事項を補足する目的で記載する事項について

は注記にて記載する。 

以下に注記として記載する事項の例を示す。 

・単位 

同一の要目表記載項目中に複数の単位が含まれる場合

は，それぞれを識別するため，異なる単位記載であることを

注記で記載する。 

・保温材 

保温材の仕様の有無により，適用する定ピッチスパン表

が異なることから，対象となる配管を識別するため，保温材

を使用する旨を注記で記載する。 

・公称値/設計確認値 

要目表に記載する主要寸法等の数値が公称値を示すか設

計確認値を示すかの識別が必要な項目については，注記で

記載する。 

・検出器 

検出器の個数とインターロックの動作との関連につい

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

 

技術基準の相違 

 

 

 

記載の適正化 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

設備の相違 

 

 

 

 

記載の適正化 
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発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）設備及び機器等の記載要求範囲 

 

規則別表第２の中欄においては，同表の上欄で示している

発電用原子炉施設の種類として，原子炉本体，核燃料物質

の取扱施設及び貯蔵施設，原子炉冷却系統施設，計測制御

系統施設，放射性廃棄物の廃棄施設，放射線管理施設，原

子炉格納施設及びその他発電用原子炉の附属施設に区分

し，設備ごとに熱交換器，ポンプ，容器，貯蔵槽，ろ過装

置，安全弁及び逃がし弁，主要弁，主配管，送風機，排風

機並びにフィルター等の機器等を記載することとされてい

る。これらについて，まず個別機器等の記載要求範囲を示

すとともに，個別施設ごとに設備及び機器等の記載要求範

囲を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て、「2 out of 3」等の特別な構成の場合は、個数に注記を

付し説明を記載する。 

・記載の適正化 

機器名称／項目名称の見直しや既設工認の図面等に記載

した事項の明確化，SI 単位化等，記載の適正化に係わる事

項については，見直した事項が分かるように注記で記載す

る。 

 

(2) 個別設備の記載 

ａ．個別事項（機器） 

(a) 安全上重要な施設の作動設定値において，既設の検出

器を重大事故等対処設備として兼用し，ロジック回路のみ

新たに構成する場合については，変更後の設備仕様を記載

する。この場合，検出器は既設であること及び兼用であるこ

とを注記する。 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 計測制御系統施設及び放射線管理施設については「計

測範囲」及び「警報動作範囲」を記載するが，設計基準対象

施設，重大事故等対処設備ともに技術基準規則で要求され

ている計測装置のみ適用し，計測範囲や警報動作を適用し

ない設備については，「－」とする。なお，既設工認の記載

の適正化を行い「－」と記載する場合は，注記を付記して，

警報動作を適用しない旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 11／12：①参照） 

(c) 中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価において考

慮する生体遮蔽装置について 

中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価において解析上

遮蔽として考慮する壁等については，「中央制御室遮蔽」又

は「緊急時対策所遮蔽」として記載する。 

て，「2 out of 3」等の特別な構成の場合は，個数に注記を

付し説明を記載する。 

・記載の適正化 

機器名称／項目名称の見直しや既設工認の図面等に記載

した事項の明確化，SI 単位化等，記載の適正化に係わる事

項については，見直した事項が分かるように注記で記載す

る。 

 

(2) 個別設備の記載 

ａ．個別事項（機器） 

(a) 安全上重要な施設の作動設定値において，既設の検出

器を重大事故等対処設備として兼用し，ロジック回路のみ

新たに構成する場合については，変更後の設備仕様を記載

する。この場合，検出器は既設であること及び兼用であるこ

とを注記する。 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 計測制御系統施設及び放射線管理施設については「計

測範囲」及び「警報動作範囲」を記載するが，設計基準対象

施設，重大事故等対処設備ともに技術基準規則で要求され

ている計測装置のみ適用し，計測範囲や警報動作を適用し

ない設備については，「－」とする。なお，既設工認の記載

の適正化を行い「－」と記載する場合は，注記を付記して，

警報動作を適用しない旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 11／12：①参照） 

(ｃ) 中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価において

考慮する生体遮蔽装置について 

中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価において解析上

遮蔽として考慮する壁等については，「中央制御室遮蔽」又

は「緊急時対策所遮蔽」として記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

 

 

 

 

43/169



発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【要目表】 

<比較検討> 

2－23 
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ｂ．個別事項（配管） 

(a) 仕様表名称 

主配管については用途，使用範囲等の明確化のため，以下

の範囲で名称を細分化する。 

① 設計基準対象施設のみの境界 

② 重大事故等対処設備のみの境界 

③ 重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施設を

使用するもので，設計基準対象施設としての仕様から変更

がない境界 

④ 重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施設を

使用するもので，設計基準対象施設としての仕様から変更

がある境界 

⑤ 兼用設備の境界 

⑥ 耐震重要度分類Ｓクラスの境界 

⑦ 主配管と非主配管の境界 

(b) 管継手 

① 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備として

新たに登録する際に，記載が追加された管継手は「変更前」

を「－」とし，「変更後」に管継手の仕様を記載し，注記で

「既設」である旨を記載する。 

また，上記のうち「Ｔ継手」については，重大事故等時に

使用する流路に対して仕様を記載する。即ち，Ｔ継手の分岐

部が設計基準対象施設上は主配管であっても，当該分岐部

が重大事故等時に使用しない流路である場合は，当該Ｔ継

手の分岐部は「－」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．個別事項（配管） 

(a) 要目表名称 

主配管については用途，使用範囲等の明確化のため，以下

の範囲で名称を細分化する。 

① 技術基準要求範囲の境界 

② 重大事故等対処設備のみの境界 

③ 重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施設を

使用するもので，設計基準対象施設としての仕様から変更

がない境界 

④ 重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施設を

使用するもので，設計基準対象施設としての仕様から変更

がある境界 

⑤ 兼用設備の境界 

② 耐震重要度分類Ｓクラスの境界 

③ 主配管と非主配管の境界 

(b) 管継手 

① 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備として

新たに登録する際に，記載が追加された管継手は「変更前」

を「－」とし，「変更後」に管継手の仕様を記載し，注記で

「既設」である旨を記載する。 

また，上記のうち「Ｔ継手」については，重大事故等時に

使用する流路に対して仕様を記載する。即ち，Ｔ継手の分岐

部が設計基準対象施設上は主配管であっても，当該分岐部

が重大事故等時に使用しない流路である場合は，当該Ｔ継

手の分岐部は「－」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 可搬型主配管 

 

設備の相違 

記載の適正化 

 

 

技術基準の相違 

技術基準の相違 

技術基準の相違 

 

 

技術基準の相違 

 

 

設備の相違 

記載の適正化 

記載の適正化 

設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／ＳＡ 

ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／－ 

ＳＡ 

／ 

ＳＡ 

／ 

― 

ＳＡ 

／ 

ＳＡ 

／ 

ＳＡ 
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２）設備及び機器等の記載要求範囲 

規則別表第２の中欄においては，同表の上欄で示してい

る発電用原子炉施設の種類として，原子炉本体，核燃料物

質の取扱施設及び貯蔵施設，原子炉冷却系統施設，計測制

御系統施設，放射性廃棄物の廃棄施設，放射線管理施設，

原子炉格納施設及びその他発電用原子炉の附属施設に区分

し，設備ごとに熱交換器，ポンプ，容器，貯蔵槽，ろ過装

置，安全弁及び逃がし弁，主要弁，主配管，送風機，排風

機並びにフィルター等の機器等を記載することとされてい

る。これらについて，まず個別機器等の記載要求範囲を示

すとともに，個別施設ごとに設備及び機器等の記載要求範

囲を示す。 

 

(c) 可搬型主配管 

① 可搬型主配管のうち，可搬型ホースについては，接続

する箇所が分かるような名称にするとともに，ホース 1本

当たりの長さを名称へ記載する。 

（例）○○ライン△△用□□mホース 

（別紙１ 記載例 12／12：①参照） 

② 外径が記載できない可搬型主配管の外径については，

呼び径を記載し，その旨を注記する。 

（別紙１ 記載例 12／12：②参照） 

③ 厚さが記載できない可搬型主配管の厚さは「－」を記

載し，その旨を注記する。 

注記 1）：メーカ仕様によるものとし，完成品として一

般産業品の規格及び基準に適合するものであって，使用

材料の特性を踏まえた上で，重大事故等時における使用

圧力及び使用温度が負荷された状態において強度が確保

できるものを使用する。 

（別紙１ 記載例 12／12：③参照） 

④ 可搬型主配管の「個数」，「取付箇所」欄の記載について

可搬型主配管の「個数」欄及び「取付箇所」欄への記載

方法を，別紙４に示す。なお，詳細な個数の内訳は「設

備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に記載する。 

 

(2) 設備及び機器等の記載要求範囲 

 再処理規則第２条に規定される再処理施設，加工規則第 3

条の 2 の 2 に規定される加工施設の種類，廃棄物管理規則

第 4 条に規定される特定廃棄物管理施設の種類に基づき，

区分し，設備毎にポンプ，容器，主要弁，主配管，送風機，

排風機並びにフィルタ等の機器等を記載する。これらにつ

いて，まず個別機器等の記載要求範囲を示すとともに，個別

施設ごとに設備及び機器等の記載要求範囲を示す。 

 

 

 

 

 

① 可搬型主配管のうち，可搬型ホースについては，接続

する箇所が分かるような名称にするとともに，ホース 1本

当たりの長さを名称へ記載する。 

（例）○○ライン△△用□□mホース 

（別紙１ 記載例 12／12：①参照） 

② 外径が記載できない可搬型主配管の外径については，

呼び径を記載し，その旨を注記する。 

（別紙１ 記載例 12／12：②参照） 

③ 厚さが記載できない可搬型主配管の厚さは「－」を記

載し，その旨を注記する。 

注記 1）：メーカ仕様によるものとし，完成品として一

般産業品の規格及び基準に適合するものであって，使用

材料の特性を踏まえた上で，重大事故等時における使用

圧力及び使用温度が負荷された状態において強度が確保

できるものを使用する。 

（別紙１ 記載例 12／12：③参照） 

④ 可搬型主配管の「個数」，「取付箇所」欄の記載について

可搬型主配管の「個数」欄及び「取付箇所」欄への記載

方法を，別紙４に示す。なお，詳細な個数の内訳は「設

備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に記載する。 

 

 

(3) 設備及び機器等の記載要求範囲 

 貯蔵則第４条に規定される使用済燃料貯蔵施設の種類に

基づき区分し，設備毎にポンプ，容器，主要弁，主配管，送

風機，排風機並びにフィルタ等の機器等を記載する。これら

について，まず個別機器等の記載要求範囲を示すとともに，

個別施設ごとに設備及び機器等の記載要求範囲を示す。 

 また，兼用するもの（複数の設備の機能を持ったものをい

う。）については，主たる機能に関係する設備の区分で機器

等を記載し，その他の機能に関係する設備の区分において

は，主たる機能に関係する設備の区分と機器等の名称及び

構成を記載することで機能を有する範囲を明確にすれば，

必ずしもそれぞれの設備区分で同じ記載をする必要はな

い。ただし，設備区分によって記載すべき機器等の仕様等が

設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

規則の相違 
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また，兼用するもの（複数の設備の機能を持ったものを

いう。），共用するものがある場合には，主たる機能に関係

する設備の区分で機器等を記載し，その他の機能に関係す

る設備の区分においては，主たる機能に関係する設備の区

分と機器等の名称及び構成等を記載することで機能を有す

る範囲を明確にすれば，必ずしもそれぞれの設備区分で同

じ記載をする必要はないものとする。ただし，設備区分に

よって記載すべき機器等の仕様等が異なる場合には，関係

する設備区分での記載を網羅する必要があり，どの区分に

対応した記載内容かを付記するものとする。 

 

（個別機器等事項） 

Ａ．主配管 

通常運転状態，工学的安全施設の作動状態又は重大事故等

時においてその配管が属する系統に求める主たる機能を果

たすために本流が流れる配管をいう。使用済樹脂移送配管

のように，流体が常時流れないものも含むこととする。 

ただし，放射線管理施設の換気設備においては，事故時に

おいて公衆並びに中央制御室，緊急時制御室及び緊急時対

策所の従事者等の放射線障害の防止の機能として必要なも

ので他の設備に属さないものとする。 

本流が流れる箇所の管継手も主配管とし，要目表に記載す

る必要があるが，クラス３管，重大事故等クラス３管又は

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成９年

通商産業省令第５１号。以下「火力省令」という。）を準

用する管に接続する管継手であって，ＪＩＳ規格若しくは

設計・建設規格に適合し，管と同等以上の肉厚を有するも

の又はそれらと同等の保安水準の確保が達成できるものに

あっては，要目表への記載を必要としないこととする。 

また，クラス１管，クラス２管，重大事故等クラス１管又

は重大事故等クラス２管であって，母管から分岐する主配

管に接続するための管台については，要目表に明記するこ

ととする。 

テストライン，ミニマムフロ－ライン，バイパスライン

（沸騰水型発電用原子炉施設に係るタービンバイパスライ

 また，兼用するもの（複数の設備の機能を持ったものをい

う。）については，主たる機能に関係する設備の区分で機器

等を記載し，その他の機能に関係する設備の区分において

は，主たる機能に関係する設備の区分と機器等の名称及び

構成を記載することで機能を有する範囲を明確にすれば，

必ずしもそれぞれの設備区分で同じ記載をする必要はな

い。ただし，設備区分によって記載すべき機器等の仕様等が

異なる場合は，関係する設備区分での記載を網羅する必要

があり，どの区分に対応した記載内容かを付記する。 

 

 

（個別機器等事項） 

Ａ．主配管 

 通常運転状態，安全上重要な施設の作動状態又は重大事

故時等においてその配管が属する系統に求める主たる機能

を果たすために本流が流れる配管をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 管継手及び管台については，原則として，JIS 規格品又は

JIS 規格相当品の場合は，仕様表への記載を必要としないこ

ととし，特殊な異材継手等の管継手及び管台については，仕

様表へ記載することとする。 

 

 

 

 

 テストライン，ミニマムフローライン，バイパスライン，

循環ライン（容器の攪拌を目的とするライン），ドレンライ

異なる場合は，関係する設備区分での記載を網羅する必要

があり，どの区分に対応した記載内容かを付記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個別機器等事項） 

Ａ．主配管 

 貯蔵期間中にその配管が属する系統に求める主たる機能

を果たすために本流が流れる配管をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 管継手及び管台については，原則として，JIS 規格品又は

JIS 規格相当品の場合は，要目表への記載を必要としないこ

ととし，特殊な異材継手等の管継手及び管台については，要

目表へ記載することとする。 

 

 

 

 

 テストライン，ミニマムフローライン，バイパスライン，

循環ライン（容器の攪拌を目的とするライン），ドレンライ

設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 
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ンは除く。），循環ライン（容器の撹拌を目的とするライ

ン），ドレンライン，ベントライン及び計装ラインは主た

る機能を果たすために本流が流れる配管ではないため主配

管にはならないが，主配管からの分岐部は主配管の管台と

して必要に応じて評価対象となるほか，系統図において必

要な仕様（外径，厚さ及び材料等）を記載することとす

る。 
 
Ｂ．主要弁 

主配管に施設する弁のうち，「原子炉冷却材圧力バウンダ

リの隔離弁」，「原子炉非常停止信号又は工学的安全施設

等起動（作動）信号により直接作動する自動操作弁（原子

炉格納容器バウンダリの隔離弁を含む。）」及び「加圧水

型発電用原子炉施設の主蒸気逃がし弁（設置許可基準規則

第２条第２項第１４号の重大事故等対処設備として最終的

な熱の逃がし場へ輸送する設備として機能するもの）」を

いう。 

 

Ｃ．安全弁及び逃がし弁 

通常運転状態，工学的安全施設の作動状態又は重大事故等

対処設備の作動状態において，容器又は主配管の過圧破損

を防止するために設置する安全弁又は逃がし弁をいう。 

 

 

Ｄ．フィルター 

規則別表第２において「公衆の放射線障害の防止を目的と

して設置するものに限る。」又は「従事者等の放射線防護

を目的として設置するものに限る。」とされており，気体

状の放射性よう素を除去するよう素（チャコール）フィル

ター及び放射性微粒子を除去する微粒子（高性能粒子）フ

ィルターを記載する必要がある。 

「公衆の放射線障害の防止を目的として設置するもの」と

しては，環境へ排気することを想定した系統（循環運転が

基本であっても排気筒等へ接続する排気系統を有するもの

を含む。）で，放射性物質の放出を抑制，低減，又は除去

ン，ベントライン及び計装ラインは主たる機能を果たすた

めに本流が流れる配管ではないため主配管にはならない

が，主配管からの分岐部は主配管の管台として必要に応じ

て評価対象となるほか，系統図において必要な仕様（外径，

厚さ及び材料等を記載することとする。 

 

 

 

Ｂ．主要弁 

主配管に施設する弁のうち，「せん断機停止信号により作

動する弁」及び「臨界事故発生時に可溶性中性子吸収材を供

給する弁」をいう。 

 

 

 

 

 

 

Ｃ．安全弁及び逃し弁 

 通常運転状態，安全上重要な施設の作動状態または重大

事故等対処設備の作動状態において，容器又は主配管の過

圧破損を防止するために設置する安全弁又は逃し弁をい

う。 

 

Ｄ．フィルタ 

 「環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限

り低くする。」目的で，気体状の放射性ヨウ素を除去するよ

う素フィルタ，放射性微粒子を除去する高性能粒子フィル

タ及びミストフィルタを記載する必要がある。 

 「公衆の放射線障害の防止を目的として設置するもの」と

しては，環境へ排気することを想定した系統（循環運転が基

本であっても排気筒等へ接続する排気系統を有するものを

含む。）で，放射性物質の放出を抑制，低減，又は除去する

ために設置するものとする。ただし，「従事者等の放射線防

護を目的として設置するもの」として給気側に設置するも

ン，ベントライン及び計装ラインは主たる機能を果たすた

めに本流が流れる配管ではないため主配管にはならない

が，主配管からの分岐部は主配管の管台として必要に応じ

て評価対象となるほか，系統図において必要な仕様（外径，

厚さ及び材料等を記載することとする。 

 

 

 

Ｂ．主要弁 

主配管に施設する弁のうち，「金属キャスクの搬送又は受

け入れに影響を与えるおそれがある弁」をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ．安全弁及び逃し弁 

 通常運転状態，安全上重要な施設の作動状態または重大

事故等対処設備の作動状態において，容器又は主配管の過

圧破損を防止するために設置する安全弁又は逃し弁をい

う。 

 

Ｄ．フィルタ 

 「環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限

り低くする。」目的で，気体状の放射性ヨウ素を除去するよ

う素フィルタ，放射性微粒子を除去する高性能粒子フィル

タ及びミストフィルタを記載する必要がある。 

 「公衆の放射線障害の防止を目的として設置するもの」と

しては，環境へ排気することを想定した系統（循環運転が基

本であっても排気筒等へ接続する排気系統を有するものを

含む。）で，放射性物質の放出を抑制，低減，又は除去する

ために設置するものとする。ただし，「従事者等の放射線防

護を目的として設置するもの」として給気側に設置するも

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

安全機能の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

 

 

 

 

 

設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47/169



発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【要目表】 

<比較検討> 

2－27 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

するために設置するものとする。ただし，「従事者等の放

射線防護を目的として設置するもの」として給気側に設置

するものは「公衆の放射線障害の防止を目的として設置す

るもの」には含めない。 
 

Ｅ．原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウ

ンダリ 

原子炉冷却材圧力バウンダリについては技術基準規則に定

めるものとし，原子炉格納容器バウンダリについては，原

子炉冷却材圧力バウンダリ，原子炉格納容器バウンダリの

範囲を定める規程（ＪＥＡＧ４６０２－２００４日本電気

協会）に定めるものをいう。 

 

Ｆ．非常用のもの 

規則別表第１又は別表第２の原子炉冷却系統施設，計測制

御系統施設，放射線管理施設及びその他発電用原子炉の附

属施設の非常用電源設備で記載されており，設計基準事故

時に機能が要求される機器等にあっては施設ごとに以下の

ものをいう。また，重大事故等対処設備を構成する機器等

も含むものとする。 

（下表省略） 

（個別施設事項） 

（以降，施設名を記載し，文章は省略） 

Ｇ．原子炉本体 

Ｈ．核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

Ｉ．原子炉冷却系統施設 

Ｊ．計測制御系統施設 

Ｋ．放射性廃棄物の廃棄施設 

Ｌ．放射線管理施設 

Ｍ．原子炉格納施設 

Ｎ．その他発電用原子炉の附属施設 

 

 

 

 

のは「公衆の放射線障害の防止を目的として設置するもの」

には含めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ．非常用のもの 

 再処理施設にあっては，計測制御系統施設のうち，事故

時のプラント状態の把握機能を有する安全上重要な施設及

び中央制御室に設置する換気設備，放射線管理施設のう

ち，事故時のプラント状態の把握機能を有する安全上重要

な施設，その他再処理施設の附属施設のうち，安全上重要

な施設へ給電する電気設備及び安全上重要な施設へ冷却水

を供給することにより，機能を間接的に果たすもの（非常

用電源設備に冷却水を供給する場合はその範囲も含む）を

いう。 

加工施設にあっては，事業変更許可申請書の「その他の

加工施設の構造及び設備」の「非常用設備の種類」によ

る。 

また，重大事故等対処設備を構成する機器等を含むもの

とする。 

 
 
 
 
（別紙１及び別紙２は省略） 
 
 

のは「公衆の放射線障害の防止を目的として設置するもの」

には含めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ．非常用のもの 

 計測制御系統施設のうち，事故時における貯蔵施設の状

態の把握機能を有する計測制御系統施設及び同設備へ電気

を供給する予備電源設備をいう。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【要目表】 

<比較検討> 

2－28 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

別紙３ 

 

仕様表記載のうち機器等の取付箇所の記載方針について 

 

１．要旨 

設備に対する要求事項を踏まえ，機器等の「取付箇所」

の記載として以下に記載方針をまとめた。 

 

２．設工認における取付箇所の記載事項について 

再処理施設及び加工施設においては，仕様表記載事項

や記載項目を整理した原子力規制委員会が定めたガイド

類が存在しないため，「発電用原子炉施設の工事計画に係

る手続きガイド」（以下，「手続きガイド」という）の機

器等の仕様に関する記載要求範囲を参照し，記載事項を

整理するものとする。 

手続きガイドに記載される「取付箇所」への記載要求

は以下の通り。 

（抜粋） 

常設の機器等（可搬型の機器等の一部で通常運転時から

使用箇所に取り付けている機器等を含む。）について

は，属する系統の機能の独立性及び位置的分散を示すた

めに十分な配置を説明する記載とする必要があり，ま

た，溢水防護上の配慮が必要な機器等については，防護

区画との関係及び据付高さ等を記載する必要がある。 

 

３．記載方針 

上記，手続きガイドを参考に，仕様表の「取付箇所」

記載方針を次に記載する。 

なお，火災防護対象機器の取り扱いについても，本資料で明

確化する。 

 

仕様表記載のうち機器等の取付箇所の記載方針について 

 

１．「属する系統の機能の独立性」について 

常設機器等の「属する系統の機能の独立性」について

は，添付図面の「系統図」で示す。そのため，仕様表の取

別紙３ 

 

要目表記載のうち機器等の取付箇所の記載方針について 

（本資料検討中） 

１．要旨 

設備に対する要求事項を踏まえ，機器等の「取付箇所」

の記載として以下に記載方針をまとめた。 

 

２．設工認における取付箇所の記載事項について 

使用済燃料貯蔵施設においては，要目表記載事項や記

載項目を整理した原子力規制委員会が定めたガイド類が

存在しないため，「発電用原子炉施設の工事計画に係る手

続きガイド」（以下，「手続きガイド」という）の機器等

の仕様に関する記載要求範囲を参照し，記載事項を整理

するものとする。 

手続きガイドに記載される「取付箇所」への記載要求

は以下の通り。 

 

（抜粋） 

常設の機器等（可搬型の機器等の一部で通常運転時から

使用箇所に取り付けている機器等を含む。）について

は，属する系統の機能の独立性及び位置的分散を示すた

めに十分な配置を説明する記載とする必要があり，ま

た，溢水防護上の配慮が必要な機器等については，防護

区画との関係及び据付高さ等を記載する必要がある。 

３．記載方針 

上記，手続きガイドを参考に，要目表の「取付箇所」

記載方針を次に記載する。 

なお，火災防護対象機器の取り扱いについても，本資料で明

確化する。 

 

要目表記載のうち機器等の取付箇所の記載方針について 

 

１．「属する系統の機能の独立性」について 

常設機器等の「属する系統の機能の独立性」について

は，添付図面の「系統図」で示す。そのため，要目表の取

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の相違，記載の適正化 

 

 

 

 

 

技術基準の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

技術基準の相違 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【要目表】 

<比較検討> 

2－29 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

付箇所の欄には，当該機器が接続する系統名（ライン名）

の記載欄を設け，その欄に取り付ける系統名（「○○○ラ

イン」等と表記する。）を記載する。 

また，系統図側には，施設名及び設備系統名が識別でき

るよう「施設区分名」と「設備（系統）区分名」を図面名

称欄に記載し，仕様表と図面が繋がる記載とする。 

なお，○○ポンプA，B や○○弁A，B，C などの機器の

「個数」が複数個あるものについては，その機器毎に「系

統名」を記載する。また，系統に接続していないもの

（例：クレーン等）については「－」で示す。 

（記載例①参照） 

 

２．「位置的分散」について 

常設機器等の「位置的分散」は，添付図面の「配置図」

で示す。 

そのため，仕様表の取付箇所欄には，当該機器を設置す

る「設置床」の記載欄を設け，その欄に「建屋の名称」及

び機器等の「設置床レベル」を記載する。 

また，「配置図」側には，機器配置が識別できるよう

「建屋の名称」及び「設置床レベル」を図面に記載し，仕

様表と図面が繋がる記載とする。 

なお，「設置床レベル」の表記方法については，事業変更

許可申請書に準じる。 

（記載例②参照） 

 

３．「溢水防護上の配慮が必要な機器等」について 

3.1 防護区画との関係について 

 

溢水防護上の配慮を必要とする機器等と溢水防護区画と

の関係が分かるように仕様表の取付箇所の欄には，その機

器が設置される「溢水防護上の区画番号」を記載する。 

 

なお，「○○施設の溢水による損傷の防止に関する説明

書」に「防護区画番号」を示した「防護対処設備リスト」

と「防護区画図面」を添付することでそれらの関係性を示

付箇所の欄には，当該機器が接続する系統名（ライン名）

の記載欄を設け，その欄に取り付ける系統名（「○○○ラ

イン」等と表記する。）を記載する。 

また，系統図側には，施設名及び設備系統名が識別でき

るよう「施設区分名」と「設備（系統）区分名」を図面名

称欄に記載し，要目表と図面が繋がる記載とする。 

なお，○○ポンプA，B や○○弁A，B，C などの機器の

「個数」が複数個あるものについては，その機器毎に「系

統名」を記載する。また，系統に接続していないもの

（例：クレーン等）については「－」で示す。 

（記載例①参照） 

 

２．「位置的分散」について 

常設機器等の「位置的分散」は，添付図面の「配置図」

で示す。 

そのため，要目表の取付箇所欄には，当該機器を設置す

る「設置床」の記載欄を設け，その欄に「建屋の名称」及

び機器等の「設置床レベル」を記載する。 

また，「配置図」側には，機器配置が識別できるよう

「建屋の名称」及び「設置床レベル」を図面に記載し，要

目表と図面が繋がる記載とする。 

なお，「設置床レベル」の表記方法については，事業変更

許可申請書に準じる。 

（記載例②参照） 

 

１．「波及影響の防止上の配慮が必要な機器等」について 

1.1 上位耐震クラス機器と下位耐震クラス機器の位置関係

について 

波及影響防止上の配慮を必要とする機器等として上位耐

震クラス機器と下位耐震クラス機器の位置関係が分かるよ

うに要目表の取付箇所の欄には，その機器が設置される設

置エリアと据え付け高さを記載する。 

なお，「○○施設の溢水による損傷の防止に関する説明

書」に「設置エリア番号」を示した「設備機器リスト」と

「機器配置図面」を添付することでそれらの関係性を示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準の相違 

技術基準の相違 

 

技術基準の相違 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

50/169



発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【要目表】 

<比較検討> 

2－30 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

す。 

また，「溢水防護上の区画番号」及び「溢水防護上の配

慮が必要な高さ」の記載方法については図１及び図２に示

す。 

（記載例③参照） 

 

１．グランドルールの考え方について 

・現状のグランドルールのうち，「溢水防護上の区画番号」

および「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の記載方針の

主な個所は以下のとおり。 

 

「溢水防護上の区画番号」について 

 ③ 「○○施設 溢水による損傷の防止に関する説明

書」の「防護対象設備リスト」及び「防護区画図面」

との関連付けを行うため，仕様表へ「溢水防護上の区

画番号」を記載する。 

   なお，溢水防護上の対象設備以外の機器は「－」

とする。 

 

「溢水防護上の配慮が必要な高さ」について 

 ④ 溢水防護上の配慮が必要となる機器等について，

その機器が設置される区画のうち，機能喪失高さが

最も低いものを選定したうえで，裕度を設定して仕

様表へ「溢水防護上の配慮が必要な高さ」として記

載する。 

   なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」と

する。 

 

・上記のルールを踏まえた「溢水防護上の区画番号」および

「溢水防護上の配慮が必要な高さを記載するために用い

る資料構成と仕様表記載の流れのイメージ図を第１図に

示す。 

 

図１ 「溢水防護上の区画番号」と「溢水防護上の配慮が必要な

高さ」の記載方法（省略） 

す。 

また，「溢水防護上の区画番号」及び「溢水防護上の配

慮が必要な高さ」の記載方法については図１及び図２に示

す。 

（記載例③参照） 

 

１．グランドルールの考え方について 

・現状のグランドルールのうち，「溢水防護上の区画番号」

および「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の記載方針の

主な個所は以下のとおり。 

 

「溢水防護上の区画番号」について 

 ③ 「○○施設 溢水による損傷の防止に関する説明

書」の「防護対象設備リスト」及び「防護区画図面」

との関連付けを行うため，要目表へ「溢水防護上の区

画番号」を記載する。 

   なお，溢水防護上の対象設備以外の機器は「－」

とする。 

 

「溢水防護上の配慮が必要な高さ」について 

 ④ 溢水防護上の配慮が必要となる機器等について，

その機器が設置される区画のうち，機能喪失高さが

最も低いものを選定したうえで，裕度を設定して要

目表へ「溢水防護上の配慮が必要な高さ」として記

載する。 

   なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」と

する。 

 

・上記のルールを踏まえた「溢水防護上の区画番号」および

「溢水防護上の配慮が必要な高さを記載するために用い

る資料構成と要目表記載の流れのイメージ図を第 1 図に

示す。 

 

 

 

 

作成要領の構成の相違 

 

 

 

 

技術基準の相違 

 

 

 

 

技術基準の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準の相違 

 

 

 

 

技術基準の相違 

 

 

記載の適正化 

記載の適正化 

 

 

技術基準の相違 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【要目表】 

<比較検討> 

2－31 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

・仕様表の整理フロー（省略） 

 

図２ 仕様表の整理フロー（省略） 

 

3.2 据付高さ等 

据付高さ等について，溢水防護上の配慮が必要な機器等

については，その機器等が設置される溢水防護上の区画の

うち，機能喪失高さの裕度が最も低いものを選定し，その区

画の「溢水防護上の配慮が必要な高さ」として設定する。 

「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の設定には，機能喪失

高さのマージンを加えた値で設定し，仕様表の記載として

は，そのマージンを加えた値に「以上」を付記して表記する。 

また，溢水防護上の配慮が必要ない設備については「－」

を記載する。 

なお，溢水防護上の配慮が必要な高さについては，追加要

求事項として要目表の「変更後」も欄に記載する。 

（記載例④参照） 

 

4.「化学薬品防護上の配慮が必要な機器等」について 

4.1 防護区画との関係について  

化学薬品防護上の配慮を必要とする機器等と化学薬品防護

区画との関係が分かるように仕様表の取付箇所の欄には，

その機器が設置される「化学薬品防護上の区画番号」を記

載する。  

なお，「Ⅵ-1-1-7 再処理施設内における化学薬品の漏え

いによる損傷の防止に関する説明書」に「防護区画番号」

を示した「防護対処設備リスト」と「防護区画図面」を添

付することでそれらの関係性を示す。  

また，「化学薬品防護上の区画番号」及び「化学薬品防護

上の配慮が必要な高さ」の記載方法については図○及び図

○に示す。  

（記載例⑤参照） 

 

 

 

・要目表の整理フロー 

 

図２ 要目表の整理フロー 

 

1.2 据付高さ等 

下位の耐震クラス機器等が上位の耐震クラス機器等に波

及影響を与えるおそれがある機器等を選定する。 

 

 

「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の設定には，機能喪失

高さのマージンを加えた値で設定し，要目表の記載として

は，そのマージンを加えた値に「以上」を付記して表記する。 

また，溢水防護上の配慮が必要ない設備については「－」

を記載する。 

なお，溢水防護上の配慮が必要な高さについては，追加要

求事項として要目表の「変更後」も欄に記載する。 

（記載例④参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

技術基準の相違 

 

 

 

防護対象の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防護対象の相違 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【要目表】 

<比較検討> 

2－32 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

4.2据付高さ等 

据付高さ等について，化学薬品防護上の配慮が必要な機器

等については，その機器等が設置される化学薬品防護上の

区画のうち，機能喪失高さの裕度が最も低いものを選定

し，その区画の「化学薬品防護上の配慮が必要な高さ」と

して設定する。 

「化学薬品防護上の配慮が必要な高さ」の設定には，機能

喪失高さのマージンを加えた値で設定し，仕様表の記載と

しては，そのマージンを加えた値に「以上」を付記して表

記する。 

また，化学薬品防護上の配慮が必要ない設備については

「－」を記載する。 

なお，化学薬品防護上の配慮が必要な高さについては，追

加要求事項として要目表の「変更後」も欄に記載する。 

（記載例⑥参照） 
 

5. 「火災防護対象機器」についての扱い 

火災防護対象機器の設置位置と「火災区域」又は「火災区

画」との関係性について，以下の整理とする。 

(1) 「火災区域」及び「火災区画」の識別として，火災防

護設備の仕様表に「火災区域」及び「火災区画」の「名

称」を記載し，また添付図面においても，図中にそれら区

域及び区画の「名称」を記載することで火災防護上の「区

域」及び「区画」を識別する。 

(2) 火災防護対象機器について，添付書類「Ⅲ 火災及び

爆発の防止に関する説明書」に「機器リスト」を添付し，

そのリスト中に火災防護対象機器の「機器名称」と，その

機器が設置される「火災区域（区画）」の「名称」を記載

することで，「火災防護対象機器」と「火災区域」及び

「火災区画」との関係性が分かる記載とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 「火災防護対象機器」についての扱い 

火災防護対象機器の設置位置と「火災区域」又は「火災区

画」との関係性について，以下の整理とする。 

(1) 「火災区域」及び「火災区画」の識別として，火災防

護設備の要目表に「火災区域」及び「火災区画」の「名

称」を記載し，また添付図面においても，図中にそれら区

域及び区画の「名称」を記載することで火災防護上の「区

域」及び「区画」を識別する。 

(2) 火災防護対象機器について，添付書類「Ⅲ 火災及び

爆発の防止に関する説明書」に「機器リスト」を添付し，

そのリスト中に火災防護対象機器の「機器名称」と，その

機器が設置される「火災区域（区画）」の「名称」を記載

することで，「火災防護対象機器」と「火災区域」及び

「火災区画」との関係性が分かる記載とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

設備の相違 
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仕様表記載のうち機器等の取付箇所の記載方針について 

 

属する系統の機能の独立性 

・独立性は添付図面の系統図にて示す。なお，機器が設置さ

れる系統について「設備（系統名）」で記載し，系統図とリ

ンクさせる。 

 

防護区画との関係 

・溢水防護上の配慮を必要とする機器等の仕様表の取付箇

所欄には，その機器が設置される「溢水防護上の区画番号」

を記載する。 

 

据付高さ等 

・溢水防護対象機器等が設置される溢水防護区画のうち，機

能喪失高さの裕度が最も低いものを選定し，その区画の「溢

水防護上の配慮が必要な高さ」として設定する。 

なお，「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の設定には，機

能喪失高さにマージンを加えた値で設定し，仕様表の記載

としては，そのマージンを加えた値に「以上」を付記して標

記する。 

 

位置的分散 

・常設の機器等の「位置的分散」は，添付図面の「配置図」

で示す。 

 仕様表の取付箇所欄には「配置図」とリンクできるよう，

当該機器が設置される「設置床」の記載欄を設け，その欄に

「建屋の名称」及び機器の「設置床レベル」を記載する。 

 また，「配置図」側には，図面中に「建屋の名称」及び「設

置床レベル」を記載する。 

 

 

 

 

 

 

要目表記載のうち機器等の取付箇所の記載方針について 

 

属する系統の機能の独立性 

・独立性は添付図面の系統図にて示す。なお，機器が設置さ

れる系統について「設備（系統名）」で記載し，系統図とリ

ンクさせる。 

 

防護区画との関係 

・溢水防護上の配慮を必要とする機器等の要目表の取付箇

所欄には，その機器が設置される「溢水防護上の区画番号」

を記載する。 

 

据付高さ等 

・下位の耐震クラス機器等が上位の耐震クラス機器等に波

及影響を与えるおそれがある機器等を選定する。 

なお，「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の設定には，機

能喪失高さにマージンを加えた値で設定し，要目表の記載

としては，そのマージンを加えた値に「以上」を付記して標

記する。 

 

位置的分散 

・常設の機器等の「位置的分散」は，添付図面の「配置図」

で示す。 

 要目表の取付箇所欄には「配置図」とリンクできるよう，

当該機器が設置される「設置床」の記載欄を設け，その欄に

「建屋の名称」及び機器の「設置床レベル」を記載する。 

 また，「配置図」側には，図面中に「建屋の名称」及び「設

置床レベル」を記載する。 

 

記載例（作成中） 

 

 

 

 

 

技術基準の相違 

 

設備の相違 

 

 

 

 

技術基準の相違 

 

 

 

 

 

技術基準の相違 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準の相違 
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記載例（省略） 

 
 
 
 

別紙４ 

 

可搬型主配管の仕様表に記載する「個数」の記載方法と

「個数」及び「取付箇所」に 

注記を記載する際の基本的な記載ルールについて 

 

１．要旨 

可搬型主配管に係る「個数」の記載方法及び「個数」，「取

付箇所」に注記を記載する際の基本的な記載方法について

以下にまとめる。 

 

２．「個数」の記載方法 

2.1 「個数」欄には，「技術基準規則で要求される必要な容

量を賄える個数」（以下「必要数」という。）と「故障時バッ

クアップの個数」を記載する。 

 

その際，必要数は括弧外に記載し，予備は括弧を付し，そ

のカッコ内に「故障時バックアップ」の記載と個数を示す。 

 

例： 

名 称 
最高使
用圧力 

最高使
用温度 

主要寸
法 

個数 
取付箇

所 
    ●●（故

障 時 バ
ッ ク ア
ッ プ □
□） 

 

●●：必要数 

□□：故障時バックアップ数 

※…故障時バックアップの表示は括弧内に「故障時バック

アップ」の記載と個数を付す。 

なお，「個数」には，単位を記載しないが，管種を識別す

るため「取付箇所」欄に記載する場合は以下の表記とする。 

 
 
 
 
 

別紙４ 

 

可搬型主配管の要目表に記載する「個数」の記載方法と

「個数」及び「取付箇所」に 

注記を記載する際の基本的な記載ルールについて 

（本資料検討中） 

１．要旨 

可搬型主配管に係る「個数」の記載方法及び「個数」，「取

付箇所」に注記を記載する際の基本的な記載方法について

以下にまとめる。 

 

２．「個数」の記載方法 

2.1 「個数」欄には，「技術基準規則で要求される必要な容

量を賄える個数」（以下「必要数」という。）と「故障時バッ

クアップの個数」を記載する。 

 

その際，必要数は括弧外に記載し，予備は括弧を付し，そ

のカッコ内に「故障時バックアップ」の記載と個数を示す。 

 

例： 

名 称 
最高使
用圧力 

最高使
用温度 

主要寸
法 

個数 
取付箇
所 

    ●●（故
障 時 バ
ッ ク ア
ッ プ □
□） 

 

●●：必要数 

□□：故障時バックアップ数 

※…故障時バックアップの表示は括弧内に「故障時バック

アップ」の記載と個数を付す。 

なお，「個数」には，単位を記載しないが，管種を識別す

るため「取付箇所」欄に記載する場合は以下の表記とする。 

 

 

 

 

 

 

 

作成要領の相違 
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① 可搬型ホースについては「本」 

② 可搬型鋼管については「台」 

 

2.2 可搬型主配管は，使用方法により適用する技術基準規則

が異なり，それにより必要数及び故障時バックアップ数も

変わることから，個々の基本的な記載パターンを以下に定

める。 

2.2.1 基準要求が 2ｎ＋αのもの 

 

（例：「建屋外」から「建屋内」に水を供給するための可

搬型ホース等） 

 

(1) 単一の長さの可搬型主配管の場合 

・必要数には，2ｎの本数（台数）を括弧外に記載する。 

・故障時バックアップ数には，αの本数（台数）に括弧を付

して記載する。 

(2) 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用す

る場合 

・必要数には，ホース長さごとに必要となる本数を合算した

値（2ｎ）を括弧外に記載する。 

・故障時バックアップ数には，ホース長さごとの故障時バッ

クアップ本数を合算した値（α）に括弧を付して記載する。 

 

2.2.2 基準要求がｎ＋αのもの 

（例：「建屋内」のみ使用する可搬型ホース等） 

(1) 単一の長さの可搬型主配管の場合 

・必要数には，ｎの本数（台数）を括弧外に記載する。 

・故障時バックアップ数には，αの本数（台数）に括弧を付

して記載する。 

(2) 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用す

る場合 

・必要数には，ホース長さごとに必要となる本数を合算した

値（ｎ）を括弧外に記載する。 

・故障時バックアップ数には，ホース長さごとの予備本数を

合算した値（α）に括弧を付して記載する。 

① 可搬型ホースについては「本」 

② 可搬型鋼管については「台」 

 

2.2 可搬型主配管は，使用方法により適用する技術基準規則

が異なり，それにより必要数及び故障時バックアップ数も

変わることから，個々の基本的な記載パターンを以下に定

める。 

2.2.1 基準要求が 2ｎ＋α のもの 

 

（例：「建屋外」から「建屋内」に水を供給するための可

搬型ホース等） 

 

(1) 単一の長さの可搬型主配管の場合 

・必要数には，2ｎの本数（台数）を括弧外に記載する。 

・故障時バックアップ数には，αの本数（台数）に括弧を付

して記載する。 

(2) 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用す

る場合 

・必要数には，ホース長さごとに必要となる本数を合算した

値（2ｎ）を括弧外に記載する。 

・故障時バックアップ数には，ホース長さごとの故障時バッ

クアップ本数を合算した値（α）に括弧を付して記載する。 

 

2.2.2 基準要求がｎ＋αのもの 

（例：「建屋内」のみ使用する可搬型ホース等） 

(1) 単一の長さの可搬型主配管の場合 

・必要数には，ｎの本数（台数）を括弧外に記載する。 

・故障時バックアップ数には，αの本数（台数）に括弧を付

して記載する。 

(2) 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用す

る場合 

・必要数には，ホース長さごとに必要となる本数を合算した

値（ｎ）を括弧外に記載する。 

・故障時バックアップ数には，ホース長さごとの予備本数を

合算した値（α）に括弧を付して記載する。 
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３．「個数」及び「取付箇所」に注記を記載する際の基本的

な表記方法 

3.1 「個数」への注記方法 

以下に示す「3.1.1」～「3.1.4」の場合には，個数に注記

を記載する。 

3.1.1 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用

する場合 

(1) 記載方法 

・複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する

場合は，長さごとに必要となる数がわかるように注記を記

載する。 

 

例： 

名 称 
最高使
用 
圧力 

最高使
用 
温度 

主要 
寸法 

個数 
取付 
箇所 

○ ○ 用
5m，10m， 
50m ホー
ス 

   ●●（故
障 時 バ
ッ ク ア
ッ プ □
□）＊1 

 

注記 ＊1：必要本数●●本（5m：●本，10m：●本，50m：●

本）及び故障時バックアップ各 1本の数量を示す。 

 
3.1.2 設備を兼用する複数の長さを持つ可搬型ホースを組

み合わせて使用する場合 

(1) 記載方法 

・設備（系統）区分によって，組み合わせる本数（台

数）が異なるものは，各設備（系統）区分で必要と

なる数がわかるように注記を記載する。 

例： 

名 称 
最高使
用 
圧力 

最高使
用 
温度 

主要 
寸法 

個数 
取付 
箇所 

○ ○ 用
5m，10m， 
50m ホー
ス 

   ●●（故
障 時 バ
ッ ク ア
ッ プ □
□）＊2 

 

注記 ＊2：○○施設のうち△△設備（□□系）としての必要

 

３．「個数」及び「取付箇所」に注記を記載する際の基本的

な表記方法 

3.1 「個数」への注記方法 

以下に示す「3.1.1」～「3.1.4」の場合には，個数に注記

を記載する。 

3.1.1 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用

する場合 

(1) 記載方法 

・複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する

場合は，長さごとに必要となる数がわかるように注記を記

載する。 

 

例： 

名 称 
最高使
用 
圧力 

最高使
用 
温度 

主要 
寸法 

個数 
取付 
箇所 

○ ○ 用
5m，10m， 
50m ホー
ス 

   ●●（故
障 時 バ
ッ ク ア
ッ プ □
□）＊1 

 

 

注記 ＊1：必要本数●●本（5m：●本，10m：●本，50m：●

本）及び故障時バックアップ各 1 本の数量を示す。 

 
3.1.2 設備を兼用する複数の長さを持つ可搬型ホースを組

み合わせて使用する場合 

(1) 記載方法 

・設備（系統）区分によって，組み合わせる本数（台

数）が異なるものは，各設備（系統）区分で必要と

なる数がわかるように注記を記載する。 

例： 

名 称 
最高使
用 
圧力 

最高使
用 
温度 

主要 
寸法 

個数 
取付 
箇所 

○ ○ 用
5m，10m， 
50m ホー
ス 

   ●●（故
障 時 バ
ッ ク ア
ッ プ □
□）＊2 
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本数●●本（5m：●本，10m：●本，50m：●本）

と●●施設のうち▲▲設備（■■系）としての

必要本数●●本（5m：●本，10m：●本，50m：●

本）を合わせた数量及び故障時バックアップ各

1 本の数量を示す。 

 

3.1.3 機器に専属するホースの場合 

(1) 記載方法 

・機器の専属ホースであることがわかるように，専属

する機器名が判別可能なよう注記で記載する。 

例： 

名 称 
最高使
用 

圧力 

最高使
用 
温度 

主要 
寸法 

個数 
取付 
箇所 

○○用
5m ホー
ス 

   ●●＊3  

注記 ＊3：○○ポンプの保有数と同じ数量を示す。 

 

名 称 
最高使

用 
圧力 

最高使
用 

温度 

主要 
寸法 

個数 
取付 
箇所 

△△ 
給 油 ラ
イ ン 接
続用 
19.5m ホ
ース 

   ●●＊4  

注記 ＊4：△△1 台あたりの数量を示す。 

 

3.1.4  ２セットで技術基準規則要求を満たす設備に使用

するホースの場合 

(1) 記載方法 

・2 セットで基準要求を満たす設備に使用するホースは，1

セット分の必要本数及び故障時バックアップ数と必要なセ

ット数を注記で記載する。 

 

例： 

名 称 
最高使

用 

最高使

用温度 

主要 

寸法 
個数 

取付 

箇所 

注記 ＊2：○○施設のうち△△設備（□□系）としての必要

本数●●本（5m：●本，10m：●本，50m：●本）

と●●施設のうち▲▲設備（■■系）としての

必要本数●●本（5m：●本，10m：●本，50m：●

本）を合わせた数量及び故障時バックアップ各

1 本の数量を示す。 

 

3.1.3 機器に専属するホースの場合 

(1) 記載方法 

・機器の専属ホースであることがわかるように，専属

する機器名が判別可能なよう注記で記載する。 

例： 

名 称 
最高使
用 

圧力 

最高使
用 
温度 

主要 
寸法 

個数 
取付 
箇所 

○○用
5m ホー
ス 

   ●●＊3  

注記 ＊3：○○ポンプの保有数と同じ数量を示す。 

 

 

名 称 
最高使
用 

圧力 

最高使
用 

温度 

主要 
寸法 

個数 
取付 
箇所 

△△ 
給 油 ラ
イ ン 接
続用 
19.5m ホ
ース 

   ●●＊4  

注記 ＊4：△△1 台あたりの数量を示す。 

 

3.1.4  ２セットで技術基準規則要求を満たす設備に使用

するホースの場合 

(1) 記載方法 

・2 セットで基準要求を満たす設備に使用するホースは，1

セット分の必要本数及び故障時バックアップ数と必要なセ

ット数を注記で記載する。 

 

例： 
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<比較検討> 

2－38 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

圧力 

○○ 

給油ラ

イン接

続用 4 

m ホー

ス 

   ●●＊5 

（ 故 障

時 バ ッ

ク ア ッ

プ□□） 

 

注記 ＊5：必要本数 15 本を 2 セットに故障時バックアップ

1本の数量を示す。 

 

3.2 「取付箇所」への注記方法 

以下に示す「3.2.1」の場合には，取付箇所に注記を記載

する。 

3.2.1 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用

する場合 

(1) 記載方法 

・最長敷設ルートにおけるホース長さごとの必要本数を記

載する。 

 

例： 

名 称 

最高

使用

圧力 

最高

使用

温度 

主要

寸法 
個数 

取付箇

所 

○○用 

0.5m,1m,2m,3m, 

5m,10m,20m,50m

ホース 

    取付箇

所： 

△△～

□□接

続口 

（52本

＊6） 

注記 ＊6：最長のルートである「●●～▲▲」に敷設した場

合（0.5m：1 本，1m：2本，2m：5 本，3m：1本，5m：3 本，

10m：8 本，50m：32 本）の数量を示す。 

 

４．各可搬型主配管の個数の内訳 

名 称 

最高使

用 

圧力 

最高使

用温度 

主要 

寸法 
個数 

取付 

箇所 

○○ 

給油ラ

イン接

続用 4 

m ホー

ス 

   ●●＊5 

（ 故 障

時 バ ッ

ク ア ッ

プ□□） 

 

注記 ＊5：必要本数 15 本を 2セットに故障時バックアップ

1 本の数量を示す。 

 

3.2 「取付箇所」への注記方法 

以下に示す「3.2.1」の場合には，取付箇所に注記を記載

する。 

3.2.1 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用

する場合 

(1) 記載方法 

・最長敷設ルートにおけるホース長さごとの必要本数を記

載する。 

 

例： 

名 称 

最高

使用

圧力 

最高

使用

温度 

主要

寸法 
個数 

取付箇

所 

○○用 

0.5m,1m,2m,3m, 

5m,10m,20m,50m

ホース 

    取付箇

所： 

△△～

□□接

続口 

（52本

＊6） 

注記 ＊6：最長のルートである「●●～▲▲」に敷設した場

合（0.5m：1 本，1m：2本，2m：5 本，3m：1本，5m：3 本， 

４．各可搬型主配管の個数の内訳 
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2－39 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

可搬型主配管のうち，複数の使用方法等により内訳の説

明を要する可搬型主配管は，設定根拠に関する説明書又は

設定根拠に関する説明書の補足説明資料に示す。 

可搬型主配管のうち，複数の使用方法等により内訳の説

明を要する可搬型主配管は，設定根拠に関する説明書又は

設定根拠に関する説明書の補足説明資料に示す。 
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<比較検討> 

3－1 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 
３設工認申請における基本設計方針の作成要領 

 

1. 目的 

「基本設計方針」の基本的な作成要領について定める。 

2. 基本設計方針の資料構成 

(1) 基本設計方針の資料構成は，「設工認申請における資料作成に当た

っての基本的考え方」に基づき，技術基準規則の要求を満たすための基

本的な設計方針を記載する構成とする。 

(2) 基本設計方針の記載は，「使用済燃料の再処理の事業に関する規

則」第二条，「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄

物管理の事業に関する規則」第四条及び「核燃料物質の加工の事業に関

する規則」第三条の二の二に記載の施設区分順に「施設（系統）」ごと

に作成する。 

(3) 基本設計方針を作成するにあたり，技術基準規則への適合性を逐条

的に示すために，「条文」ごとに基本設計方針を作成した上で，その

内容を基に，「施設（系統）」ごとの基本設計方針（以下「基本設計方

針」という。）に再構成するための方針を以下に示す。 

また，事業変更許可との整合性を説明するため，系統構成や主要設備

について整理し，設備の設計方針として組み込む。 

a. 逐条的に示した基本設計方針を条文単位で，各施設（系統）に共通

する設計方針と，施設固有の設計方針とに分類し，前者を「共通項

目」，後者を「個別項目」とする。 

なお，事業変更許可との整合のために整理した，設備の系統構成及び

主要設備に関する基本設計方針は「個別項目」に展開する。 

 

b. 基本設計方針の構成は，上記の「共通項目」を第1 章，「個別項

目」を第2 章とする。共通項目と個別項目の構成については以下に示

す。 

 

 

３．設工認申請における基本設計方針の作成要領 

 

1. 目的 

「基本設計方針」の基本的な作成要領について定める。 

2. 基本設計方針の資料構成 

(1) 基本設計方針の資料構成は，「設工認申請における資料作成に当たっ

ての基本的考え方」に基づき，技術基準規則の要求を満たすための基本

的な設計方針を記載する構成とする。 

(2) 基本設計方針の記載は，「使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則」第

四条第1 項3 号のイ～への施設区分順に作成する。 

 

 

(3) 基本設計方針を作成するにあたり，技術基準規則への適合性を逐条

的に示すために，「条文」ごとに基本設計方針を作成した上で，その内

容を基に，「施設（系統）」ごとの基本設計方針（以下「基本設計方

針」という。）に再構成するための方針を以下に示す。 

また，事業変更許可との整合性を説明するため，系統構成や主要設備

について整理し，設備の設計方針として組み込む。 

a. 逐条的に示した基本設計方針を条文単位で，各施設（系統）に共通

する設計方針と，施設固有の設計方針とに分類し，前者を「共通項

目」，後者を「個別項目」とする。 

なお，事業変更許可との整合のために整理した，設備の系統構成及び

主要設備に関する基本設計方針は「個別項目」に展開する。 

 

b. 基本設計方針の構成は，上記の「共通項目」を第1 章，「個別項目」

を第2 章とする。共通項目と個別項目の構成については以下に示す。 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用法令の違い 
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<比較検討> 

3－2 

【共通項目の基本構成について】 

b. 共通項目の記載単位は基本的には技術基準規則の条文単位とする

が，自然現象，設備に対する要求等の要求内容が同じものについて

は，複数条文を同一項目にまとめて記載する。また，記載順序は技

術基準規則の条項順を基本とする。共通項目の章立てについて別紙

１に示す。 

 

d. 分割申請を考慮し，共通項目のうち，「火災等による損傷の防止」

「再処理施設内における溢水による損傷の防止」及び「再処理施設内

における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」の条文については，申

請対象設備がある場合は個別項目の基本設計方針を呼び込むものと

し，申請対象設備がない場合は共通項目に記載する。 

（例※） 

初回申請において火災防護設備を申請対象設備とする場合は，「火災等

による損傷の防止」に係る基本設計方針について，第２章個別項目に記

載し呼び込みを行う。 

（記載例は下記のとおり） 

火災防護設備を申請対象設備としない場合は，「火災等による損傷の防

止」に係る基本設計方針について，第１章共通項目に記載する。この場

合，後次回申請において火災防護設備を申請する際は，第２章個別項目

から第１章共通項目を呼び込むものとする。 

 

＜共通項目側の呼び込み記載例＞ 

3.1 火災等による損傷の防止 

再処理施設の火災等による損傷の防止の基本設計方針については，

火災防護設備の基本設計方針に基づく設計とする。 

⇒上記により個別項目側の記載を呼び込む 

※火災防護設備等の設備区分が存在しないウラン濃縮施設については，

共通項目に記載する。 

 

 

【共通項目の基本構成について】 

c. 共通項目の記載単位は基本的には技術基準規則の条文単位とする

が，自然現象，設備に対する要求等の要求内容が同じものについて

は，複数条文を同一項目にまとめて記載する。また，記載順序は，基

本的安全機能，自然現象を記載した後に，他の設備共通的な項目につ

いて技術基準規則の条項順に記載するものとする。共通項目の章立て

について別紙１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社設備の特性を踏まえ記載順を

決定した。 

 

 

「火災等による損傷の防止」につ

いては，初回申請時に一括して記

載するため。 
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<比較検討> 

3－3 

【個別項目の基本構成について】 

e. 個別項目の記載内容は，逐条的に示した各基本設計方針の中で，当

該施設に該当する内容を集約して記載する。個別項目の章立てについ

て別紙１に示す。 

f. 各施設の「個別項目」の章立てについては，事業変更許可申請書の

設備項目を基に項目及びその順序を構成する。ただし，技術基準規則

等の要求も踏まえながら，記載項目，順序などは必要により変更す

る。個別項目の章立てと事業変更許可申請書との比較表を別紙２に示

す。 

g. 「個別項目」の事業変更許可申請書の設備項目を基にした各項目に

ついては，更に各設備の系統等ごとに章立てを行い記載する。 

h. 説明性を考慮し，章立ては極力細分化する。 

 

(4) 基本設計方針のフォーマットは，変更前後の形式とする。なお，記

載内容として技術基準規則の要求事項又は事業変更許可からの設計要

求事項（以下「技術基準規則の要求事項等」という。）に変更がない

ものは，「手続き対象外」であることがわかるよう「記載の適正化」

として「変更前」に記載する。また，技術基準規則の要求事項が変更

又は追加となったものに対する記載は「変更後」に記載し，「手続き

対象」であることを識別する。具体的な方針は以下のとおり。(別紙

３参照) 

a. 文頭に，事業指定基準規則及びその解釈並びに技術基準規則で定

義していないものについて用語の定義を記載する。「用語の定義」

に記載するものは，共通項目のうち各施設に該当する用語のみとす

る。 

b. 「一部技術基準規則の要求事項等が変更又は追加となったもの」

に対する記載は，「変更前」に変更前の要求に対する基本設計方針

を記載し，「変更後」に変更後の要求に対する基本設計方針を記載

する。 

c. 「技術基準規則の要求事項等に変更のないもの」については「変

更前」に基本設計方針を記載し，「変更後」に「変更なし」と記載

する。「1.」，「2.」等の項目のなかで一部でも変更のあるものは，

文章が「変更前」と「変更後」で細切れにならないよう，その項目

【個別項目の基本構成について】 

d. 個別項目の記載内容は，逐条的に示した各基本設計方針の中で，当

該施設に該当する内容を集約して記載する。個別項目の章立てについ

て別紙１に示す。 

e. 各施設の「個別項目」の章立てについては，「使用済燃料の貯蔵の事

業に関する規則」第四条第1 項3 号のイ～への区分の順番とする。た

だし，技術基準規則等の要求も踏まえながら，記載項目，順序などは

必要により変更する。 

 

 

f.説明性を考慮し，章立ては極力細分化する。 

 

 

(4) 基本設計方針のフォーマットは，変更前後の形式とする。なお，記

載内容として技術基準規則の要求事項又は事業変更許可からの設計要求

事項（以下「技術基準規則の要求事項等」という。）に変更がないもの

は，「手続き対象外」であることがわかるよう「記載の適正化」として

「変更前」に記載する。また，技術基準規則の要求事項が変更又は追加

となったものに対する記載は「変更後」に記載し，「手続き対象」であ

ることを識別する。具体的な方針は以下のとおり。(別紙２参照) 

a. 文頭に，事業許可基準規則及びその解釈並びに技術基準規則で定義

していないものについて用語の定義を記載する。「用語の定義」に

記載するものは，共通項目のうち各施設に該当する用語のみとす

る。 

b. 「一部技術基準規則の要求事項等が変更又は追加となったもの」に

対する記載は，「変更前」に変更前の要求に対する基本設計方針を

記載し，「変更後」に変更後の要求に対する基本設計方針を記載す

る。 

c. 「技術基準規則の要求事項等に変更のないもの」については「変更

前」に基本設計方針を記載し，「変更後」に「変更なし」と記載す

る。「1.」，「2.」等の項目のなかで一部でも変更のあるものは，文章

が「変更前」と「変更後」で細切れにならないよう，その項目全体

を「変更後」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵規則第四条の順番とするため

別紙２は作成しない 

 

 

RFS では系統ごとに章立てを記載

する必要がないため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

（以下同様箇所については理由を

省略） 
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3－4 

全体を「変更後」に記載する。 

d. 「技術基準規則の要求事項等が新たに追加となったもの」につい

ては，「変更前」に「－」を記載し，「変更後」に新たに基本設計方

針を記載する。 

e. 「技術基準規則の要求事項等が新たに追加になったもの」でも，

電気設備のように既認可設工認にて設計方針が述べられ，以前から

実施しているものについては「変更前」にも記載する。 

 

(5) 設計基準対象施設と重大事故等対処設備の記載の組合せ方基本的に

はＤＢ，ＳＡはまとめて記載する。（設計基準対象の施設と重大事故

等対処設備に要求される条文のうち，双方の「共通事項」として扱え

る条文については，極力まとめる。）また，ＤＢとＳＡを分けて記載

する必要がある場合は，原則，ＤＢ・ＳＡの順序で記載する。 

一つの設備や機能が，逐条的に示した基本設計方針の複数条文に記

載されている場合は，極力まとめる。 

その他説明性を考慮し，類似項目は極力まとめた記載とする。 

 

3. 基本設計方針の具体的な記載方法について 

(1) 基本設計方針の具体的な記載方法について示す。 

a. 具体的な記載方法 

(a) 基本設計方針の記載は，原則，事業変更許可本文をベースに

記載する。 

また，技術基準規則及び解釈の要求事項への適合を網羅するよう

記載する。 

基本設計方針の記載内容は，「事業変更許可」での約束事項を「設工

認」での約束事項として整合性を確保する観点も踏まえて，事業変更許

可本文をベースに記載する。 

 

さらに，技術基準規則への適合性を示すにあたり，詳細設計としての記

載が必要であるという観点と事業変更許可本文の記載事項不足分をカバ

ーする観点から，事業変更許可添付六（添付五）の記載を引用して基本

d. 「技術基準規則の要求事項等が新たに追加となったもの」について

は，「変更前」に「－」を記載し，「変更後」に新たに基本設計方針

を記載する。 

e. 「技術基準規則の要求事項等が新たに追加になったもの」でも，既

認可設工認にて設計方針が述べられ，以前から実施しているものに

ついては「変更前」にも記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 基本設計方針の具体的な記載方法について 

(1) 基本設計方針の具体的な記載方法について示す。 

a. 具体的な記載方法 

(a) 基本設計方針の記載は，原則，事業許可申請書で記載した設計に

関する記載をベースに，技術基準規則及び解釈の要求事項への適合す

るよう記載する。 

 

基本設計方針の記載内容は，「事業許可」の約束事項を「設工認」の約束

事項として，事業許可申請書で記載した設計に関する記載をベースに技

術基準規則との整合性を確保する観点も踏まえて記載する。 

 

さらに，技術基準規則への適合性を示すにあたり，詳細設計としての記

載が必要であるという観点と事業変更許可本文の記載事項不足分をカバ

ーする観点から，事業変更許可添付六の記載を引用して基本設計方針に

記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準対象施設と重大事故等対

処設備の記載の組合せは当社設備

の考え方にないため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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設計方針に記載する。 

 

また，技術基準規則及び解釈に記載される要求事項を基本的に網羅して

記載するが，記載するにあたり，「解釈」の中には「○○とは…」など

のように「定義」が記載されている場合があり，その中に設置要求のあ

る「設備」等が含まれることもあるため，その内容程度に応じて，記載

要否を判断する。 

 

(b) 基本設計方針の記載順は，原則，技術基準規則条文の記載順と

する。ただし，それにより事業変更許可本文側が細切れになり，見

にくくなる場合は，文章の繋がりを考え再構成することも可とす

る。 

 

c) 自主的に設置したものは原則記載しない。 

 

 

b. 基本設計方針のみに記載する設備の記載事項 

基本設計方針のみに記載する設備（仕様表対象外）については，作成

要領【基本的考え方】別紙２に示す選定方針に従い抽出を行い，仕様

表記載対象外設備の中で明確にすべき（必要な）性能・機能又は仕様

を整理（選定）し，基本設計方針に記載する。 

また，基本設計方針に記載された仕様の設定根拠について「設備別記載

事項の設定根拠に関する説明書」で説明する場合は，当該説明書の別添

に記載する。詳細は作成要領【添付書類の作成要領】に示す。 

 

c. 兼用する設備の記載 

兼用する設備については，兼用先が明確になるよう記載する。 

(a) ある設備を複数の施設で使用する場合には，兼用設備とし

て記載する。ただし，他の施設で登録した設備を，間接的に使

用する設備に関しては，施設区分の兼用はしない。 

例：代替可溶性中性子吸収材緊急供給系に関する計装設備（臨界検知用

 

 

また，技術基準規則及び解釈に記載される要求事項を基本的に網羅して

記載するが，記載するにあたり，「解釈」の中には「○○とは…」などの

ように「定義」が記載されている場合があり，その中に設置要求のある

「設備」等が含まれることもあるため，その内容程度に応じて，記載要

否を判断する。 

 

(b) 基本設計方針の記載順は，原則，技術基準規則条文の記載順と

する。ただし，それにより事業変更許可本文側が細切れになり，見

にくくなる場合は，文章の繋がりを考え再構成することも可とす

る。 

 

c) 自主的に設置したものは原則記載しない。 

ただし，基本設計方針に関係して運用を記載する必要がある場合は

記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用の記載について追加 

 

 

当社設備では，基本設計方針のみ

に記載する設備はないため，本記

載は削除 

 

 

 

 

 

 

 

当社設備では「兼用する設備」は

ないため，本記載は削除 
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放射線検出器，可搬型放射線レベル計等）は，計装設備のみで登録し，

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系との兼用としない。 

 

(b) 兼用する設備のうち，主登録施設（以下「主施設」とい

う。）では仕様表対象設備であるが，兼用先の施設（以下「従

施設」という。）では仕様表対象外となる設備従施設の基本設

計方針に，兼用設備リストとして整理する。 

 

(b) 兼用する設備のうち，兼用先すべてで仕様表対象外であ

り，基本設計方針にのみ記載する設備兼用先の施設名を基本設

計方針の本文中（原則として，兼用設備名称の後に括弧書き）

に記載するが，主施設と従施設を区別するため，主施設と従施

設の兼用先の記載を以下のとおり記載する。 

・主施設（従施設の設備と兼用） 

・従施設（主施設の設備を従施設の設備として兼用） 

なお，2 以上の施設で兼用する場合は，主施設には兼用するすべての従

施設（複数施設）を記載し，従施設には兼用する主施設のみを記載す

る。 

 

d. 可搬型設備の記載 

基本設計方針のみに記載する設備（仕様表対象外）は，基本設計方針の

中で常設又は可搬型を明確にする必要があるため，可搬型設備について

は，名称の前に「可搬型である」と明示する。 

ただし，以下のように可搬型であることが明らかな設備を除く。 

 

(a) 名称に「可搬型」が含まれているもの。 

例：可搬型発電機 

 

(b) 文中に「配備」，「保管」，「（使用時等に）設置」を用いて

いるもの。（なお，常設設備については，「設置」を用いる。） 

例：○○を△台，保管する。 

例：○○は，…使用時に設置できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社設備では「可搬設備」はない

ため削除 
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(c) 常設と可搬型が混在する設備については，個別検討し記載す

る。 

 

e. 第１章共通項目における基本的設計と個別設計の記載 

「第１章共通項目」には，原則として基本的設計のみを記載し，個

別設計への展開は「第２章個別項目」に記載する。ただし，基本設

計方針で明確にすべき個別設計を記載する施設（系統）区分が個別

項目にない場合は，共通項目に，個別設計の設備がわかるように記

載する。 

 

f. その他 

(a) 項目の付番は下記のとおりとする。 

 

【付番の例】 

2. 自然現象 

2.1 地震による損傷の防止 

2.2.1 耐震設計 

(1) 耐震設計の基本方針 

a. … 

b. … 

(a) … 

(b) … 

イ. … 

ロ. … 

(イ) … 

(ロ) … 

ⅰ. … 

 

 

 

 

b. 共通項目における基本的設計と個別設計の記載 

「第１章共通項目」には，原則として基本的設計のみを記載し，個

別設計への展開は「第２章個別項目」に記載する。ただし，基本設

計方針で明確にすべき個別設計を記載する施設（系統）区分が個別

項目にない場合は，共通項目に，個別設計の設備がわかるように記

載する。 

 

c. その他 

(a) 項目の付番は下記のとおりとする。 

 

【付番の例】 

1. 自然現象 

1.1 地震による損傷の防止 

 (1) … 

a. … 

b. … 

(a) … 

(b) … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社の付番 
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ⅱ. … 

(ⅰ) … 

(ⅱ) … 

4. 具体的記載を行うにあたっての注意事項 

番

号 

注意事項 

１ 基本設計方針の冒頭に「概要」，「基本事項」，「基本的考え方」

の見出しは記載しない。 

２ 同様の趣旨の文章が重複しない記載とする。 

３ 文章の語尾については，統一的に「～設計とする。」とはせず，

文脈の流れの中で，適切な語尾とする。 

４ 「～の設備を設置している。」，「～することにしている。」等，

現在の状況を示す意味を持つ語尾は使用しない。（「現状あり

き」の表現としない） 

５ 仕様表に記載しない設備は，基本設計方針に記載する。 

ただし，設備数が多い場合は，全部を記載すると文章が読みづ

らくなるため，代表的な設備を数件記載して「等」でまとめる

ことも可とする。 

６ 基本設計方針は，箇条書きではなく，できるだけ文章で繋げて

記載する。 

７ 用語は，事業指定及び技術基準規則（解釈含む）の用語を使用

し記載する。（必要により事業指定基準規則にて使用される用語

を技術基準規則の用語に置き換える。） 

ただし，用語の置き換え又は主語の変更を行うことにより，規

制対象範囲が変わる場合があるため，置き換え等の際には，対

象範囲の確認を行うこと。 

８ 事業変更許可本文において記載した「運用」で設備設計の前提

条件を担保するものは，基本設計方針に最上位文章である保安

規定で定めることを明記する。 

例えば，「○○しないよう，△△することを保安規定に定め

る。」と記載する。 

 

 

 

4. 具体的記載を行うにあたっての注意事項 

番

号 

注意事項 

１ 基本設計方針の冒頭に「概要」，「基本事項」，「基本的考え方」の

見出しは記載しない。 

２ 同様の趣旨の文章が重複しない記載とする。 

３ 文章の語尾については，統一的に「～設計とする。」とはせず，

文脈の流れの中で，適切な語尾とする。 

４ 「～の設備を設置している。」，「～することにしている。」等，現

在の状況を示す意味を持つ語尾は使用しない。（「現状ありき」の

表現としない） 

５ 要目表に記載しない設備は，基本設計方針に記載する。 

ただし，設備数が多い場合は，全部を記載すると文章が読みづら

くなるため，代表的な設備を数件記載して「等」でまとめること

も可とする。 

６ 基本設計方針は，箇条書きではなく，できるだけ文章で繋げて記

載する。 

７ 用語は，事業指定及び技術基準規則（解釈含む）の用語を使用し

記載する。（必要により事業指定基準規則にて使用される用語を

技術基準規則の用語に置き換える。） 

ただし，用語の置き換え又は主語の変更を行うことにより，規制

対象範囲が変わる場合があるため，置き換え等の際には，対象範

囲の確認を行うこと。 

８ 事業変更許可本文において記載した「運用」で設備設計の前提条

件を担保するものは，基本設計方針に最上位文章である保安規定

で定めることを明記する。 

例えば，「○○しないよう，△△することを保安規定に定める。」

と記載する。 
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９ 添付六のみに記載されている「運用」については，「本当に記載

が必要か。」を判断したうえで，以下のとおり対応する。 

・基本的には基本設計方針に記載しないが，品質保証プロセス

で行う「各条文の設計方針の考え方」に「保安規定」にて担

保する内容であることを記載する。 

・事業指定基準規則にはなく技術基準規則のみに要求がある条

文で運用に関わるものは，基本設計方針に記載する。 

10 「運用」で担保するものと「設計（設備）」で担保するものが混

在する記載は避ける。 

11 基本設計方針に記載する適合性の内容は，「主語」，「述語」をは

っきりさせ，規制対象が何であるかを明確にする。 

12 仕様が仕様表で明確な場合は，基本設計方針には記載しない 

13 事業変更許可本文で評価を伴う記載がある場合は，設工認にて

担保する条件を以下のいずれかの方法で記載する。 

① 評価結果が示されている場合，評価結果を受けて必要

となった措置のみを設工認の対象とする。 

② 今後評価することが示されている場合，評価する段階

（設計又は工事）を明確にし，評価の方法及び条件，

その評価結果に応じて取る措置の両者を設工認の対象

とする。 
 

14 事業変更許可本文のうち性能を記載している設計方針は，技術

基準規則への適合性を確保する上で，その性能を実現するため

の手段が具体的にわかるように記載する。また，技術基準規則

への適合性の観点で，事業変更許可本文に対応した事項以外に

必要となる運用を付加する場合も同様の記載を行う。 

なお，手段の仕様が仕様表で明確な場合は記載しない。 

15 個別機器等で，技術基準規則に要求があるが，仕様表の記載要

求がない設備についてはその設備の種類ごとに仕様（「名称」，

「個数」等）を文章中に記載し，個体の識別ができる記載とす

る。 

16 基本設計方針の記載のうち，設工認で担保することになる設計

方針（変更する際に工事計画の手続きが必要となる部分）を明

９ 添付六のみに記載されている「運用」については，「本当に記載

が必要か。」を判断したうえで，以下のとおり対応する。 

・基本的には基本設計方針に記載しないが，品質保証プロセスで

行う「各条文の設計方針の考え方」に「保安規定」にて担保す

る内容であることを記載する。 

・事業許可基準規則にはなく技術基準規則のみに要求がある条文

で運用に関わるものは，基本設計方針に記載する。 

10 「運用」で担保するものと「設計（設備）」で担保するものが混

在する記載は避ける。 

11 基本設計方針に記載する適合性の内容は，「主語」，「述語」をは

っきりさせ，規制対象が何であるかを明確にする。 

12 仕様が要目表で明確な場合は，基本設計方針には記載しない 

13 事業変更許可本文で評価を伴う記載がある場合は，設工認にて担

保する条件を以下のいずれかの方法で記載する。 

① 評価結果が示されている場合，評価結果を受けて必要と

なった措置のみを設工認の対象とする。 

② 今後評価することが示されている場合，評価する段階

（設計又は工事）を明確にし，評価の方法及び条件，そ

の評価結果に応じて取る措置の両者を設工認の対象とす

る。 
 

14 事業変更許可本文のうち性能を記載している設計方針は，技術基

準規則への適合性を確保する上で，その性能を実現するための手

段が具体的にわかるように記載する。また，技術基準規則への適

合性の観点で，事業変更許可本文に対応した事項以外に必要とな

る運用を付加する場合も同様の記載を行う。 

なお，手段の仕様が要目表で明確な場合は記載しない。 

15 個別機器等で，技術基準規則に要求があるが，要目表の記載要求

がない設備についてはその設備の種類ごとに仕様（「名称」，「個

数」等）を文章中に記載し，個体の識別ができる記載とする。 

16 基本設計方針の記載のうち，設工認で担保することになる設計方

針（変更する際に工事計画の手続きが必要となる部分）を明確に

する。 
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確にする。 

17 条項号のうち，適用する設備がない要求事項は，「適合するもの

であることを確認する」審査であることを踏まえ，当該要求事

項の対象となる設備を設置しない旨を記載する。 

ただし，技術基準規則要求が「なお，…」のように補足的な説

明をしている箇所は，その対象設備を設置しない場合，対象設

備を設置しない旨の記載は不要とする。 

18 事業変更許可に記載している概略図の読み込みは，基本設計方

針に記載せず，設工認申請書の添付書類として配置図，系統図

等で記載する。 

19 技術基準規則への適合性を示す上で，法令，規格・基準等が判

断基準，遵守することを要求される場合は，基本設計方針に記

載する。 

なお，記載に当たっては以下のとおり記載する。 

・原子力規制委員会の審査ガイドは今後の改訂による最新基準

への適合を踏まえ，基本設計方針に，審査ガイド名，制定

日，発行番号を記載する。 

・特定の版を使用する場合は，引用する文書名及び版を識別す

るための情報（施行日等）を記載する。 

・上記以外の法令，規格及び基準や計算で使用する許容値等の

引用規格は，必要に応じて準拠法令表や添付説明書に記載す

ることとし，基本設計方針に記載しない。 

20 ＪＥＡＣ等の技術評価を行った「技術評価書」は，基本設計方

針への読み込みは行わない。 

21 表現の注意点について 

基本設計方針の本文中に「事業変更許可添付六に規定された仕

様を満たす…」の表現はしない。 

（添付六（添付五）の記載は，基本，規制対象外として扱う。） 

 

5. 「事業指定基準規則」及び「技術基準規則」と「基本設計方針」及び

「添付書類」等との関係について 

17 条項号のうち，適用する設備がない要求事項は，「適合するもの

であることを確認する」審査であることを踏まえ，当該要求事項

の対象となる設備を設置しない旨を記載する。 

ただし，技術基準規則要求が「なお，…」のように補足的な説明

をしている箇所は，その対象設備を設置しない場合，対象設備を

設置しない旨の記載は不要とする。 

18 事業変更許可に記載している概略図の読み込みは，基本設計方針

に記載せず，設工認申請書の添付書類として配置図，系統図等で

記載する。 

19 技術基準規則への適合性を示す上で，法令，規格・基準等が判断

基準，遵守することを要求される場合は，基本設計方針に記載す

る。 

なお，記載に当たっては以下のとおり記載する。 

・原子力規制委員会の審査ガイドは今後の改訂による最新基準へ

の適合を踏まえ，基本設計方針に，審査ガイド名，制定日，発

行番号を記載する。 

・特定の版を使用する場合は，引用する文書名及び版を識別する

ための情報（施行日等）を記載する。 

・上記以外の法令，規格及び基準や計算で使用する許容値等の引

用規格は，必要に応じて準拠法令表や添付説明書に記載するこ

ととし，基本設計方針に記載しない。 

20 ＪＥＡＣ等の技術評価を行った「技術評価書」は，基本設計方針

への読み込みは行わない。 

21 表現の注意点について 

基本設計方針の本文中に「事業変更許可添付六に規定された仕様

を満たす…」の表現はしない。 

（添付六（添付五）の記載は，基本，規制対象外として扱う。） 

 

 

5. 「事業許可基準規則」及び「技術基準規則」と「基本設計方針」及び

「添付書類」等との関係について 
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基本設計方針の作成にあたり「事業指定基準規則」及び「技術基準規

則」と「基本設計方針」及び「添付書類」等との関係を示すフローを以

下に示す。 

なお，基本設計方針の作成にあたっては，品質保証のプロセスを経て作

成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針の作成にあたり「事業許可基準規則」及び「技術基準規

則」と「基本設計方針」及び「添付書類」等との関係を示すフローを以

下に示す。 

なお，基本設計方針の作成にあたっては，品質保証のプロセスを経て

作成する。 
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事業指定基準規則及び技術基準規則と設工認申請書基本設計方針及び添

付書類の関係を示すフロー 

 

事業指定基準規則及び技術基準規則と設工認申請書基本設計方針及び添

付書類の関係を示すフロー 
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6. 基本設計方針に添付する「主要設備リスト」及び「兼用設備リス

ト」のフォーマットについて 

施設ごとの主要な設備（仕様表記載設備）について，設計基準対象施

設と重大事故等対処設備との使用区分を識別するため耐震重要度分類，

機器の種類，設備分類を記載した「表１主要設備リスト」を添付する。 

また，兼用する設備のうち兼用先の施設／設備（系統）区分において

主要設備リストに記載されない設備（仕様表記載対象外設備）について

は，「表２兼用設備リスト」に示す。 

 

(1) 主要設備リストの資料構成 

主要設備リストのフォーマットは，基本設計方針と同様に変更前後の

形式とし，記載順については仕様表の記載順とする。設備リストの「設

備（系統）区分」及び「機器区分」については，事業変更許可申請書の

設備名及び機器名を記載し，「名称」は仕様表の名称と整合性を図る。 

(2) 兼用設備リストの資料構成 

兼用設備リストには，主要設備リストのフォーマットに「主たる機能

の施設／設備（系統）区分」の項目を追加する。「主たる機能の施設／

設備（系統）区分」には兼用設備の主たる機能を使用する施設／設備

（系統）区分（主施設）を記載する。 

(3) 設計基準対象の施設の記載内容 

当該設備（系統）区分において，設計基準対象の施設として使用する各

設備については，「耐震重要度分類」及び「機器の種類」を記載する。 

耐震重要度分類は技術基準規則の規定による。 

また，耐震重要度Ｂ，Ｃの設備のうち，事業指定基準規則の解釈（別記

２）や発電炉における審査ガイドによって基準地震動による評価が必要

となる設備等についてはそれぞれ略語を定義し，通常の耐震重要度Ｂ，

Ｃの設備と区別する。略語の定義について次の表に示す。 

 

 

 

 

6. 基本設計方針に添付する「主要設備リスト」のフォーマットについ

て 

施設ごとの主要な設備（要目表記載設備）について，耐震クラス，火

災防護設備分類，竜巻防護設備分類等を記載した「表１主要設備リス

ト」を添付する。 

 

 

 

(1) 主要設備リストの資料構成 

主要設備リストの，記載順については要目表の記載順とする。主要設

備リストの「申請区分」及び「設備区分」については，貯蔵規則の申請

区分及び事業変更許可申請書の設備名を記載し，「名称」は要目表の名称

と整合性を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社設備の特徴により記載項目を

決定 

 

 

 

 

 

 

当社既工認には主要設備リストは

添付していないことから、比較表

形式とはしない。 

 

 

当社には，「兼用設備」はない。 
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（特殊な耐震重要度Ｂ，Ｃの施設） 

略語 注記の記載 

B-1 Ｂクラスの設備のうち，共振のおそれがあるため，弾性設

計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じたものによる地震力に対

して耐震性を保持できる設計とするもの 

B-2 Ｂクラスの設備のうち，波及的影響によって，耐震重要施

設がその安全機能を損なわないように設計するもの 

C-1 Ｃクラスの設備のうち，波及的影響によって，耐震重要施

設がその安全機能を損なわないように設計するもの 

C-2 Ｃクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に対して

火災感知及び消火の機能並びに溢水・薬品伝播を防止する

機能を保持できる設計とするもの 

 

火災防護設備及び溢水防護設備等は，防護対象が設計基準対象施設及び

重大事故等対処設備である場合，設計基準対象の施設として分類する。 

これら設備リストに記載する「略語の定義」について別紙４に示す。 

 

(4) 重大事故等対処設備の記載内容 

当該設備（系統）区分において，重大事故等対処設備として使用する各

設備については，変更後の「設備分類」を記載する。「設備分類」につ

いては設置変更許可添付六との整合性を図る。なお，重大事故等対処設

備のうち常設耐震重要重大事故等対処設備を「常設耐震」，常設耐震重

要重大事故等対処以外の重要重大事故等対処設備を「常設」，可搬型重

要重大事故等対処設備を「可搬」とする。また，1.2Ssの評価対象設備

の場合は「〇〇／1.2Ss」と併記する。その他，当該施設において重大

事故等対処設備として仕様しないものについては「－」と記載する。 

(5) 主要設備リスト及び兼用設備リストの記載例 

主要設備リスト及び兼用設備リストの記載例を別紙５に示す。 
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別紙１ 

 

基本設計方針目次（記載例：再処理施設） 

第１章共通項目 

1. 核燃料物質の臨界防止（第4条） 

2．地盤（第5,32条） 

3. 自然現象 

3.1 地震による損傷の防止（第6,33条） 

3.1.1 耐震設計 

3.2 津波による損傷の防止（第7,34条） 

3.3 外部からの衝撃による損傷の防止（第8,36条） 

3.3.1 外部からの衝撃により防護すべき施設 

3.3.2 設計基準事故時及び重大事故等時に生ずる荷重との組合せ 

3.3.3 設計方針 

4. 閉じ込めの機能 

4.1 閉じ込め（第10条） 

4.2 放射性廃棄物による汚染の防止（第26条） 

5. 火災等による損傷の防止（第11,35条） 

6. 再処理施設内における溢水による損傷の防止（第12,36条） 

7. 再処理施設内における科学薬品の漏えいによる損傷の防止（第13,36 

条） 

8. 遮蔽（第27条） 

9. 設備に対する要求 

9.1 安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重大事故等対処設備

（第15,16,36,43条） 

9.2 材料及び構造（第17,37条） 

9.3 搬送設備（第18条） 

10. その他 

別紙1 

 

基本設計方針目次 

 

第１章共通項目 

1. 使用済燃料の臨界防止 

2．閉じ込めの機能（第11条） 

3. 除熱（第16条） 

4．遮蔽（第21条） 

5. 自然現象 

5.1地震による損傷の防止（第6条），（第7条） 

5.2 津波による損傷の防止（第8条） 

5.3 外部からの衝撃による損傷の防止（第9条） 

 5.3.1 竜巻による損傷の防止 

 5.3.2 火山による損傷の防止 

 5.2.3 外部火災による損傷の防止 

6. 火災等による損傷の防止（第12条） 

7. 安全機能を有する施設（第13条） 

8. 材料及び構造（第14条） 

9.汚染の防止（第20条） 
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10.1 再処理施設への人の不法な侵入等の防止（第9条） 

10.2 安全避難通路等（第14条） 

 

 

 

第２章個別項目※ 

○使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

1. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設（第19，42条） 

○再処理設備本体 

2．再処理設備本体 

2.1 せん断処理施設 

2.2 溶解施設（第38条） 

2.3 分離施設 

2.4 精製施設（第38，41条） 

2.5 脱硝施設 

2.6 酸及び溶媒の回収施設 

○製品貯蔵設備 

3．製品貯蔵施設（第19条） 

○計測制御系統施設 

4．計測制御系統施設（第20, 22, 23, 47, 48条） 

○放射性廃棄物の廃棄施設 

5．放射性廃棄物の廃棄施設（第24, 25, 28,38～41条） 

○放射線管理施設 

6. 放射線管理施設（第21,49条） 

○その他再処理設備の附属施設 

7. その他再処理設備の附属施設 

7.1 電気設備（第29,46条） 

 

 

 

 

 

第２章個別項目※ 

1．使用済燃料貯蔵設備本体 

2．使用済燃料の受入施設 

3．計測制御系統施設 

4．放射性物質の廃棄施設 

5．放射線管理施設 

6．使用済燃料貯蔵建屋 

7．電気設備 

8．通信連絡設備 

9．消防用設備 

10．人の不法侵入等防止設備 

 

※個別項目については，「使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則」第四条

第1 項3 号のイ～への区分の順番とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵規則第四条の区分の順番で記

載 
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7.2 圧縮空気設備（第38,40条） 

7.3 給水処理設備（第45条） 

7.4 冷却水設備（第39条） 

7.5 蒸気供給設備 

7.6 分析設備 

7.7 化学薬品貯蔵供給設備 

7.8 火災防護設備（第11,35条） 

7.9 竜巻防護対策設備（第8条） 

7.10 溢水防護設備（第12,36条） 

7.11 化学薬品防護設備（第13,36条） 

7.12 補機駆動用燃料補給設備（第46条） 

7.13 放出抑制設備（第44条） 

7.14 緊急時対策所（第30,50条） 

7.15 通信連絡設備（第30,31,50,51条） 

※個別項目については，事業変更許可申請書との整合性の観点から，事

業変更許可申請書本文（添付含む）に記載の「系統構成及び主要設備」

の内容を展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77/169



発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本設計方針】 

<比較検討> 

3－18 

別紙２ 

再処理施設の基本設計方針 

第２章個別項目目次 

基本設計方針第２章個別項目 事業変更許可申請書目次（参考） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四，再処理施設の位置，構造及び

設備並びに再処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，構造及び

設備 

ハ．使用済燃料の受入施設及び貯

蔵施設の構造及び設備 

(１) 構造 

(ⅰ) 設計基準対象の施設 

(ａ) 使用済燃料の受入れ施設 

(ｂ) 使用済燃料の貯蔵施設 

(ⅱ) 重大事故等対処設備 

(ａ) 代替注水設備 

(ｂ) スプレイ設備 

(ｃ) 漏えい抑制設備 

(ｄ) 臨界防止設備 

(ｅ) 監視設備 

(２) 主要な設備及び機器の種類 

(ⅰ) 設計基準対象の施設 

(ａ) 使用済燃料受入れ設備 

(ｂ) 使用済燃料貯蔵設備 

(ⅱ) 重大事故等対処設備 

(ａ) 代替注水設備 

(ｂ) スプレイ設備 

(ｃ) 漏えい抑制設備 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本設計方針】 

<比較検討> 

3－19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｄ) 臨界防止設備 

(ｅ) 監視設備 

(３) 受け入れ，又は貯蔵する使

用済燃料の種類並びにその種類ご

との最大受入能力及び最大貯蔵能

力 

(ⅰ) 受け入れ，又は貯蔵する使

用済燃料の種類 

(ａ) 濃縮度 

(ｂ) 再処理施設に受け入れるま

での冷却期間 

(ｃ) 使用済燃料集合体最高燃焼

度 

(ｄ) 使用済燃料集合体の照射前

の構造 

(ⅱ) 最大受入能力及び最大貯蔵

能力 

(ａ) 最大受入能力 

(ｂ) 最大貯蔵能力 

(４) 主要な核的制限値 

(ⅰ) 単一ユニット 

(ａ) 燃料取出し装置及び燃料取

扱装置 

(ⅱ) 複数ユニット 

(ａ) 燃料取出し装置及び燃料取

扱装置 

(ｂ) 燃料仮置きラックのラック

格子中心間最小距離 

(ｃ) 燃料貯蔵ラックのラック格

子中心間最小距離 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本設計方針】 

<比較検討> 

3－20 

 

 

 

 

 

２．再処理設備本体 

２．１せん断処理施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｄ) バスケットの格子中心間最

小距離 

ニ．再処理設備本体の構造及び設

備 

(１) せん断処理施設 

(ⅰ) 構造 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(ａ) 燃料供給設備 

(ｂ) せん断処理設備 

(ⅲ) せん断処理する使用済燃料

の種類及びその種類ごとの最大処

理能力 

(ａ) せん断処理する使用済燃料

の種類 

(イ) 濃縮度 

(ロ) 冷却期間 

(ハ) 使用済燃料集合体最高燃焼

度 

(ニ) 使用済燃料集合体の照射前

の構造 

(ｂ) 最大処理能力 

(イ) ＢＷＲ使用済燃料集合体処

理時 

(ロ) ＰＷＲ使用済燃料集合体処

理時 

(ⅳ) 主要な核的制限値 

(ａ) 単一ユニット 

(ｂ) 複数ユニット 

(２) 溶解施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80/169



発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本設計方針】 

<比較検討> 

3－21 

 

 

 

２．２溶解施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 構造 

(ａ) 設計基準対象の施設 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(イ) 代替可溶性中性子吸収材緊

急供給系 

(ロ) 重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(ａ) 設計基準対象の施設 

(イ) 溶解設備 

(ロ) 清澄・計量設備 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(イ) 代替可溶性中性子吸収材緊

急供給系 

(ロ) 重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系 

(ⅲ) 溶解する使用済燃料の種類

及びその種類ごとの最大溶解能力 

(ａ) 溶解する使用済燃料の種類 

(イ) 濃縮度 

(ロ) 冷却期間 

(ハ) 使用済燃料集合体最高燃焼

度 

(ニ) 使用済燃料集合体の照射前

の構造 

(ｂ) 最大溶解能力 

(イ) ＢＷＲ使用済燃料集合体処

理時 

(ロ) ＰＷＲ使用済燃料集合体処
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【基本設計方針】 

<比較検討> 

3－22 

 

 

 

 

 

 

 

理時 

(ⅳ) 主要な核的，熱的及び化学

的制限値 

(ａ) 主要な核的制限値 

(イ) 単一ユニット 

(ロ) 複数ユニット 

(ｂ) 主要な熱的制限値 

(ｃ) 主要な化学的制限値 

 

（以下，省略） 

 

 

別紙３ 

基本設計方針比較表 

省略（実例とともに，別途添付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 

基本設計方針比較表 

省略（実例とともに，別途添付） 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【準拠法令，基準及び規格】 

<比較検討> 

4－1 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

２．（２）１）Ｑ．基本設計方

針，適用基準及び適用規格 
適用基準及び適用規格につ

いては，各設備の設計製作に

適用する基準及び規格につい

て，具体的な規格番号，名称

及び制定又は改定年度も含め

記載する。記載対象とする基

準及び規格は技術基準規則に

規定される性能を満足させる

ための基本的な規格及び基準

とする。具体的には技術基準

規則解釈に引用されるもの等

とする。 

４ 設工認申請に記載する準拠規格及び基準について  

 

１. 発電用原子炉施設のガイドにおける規定  

本要領において参考とする「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続き

ガイド」によれば，工事計画に記載する必要がある適用基準及び適用規格

については，「各設備の設計製作に適用する基準及び規格について，具体的

な規格番号，名称及び制定又は改訂年度も含め記載する。」とされ，記載対

象とする基準及び規格については，「技術基準規則に規定される性能を満足

させるための基本的な規格及び基準」となっており，「具体的には技術基準

規則解釈に引用されるもの等」と示されている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．記載すべき準拠規格及び基準の考え方 

No. 対象準拠規格及

び基準＊ 

記載要否 理由 

1 炉規制関係法令 

【炉規法，規

則，省令他】 

記載する 炉規制関係法令は，適合すべき技術基準

規則の上位法令であり，事業変更許可

（指定）申請書でも準拠すべき法令とし

て明記されていることから，事業許可

（指定）との整合を踏まえ記載する。 

2 関係他法令 

【建築基準法，

消防法】 

記載する 技術基準規則への適合のために，各設備

の設計・製作にあたって，具体的な評価

方法等を規定した法令であり，適合性判

４． 設工認申請書本文に記載する準拠法令，基準及び規格について 

 

４．１ 記載方針 

「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイド」に準じ，技術基準で要求

のある法令，基準及び解釈等を明確にすることを基本とする。 
 

 

 

 

 

 

４．２ 設工認申請書本文に記載する準拠法令，基準及び規格の基本方針 

ａ．記載対象とする法令，基準及び規格（以下「法令等」という。）は，設工認申

請書の設計及び工事の方法が技術基準に適合することを判断できる根拠とす

る法令等とし，法令等の根拠や補足する指針等は記載しないことを原則とす

る。 
ｂ．設計又は工事にあたって準拠する政令，規則，基準及び規格を記載するとと

もに規制体系を明確化するために上位法も記載する。 
ｃ．規格基準規則にて法令等の識別番号や発行年（特定情報）の記載のあるもの

は，当該特定情報も記載する。 
ｄ．JEAC 等のうち原子力固有の規格及び指針については施設の特異性を踏まえ

て識別番号を記載するが，JIS 等の一般産業製品として適用すべき規格及び

指針については識別番号は記載しない。 
 
４．３ 記載すべき法令等の具体的な考え方（以降，具体的な表現を検討中） 

No. 対象準拠規格及

び基準＊ 

記載要否 理由 

1 炉規制関係法令 

【炉規法，規

則，省令他】 

記載する 使用済燃料貯蔵事業の規制法令であるた

め，法を明記するとともに適用する基準

が規定されている規則等を記載する。 

2 関係他法令 

【建築基準法，

消防法】 

記載する 申請対象設備の設計及び工事の方法につ

いて準拠すべき事項は，基準が規定され

ている省を記載することを基本とする

が，上位法は規制の位置づけを明確化す

るため記載する。 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成要領の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

（以降検討中） 

 

作成要領の相違 

 

 

作成要領の相違 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【準拠法令，基準及び規格】 

<比較検討> 

4－2 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

断のための評価基準を明確化するために

記載する。 

3 許可基準規則

（解釈含む） 

記載する 事業変更許可（指定）申請書において，

設計及び工事，検査での準拠すべき法令

として明記されていることから事業許可

（指定）との整合を踏まえ記載する。な

お，解釈は適用が自明であることから事

業許可（指定）と同様に記載しない。 

 

No. 対象準拠規格及

び基準＊ 

記載要否 理由 

4 技術基準規則

（解釈含む） 

記載する 事業変更許可（指定）申請書において，

設計及び工事，検査での準拠すべき法令

として明記されていることから事業許可

（指定）との整合を踏まえ記載する。な

お，解釈は適用が自明であることから事

業許可（指定）と同様に記載しない。 

5 原子力安全委員

会指針及び専門

部会報告書，

NISA 文書等 

記載する 適合性判断のための評価基準を明確化す

るため，原子力安全委員会指針及び専門

部会報告書，NISA 文書等について記載

する。 

6 審査基準 

【実用炉の火災

防護に係る審査

基準】 

記載する 

（枠外） 

適合性判断のために参考とする実用炉の

基準を明確化するため「準拠規格及び基

準」としてではなく，参考として枠外に

記載する。 

7 ガイド 

【竜巻，津波，

外部火災他】 

記載する 

（枠外） 

適合性判断のために参考とする実用炉の

基準を明確化するため「準拠規格及び基

準」としてではなく，参考として枠外に

記載する。 

8 JIS 規格，ASME

等 

記載する 適合性判断のための評価基準を明確化す

るため JIS 規格等について記載する。

（技術基準規則解釈に引用されるものを

含む） 

9 学協会規格 

【JSME,JEAG, 

記載する 適合性判断のための評価基準を明確化す

るため，各設備の設計・製作に適用する

3 許可基準規則

（解釈含む） 

記載する 事業変更許可（指定）申請書において，

設計及び工事，検査での準拠すべき法令

として明記されていることから事業許可

（指定）との整合を踏まえ記載する。 

 

 

 

 

 

No. 対象準拠規格及

び基準＊ 

記載要否 理由 

4 技術基準規則

（解釈含む） 

記載する 申請設備の基準使用済燃料貯蔵事業の規

制法令であるため，事業変更許可（指

定）申請書において，設計及び工事，検

査での準拠すべき法令として明記されて

いることから事業許可（指定）との整合

を踏まえ記載する。 

5 原子力安全委員

会指針及び専門

部会報告書，

NISA 文書等 

記載しな

い 

適合性判断のための評価基準を明確化す

るため，原子力安全委員会指針及び専門

部会報告書，NISA 文書等について記載

する。 

6 審査基準 

【実用炉の火災

防護に係る審査

基準】 

記載する 

（枠外） 

申請象設備の詳細設計又は評価する上で

参照するため記載する。 

7 ガイド 

【竜巻，津波，

外部火災他】 

記載する 

（枠外） 

申請象設備の詳細設計又は評価する上で

参照するため記載する。 

8 JIS 規格，ASME

等 

記載する 適合性判断のための評価基準を明確化す

るため規格等について記載することを基

本とするが，一般的に適用を受ける JIS

については適用が自明であるため番号等

までは記載しない。 

9 学協会規格 

【JSME,JEAG, 

記載する 技術基準規則解釈に引用される学協会規

格について，適合性判断のための評価基

作成要領の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成要領の相違 

 

 

 

 

 

作成要領の相違 

 

 

 

作成要領の相違 

 

 

 

作成要領の相違 

 

理由の明確化 

作成要領の相違 

 

理由の明確化 

 

 

作成要領の相違 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【準拠法令，基準及び規格】 

<比較検討> 

4－3 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

JEAC】 学協会規格を記載する。（技術基準規則

解釈に引用されるものを含む） 

なお，記載にあたり，各学協会規格に引

用される基準・規格については，当該学

協会規格に包絡されるため記載しない。 

 

＊設置時，改造時等に適用した過去の準拠規格及び基準を含む。 

 

3. 記載様式  

準拠する規格及び基準は，変更前後表の形式とし，下記区分単位で整理す

る。  

(1) 変更前  

新設の施設／設備については「－」を記載する。  

変更申請する施設／設備の「変更前」については，既設の設工認に記載の

ある準拠規格及び基準を記載する。なお，既設の設工認には，許可基準規

則等について，適用が自明であることから記載されていない場合がある

が，「2. 記載すべき準拠規格及び基準の考え方」を踏まえ，記載の適正

化として「変更前」に追記する。  

(2) 変更後  

「2. 記載すべき準拠規格及び基準の考え方」に基づき，該当する準拠

規格及び基準を記載する。なお，準拠規格及び基準に変更がない場合は，

「変更後」に「－」「変更なし」を記載する。  

(3)区分  

イ. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設  

ロ. 再処理本体  

ハ. 製品貯蔵施設  

ニ. 計測制御系統施設  

ホ. 放射性廃棄物の廃棄施設  

ヘ. 放射線管理施設  

ト. その他再処理設備の附属施設  

電気設備，圧縮空気設備，給水処理設備，冷却 水設備，蒸気供給設

備，分析設備，化学薬品貯蔵供給設備，火災防護設備，竜巻防護対策

設備，溢水防護設備，化学薬品防護設備，補機駆動用燃料補給設備，

放出抑制設備，緊急時対策所，通信連絡設備  

JEAC】 準を明確化するため，各設備の設計・製

作に適用する学協会規格を番号等を含め

て記載する。なお，記載にあたり，各学

協会規格に引用される基準・規格につい

ては，当該学協会規格に包絡されるため

記載しない。 

＊設置時，改造時等に適用した過去の準拠規格及び基準を含む。 

 
４．４ 準拠法令，基準及び規格の記載方法 

設工認申請書本文の準拠法令，基準及び規格は，次のとおりとする。 

（１）記載する機器・設備 
貯蔵規則第４条第１項第３号の区分（イ～へ）について，区分毎に準拠法令，

基準及び規格を一覧表で記載する。また，区分毎に対象となる機器・設備を明記

する。 
（２）変更前後比較表 
前項（１）で記載する一覧表は，変更前後比較表の形式で記載する。なお変更

前後の記載は次のａ．，ｂ．のとおりとする。 
a.変更前の記載 

新設の施設／設備については「－」を記載する。  

変更申請する施設／設備の「変更前」については，申請済（既認可又は変

更・補正）の設工認申請書に記載のある準拠規格及び基準を記載する。な

お，既設の設工認には，適用が自明であることから記載されていない場合が

あるが，記載の適正化として「変更前」に記載する。 
b.変更後の記載 

「4.2 設工認申請書本文に記載する準拠法令，基準及び規格の考え方」に基

づき，該当する準拠法令，基準及び規格を記載する。 

申請済（既認可又は変更・補正）の設工認申請書の記載から変更がない場

合は，「変更後」に記載する一覧表の一部の記載に変更がある場合は変更が

ない箇所に「－」を記載し，一覧表全体の記載が変わらない場合は一覧表を

記載せずに「変更なし」を記載する。 

理由の明確化 

 

 

 

 

 

作成要領の相違 

 

作成要領の相違 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の考え方】 

<比較検討> 

5－1 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

（３）添付書類 

規則別表第２の下欄において

は、発電用原子炉を設置する工

場又は事業所全体若しくは発電

用原子炉施設全体に係る添付書

類の要求に加えて、同表の上欄

の発電用原子炉施設の種類に応

じた添付書類の要求が規定され

ている。すなわち、認可の申請

又は届出に係る工事の内容に関

係あるものについて添付する必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書に添付する添付書類の考え方について 

1. 要旨 

新規制基準への適合性確認審査に係る設工認申請を行うにあたり，添付書類の添

付の考え方を以下に示す。 

2. 添付書類の添付を行うにあたっての考え方について 

(1) 添付書類の添付を行うにあたり，法令上の整理と今回の申請における添付書類

の添付方針について以下に示す。 

a. 法令上の整理 

設工認に添付書類を添付すべきものとして，再処理施設、加工施設、廃棄物

管理施設それぞれの事業に関する規則において、「当該申請に係る設計及び工事

の計画が法第四十四条第一項の指定若しくは法第四十四条の四第一項の許可を

受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであるこ

とを説明した書類並びに当該申請に係る設計及び工事の計画が法第四十六条の

二の技術上の基準（以下「技術基準」という。）に適合していることを計算によ

つて説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適

合していることを説明した書類を添付しなければならない。」と規定されてい

る。（上記の記載は再処理規則における記載であるため、加工施設、廃棄物管理

施設においてはそれぞれの事業に関する規則の記載に読み替える。） 

なお，新規制基準前の規則において要求されていた設工認の添付書類（例 再

処理施設：１．核燃料物質の臨界防止，２．放射線による被ばくの防止，３．

火災及び爆発の防止，４．主要な再処理施設の耐震性，５．主要な容器及び管

の耐圧強度および耐食性）については，章項目としては従来構成を維持（例 再

処理施設：添付Ⅰ 核燃料物質の臨界防止 ～ 添付Ｖ 強度及び耐食性）し，新

規制基準による変更内容を反映したうえで「技術基準への適合性に関する説明

書」へ添付するとともに，その他新規追加要求事項を踏まえ追加となった説明

書等については，同説明書に「その他の説明書」として組み込む構成とする。

（各説明書の項目・構成については，技術基準規則等における要求機能を踏ま

えつつ，先行プラントである発電用原子炉施設等を参照し決定する。発電炉を

踏まえた構成検討を別紙１に示す。） 

 

 

 

 

また，設工認に係る手続きが必要な内容とは，「認可の申請又は届出に係る設

５．設工認申請書に添付する添付書類の考え方について 

1. 要旨 

新規制基準への適合性確認審査に係る設工認申請を行うにあたり，添付書類の

添付の考え方を以下に示す。 

2. 添付書類の添付を行うにあたっての考え方について 

(1) 添付書類の添付を行うにあたり，法令上の整理と今回の申請における添付書

類の添付方針について以下に示す。 

a. 法令上の整理 

設工認に添付書類を添付すべきものとして，使用済燃料貯蔵施設（以下

「貯蔵施設」という。）の事業に関する規則において，「当該申請に係る設計

及び工事の計画が法第四十三条の四第一項の許可若しくは法第四十三条の七

第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところに

よるものであることを説明した書類並びに当該申請に係る設計及び工事の計

画が法第四十三条の十の技術上の基準（以下「技術基準」という。）に適合

していることを計算によって説明した書類その他の当該申請に係る設計及び

工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類を添付しなければ

ならない。」と規定されている。 

 

なお，新規制基準前の規則において要求されていた設工認の添付書類（例 

Ⅰ 使用済燃料の臨界防止に関する説明書，Ⅱ 放射線による被ばくの防止に

関する説明書，Ⅲ 使用済燃料等の閉じ込めに関する説明書，Ⅳ 使用済燃料

の除熱に関する説明書，Ⅴ 火災及び爆発の防止に関する説明書，Ⅵ 主要な

使用済燃料貯蔵施設の耐震性に関する説明書，Ⅶ 主要な容器の強度及び耐

食性に関する説明書，Ⅷ 金属キャスクの取り扱いに関する説明書，Ⅸ 計測

設備に関する説明書，Ⅹ その他設備に関する説明書，Ⅺ 図面，Ⅻ 品質保

証に関する説明書）については，新規制基準による変更内容を反映するとと

もに，その他新規追加要求事項を踏まえ追加となった説明書等を組み込む。

また，章構成としては，従来から並びを変更し，最初に基本的安全事項に関

する項目を並べた後，残りの項目を技術基準条項の並びと概ね同じになるよ

うに並べる構成とする（各説明書の項目・構成については，技術基準規則等

における要求機能を踏まえつつ，先行プラントである再処理施設等を参照し

決定する。再処理施設を踏まえた構成検討を別紙１に示す）。 

 

また，設工認に係る手続きが必要な内容とは，「認可の申請又は届出に係
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の考え方】 

<比較検討> 

5－2 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

（３）添付書類 

規則別表第２の下欄において

は、発電用原子炉を設置する工

場又は事業所全体若しくは発電

用原子炉施設全体に係る添付書

類の要求に加えて、同表の上欄

の発電用原子炉施設の種類に応

じた添付書類の要求が規定され

ている。すなわち、認可の申請

又は届出に係る工事の内容に関

係あるものについて添付する必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計及び工事の計画の内容」であり，大別すると「基本設計方針」の変更と「設

備ごとの仕様に関する記載事項（仕様表）」の変更と考える。これらの変更内容

に関する説明書類として必要な添付書類を添付するものである。 

ここで，「認可の申請又は届出に係る設計及び工事の計画の内容」に係るもの

を以下に整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る設計及び工事の計画の内容」であり，大別すると「基本設計方針」の変更

と「設備ごとの仕様に関する記載事項（要目表）」の変更と考える。これら

の変更内容に関する説明書類として必要な添付書類を添付するものである。 

ここで，「認可の申請又は届出に係る設計及び工事の計画の内容」に係る

ものを以下に整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・用語

の整合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・用語

の整合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針の変更 

設備ごとの仕様に関する

記載事項の変更（仕様表） 

技術基準規則の

追加又は変更に

係るもの 

設計方針の変更

に係るもの 

認可の申請又は届出に係る設計及び工

事の計画の内容に係るもの 

基本設計方針の変更 

設備ごとの仕様に関する

記載事項の変更（要目表） 

技術基準規則の

追加又は変更に

係るもの 

設計方針の変更

に係るもの 

認可の申請又は届出に係る設計及び工

事の計画の内容に係るもの 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の考え方】 

<比較検討> 

5－3 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

（３）添付書類 

規則別表第２の下欄において

は、発電用原子炉を設置する工

場又は事業所全体若しくは発電

用原子炉施設全体に係る添付書

類の要求に加えて、同表の上欄

の発電用原子炉施設の種類に応

じた添付書類の要求が規定され

ている。すなわち、認可の申請

又は届出に係る工事の内容に関

係あるものについて添付する必

要がある。 

例えば、送電関係の変更に伴

い常用電源設備の変圧器等の設

計及び工事の計画の届出を行う

際には、全体に係る添付書類で

ある送電関係一覧図が必要であ

る。一方、送電関係の変更でな

い場合には当該書類の添付は不

要である。 

また、第９条第３項及び第１

２条第３項において、品質マネ

ジメントシステムに関して説明

した書類の添付が規定されてい

る。 

 

なお、複数の添付書類で記載

内容が重複する場合など、いず

れかひとつの書類に記載内容を

まとめた方が分かりやすいと考

えられる場合は、ひとつにまと

めた書類の名称等を他の書類に

記載することにより、ひとつの

書類に記載内容をまとめてもよ

いこととする。 

b. 今回の申請における添付書類の添付方針について 

今回の「認可の申請又は届出に係る設計及び工事の方法の内容に係るもの」

に対する添付書類の添付方針について以下に記載する。 

 

「技術基準規則の要求事項に追加又は変更があるもの」＝「基本設計方針の

変更に該当するもの」に対して適合するために必要な設備について関連する

添付書類を添付する。 

 

「技術基準規則の要求事項に追加又は変更があるもの」の具体例を以下に示

す。 

・重大事故等対処施設の要求事項が追加となったもの 

（再処理施設の技術基準規則 第 32条～第 51 条が該当） 

（加工施設の技術基準規則 第 26 条～第 39条が該当 

             ：ＭＯＸ燃料加工施設のみ） 

・設計基準対象の施設の要求事項が追加となったもの 

（例：溢水防護設備，火災防護設備等） 

・設計基準対象の施設の要求事項が変更となったもの 

（例：耐震基準変更等） 

 

重大事故等対処施設は，新規登録であるため関連する全ての書類が必要とな

るが，そのうち，既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備として使用す

るもので使用する条件等が変わらず，既設工認の添付書類等を読み込みできる

ものは，添付書類中にその旨を記載し，設計基準対象の施設とのリンクを明確

にした書類を添付する。 

設計基準対象の施設について，基本設計方針の変更により適合性を確認する

必要があるもので，既設工認に登録があるものは，添付図面は添付せず，既設

工認の登録情報（認可年月日，図面番号等）を目次に記載する。 

なお，複数の添付書類で記載内容が重複する場合など，いずれかひとつの書

類に記載内容をまとめた方が分かりやすいと考えられる場合は，ひとつにまと

めた書類の名称等を他の書類に記載することにより，ひとつの書類に記載内容

をまとめてもよいこととする。 

 

 

 

 

b. 今回の申請における添付書類の添付方針について 

今回の「認可の申請又は届出に係る設計及び工事の方法の内容に係るも

の」に対する添付書類の添付方針について以下に記載する。 

 

「技術基準規則の要求事項に追加又は変更があるもの」＝「基本設計方針

の変更に該当するもの」に対して適合するために必要な設備について関連

する添付書類を添付する。 

 

「技術基準規則の要求事項に追加又は変更があるもの」の具体例を以下に

示す。 

・第７条 地震による損傷の防止 

・第 12 条 火災等による損傷の防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設について，基本設計方針の変更により適合性を確認する必要があるも

ので，既設工認に登録があるものは，添付図面は添付せず，既設工認の登録

情報（認可年月日，図面番号等）を目次に記載する。 

なお，複数の添付書類で記載内容が重複する場合など，いずれかひとつの

書類に記載内容をまとめた方が分かりやすいと考えられる場合は，ひとつに

まとめた書類の名称等を他の書類に記載することにより，ひとつの書類に記

載内容をまとめてもよいこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・具体

例の修

正 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の考え方】 

<比較検討> 

5－4 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「技術基準規則の要求事項に変更がないもの」＝「基本設計方針の変更がな

いもの」に対して既に適合している設備については，添付書類は添付しな

い。 

 

技術基準規則の要求事項に変更がないもの＝基本設計方針の「変更前」にあ

たる部分については，今回の「認可の申請に係る設計及び工事の方法の内容に

係るもの」に該当しないため既設の設備において既に基本設計方針の記載事項

を満たしていることから関連する添付書類は添付しない。 

例外として，技術基準規則の変更はないが事業指定基準規則の要求事項で変

更がある場合は添付書類を添付する。 

 

例 ：「閉じ込めの機能」に要求される堰について，条文要求に変更がない

ことから「今回の申請に係る設計及び工事の方法の内容に係るもの」に該当

しないため添付書類は添付しない。 

ただし，第 12条「○○施設※内における溢水による損傷の防止」の要求を

満たすために堰を溢水防護上期待する場合は「溢水防護に関する説明書」に

「堰」について記載する必要がある。 ※○○施設は、当該要求事項がある施

設名称に読み替える。 

 

個別条文で技術基準規則の要求事項に変更がない設備でも，共通条文で技術

基準規則の要求事項の変更により適合性を確認する必要がある記載事項※につい

ては妥当性を確認する必要があるため関連する添付書類を添付する。 

 

※技術基準規則第 6条「地震による損傷の防止」が変更されたことにより地

震による安全機能が損なわれることがないことを説明する「耐震性に関する説

明書」等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「技術基準規則の要求事項に変更がないもの」＝「基本設計方針の変更が

ないもの」に対して既に適合している設備については，添付書類は添付し

ない。 

 

技術基準規則の要求事項に変更がないもの＝基本設計方針の「変更前」に

あたる部分については，今回の「認可の申請に係る設計及び工事の方法の内

容に係るもの」に該当しないため既設の設備において既に基本設計方針の記

載事項を満たしていることから関連する添付書類は添付しない。 

例外として，技術基準規則の変更はないが事業許可基準規則の要求事項で

変更がある場合は添付書類を添付する。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

個別条文で技術基準規則の要求事項に変更がない設備でも，共通条文で技

術基準規則の要求事項の変更により適合性を確認する必要がある記載事項※

については妥当性を確認する必要があるため関連する添付書類を添付する。 

 

※技術基準規則第 7条「地震による損傷の防止」が変更されたことにより

地震による安全機能が損なわれることがないことを説明する「耐震性に関す

る説明書」等 
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「技術基準規則の要求事項に変更はないが，事業変更許可申請書の要求事項

の追加または変更があるもの」に対して事業変更許可申請書に示す設計方針

に適合するために必要な設備等ついては，関連する添付書類を添付する。 

 

 

「技術基準規則の要求事項に変更はないが，事業変更許可申請書の要求事項

の追加または変更があるもの」＝「技術基準規則の解釈の明確化等により要求

事項に適合するために必要な設備の範囲等が変更となったもの」であることか

ら、事業変更許可申請書に示す設計方針に適合するために必要な設備等につい

て関連する添付書類のうち変更があるものを添付する。対象となる設備の具体

例を以下に示す。 

・新たに設置するもの 

（遠隔消火設備，温度センサ） 

・既設設備のうち，新たに規制対象となるもの 

（給気系の機器，生産系インターロックの安全系インターロックへの変更

等） 

・設備更新・増設等 

（新型遠心分離機への更新，廃棄物建屋の増設等） 

 

ｃ. 分割申請における設工認申請対象設備の明確化について  

新規制基準に係る設工認を分割して申請する場合においては，申請対象設備

に漏れがないことを示す観点から，申請回次毎の設工認申請対象設備を明確化

するとともに，事業変更許可申請内容及び技術基準との関連付け※１，また，既

認可事項と新規申請事項との区別※２をした書類を「設工認申請設備の技術基準

への整合性に係る整理」として取り纏め，技術基準への適合性に関する説明書

の冒頭に添付するものとする。フォーム例を別紙２に示す。  

 

※１：設工認申請対象設備について，事業変更許可申請で担保した事項（耐

震重要度分類，安全上重要な施設，仕様，性能等）及び技術基準の各

条項の対応。  

※２：※１に係る記載事項のうち，既認可からの変更の有無。 

 

 

 

 

「技術基準規則の要求事項に変更はないが，事業許可申請書の要求事項の

追加または変更があるもの」に対して事業許可申請書に示す設計方針に適

合するために必要な設備等ついては，関連する添付書類を添付する。 

 

「技術基準規則の要求事項に変更はないが，事業許可申請書の要求事項の

追加または変更があるもの」＝「技術基準規則の解釈の明確化等により要求

事項に適合するために必要な設備の範囲等が変更となったもの」であること

から，事業許可申請書に示す設計方針に適合するために必要な設備等につい

て関連する添付書類のうち変更があるものを添付する。対象となる設備の具

体例を以下に示す。 

 

・新たに設置するもの 

（電源車，軽油タンク（地下式）） 

   ・既設設備のうち，新たに規制対象となるもの 

    （共用無停電電源装置） 

 

 

 

 

ｃ. 分割申請における設工認申請対象設備の明確化について  

新規制基準に係る設工認を分割して申請する場合においては，申請対象設

備に漏れがないことを示す観点から，申請回次毎の設工認申請対象設備を明

確化するとともに，事業許可申請内容及び技術基準との関連付け※１，ま

た，既設設備と新設設備との区別をした書類を「設工認申請設備の技術基準

への整合性に係る整理」として取り纏め，技術基準への適合性に関する説明

書の冒頭に添付するものとする。フォーム例を別紙２に示す。 

 ※１：設工認申請対象設備について，事業許可申請で担保した事項（耐

震クラス，設備機器等の重要度及びそれに応じた基本設計方針・要

目表の記載の分類（グループ）等）及び技術基準の各条項の対応。  
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発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 技術基準規則の各条文へ対応する添付書類の整理について 

技術基準規則に規定される各条文の要求事項と添付書類との関連性と，その適合

性の説明に必要な添付書類を「技術基準規則と設工認申請書の添付書類との紐付き

表」（以下「紐付き表」という。）として整理する。 

 

紐付き表への整理概要を以下に示す。 

 

 

 

添付書類は大別すると基本設計方針記載事項の変更に伴うものと仕様表記載事項

の変更に伴うものに分けられる。これらを技術基準規則の各条文の要求事項に対し

て整理し，条文への適合性に必要な添付書類を整理する。 

 

 

 

 

 

 

3. 技術基準規則の各条文へ対応する添付書類の整理について 

技術基準規則に規定される各条文の要求事項と添付書類との関連性と，その適

合性の説明に必要な添付書類を「技術基準規則と設工認申請書の添付書類との紐

付き表」（以下「紐付き表」という。）として整理する。 

 

紐付き表への整理概要を以下に示す。 

 

 

 

添付書類は大別すると基本設計方針記載事項の変更に伴うものと仕様表記載事

項の変更に伴うものに分けられる。これらを技術基準規則の各条文の要求事項に

対して整理し，条文への適合性に必要な添付書類を整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準規則からの要求事項 

基本設計方針の変更 仕様表記載事項の変更 

基本設計方針記載事項の詳

細説明に必要な添付書類 
仕様表記載事項の詳細説明

に必要な添付書類 

技術基準規則の各条文の要求事項に対する添付書類 

各条文の要求事項の適合性に 
必要な添付書類を紐付き表へ整理 

紐付き表への整理概要 

技術基準規則からの要求事項 

基本設計方針の変更 仕様表記載事項の変更 

基本設計方針記載事項の詳

細説明に必要な添付書類 
仕様表記載事項の詳細説明

に必要な添付書類 

技術基準規則の各条文の要求事項に対する添付書類 

各条文の要求事項の適合性に 
必要な添付書類を紐付き表へ整理 

紐付き表への整理概要 
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以下に示す考え方のもと，各条文への適合性説明に必要な添付書類を紐付き表に

整理する。 

 

「条文要求事項を満足させるために必要な設備＝設備リストへ抽出した設備」が

条文（解釈，ガイド含む）で直接要求される事項に対して，適合することを説明

するために必要な添付書類を『当該条文に必要な添付書類』として整理する。 

 

例：技術基準規則第 8条第 1項（外部衝撃による損傷の防止）において，「安全

機能を有する施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）によりその安

全性を行うおそれがある場合において，防護措置，基礎地盤の改良その他の適切

な措置が講じられたものでなければならない。」と記載がある。 

この要求事項へ適合させるために必要な措置における適合性を説明するため

に，「○○施設※の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」を添付する。 

※○○施設は、当該要求事項がある施設名称に読み替える。 

 

 

ただし，重大事故等対処設備に関する条文のうち再処理施設の技術基準規則第 38

条～第 51条および加工施設の技術基準規則第 32条～第 39 条については，非常用電

源設備等必ずしも条文に直接的に施設要求が明記されていない設備についても，当

該条文への適合性を説明する上で必要な設備として整理する。 

施設要求が明記されていない設備については都度，判断を要する。以下にその判

断基準の一例を示す。 

 

【再処理施設の技術基準規則第 38～51 条への適合性判断の基準】 

【加工施設の技術基準規則 32～39 条への適合性判断の基準】 

・再処理施設の技術基準規則第 38～51 条（加工施設の技術基準規則 32～39

条）は想定事象に対処するために必要な設備を『施設することを要求』し

ている条文のため基本的には系統図，配置図等の図面により施設されてい

ることを説明する。 

 

・個別では直接的に要求の読めない共通事項（強度・耐震等）は，それらの

条文側で適合性を確認するため，個別条文としての添付書類は省略する。 

 

 

 

以下に示す考え方のもと，各条文への適合性説明に必要な添付書類を紐付き表

に整理する。 

 

「条文要求事項を満足させるために必要な設備＝設備リストへ抽出した設備」

が条文で直接要求される事項に対して，適合することを説明するために必要な

添付書類を『当該条文に必要な添付書類』として整理する。 

 

例：技術基準規則第 9 条第 1 項（外部からの衝撃による損傷の防止）におい

て，「使用済燃料貯蔵施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）に

よりその基本的安全機能を損なうおそれがある場合において，防護措置，基礎

地盤の改良その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。」と記

載がある。 

この要求事項へ適合させるために必要な措置における適合性を説明するため

に，「使用済燃料貯蔵施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」を

添付する。 
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１）発電用原子炉の設置の許可との整合性に

関する説明書 

法第４３条の３の５第１項若しくは第４３条

の３の８第１項の許可を受けたところ又は同

条第３項若しくは第４項前段（規則第６条で

定める変更に係るもの）の規定により届け出

たところによる設計及び工事であることが法

第４３条の３の９第３項第１号で認可基準と

して規定されており、当該基準に適合するこ

とを示す必要がある。なお、変更の工事にお

いて、変更に係る内容が許可の際の申請書等

の記載事項でない場合においては、許可に抵

触するものでないことを示すこととする。 

 

３２）設計及び工事に係る品質マネジメント

システムに関する説明書 

「３．（２）設計及び工事に係る品質マネジ

メントシステム」に基づき記載した設計に係

る品質管理の方法により行った管理の実績又

は行おうとしている管理の計画について記載

し、及び工事及び検査に係る品質管理の方

法、組織等についての具体的な計画を記載す

るものとする。設計に係る記載事項として

は、設計の要求事項として明確にしている事

項及びその審査に関する事項、設計の体制と

して組織内外の部門間の相互関係、設計開発

の各段階における審査等に関する事項並びに

組織の外部の者との情報の伝達等に関する事

項等を含むものとする。工事及び検査に係る

記載事項としては、工事及び検査に係る要求

事項として明確にする事項及びその審査に関

する事項、工事及び検査の体制として組織内

外の部門間の相互関係（使用前事業者検査の

独立性、資源管理及び物品の状態保持に関す

る事項を含む。）、工事及び検査に必要なプロ

セスを踏まえた全体の工程及び各段階におけ

る監視測定、妥当性確認及び検査等に関する

事項（記録、識別管理、トレーサビリティ等

に関する事項を含む。）並びに組織の外部の

者との情報の伝達等に関する事項等を含むも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設に係る設工認添付書類の記載内容及び添付要否の考え方について 

添付書類 

名称 
添付書類の記載内容 

今回の添付有無 
添付要否の考え方 

ＤＢ ＳＡ 

（１） 

再処理施設の事業変

更許可申請書との整

合性に関する説明書 

法第４４条第１項の指定若しくは第４

４条の４第１項の許可を受けたところ

又は第４４条の４第２項の規定により

届け出たところによる設計及び工事で

あることが法第４５条第３項第１号で

認可基準として規定されており，当該

基準に適合することを示す。なお，変

更の工事において，変更に係る内容が

指定又は許可の際の申請書等の記載事

項でない場合においては，指定又は許

可に抵触するものでないことを示すこ

ととする。 

〇 〇 事業変更許可申請書

の許可事項が，設工

認としての認可事項

として記載されてい

ること及びそれらの

技術基準規則適合性

の確認のため添付す

る。 

（２） 

設計及び工事に係る

品質マネジメントシ

ステムに関する説明

書 

本文「設計及び工事に係る品質マネジ

メントシステム」に基づき記載した設

計に係る品質管理の方法により行った

管理の実績又は行おうとしている管理

の計画について記載し，及び工事及び

検査に係る品質管理の方法，組織等に

ついての具体的な計画を記載するもの

とする。設計に係る記載事項として

は，設計の要求事項として明確にして

いる事項及びその審査に関する事項，

設計の体制として組織内外の部門間の

相互関係，設計開発の各段階における

審査等に関する事項並びに組織の外部

の者との情報の伝達等に関する事項等

を含むものとする。工事及び検査に係

る記載事項としては，工事及び検査に

係る要求事項として明確にする事項及

びその審査に関する事項，工事及び検

査の体制として組織内外の部門間の相

互関係（使用前事業者検査の独立性，

資源管理及び物品の状態保持に関する

事項を含む。），工事及び検査に必要

なプロセスを踏まえた全体の工程及び

各段階における監視測定，妥当性確認

及び検査等に関する事項（記録，識別

管理，トレーサビリティ等に関する事

項を含む。）並びに組織の外部の者と

の情報の伝達等に関する事項等を含む

ものとする。 

〇 〇 設計及び工事に係る

品質マネジメントシ

ステムに関する説明

のため添付する。 

 

 

 

 

 

貯蔵施設に係る設工認添付書類の記載内容及び添付要否の考え方について 

添付書類 

名称 
添付書類の記載内容 

今回の添付

有無(DB) 
添付要否の考え方 

（１） 

使用済燃料貯蔵施設

の事業変更許可申請

書との整合性に関す

る説明書 

法第４３条の４第１項の許可若しくは

第４３条の７第１項の許可を受けたと

ころ又は第４３条の７第２項の規定に

より届け出たところによる設計及び工

事であることが法第４３条の８第３項

第１号で認可基準として規定されてお

り，当該基準に適合することを示す。

なお，変更の工事において，変更に係

る内容が許可の際の申請書等の記載事

項でない場合においては，許可に抵触

するものでないことを示すこととす

る。 

〇 事業変更許可申請書

の許可事項が，設工

認としての認可事項

として記載されてい

ること及びそれらの

技術基準規則適合性

の確認のため添付す

る。 

（２） 

設計及び工事に係る

品質マネジメントシ

ステムに関する説明

書 

本文「設計及び工事に係る品質マネジ

メントシステム」に基づき記載した設

計に係る品質管理の方法により行った

管理の実績又は行おうとしている管理

の計画について記載し，及び工事及び

検査に係る品質管理の方法，組織等に

ついての具体的な計画を記載するもの

とする。設計に係る記載事項として

は，設計の要求事項として明確にして

いる事項及びその審査に関する事項，

設計の体制として組織内外の部門間の

相互関係，設計開発の各段階における

審査等に関する事項並びに組織の外部

の者との情報の伝達等に関する事項等

を含むものとする。工事及び検査に係

る記載事項としては，工事及び検査に

係る要求事項として明確にする事項及

びその審査に関する事項，工事及び検

査の体制として組織内外の部門間の相

互関係（使用前事業者検査の独立性，

資源管理及び物品の状態保持に関する

事項を含む。），工事及び検査に必要

なプロセスを踏まえた全体の工程及び

各段階における監視測定，妥当性確認

及び検査等に関する事項（記録，識別

管理，トレーサビリティ等に関する事

項を含む。）並びに組織の外部の者と

の情報の伝達等に関する事項等を含む

ものとする。 

〇 設計及び工事に係る

品質マネジメントシ

ステムに関する説明

のため添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

・別表

がない

ため，

当社の

考える

設工認

添付書

類を縦

軸と

し，そ

れぞれ

に対し

ガイド

を参考

に記載

内容を

展開す

るとと

もに，

今後申

請する

新規制

基準に

おける

添付の

有無と

要否の

考え方

を整理

する。 

・添付

書類名

称，記

載内

容，要

否の修

正 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の考え方】 

<比較検討> 

5－9 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６）核燃料物質が臨界に達しないことに関

する説明書 

沸騰水型発電用原子炉施設にあっては、新燃

料及び使用済燃料を取り扱う機器、使用済燃

料運搬用容器、新燃料仮貯蔵庫、新燃料貯蔵

ラック、使用済燃料貯蔵ラック、破損燃料貯

蔵ラック並びに使用済燃料貯蔵用容器を、加

圧水型発電用原子炉施設にあっては、新燃料

及び使用済燃料を取り扱う機器、使用済燃料

運搬用容器、新燃料貯蔵ラック、使用済燃料

貯蔵ラック、破損燃料貯蔵ラック並びに使用

済燃料貯蔵用容器を対象として未臨界性評価

の条件及び結果等を記載することとする。 

 

２６）放射線の遮蔽及び熱除去についての計

算書 

技術基準規則で要求している遮蔽能力等の基

準を満たすことを遮蔽計算及び温度計算等に

より示すとともに、直接ガンマ線及びスカイ

シャインガンマ線による敷地周辺の空間線量

率の記載を含めることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）発電用原子炉施設の火災防護に関する説

明書 

技術基準規則第１１条及び第５２条の規定に

適合することを示すこととし、基準要求事項

ごとの設計の内容及び水素の蓄積防止に関す

る措置等を記載するとともに、火災影響評価

に係る条件及び結果等を記載することとす

る。 

ただし、これらの説明は防護対象機器、火災

区域構造物、火災区画構造物、火災感知設備

 

添付書類 

名称 
添付書類の記載内容 

今回の添付有無 
添付要否の考え方 

ＤＢ ＳＡ 

（3） 

 

再

処

理

施

設

の

技

術

基

準

へ

の

適

合

に

関

す

る

説

明

書 

設工認申請

対象設備の

技術基準へ

の適合性に

係る整理 

事業変更許可申請書に記載の設備・機

器に対して，事業変更許可申請書の記

載内容（耐震重要度分類，安全上重要

な施設等）及び技術基準規則との関連

並びに既認可事項及び新規申請事項を

記載する。また，当該分割申請におけ

る申請対象を記載する。 

〇 〇 設工認申請対象設備

を明確化し，事業変

更許可申請書の記載

内容及び技術基準規

則等との関連付けを

説明するため添付す

る。 

核燃料物質

の臨界防止

に関する説

明書 

再処理施設の技術基準規則第４条の規

定に適合することを示す。対象設備に

対して技術的にみて想定されるいかな

る場合でも臨界を防止するために，安

全な形状寸法，中性子吸収材の使用，

その他の適切な措置等について記載す

ることとし，未臨界評価の条件及び結

果等の記載を含めることとする。 

× × 技術基準規則に変更

はないため添付しな

い。 

 

放射線によ

る被ばくの

防止に関す

る説明書 

再処理施設の技術基準規則第２７条の

規定に適合することを示す。直接線及

びスカイシャイン線による工場等周辺

の線量が線量限度を十分下回ること及

び工場等内における外部放射線による

放射線障害の防止の措置について記載

することとし，安全機能を有する施設

が再処理施設の技術基準で要求してい

る遮蔽能力等の基準を満たすことを遮

蔽計算により示すとともに，直接線及

びスカイシャイン線による敷地周辺の

空間線量率の記載を含めることとす

る。 

なお，再処理施設の技術基準規則第４

８条及び５０条の規定への適合である

制御室及び緊急時対策所に関する遮蔽

評価においても，本説明書に含めるも

のとする。 

〇 〇 技術基準規則に変更

はないが，旧法令に

基づく遮蔽設計区分

（基準線量率：I1管

理区域外 ≦6μSv／

h）の記載につい

て，現行法令に基づ

く遮蔽設計区分（基

準線量率：I1管理区

域外 ≦2.6μSv／

h）に修正する（遮

蔽設計区分図の変更

を含む）。 

  

 

 

 

 

   

火災及び爆

発の防止に

関する説明

書 

再処理施設の技術基準規則第１１条及

び第３５条の規定に適合することを示

す。基準要求事項ごとの設計の内容及

び水素の蓄積防止に関する措置等を記

載するとともに，火災影響評価に係る

条件及び結果等を記載することとす

る。 

ただし，これらの説明は，防護対象機

器，火災区域構造物，火災区画構造

物，火災感知設備及び消火設備等の設

計等の対応を示すこととし，新増設工

〇 〇 火災による損傷防止

の基準変更箇所への

適合性を説明するた

め添付する。 

 

添付書類 

名称 
添付書類の記載内容 

今回の添付

有無(DB) 
添付要否の考え方 

(3) 

 

技 

術 

基 

準 

へ 

の 

適 

合 

に 

関 

す 

る 

説 

明 

書 

使用済燃料

貯蔵施設の

技術基準へ

の適合性に

関する説明

書 

事業許可申請書に記載の設備・機器に

対して，事業許可申請書の記載内容

（耐震重要度分類，安全上重要な施設

等）及び技術基準規則との関連並びに

既認可事項及び新規申請事項を記載す

る。また，当該分割申請における申請

対象を記載する。 

〇 設工認申請対象設備

を明確化し，事業許

可申請書の記載内容

及び技術基準規則等

との関連付けを説明

するため添付する。 

使用済燃料

の臨界防止

に関する説

明書 

貯蔵施設の技術基準規則第５条の規定

に適合することを示す。対象設備に対

して技術的にみて想定されるいかなる

場合でも臨界を防止するために，安全

な形状寸法，中性子吸収材の使用，そ

の他の適切な措置等について記載する

こととし，未臨界評価の条件及び結果

等の記載を含めることとする。 

〇 技術基準規則に変更

はないが，必要な設

備の範囲等が変更と

なったことから，適

合性について説明す

る。 

放射線によ

る被ばくの

防止に関す

る説明書 

貯蔵施設の技術基準規則第２１条の規

定に適合することを示す。直接線及び

スカイシャイン線による施設周辺の線

量が線量限度を十分下回ること及び施

設内における外部放射線による放射線

障害の防止の措置について記載するこ

ととし，直接線及びスカイシャイン線

による敷地周辺の線量と，技術基準で

要求している遮蔽能力等の基準を満た

すことを遮蔽計算により示すこととす

る。 

また，周辺監視区域の設定と監視方

法，周辺監視区域境界外における放射

性物質の濃度評価，並びに平常時にお

ける一般公衆の線量評価結果を説明す

ることとする。 

 

 

〇 技術基準規則の変更

に伴い，事業所周辺

の線量限度に関する

適合性を説明するた

め，添付する。 

使用済燃料

の除熱に関

する説明書  

貯蔵施設の技術基準規則第１６条の規

定に適合することを示す。使用済燃料

貯蔵施設が，使用済燃料等の崩壊熱を

適切に除去するように設置されている

ことを記載することとする。 

〇 技術基準規則に変更

はないが，評価条件

に変更が生じたこと

から，適合性を説明

するため添付する。 

火災及び爆

発の防止に

関する説明

書 

貯蔵施設の技術基準規則第１２条の規

定に適合することを示す。基準要求事

項ごとの設計の内容に関する措置等を

記載する。 

 

 

 

ただし，これらの説明は，防護対象機

器，火災区域構造物，火災区画構造

物，火災感知設備及び消火設備等の設

計等の対応を示すこととし，新増設工

〇 火災による損傷防止

の基準変更箇所への

適合性を説明するた

め添付する。 

 

 

 

 

・設工

認申請

対象設

備のリ

スト添

付を明

確化 

・記載

の適正

化 

・添付

書類名

称，記

載内

容，要

否の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明

書の追

加 

 

 

・火災

影響評

価に依

らず基

準適合

を示し

ている

ため，

関係す

る記載
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の考え方】 

<比較検討> 

5－10 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

及び消火設備等の設計等の対応を示すことと

し、新増設工事における段階申請でこれらの

設備又は機器等の一部を申請する場合には、

火災防護に係る全体の設計方針を示し、申請

対象設備又は機器等が当該方針に合致するこ

とを説明するものとする。その場合にあって

は、設備又は機器等が出揃う申請時に火災影

響評価等を説明し、対策が基準に適合するこ

とを示すこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事における段階申請でこれらの設備又

は機器等の一部を申請する場合には，

火災防護に係る全体の設計方針を示

し，申請対象設備又は機器等が当該方

針に合致することを説明するものとす

る。その場合にあっては，設備又は機

器等が出揃う申請時に火災影響評価等

を説明し，対策が基準に適合すること

を示すこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事における段階申請でこれらの設備又

は機器等の一部を申請する場合には，

全体の設計方針を示し，申請対象設備

又は機器等が当該方針に合致すること

を説明するものとする。その場合にあ

っては，設備又は機器等が出揃う申請

時に対策が基準に適合することを示す

こととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を削除 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の考え方】 

<比較検討> 

5－11 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

９）耐震性に関する説明書 

技術基準規則第４条、第５条、第４９条及び

第５０条の規定に適合することを説明するこ

ととする。 

技術基準規則解釈に基づく耐震重要度分類が

Ｓクラス又はＢクラスに属する機器について

は、耐震性の計算の基本方針書及び耐震計算

書を添付することとする。ただし、安全重要

度クラスⅢの耐震重要度Ｂクラス配管につい

ては、耐震性の計算の基本方針書、配管鳥瞰

図、最大発生応力点での評価結果を示すこと

のみで足りることとする。 

また、耐震重要度Ｃクラスに属する機器につ

いては、耐震性に関する計算の基本方針書の

みの添付で足りることとする。 

管、弁、支持構造物については、一括で解析

を行う機器等と併せて記載してもよいことと

し、耐震重要度Ｓクラス又はＢクラスに属す

る機器又は配管系については、一括で解析を

行った評価結果であって、申請範囲外の最大

発生応力点及び最大反力点に係るもの（申請

範囲内の結果の方が上回る場合はその旨）も

示すこととする。 

配管支持構造物については、種類及び型式ご

との最大反力点での評価を記載することとす

る。なお、安全重要度クラスⅢの耐震重要度

Ｂクラスの配管支持構造物については、最大

反力点での評価結果を示すことのみで足りる

こととする。 

 

１０）基礎に関する説明書 

排気筒においては自立型のものに対象を限定

しているが、自立型には鉄塔と一体のものを

含むものとする。 

 

１１）強度に関する説明書 

技術基準規則第１７条及び第５５条の規定並

びに第３１条、第４８条及び第７８条により

準用する火力省令の構造強度に関する規定に

適合することを示す必要があり、技術基準規

則で分類されているクラスに応じた強度評価

の内容を説明することとする。そのうち、次

の表で○印を付している機器については、以

下に定めるものを除き、個々の評価結果を記

載することとする。その際、管又は弁の支持

構造物については、管又は弁の強度に関する

計算書の中でまとめて説明をしてもよいこと

とする。 

 

添付書類 

名称 
添付書類の記載内容 

今回の添付有無 
添付要否の考え方 

ＤＢ ＳＡ 

(3) 

 

再

処

理

施

設

の

技

術

基

準

へ

の

適

合

に

関

す

る

説

明

書 

耐震性に関

する説明書 

再処理施設の技術基準規則第５条，第６条，

第３２条，第３３条及び第３６条の規定に適

合することを示す。 

技術基準規則解釈に基づく耐震重要度分類が

Ｓクラスに属する機器については，耐震性の

計算の基本方針書及び耐震計算書を添付する

こととする。耐震重要度Ｂクラス又はＣクラ

スに属する機器のうち，耐震重要度分類Ｓク

ラスに属する機器への波及的影響を考慮する

必要がある機器についても同様とする。 

また，耐震重要度Ｂクラス又はＣクラスに属

する機器については，耐震性に関する計算の

基本方針書のみの添付で足りることとする。 

耐震重要度Ｓクラスに属する配管系について

は，原則として標準支持間隔による方法にて

定めた標準支持間隔表を示すものとする。 

耐震重要度Ｓクラスに属する構築物を支持す

る基礎については，耐震性の計算の基本方針

書及び耐震計算書を添付することとする。 

重大事故等対処設備のうち，基準地震動によ

る評価（1.2Ss含む）が必要となる設備につ

いては，基本方針書及び耐震計算書を添付す

る。 

なお，その他技術基準条文の適合のため耐震

性に関する評価が必要となる設備（火災，溢

水等）についても，本説明書に含めるものと

する。 

〇 〇 地震による損傷の

防止の基準変更箇

所の適合性を説明

するため添付す

る。 

強度及び耐

食性に関す

る説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設の技術基準規則第１７条及び第３

７条の規定に適合することを示す。 

再処理施設は通常運転時において基本的には

常温・常圧の環境であるが，硝酸等を取り扱

う施設であることを考慮し，設計基準対処の

施設については，以下の条件に該当する設備

を「再処理施設の安全性を確保する上で重要

なもの」とし，これらに対して実施した強度

評価の内容を説明することとする。 

・事業指定申請書で安全上重要な施設として

定めたもの 

・再処理第１種機器～第５種機器に属するも

の 

・放射性物質を内包し，内容積が１０ｍ３以

上の容器 

・ウラン又はウランの化合物をウラン量で５

００ｋｇ以上内包する容器 

・海洋放出管理系に属するもの 

上記に加え，重大事故等対処設備について

は，常設重大事故等対処設備に対して実施し

た強度評価の内容を説明することとする。 

一般産業品においては，一般産業品の規格及

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準対象の施

設については技術

基準規則に変更は

ないが，追加・変

更設備に関する適

合性を説明するた

めに添付する。 

また，重大事故等

対処設備としての

材料・構造に関す

る適合性を説明す

るため添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

名称 
添付書類の記載内容 

今回の添付

有無(DB) 
添付要否の考え方 

(3) 

 

技 

術 

基 

準 

へ 

の 

適 

合 

に 

関 

す 

る 

説 

明 

書 

主要な使用

済燃料貯蔵

施設の耐震

性に関する

説明書 

貯蔵施設の技術基準規則第６条，第７

条の規定に適合することを示す。 

 

技術基準規則解釈に基づく耐震重要度

分類がＳクラスに属する機器について

は，耐震性の計算の基本方針書及び耐

震計算書を添付することとする。耐震

重要度Ｂクラス又はＣクラスに属する

機器のうち，耐震重要度分類Ｓクラス

に属する機器への波及的影響を考慮す

る必要がある機器についても同様とす

る。 

また，耐震重要度Ｂクラス又はＣクラ

スに属する機器については，耐震性に

関する計算の基本方針書のみの添付で

足りることとする。 

耐震重要度Ｓクラスに属する構築物を

支持する基礎については，耐震性の計

算の基本方針書及び耐震計算書を添付

することとする。 

〇 地震による損傷の防

止の基準変更箇所の

適合性を説明するた

め添付する。 

主要な容器

の強度及び

耐食性に関

する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵施設の技術基準規則第１４条の規

定に適合することを示す。 

使用済燃料貯蔵施設において重要度の

高い基本的安全機能を確保するうえで

必要な，使用済燃料貯蔵設備本体と貯

蔵架台に対して実施した強度評価の内

容を説明することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般産業品においては，一般産業品の

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準規則に変更

はないが，評価条件

の見直しに伴い適合

性を説明するために

添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・添付

書類名

称，記

載内

容，要

否の考

え方の

修正 

・Ｂク

ラスに

属する

設備に

ついて

は基本

方針の

みの添

付とす

る。 

・波及

的影響

評価対

象設備

の扱い

を明確

化 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の考え方】 

<比較検討> 

5－12 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

・設計基準対象施設 

 

・重大事故等対処施設 

 

（注）１ 機器名及び種別は技術基準規則の

定義による。 

（以下、省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

び基準への適合確認の内容を説明する。 

なお，その他技術基準条文の適合のため強度

に関する評価が必要となる設備（外衝等）に

ついても，本説明書に含めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規格及び基準への適合確認の内容を説

明する。 

なお，その他技術基準条文の適合のた

め強度に関する評価が必要となる設備

（外衝等）についても，本説明書に含

めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬送設備及

び受入設備

に関する説

明書 

貯蔵施設の技術基準規則第１５条の規

定に適合することを示す。金属キャス

クの搬送及び受入れのために使用する

設備が，当該金属キャスクを安全に取

り扱う能力を有すること，金属キャス

クの搬送及び受入れのための動力の供

給が停止した場合に，当該金属キャス

クを安全に保持しているものであるこ

とを記載することとする。 

〇 技術基準規則に変更

はないが，必要な設

備の範囲等が変更と

なったことから，適

合性について説明す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明

書の追

加 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の考え方】 

<比較検討> 

5－13 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

２）発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書 

技術基準規則第５条、第６条、第７条、第５

０条、第５１条、第５４条で要求されている

自然現象及び人為事象並びに技術基準規則第

５３条で要求されている原子炉建屋への故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズム

に対する防護措置等について示すこととす

る。 

 

 

 

 

２３）流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大

防止能力及び施設外への漏えい防止機能につ

いての計算書 

漏えい防止及び警報設定等に係る説明を記載

するとともに、堰の高さについての漏えい源

となる機器等の容量等を踏まえた評価の条件

及び結果等を記載することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）設備別記載事項の設定根拠に関する説明

書 

要目表に記載する機器等が通常運転時、設計

基準事故時、重大事故等時等に機能を要求さ

れる状況で所要の機能を発揮するための設計

条件の設定根拠に関して説明することとす

る。 

 

添付書類 

名称 
添付書類の記載内容 

今回の添付有無 
添付要否の考え方 

ＤＢ ＳＡ 

(3) 

 

再

処

理

施

設

の

技

術

基

準

へ

の

適

合

に

関

す

る

説

明

書 

再処理施設の

自然現象等に

よる損傷の防

止に関する説

明書 

再処理施設の技術基準規則第７条，

第８条，第３４条，第３６条で要求

されている自然現象及び人為事象に

対する防護措置等について示す。 

なお，津波に対しては，当社施設へ

到達するおそれはない旨を基本方針

書へ明記する。 

 

 

 

 

 

 

〇 〇 外部からの衝撃に

よる損傷の防止に

関する技術基準規

則変更箇所の適合

性を説明するため

添付する。 

再処理施設の

閉じ込めの機

能に関する説

明書 

再処理施設の技術基準規則第１０

条，第２４条，第２６条及び第２８

条の規定に適合することを示す。使

用済燃料，使用済燃料から分離され

た物又はこれらによって汚染された

物 (以下「使用済燃料等」とい

う。) を限定された区域に閉じ込め

る機能を保持及び使用済燃料等によ

る汚染の防止について記載すること

ととし，液体状の核燃料物質の漏え

い防止に係る説明については，堰の

高さについての漏えい源となる機器

等の容量等を踏まえた評価の条件及

び結果等を記載することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× × 技術基準規則に変

更はないため添付

しない。 

設備別記載事

項の設定根拠

に関する説明

書 

仕様表に記載する機器等が通常運転

時，設計基準事故時，重大事故等時

等に機能を要求される状況で所要の

機能を発揮するための設計条件の設

定根拠に関して説明する。 

また，基本設計方針にのみ記載する

機器等についても，当該機器等の主

〇 〇 仕様表等に記載す

る仕様に変更があ

るものについて，

設定根拠を説明す

るため添付する。 

 

添付書類 

名称 
添付書類の記載内容 

今回の添付

有無(DB) 
添付要否の考え方 

(3) 

 

技 

術 

基 

準 

へ 

の 

適 

合 

に 

関 

す 

る 

説 

明 

書 

津波による損

傷の防止に関

する説明書 

貯蔵施設の技術基準規則第８条で要求

されている津波に対する防護措置等に

ついて示す。 

〇 津波による損傷の防

止に関する技術基準

規則変更箇所の適合

性を説明するため添

付する。 

自然現象等に

よる損傷の防

止に関する説

明書 

貯蔵施設の技術基準規則第９条で要求

されている自然現象及び人為事象に対

する防護措置等について示す。 

また、個別の基本方針として、 

４－２竜巻 

４－３火山 

４－４外部火災 

の説明書を作成し、説明する。 

〇 外部からの衝撃によ

る損傷の防止に関す

る技術基準規則変更

箇所の適合性を説明

するため添付する。 

使用済燃料等

の閉じ込めに

関する説明書 

貯蔵施設の技術基準規則第１１条第１

項第１号及び第３号の規定に適合する

ことを示す。 

金属キャスクは使用済燃料又はこれら

によって汚染された物 (以下「使用済

燃料等」という。) が外部に漏洩する

恐れがない構造であることを記載する

こととする。 

なお，第１１条第１項第２号について

は, 流体状の使用済燃料によって汚染

された物を内包する容器又は管に使用

済燃料によって汚染された物を含まな

い流体を導く管はないことを記載す

る。 

第11条第１項第３号については，廃棄

物を貯蔵保管する部屋には，漏洩を防

止する堰が設けられることを説明す

る。 

また，第１９条，第２２条について

は，それぞれの規定への適合が求めら

れる廃棄施設，換気設備がないことを

記載する。 

〇 技術基準規則に変更

はないが，要目表の

記載に変更があるた

め添付する。 

汚染の拡大防

止に関する説

明書 

貯蔵施設の技術基準規則第２０条の規

定に適合することを示す。汚染された

ものを取り扱う設備が設置される施設

内部の床面または壁面が汚染された物

が漏洩しにくいものであること，その

表面が汚染を除去しやすいものである

ことを説明する。 

〇 技術基準規則に変更

はないが，要目表の

記載に変更があるた

め添付する。 

設備別記載事

項の設定根拠

に関する説明

書 

要目表に記載する機器等が通常時，設

計基準事故時等に機能を要求される状

況で所要の機能を発揮するための設計

条件の設定根拠に関して説明する。 

 

また，基本設計方針にのみ記載する機

器等についても，当該機器等の主たる

〇 要目表等に記載する

仕様に変更があるも

のについて，設定根

拠を説明するため添

付する。 

 

 

 

 

・添付

書類名

称，記

載内

容，要

否の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明

書の追

加 

 

 

 

 

・既認

可設工

認の仕

様につ

いては

認可済

みであ
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の考え方】 

<比較検討> 

5－14 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

また、基本設計方針にのみ記載する機器等に

ついても、当該機器等の主たる機能に係る仕

様（容量、最高使用圧力、最高使用温度又は

個数等）について設定根拠に関して説明する

こととする。 

 

４）安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明

書 

要目表に記載する機器等が通常運転時、設計

基準事故時、重大事故等時等に機能を要求さ

れる状況で所要の機能が発揮できることを説

明することとする。原子力圧力バウンダリの

減圧を行う安全弁等については、周辺の圧力

上昇を念頭において、吹出量が確保できるも

のであることを示すこととする。 

 

１４）計測装置等の構成に関する説明書 

検出器から指示計、記録計又は警報装置に至

るシステム構成を示すブロック図（各機器等

の配置及び校正等実施場所の記載を含む。）

により記載することとする。また、不正アク

セス行為等による被害を防止するための措置

についても記載することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たる機能に係る仕様（容量，最高使

用圧力，最高使用温度又は個数等）

について設定根拠に関して説明す

る。 

安全機能を有

する施設及び

重大事故等対

処設備が使用

される条件の

下における健

全性に関する

説明書 

再処理施設の技術基準規則第１５

条，第１６条及び第３６条の規定に

適合することを示す。仕様表に記載

する機器等が通常運転時，設計基準

事故時，重大事故等時等に機能を要

求される状況で所要の機能が発揮で

きること及び他施設との共用等を説

明する。 

 

〇 〇 安全上重要な施設

の見直し等及び重

大事故等対処設備

が使用される環境

条件等についての

適合性を説明する

ため添付する。 

再処理施設へ

の人の不法な

侵入等の防止

について 

再処理施設の技術基準規則第９条の

規定に適合することを示す。再処理

施設への人の不法な侵入，爆発性又

は易燃性を有する物件等の持ち込み

の防止及び不正アクセス行為の防止

に関する事項を記載することとす

る。 

〇 × 施設への人の不法

な侵入等の防止に

ついての適合性を

説明するため添付

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能に係る仕様（容量又は個数等）に

ついて設定根拠に関して説明する。 

 

 

基本的安全機

能を確保する

上で必要な施

設の検査又は

試験及び保守

又は修理に関

する説明書 

 

貯蔵施設の技術基準規則第１３条の規

定に適合することを示す。安全機能を

有する施設の安全機能を確認できるよ

うに検査又は試験ができることを説明

する。 

第１３条第２項では，共用することで

安全性を損なわないことが要求されて

いるが，貯蔵施設では共用する設備は

ないので記載しない。 

〇 技術基準規則に変更

はないが，必要な設

備の範囲等が変更と

なったことから，適

合性について説明す

る。 

人の不法な侵

入等防止設備

に関する説明

書 

貯蔵施設の技術基準規則第１０条の規

定に適合することを示す。貯蔵施設へ

の人の不法な侵入，爆発性又は易燃性

を有する物件等の持ち込みの防止及び

不正アクセス行為の防止に関する事項

を記載することとする。 

 

〇 施設への人の不法な

侵入等の防止につい

ての適合性を説明す

るため添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ること

を考慮

し，変

更があ

る場合

のみ添

付する

旨を明

記 

 

 

 

 

・添付

書類名

称，記

載内容

の修正 
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<比較検討> 
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発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

６）発電用原子炉施設の溢水防護に関する説

明書 

技術基準規則第１２条の規定に適合すること

を示すこととし、基準要求事項ごとの設計の

内容及び防護措置等を記載するとともに、浸

水経路等を含めて、影響評価に係る条件及び

結果等を記載することとする。 

ただし、これらの説明は防護対象機器、防水

区画構造物及び区画排水設備等の設計等の対

応を示すこととし、新増設工事における段階

申請でこれらの設備又は機器等の一部を申請

する場合には、溢水防護に係る全体の設計方

針を示し、申請対象設備又は機器等が当該方

針に合致することを説明するものとする。そ

の場合にあっては、設備又は機器等が出揃う

申請時に影響評価等を説明し、対策が基準に

適合することを示すこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７）発電用原子炉施設の蒸気タービン、ポン

プ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に関

する説明書 

蒸気タービン又はポンプ等の損壊に伴う飛散

物の発生に関する評価の内容を含め、防護対

象設備の配置上の配慮及び防護施設の設置等

の措置の内容を説明することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

名称 
添付書類の記載内容 

今回の添付有無 
添付要否の考え方 

ＤＢ ＳＡ 

(3) 

 

再

処

理

施

設

の

技

術

基

準

へ

の

適

合

に

関

す

る

説

明

書 

再処理施設内

における溢水

による損傷の

防止に関する

説明書 

再処理施設の技術基準規則第１２条

及び第３６条の規定に適合すること

を示す。基準要求事項ごとの設計の

内容及び防護措置等を記載するとと

もに，溢水経路等を含めて，影響評

価に係る条件及び結果等を記載する

こととする。 

ただし，これらの説明は溢水防護対

象設備，溢水防護区画及び溢水防護

設備等の設計等の対応を示すことと

し，新増設工事における段階申請で

これらの設備又は機器等の一部を申

請する場合には，溢水防護に係る全

体の設計方針を示し，申請対象設備

又は機器等が当該方針に合致するこ

とを説明するものとする。その場合

にあっては，設備又は機器等が出揃

う申請時に影響評価等を説明し，対

策が基準に適合することを示すこと

とする。 

〇 〇 溢水等による損傷

防止の基準追加箇

所への適合性を説

明するため添付す

る。 

再処理施設内

における化学

薬品の漏えい

による損傷の

防止に関する

説明書 

再処理施設の技術基準規則第１３条

及び第３６条の規定に適合すること

を示す。基準要求事項ごとの設計の

内容及び防護措置等を記載するとと

もに，化学薬品の漏えい経路等を含

めて，影響評価に係る条件及び結果

等を記載することとする。（溢水に

よる損傷の防止に関する説明書の記

載内容に準じる） 

〇 〇 化学薬品の漏えい

による損傷防止の

基準追加箇所への

適合性を説明する

ため添付する。 

再処理施設の

内部飛散物に

よる損傷防止

に関する説明

書 

再処理施設の技術基準規則第１６条

第４項及び第３６条の規定に適合し

ていることを示す。重量物落下又は

回転機器の損壊に伴う飛散物の発生

に関する評価の内容を含め，防護対

象設備の配置上の配慮及び防護施設

の設置等の措置の内容を説明するこ

ととする。 

〇 〇 設計基準対象の施

設及び重大事故等

対処設備の防護設

計についての適合

性を説明するため

添付する。 

通信連絡設備

に関する説明

書 

再処理施設の技術基準第３１条及び

第５１条の規定に適合すること示

す。設計基準事故時に用いる警報装

置及び多様性を確保した通信連絡設

備に関する事項について記載するこ

ととし，設計基準事故時及び重大事

故時において再処理施設内外の通信

連絡をする必要がある場所と通信連

絡を行うために必要な設備が設けら

れていることを示す。 

〇 〇 設計基準対象の施

設及び重大事故等

対処設備に関する

基準変更箇所への

適合性を説明する

ため添付する。 

 

 

添付書類 

名称 
添付書類の記載内容 

今回の添付

有無(DB) 
添付要否の考え方 

(3) 

 

技 

術 

基 

準 

へ 

の 

適 

合 

に 

関 

す 

る 

説 

明 

書 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

通信連絡設備

に関する説明

書 

貯蔵施設の技術基準第２４条第１項及

び第２項の規定に適合すること示す。

事故時に貯蔵施設内の人に必要な指示

をするために警報装置と通信連絡設備

が設けられていること，事故時におい

て貯蔵施設内外の通信連絡をする必要

がある場所と通信連絡を行うために必

要な設備が設けられていることを示

す。 

 

〇 基準変更箇所への

適合性を説明する

ため添付する。 

 

 

 

 

 

・要求

事項が

ないた

め削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・要求

事項が

ないた

め削除 

 

 

 

 

 

・本説

明書は

添付し

ないが

別途申

請書内

で関連

事項を

記載 

 

・添付

書類名

称，記

載内容

の修正 
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<比較検討> 
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発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７）燃料体等又は重量物の落下による使用

済燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び

使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関する

説明書 

技術基準規則第２６条の規定に適合すること

を示す必要があり、燃料体等及びクレーン等

の重量物の落下に対して使用済燃料貯蔵槽内

の燃料体等が破損しないこと及び使用済燃料

貯蔵槽の機能が損なわれないことを説明する

こととする。なお、クレーン等の重量物の落

下に対しては、適切な落下防止対策等を施す

ことにより、使用済燃料貯蔵槽内の燃料体等

が破損しないこと及び使用済燃料貯蔵槽の機

能を維持することを説明してもよいものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

名称 
添付書類の記載内容 

今回の添付有無 
添付要否の考え方 

ＤＢ ＳＡ 

(3) 

 

再

処

理

施

設

の

技

術

基

準

へ

の

適

合

に

関

す

る

説

明

書 

安全避難通路

に関する説明

書 

再処理施設の技術基準規則第１４条

第１項第１号の規定に適合すること

を示す。再処理施設の各建屋におけ

る安全避難通路について記載するこ

ととし，安全避難通路を明示した図

面を示すこととする。 

〇 × 安全避難通路等の

基準変更箇所への

適合性を説明する

ため添付する。 

照明設備に関

する説明書 

再処理施設の技術基準規則第１４条

第１項第２号，同項第３号及び第４

８条の規定に適合することを示す。

再処理施設における避難用照明，設

計基準事故が発生した場合に用いる

作業用照明及び重大事故等発生時の

照明に関する事項を記載することと

し，照明設備を明示した図面を示す

こととする。 

〇 〇 非常用照明の基準

変更箇所への適合

性を説明するため

添付する。 

使用済燃料等

の破損の防止

に関する説明

書 

再処理施設の技術基準規則第１８条

及び第１９条の規定に適合すること

を示す。使用済燃料等の搬送設備に

おける搬送能力，使用済燃料等の破

損の防止，動力喪失時の保持機能に

ついて記載することとする。また，

使用済燃料等の重量物の落下に対し

てライニング等が破損しないこと及

び使用済燃料等の貯蔵設備の機能を

維持できることを説明することとす

る。 

× × 技術基準規則に変

更はないため添付

しない。 

放射性物質の

濃度及び線量

に関する説明

書 

再処理施設の技術基準規則第２４条

第１項の規定に適合することを示

す。放射性廃棄物の処理に関する方

針（発生量等を含む），周辺監視区

域の設定と監視方法､周辺監視区域

境界外における放射性物質の濃度評

価，並びに平常運転時における一般

公衆の線量評価結果を説明すること

とする。 

× × 技術基準規則に変

更はないため添付

しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

名称 
添付書類の記載内容 

今回の添付

有無(DB) 
添付要否の考え方 

(3) 

 

技 

術 

基 

準 

へ 

の 

適 

合 

に 

関 

す 

る 

説 

明 

書 

避難通路等に

関する説明書 

貯蔵施設の技術基準規則第２４条第３

項の規定に適合することを示す。貯蔵

施設における避難通路等について記載

することとし，避難通路等を明示した

図面を示すこととする。 

〇 避難通路等の基準変

更箇所への適合性を

説明するため添付す

る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・添付

書類名

称，記

載内

容，要

否の考

え方の

修正 

・避難

通路に

関する

説明書

にて説

明 

 

 

・要求

事項が

ないた

め削除 

 

 

 

 

 

 

 

・放射

線被ば

くの防

止に関

する説

明書に

て、周

辺監視

区域の

設定と

監視方

法等を

説明す

る 
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発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

１４）計測装置等の構成に関する説明書 

検出器から指示計、記録計又は警報装置に至

るシステム構成を示すブロック図（各機器等

の配置及び校正等実施場所の記載を含む。）

により記載することとする。また、不正アク

セス行為等による被害を防止するための措置

についても記載することとする。 

 

２２）中央制御室の機能、中央制御室外の原

子炉停止機能及び監視機能並びに緊急時制御

室の機能に関する説明書並びに緊急時対策所

の機能に関する説明書 

技術基準規則で規定されている監視及び操作

に係る機能について、誤操作防止に関する説

明を含めて記載することとする。 

 

２７）中央制御室及び緊急時制御室の居住性

に関する説明書並びに緊急時対策所の居住性

に関する説明書 

中央制御室及び緊急時制御室又は緊急時対策

所について、可能な限り運転員又は要員がと

どまることができるように技術基準規則に基

づき実施する放射線防護措置及び有毒ガス等

からの防護措置の有効性を示す評価等を含め

て説明することとする。 

 

２５）管理区域の出入管理設備及び環境試料

分析装置に関する説明書 

管理区域の出入管理設備について記載すると

ともに、重大事故等時において中央制御室、

緊急時制御室又は緊急時対策所の外側が放射

性物質により汚染した場合に、これらの施設

への汚染の持ち込みを防止するために設置す

るチェンジングエリアに係る説明を含めるこ

ととする。 

また、放出管理目標値の管理状況の確認又は

重大事故等時に放射性物質の濃度測定等に関

わる環境試料分析装置（環境放射能測定装置

を含む。）について記載することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

名称 
添付書類の記載内容 

今回の添付有無 
添付要否の考え方 

ＤＢ ＳＡ 

(3) 

 

再

処

理

施

設

の

技

術

基

準

へ

の

適

合

に

関

す

る

説

明

書 

計測制御系

統施設に関

する説明書 

再処理施設の技術基準第２０条，２２

条及び４７条に適合することを示す。

検出器から指示計，記録計又は警報装

置に至るシステム構成を示すブロック

図（各機器等の配置及び校正等実施場

所の記載を含む。）により記載する。 

〇 〇 設計基準対象の施設

及び重大事故等対処

設備に関する基準変

更箇所への適合性を

説明するため添付す

る。 

制御室及び

緊急時対策

所に関する

説明書 

再処理施設の技術基準規則第２３条，

第３０条，第４８条及び第５０条の規

定に適合することを示す。 

技術基準規則で規定されている監視及

び操作に係る機能について，誤操作防

止に関する説明を含めて記載するとと

もに，可能な限り運転員又は要員がと

どまることができるように技術基準規

則に基づき実施する放射線防護措置及

び有毒ガス等からの防護措置の有効性

を示す評価等を含めて説明する。 

また，重大事故等時において緊急時対

策所の外側が放射性物質により汚染し

た場合に，当該施設への汚染の持ち込

みを防止するために設置する出入管理

区画に係る説明を記載する。 

〇 〇 設計基準対象の施設

及び重大事故等対処

設備に関する基準変

更箇所への適合性を

説明するため添付す

る。 

放射線管理

施設に関す

る説明書 

再処理施設の技術基準規則第２１条及

び第４９条の規定に適合することを示

す。管理区域の出入管理設備について

記載する。 

また，放出管理目標値の管理状況の確

認又は重大事故等時に放射性物質の濃

度測定等に関わる常設モニタリング設

備及び代替モニタリング設備等につい

て記載する。 

〇 〇 設計基準対象の施設

及び重大事故等対処

設備に関する基準変

更箇所への適合性を

説明するため添付す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

名称 
添付書類の記載内容 

今回の添付

有無(DB) 
添付要否の考え方 

(3) 

 

技 

術 

基 

準 

へ 

の 

適 

合 

に 

関 

す 

る 

説 

明 

書 

計測設備に

関する説明

書 

貯蔵施設の技術基準第１７条に適合す

ることを示す。検出器から指示計，記録

計又は警報装置に至るシステム構成を

示すブロック図（各機器等の配置及び

校正等実施場所の記載を含む。）により

記載する。 

〇 事業変更許可申請書

において追加された

記載内容を設工認申

請書にも反映するた

め添付する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

放射線管理

施設に関す

る説明書 

貯蔵施設の技術基準規則第１８条の規

定に適合することを示す。管理区域や

周辺監視区域における外部線量当量の

計測，及びそれら必要な情報の表示に

ついて説明する。 

〇 技術基準変更への適

合性について説明す

るため添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・不正

行為の

防止に

ついて

は「再

処理施

設への

人の不

法な侵

入等の

防止に

つい

て」に

て展開

する 

・添付

書類名

称，記

載内

容，要

否の考

え方の

修正 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の考え方】 

<比較検討> 

5－18 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 

 

 

 

３０）非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書 

重大事故の発生防止等のために設置又は保管

する電源車等を含め非常用発電装置の出力の

決定根拠に関して説明することとする。 

また、非常用電源設備に関する火力省令への

適合性及び原子力発電工作物に係る電気設備

に関する技術基準を定める命令（平成２４年

経済産業省令第７０号。以下「原子力電技命

令」という。）への適合性に関する説明を含

めることとする。 

 

３１）常用電源設備の健全性に関する説明書 

技術基準規則第４５条第３項から第６項の規

定に適合することを説明するとともに、常用

電源設備の冷却能力等を踏まえた運転制限等

の評価により、設備の健全性を維持するため

の電気出力上限について説明することとす

る。 

また、常用電源設備に関する原子力電技命令

への適合性に関する説明を含めることとす

る。 

 

８）機器の配置を明示した図面及び系統図 

配置については、要目表に記載される機器の

発電所内での配置が分かるものとする。主配

管の配置を明示した図面については、要目表

に記載する主配管の取付位置、ルート又は機

器との取り合いが分かる配置図とし、平面図

又はアイソメ図のいずれで記載してもよいこ

ととする。また、可搬型の機器等について

は、取付位置の要目表記載と同様、保管して

いる場所についても記載することとする。 

系統図については、テストライン及びミニマ

ムフロ－ライン等を含めて記載することとす

る。 

 

１５）計測装置等の系統図及び検出器の取付

箇所を明示した図面 

計測制御系統施設における計測制御系統図に

ついては、計測装置（沸騰水型発電用原子炉

施設にあっては起動領域計測装置（中性子源

領域計測装置及び中間領域計測装置）及び出

力領域計測装置並びに加圧水型発電用原子炉

施設にあっては中性子源領域計測装置、中間

領域計測装置及び出力領域計測装置（以下

「核計測装置」という。）を除く。）の検出器

について、系統上の配置位置を記載すること

する。核計測装置の検出器については、取付

 

添付書類 

名称 
添付書類の記載内容 

今回の添付有無 
添付要否の考え方 

ＤＢ ＳＡ 

(3) 

 

再

処

理

施

設

の

技

術

基

準

へ

の

適

合

に

関

す

る

説

明

書 

電気設備に

関する説明

書 

再処理施設の技術基準規則第２９条，

第４６条の規定に適合することを示

す。外部電源系統からの電気の供給が

停止した場合に用いる非常用電源設備

及び重大事故等への対処に必要な電力

を確保するための設備に関する事項を

記載する。 

また，非常用電源設備に関する火力省

令への適合性及び原子力発電工作物に

係る電気設備に関する技術基準を定め

る命令（平成２４年経済産業省令第７

０号。以下「原子力電技命令」とい

う。）への適合性に関する説明を含め

ることとする。 

〇 〇 設計基準対象の施設

及び重大事故等対処

設備に関する基準変

更箇所への適合性を

説明するため添付す

る。 

再処理施設

に関する図

面 

図面については，技術基準規則への適

合を示すために必要な系統、配置及び

構造を示す観点から系統図，配置図，

構造図等を示す。 

原則として，仕様表記載対象の設備に

対する図面を本項に添付するものと

し，基本設計方針記載対象の設備に関

する図面については，添付書類の各説

明書内へ必要に応じて添付するものと

する。 

〇 〇 設計基準対象の施設

及び重大事故等対処

設備としての要求事

項を満たす系統、配

置及び構造等につい

て説明するため添付

する。 

 

 

 

添付書類 

名称 
添付書類の記載内容 

今回の添付

有無(DB) 
添付要否の考え方 

(3) 

 

技 

術 

基 

準 

へ 

の 

適 

合 

に 

関 

す 

る 

説 

明 

書 

電気設備に

関する説明

書 

貯蔵施設の技術基準規則第２３条の規

定に適合することを示す。外部電源系

統からの電気の供給が停止した場合に

おいて，監視設備等の必要な設備に給

電できる電源が設けられていることを

説明する。 

〇 技術基準規則に変更

はないが，必要な設

備の範囲等が変更と

なったことから，適

合性について説明す

る。 

図面 図面については，技術基準規則への適

合を示すために必要な系統，配置及び

構造を示す観点から系統図，配置図，

構造図等を示す。 

原則として，要目表記載対象の設備に

対する図面を本項に添付するものと

し，基本設計方針記載対象の設備に関

する図面については，添付書類の各説

明書内へ必要に応じて添付するものと

する。 

〇 施設としての要求事

項を満たす配置及び

構造等について説明

するため添付する。 

 

 

 

 

 

 

・添付

書類名

称，記

載内

容，要

否の考

え方の

修正 

・非常

用電源

設備が

ないこ

とから

削除 

 

・図面

の添付

方法に

ついて

明記 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の考え方】 

<比較検討> 

5－19 

発電所 工認手続きガイド JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

箇所を明示した図面において配置を示すこと

とする。放射線管理施設における放射線管理

用計測装置の系統図については、プロセスモ

ニタリング設備の検出器の系統上の配置位置

を主蒸気管中及び空気抽出器排ガス中等を含

め記載することとする。エリアモニタリング

設備の検出器については、取付箇所を明示し

た図面において平面の配置図により記載する

こととする。 

 

２１）作動又は起動回路の説明図 

原子炉非常停止信号の作動回路の説明図及び

工学的安全施設等の起動（作動）信号の起動

（作動）回路の説明図には、インターロック

ブロック線図を記載することとする。 
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別紙１

ＤＢ ＳＡ

Ⅵ -1 説明書 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 各施設に共通の説明書 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

再処理施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書 1 使用済燃料貯蔵施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書 - 〇 使用済燃料貯蔵施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明に必要な説明書

2 1 本設工認に係る設計の実施、工事及び検査の計画 - 〇 本設工認に係る設計の実施、工事及び検査の計画の説明に必要な説明書

3 使用済燃料貯蔵施設の技術基準への適合性に関する説明書 - 〇 使用済燃料貯蔵施設の技術基準への適合性に関する説明に必要な説明書

3 表 設工認申請対象機器への技術基準への適合性に関する整理 - 〇 使用済燃料貯蔵施設の技術基準への適合性に関する説明に必要な整理表

Ⅵ -1 -1 -1 再処理施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書 7.8 34.36 7 自然現象等による損傷の防止に関する説明書（表紙） 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

Ⅵ -1 -1 -1 -1 再処理施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書 7.8 34.36 7 1 自然現象等による損傷の防止に関する説明書 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

7 1 1 自然現象等による損傷の防止に関する基本方針 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

6 津波による損傷の防止に関する説明書（表紙） 8 〇 津波による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

6 1 津波への配慮に関する説明書 8 〇 津波による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

6 1 1 津波への配慮に関する基本方針 8 〇 津波による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

6 1 2 仮想的大規模津波の設定 8 〇 津波による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

6 1 3 仮想的大規模津波の影響を考慮する施設の選定 8 〇 津波による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

6 1 4 仮想的大規模津波の影響を考慮する施設の設計及び評価方針 8 〇 津波による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

6 1 4 1 仮想的大規模津波に対する使用済燃料貯蔵建屋の影響評価 8 〇 津波による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

6 1 4 2 仮想的大規模津波に対する金属キャスクの影響評価 8 〇 津波による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

6 1 5 仮想的大規模津波に対する受入設備の評価方針及び評価結果 8 〇 津波による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

Ⅵ -1 -1 -1 -2 竜巻への配慮に関する説明書 8 - 7 2 竜巻への配慮に関する説明書 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

7 2 1 竜巻への配慮に関する基本方針 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

7 2 2 竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

7 2 3 竜巻防護に関する施設の設計及び評価方針 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

Ⅵ -1 -1 -1 -3 火山への配慮に関する説明書 8 - 7 3 火山への配慮に関する説明書 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

7 3 1 火山への配慮に関する基本方針 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

7 3 2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

7 3 3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計及び評価方針 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

Ⅵ -1 -1 -1 -4 外部火災への配慮に関する説明書 8 - 7 4 外部火災への配慮に関する説明書 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

7 4 1 外部火災への配慮に関する基本方針 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

7 4 2 外部火災の影響を考慮する施設の選定及び設計方針 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

7 4 3 外部火災防護に関する許容温度及び設定根拠 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

7 4 4 外部火災防護における評価方針 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

7 4 4 1 外部火災防護に対する使用済燃料貯蔵建屋の影響評価 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

7 4 4 2 外部火災防護に対する金属キャスクの影響評価 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

Ⅵ -1 -1 -1 -5 落雷への配慮に関する説明書 8 - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -1 -6 航空機に対する防護設計に関する説明書 8 - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -1 -7 計算機プログラム(解析コード)の概要 - - 17 計算機プログラム（解析コード）に関する説明書 - 〇 計算機プログラム（解析コード）に関する説明に必要な説明書

Ⅵ -1 -1 -2 再処理施設の閉じ込めの機能に関する説明書 - - 2 使用済燃料等の閉じ込めに関する説明書 11,19,22 〇 閉じ込めの機能，廃棄施設（無いこと），換気設備（無いこと）に関する説明に必要な説明書

2 1 金属キャスクの閉じ込めの機能に関する説明書 11,19,22 〇 閉じ込めの機能，廃棄施設（無いこと），換気設備（無いこと）に関する説明に必要な説明書

2 1 1 金属キャスクの閉じ込めの機能に関する説明書（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 11,19,22 〇 閉じ込めの機能，廃棄施設（無いこと），換気設備（無いこと）に関する説明に必要な説明書

2 2 廃棄物貯蔵室に関する説明書 11,19,22 〇 閉じ込めの機能，廃棄施設（無いこと），換気設備（無いこと）に関する説明に必要な説明書

Ⅵ -1 -1 -2 -1 放射性廃棄物の漏えいの拡大防止能力及び施設外への漏えい防止能力についての計算書 10,24,26,28 - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -2 -1 別添1 粉末管等の落下時のグローブボックスの健全性評価に関する説明書 10 - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -2 -2 放射性物質の散逸防止に関する説明書 10 - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -2 -3 逆流防止に関する設計の基本方針 10.28 - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 - - 16 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 - 〇 設備別記載事項の設定根拠に関する説明に必要な説明書

Ⅵ -1 -1 -3 -1 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設) - - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(プール水冷却系) 19 - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(代替注水設備) - 42 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -3 -2 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(再処理設備本体) - - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(代替可溶性中性子吸収材緊急供給系) - 38 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(重大事故時可溶性中性子吸収材供給系) - 38 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時の挙動に関する説明書) - 41 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -3 -3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(放射性廃棄物の廃棄施設) - - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(排風機) 10 - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(貯槽室排気系) 19 - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(換気設備) 28 - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(ガラス固化体貯蔵設備) 25 - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(放射性廃棄物の廃棄施設) 24 - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(代替換気設備(凝縮器)) - 39 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(廃ガス貯留設備) - 38.41 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(重大事故等対処設備による重大事故等時の放射性物質の低減) - 39,40,41 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -3 -4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(その他再処理設備の附属施設) - - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(その他再処理設備の附属施設【圧縮空気設備】) - - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(代替安全圧縮空気系) - 40 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(水素爆発発生時の挙動) - 40 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(臨界事故時水素掃気系) - 38 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(その他再処理設備の附属施設【冷却水設備】) - - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(代替安全冷却水系) - 39 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(放出抑制設備) - 44 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書(水供給設備) - 45 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -3 別添 1 技術基準要求機器リスト - - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -3 別添 2 設定根拠に関する説明書(別添) - - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -4 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 15.16 36 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -4 別添 1 安全上重要な施設の範囲について 15 - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -4 別添 2 可搬型重大事故等対処設備等の保管場所及びアクセスルート - - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -4 別添 3 可搬型重大事故等対処設備の設計方針 - - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -5 再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書 9 - 15 3 人の不法な侵入等防止設備に関する説明書 10 〇 人の不法な侵入等の防止に関する説明に必要な説明書

火災及び爆発の防止に関する説明書 11 35 8 火災及び爆発の防止に関する説明書 12 〇 火災等による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

Ⅵ -1 -1 -6 再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書 12 36 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -7 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書 13 36 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -8 再処理施設の内部飛散物による損傷防止に関する説明書 16 36 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -9 通信連絡設備に関する説明書 31 51 15 2 通信連絡設備等に関する説明書（表紙） 24 〇 通信連絡設備等に関する説明に必要な説明書

15 2 1 通信連絡設備に関する説明書 24 〇 通信連絡設備等に関する説明に必要な説明書

Ⅵ -1 -1 安全避難通路に関する説明書 14 - 15 2 2 避難通路等に関する説明書 24 〇 通信連絡設備等に関する説明に必要な説明書

Ⅵ -1 -1 照明設備に関する説明書 14 48 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 使用済燃料等の破損の防止に関する説明書 18.19 - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 放射性物質の濃度及び線量に関する説明書 24 - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

3 使用済燃料の除熱に関する説明書 16 〇 除熱に関する説明に必要な説明書

3 1 使用済燃料貯蔵建屋の除熱に関する説明書 16 〇 除熱に関する説明に必要な説明書

3 2 金属キャスクの除熱に関する説明書 16 〇 除熱に関する説明に必要な説明書

3 2 1 金属キャスクの除熱に関する説明書（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 16 〇 除熱に関する説明に必要な説明書

Ⅵ -1 -2 計測制御系統施設に関する説明書 - - 12 計測設備に関する説明書 17 〇 計測制御系統施設に関する説明に必要な説明書

12 1 蓋間圧力監視装置に関する説明書 17 〇 計測制御系統施設に関する説明に必要な説明書

12 2 表面温度監視装置に関する説明書 17 〇 計測制御系統施設に関する説明に必要な説明書

12 3 給排気温度監視装置に関する説明書 17 〇 計測制御系統施設に関する説明に必要な説明書

Ⅵ -1 -2 -1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 20, 22, 23 47.48 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -2 -2 使用済燃料貯蔵槽の温度,水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
19, 20, 22,

23
47.48 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

Ⅵ -1 -2 -3 再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握に関する説明書 - 47 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -3 制御室及び緊急時対策所に関する説明書 - - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（再処理施設特有）

Ⅵ -1 -3 -1 制御室及び緊急時対策所の機能に関する説明書 23.3 48.5 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

14 汚染の拡大防止に関する説明書 20 〇 使用済燃料によって汚染された物による汚染の防止に関する説明に必要な説明書

14 1 受入れ区域に関する説明書 20 〇 使用済燃料によって汚染された物による汚染の防止に関する説明に必要な説明書

Ⅵ -1 -4 放射線管理施設に関する説明書 21 49 13 放射線管理施設に関する説明書（表紙） 18 〇 放射線管理施設に関する説明に必要な説明書

13 1 エリアモニタリング設備に関する説明書 18 〇 放射線管理施設に関する説明に必要な説明書

13 2 周辺監視区域境界付近固定モニタリング設備に関する説明書 18 〇 放射線管理施設に関する説明に必要な説明書

13 3 放射線サーベイ機器に関する説明書 18 〇 放射線管理施設に関する説明に必要な説明書

Ⅵ -1 -4 -1 放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 21 49 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -3 -2 制御室及び緊急時対策所の居住性に関する説明書 23.3 48.5 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -3 -2 別添1 空気流入率試験について - - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -3 -2 別添2 制御室換気空調設備のフィルタ除去性能の維持について - - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -5 その他再処理設備の附属施設に関する説明書 - - - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外

Ⅵ -1 -5 -1 電気設備に関する説明書 29 46 15 1 電気設備に関する説明書 23 〇 予備電源に関する説明に必要な説明書

Ⅵ -1 -5 -1 -1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書 29 46 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -5 -1 -2 保安電源設備の健全性に関する説明 29 46 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 - - 2 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 - 〇 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明に必要な説明書

耐震性に関する説明書 5.6 32.33 5 主要な使用済燃料貯蔵施設の耐震性に関する説明書 6,7 〇 使用済燃料貯蔵施設の地盤，地震による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

Ⅳ -1 再処理施設の耐震性に関する基本方針 5.6 32.33 5 1 申請設備に係る耐震設計の基本方針 6,7 〇 使用済燃料貯蔵施設の地盤，地震による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

5 1 1 基準地震動SS及び弾性設計用地震動Sｄの策定概要 6,7 〇 使用済燃料貯蔵施設の地盤，地震による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

5 1 2 地盤の支持性能に係る基本方針 6,7 〇 使用済燃料貯蔵施設の地盤，地震による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

5 1 3 波及的影響評価に係る基本方針及び評価結果 6,7 〇 使用済燃料貯蔵施設の地盤，地震による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

5 1 4 地震応答解析の基本方針 6,7 〇 使用済燃料貯蔵施設の地盤，地震による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

5 1 5 設計用床応答スペクトルの作成方針 6,7 〇 使用済燃料貯蔵施設の地盤，地震による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

5 2 使用済燃料貯蔵建屋の耐震性に関する説明書 6,7 〇 使用済燃料貯蔵施設の地盤，地震による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

設工認添付書類　構成検討

日本原燃　再処理施設設工認　添付書類
技術基準との対応

リサイクル燃料貯蔵　使用済燃料貯蔵施設設工認　添付書類
技術基準との

対応(DB)
添付の有無 備考

添付Ⅲ

-10

-11

(１)

-12

-13

(２)

添付Ⅳ

(省略)
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ＤＢ ＳＡ
日本原燃　再処理施設設工認　添付書類

技術基準との対応
リサイクル燃料貯蔵　使用済燃料貯蔵施設設工認　添付書類

技術基準との
対応(DB)

添付の有無 備考

5 2 1 使用済燃料貯蔵建屋の耐震性に関する計算書 6,7 〇 使用済燃料貯蔵施設の地盤，地震による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

5 3 金属キャスクの耐震性に関する説明書 6,7 〇 使用済燃料貯蔵施設の地盤，地震による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

5 3 1 金属キャスクの耐震性に関する計算書（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 6,7 〇 使用済燃料貯蔵施設の地盤，地震による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

5 3 1 1 金属キャスクの耐震性に係る補足説明資料 6,7 〇 使用済燃料貯蔵施設の地盤，地震による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

5 4 貯蔵架台の耐震性に関する説明書 6,7 〇 使用済燃料貯蔵施設の地盤，地震による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

5 4 1 貯蔵架台の耐震性に関する計算書（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 6,7 〇 使用済燃料貯蔵施設の地盤，地震による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

5 4 1 1 貯蔵架台の耐震性に係る補足説明資料 6,7 〇 使用済燃料貯蔵施設の地盤，地震による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

5 5 受入れ区域天井クレーンの耐震性に関する説明書 6,7 〇 使用済燃料貯蔵施設の地盤，地震による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

5 5 1 受入れ区域天井クレーンの耐震性に関する計算書 6,7 〇 使用済燃料貯蔵施設の地盤，地震による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

5 6 搬送台車の耐震性に関する説明書 6,7 〇 使用済燃料貯蔵施設の地盤，地震による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

5 6 1 搬送台車の耐震性に関する計算書 6,7 〇 使用済燃料貯蔵施設の地盤，地震による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

Ⅳ 別添1 火災防護設備の耐震性についての計算書 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅳ 別添２ 溢水及び薬品防護に係る施設の耐震性に関する説明書 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅳ 別添３ 可搬型重大事故等対処設備等の耐震性に関する説明書 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

強度及び耐食性に関する説明書 17 37 10 主要な容器の強度及び耐食性に関する説明書 14 〇 材料及び構造に関する説明に必要な説明書

Ⅴ -1 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書 17 37 10 1 金属キャスクの強度に関する説明書 14 〇 材料及び構造に関する説明に必要な説明書

10 1 1 金属キャスクの強度に関する計算書（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 14 〇 材料及び構造に関する説明に必要な説明書

10 1 1 1 密封容器の強度に関する計算書 14 〇 材料及び構造に関する説明に必要な説明書

10 1 1 1 1 密封容器の応力解析の方針 14 〇 材料及び構造に関する説明に必要な説明書

10 1 1 1 2 密封容器の応力計算書 14 〇 材料及び構造に関する説明に必要な説明書

10 1 1 2 バスケットの強度に関する計算書 14 〇 材料及び構造に関する説明に必要な説明書

10 1 1 2 1 バスケットの応力解析の方針 14 〇 材料及び構造に関する説明に必要な説明書

10 1 1 2 2 バスケットの応力計算書 14 〇 材料及び構造に関する説明に必要な説明書

10 1 1 3 トラニオンの強度に関する計算書 14 〇 材料及び構造に関する説明に必要な説明書

10 1 1 3 1 トラニオンの応力解析の方針 14 〇 材料及び構造に関する説明に必要な説明書

10 1 1 3 2 トラニオンの応力計算書 14 〇 材料及び構造に関する説明に必要な説明書

10 1 1 4 外筒及び蓋部中性子遮蔽材カバーの強度に関する計算書 14 〇 材料及び構造に関する説明に必要な説明書

10 1 1 5 使用済燃料被覆管の応力計算について（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 14 〇 材料及び構造に関する説明に必要な説明書

10 2 貯蔵架台の強度に関する説明書 14 〇 材料及び構造に関する説明に必要な説明書

10 2 1 貯蔵架台の強度に関する計算書（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 14 〇 材料及び構造に関する説明に必要な説明書

10 2 1 1 貯蔵架台の応力解析の方針 14 〇 材料及び構造に関する説明に必要な説明書

10 2 1 2 貯蔵架台の応力計算書 14 〇 材料及び構造に関する説明に必要な説明書

10 3 金属キャスク及び貯蔵架台の耐食性に関する説明書 14 〇 材料及び構造に関する説明に必要な説明書

10 3 1 金属キャスク及び貯蔵架台の耐食性に関する説明書（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 14 〇 材料及び構造に関する説明に必要な説明書

Ⅴ 別添1 竜巻への配慮が必要な施設の強度に関する説明書 7 2 3 1 竜巻に対する使用済燃料貯蔵建屋の影響評価 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

7 2 4 竜巻に対する電源車の固縛装置の評価方針及び評価結果 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

Ⅴ 別添2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書 7 3 3 1 降下火砕物に対する使用済燃料貯蔵建屋の影響評価 9 〇 外部からの衝撃による損傷の防止に関する説明に必要な説明書

Ⅴ 別添3 溢水への配慮が必要な施設の強度に関する説明書 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない説明書であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

核燃料物質の臨界防止に関する説明書 4 - 1 使用済燃料の臨界防止に関する説明書 5 〇 使用済燃料の臨界防止に関する説明に必要な説明書

1 1 使用済燃料が臨界に達しないことに関する説明書 5 〇 使用済燃料の臨界防止に関する説明に必要な説明書

1 1 1 使用済燃料が臨界に達しないことに関する説明書（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 5 〇 使用済燃料の臨界防止に関する説明に必要な説明書

放射線による被ばくの防止に関する説明書 27 48.5 4 放射線による被ばくの防止に関する説明書 21 〇 遮蔽に関する説明に必要な説明書

4 1 使用済燃料貯蔵建屋の放射線の遮蔽に関する説明書 21 〇 遮蔽に関する説明に必要な説明書

4 2 金属キャスクの放射線の遮蔽に関する説明書 21 〇 遮蔽に関する説明に必要な説明書

4 2 1 金属キャスクの放射線の遮蔽に関する説明書（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 21 〇 遮蔽に関する説明に必要な説明書

11 搬送設備及び受入設備に関する説明書 15 〇 搬入設備及び受入設備に関する説明に必要な説明書

11 1 受入れ区域天井クレーンの金属キャスクの取り扱いに関する説明書 15 〇 搬入設備及び受入設備に関する説明に必要な説明書

11 2 搬送台車の金属キャスクの取り扱いに関する説明書 15 〇 搬入設備及び受入設備に関する説明に必要な説明書

11 3 圧縮空気供給設備に関する説明書 15 〇 搬入設備及び受入設備に関する説明に必要な説明書

15 その他設備に関する説明書（表紙） - 〇 その他設備に関する説明に必要な説明書

9 基本的安全機能を確保する上で必要な施設の検査又は試験及び保守又は修理に関する説明書 13 〇 安全機能を有する施設に関する説明に必要な説明書

Ⅵ -2 再処理施設に関する図面 18 図面 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な図面

Ⅵ -2 -1 構内配置図 18 1 配置図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な図面

18 1 1 リサイクル燃料備蓄センター屋外主要機器配置図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な図面

Ⅵ -2 -2 平面図及び断面図 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない図面（機器配置図や説明書で説明可）であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -2 -4 機器配置図 18 1 2 使用済燃料貯蔵建屋機器配置図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な図面

18 1 3 受変電施設機器配置図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な図面

Ⅵ -2 -3 -1 単線結線図 18 3 系統図及び単線結線図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な系統図，単線結線図

18 3 1 計測設備の系統図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な系統図，単線結線図

18 3 1 1 蓋間圧力監視装置の系統図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な系統図，単線結線図

18 3 1 2 表面温度監視装置の系統図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な系統図，単線結線図

18 3 1 3 給排気温度監視装置の系統図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な系統図，単線結線図

18 3 2 放射線監視設備の系統図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な系統図，単線結線図

18 3 2 1 エリアモニタリング設備の系統図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な系統図，単線結線図

18 3 2 2 周辺監視区域境界付近固定モニタリング設備の系統図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な系統図，単線結線図

18 3 3 電気設備の系統図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な系統図，単線結線図

18 3 3 1 リサイクル燃料備蓄センターの単線結線図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な系統図，単線結線図

18 3 3 2 無停電電源装置の単線結線図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な系統図，単線結線図

18 3 3 3 共用無停電電源装置の単線結線図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な系統図，単線結線図

Ⅵ -2 -5 構造図 18 2 構造図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な構造図

18 2 1 使用済燃料貯蔵設備本体の構造図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な構造図

18 2 2 金属キャスクの構造図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な構造図

18 2 2 1 金属キャスクの構造図（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な構造図

18 2 3 貯蔵架台の構造図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な構造図

18 2 3 1 貯蔵架台の構造図（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な構造図

18 2 4 使用済燃料の受入施設の構造図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な構造図

18 2 4 1 受入れ区域天井クレーンの構造図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な構造図

18 2 4 2 搬送台車の構造図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な構造図

18 2 4 3 仮置架台の構造図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な構造図

18 2 4 4 たて起こし架台の構造図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な構造図

18 2 4 5 検査架台の構造図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な構造図

18 2 4 6 圧縮空気供給設備の構造図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な構造図

18 2 5 使用済燃料貯蔵建屋の構造図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な構造図

18 2 6 電気設備の構造図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な構造図

18 2 6 1 無停電電源装置の構造図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な構造図

18 2 6 2 共用無停電電源装置の構造図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な構造図

18 2 6 3 電源車の構造図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な構造図

18 2 6 4 軽油タンク（地下式）の構造図 - 〇 貯蔵施設技術基準適合説明に必要な構造図

Ⅵ -1 -1 -8 通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない図面（説明書のみで説明可）であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -9 安全避難通路を明示した図面 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない図面（説明書のみで説明可）であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

Ⅵ -1 -1 -10 非常用照明の取付箇所を明示した図面 - × 貯蔵施設技術基準適合説明に必要ない図面（説明書のみで説明可）であることから作成対象外（実用発電炉，再処理施設特有）

添付Ⅴ

(省略)

添付Ⅰ

添付Ⅱ

別添１

別添１

別添１
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4 5 6 8 10 16 20 23

廃止措置
中の施設

維持

NO. イ ロ ハ イ ロ ハ ニ イ ロ ハ ニ ホ イ ロ ハ ニ

1 2 既設 S ① － － － ○ － ○ ○ － ○ ○ ○ － ○ － － － － － － ○ ○ － ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ △ △ － － － － － － － － － － － － － － － ○ － － － － － － － －

2 2 既設 S ② － － － － － ○ ○ － ○ － － － － － － － － － － ○ ○ － ○ － ○ ○ ○ － － ○ ○ － － － － － － － ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

3 2 既設
B

(SS)
② － － － － － 〇 ○ － △ － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

4 2 既設
B

(SS)
② － － － － － ○ ○ － △ － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

5 2 既設 C ③ － － － － － 〇 △ － △ － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － △ － △ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

6 2 既設 C ③ － － － － － 〇 △ － △ － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － ○ － △ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

7 2 既設 C ③ － － － － － 〇 △ － △ － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － △ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

8 2 既設 C ③ － － － － － 〇 △ － － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － △ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

9 2 既設 C ③ － － － － － 〇 △ － △ － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ － ○ － － － ○ － ○ － － － － － － － － － － － － － － － －

10 2 既設 C ③ － － － － － 〇 △ － △ － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ － － ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

11 2 既設 C ③ － － － － － 〇 △ － △ － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － △ － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

12 － 既設 C － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

13 2 既設 C ③ － － － － △ 〇 △ △ △ △ △ － － － △ △ △ － － ○ ○ － △ － △ △ △ － － △ △ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 〇 － － － － － － － － － －

14 － 新設 － － － － － － － － － － △ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

15 2 既設 C ③ － － － － － 〇 △ － △ － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － ○ － － － － － － － － － － － － － － － －

16 2 既設 C ③ － － － － － 〇 － － － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － －

17 2 既設
B

(SS)
① － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － － ○ ○ － － － － － － － ○ － － － － － － － － － － － － － － － ○ ○ ○ － － － － － － － －

18 － 既設 － - － － － － － △ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

19 1 既設 C ③ － － － － － 〇 － － － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － △ △ △ △ △ － － － △ △ － － － － － － － － － － － － ○ △ △ －

20 1 既設 C ③ － － － － － 〇 － － △ △ △ － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － △ △ △ △ △ － － － △ △ － － － － － － － － － － － － ○ △ △ －

21 1 既設 C ③ － － － － － 〇 － － － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ － － △

22 － 既設 C － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

23 1 新設 C ③ － － － － － 〇 － － △ △ △ － － － － － － ○ － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － △ △ △ △ △ － － － △ △ － － － － － － － － － － － － ○ △ △ －

24 2 既設※ C
(一部）

③ － － － － － 〇 － － － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ ○ －

25 安全避難用扉 2 既設 C ③ － － － － － ○ － － － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

26

誘導灯
・通路誘導灯
・避難口誘導灯
・保安灯

2 既設 C ③ － － － － － ○ － － － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

27 動力消防ポンプ 2 既設 C ③ － － － － － ○ － － － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

28

消火器
・粉末（ABC）消火器
・大型粉末消火器
・化学泡消火器

2 既設※ C ③ － － － － － ○ － － － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

29 防火水槽 2 既設 C ③ － － － － － ○ － － － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

30
火災
感知
設備

火災感知設備
・光電式分離型感知器
・光電式スポット型感知器
・差動式スッポット型感知器
・火災受信機
・表示機

2 既設 C ③ － － － － － ○ － － － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

31 防火シャッタ 2 既設 C ③ － － － － － ○ △ － － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

32 防火扉 2 既設 C ③ － － － － － ○ － － － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

33 コンクリート壁 2 既設 C ③ － － － － － ○ － － － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

34
避雷
設備 棟上導体 2 既設 C ③ － － － － － ○ － － － △ － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

35 2 既設
C

(一部）
③ － － － － － 〇 － － － － － ○ － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

36 － 新設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － △ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

37 － 新設 － － － － － － － － － － △ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

38 － 既設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

39 － 既設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

40 － 既設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

受入れ区域架構鉄骨緩衝体
・自主設置であるが，火災等
による損傷の防止について基
本方針書に記載

添付資料（２）

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

１項
３号

１項 ２項 ３項２項 １項

3

１項
３号

１項
４号

２項
１項
１号
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２項
１項
１号

１項
２号

１項
３号

１項
２号

不法
侵入

３項

津波

機器・設備

１項

臨界 地盤

１項 ２項

使用済燃
料貯蔵設
備本体

金属キャスク

貯蔵架台

特殊な
設計

既設
／

新設

分

類

グ

ル
ー

プ

7

地震

１項

耐

震

ク

ラ

ス

申請回

1回
目：
１
／
2回
目：
2

○：当該条項の要求事項に該当する
△：直接条文の要求ではないが，関係する設備，機器
－：当該条項の要求事項に該当しない

14 15 17 18
機能等

11 12 13 19 21

火災 安全機能 材料構造
搬送施設
受入施設

計測制御系統施設 放射線管理施設 遮蔽

１項 ２項

１項
１号

１項
２号

使用済燃料貯蔵施設の技術基準規則

１項
３号

１項
３号

２項
１項
１号

１項
２号

除熱
１項
１号

１項
２号

１項
３号

２項
１項
１号

１項
２号

１項
４号

１項
４号

１項
５号

１項
５号

汚染の
防止

予備
電源

１項 ２項 ３項１項 ２項
１項
１号

１項
２号

廃棄施設 備考換気設備 通信連絡設備等

24

・表示・記録装置は他の監視
装置と共有しており、給排気
温度監視装置で代表する。

仮置架台

たて起こし架台
・たて起こし架台
・衝撃吸収材

検査架台

・表示・記録装置は他の監視
装置と共有しており、給排気
温度監視装置で代表する。

・表示・記録装置は他の監視
装置と共有しており、給排気
温度監視装置で代表する。

・表示・記録装置は他の監視
装置と共有しており、給排気
温度監視装置で代表する。

・自主設備に変更
・設工認，使用前の扱い相談
要

・固定用アンカーは添付
書類の設計方針で記載
予定

・表示・記録装置は他の監視
装置と共有しており、給排気
温度監視装置で代表する。

圧縮空気供給設備
・空気圧縮機
・空気貯槽

エリアモニタリング設備
・ガンマ線エリアモニタ
・中性子線エリアモニタ

周辺監視区域境界付近固定モニ
タリング設備
・モニタリングポスト（NaIシンチ、電離
箱、3He比例計数管）

廃棄物貯蔵室

廃棄物密封容器
・ドラム缶
・ステンレス容器

蓋間圧力監視装置

表面温度監視装置

給排気温度監視装置

漏えい検知器

使用済燃料貯蔵建屋
・使用済燃料貯蔵建屋
・遮蔽ルーバ
・遮蔽扉

通

信

連

絡

設

備

通信連絡設備
・社内電話設備
・送受話器
・警報装置
・衛星携帯電話
・無線連絡設備
・加入電話設備

避
難
通
路

無停電電源装置

電源車

共用無停電電源装置

据置発電機
（自主）

軽油貯蔵タンク
（地下式）

・事業許可で「受変電施設に設
置している無停電電源装置」と
記載している装置
・保安灯用電源（８時間点灯）

受入れ区域天井クレーン

搬送台車

放
射
線
管
理
施
設

放
射
線
監
視
設
備

放射性廃
棄物の廃
棄施設

計

測

制

御

系

統

施

設

計

測

設

備

使

用

済

燃

料

の

受

入

施

設

受

入

れ

設

備

・津波浸水範囲外の高台に設
置する旨基本方針書に記載

火山モニタリング装置

そ

の

他

使

用

済

燃

料

貯

蔵

設

備

の

附

属

施

設

消
防
用
設
備

電気設備（常用電源設備）

電
気
設
備

消
火
設
備

火災
区域
構造
物及
び火
災区
画構
造物

地震観測装置

事務建屋

人の不法な侵入等防止設備

予備緊急時対策所・資機材保管庫

※送受話器は新設
それ以外は既設

・単線結線図（6.9kV常用母
線、420V常用母線、210V常
用母線、105V常用母線）は申
請書に添付

・火災等による損傷の防
止について基本方針書に
記載
・化学泡消火器は新設、
それ以外は既設

・具体的な設備名について
は、核防護上の観点から記載
できない。

別紙２

 5－21
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－1 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

（３）添付書類 
規則別表第２の下欄

においては、発電用

原子炉を設置する工

場又は事業所全体若

しくは発電用原子炉

施設全体に係る添付

書類の要求に加え

て、同表の上欄の発

電用原子炉施設の種

類に応じた添付書類

の要求が規定されて

いる。すなわち、認

可の申請又は届出に

係る工事の内容に関

係あるものについて

添付する必要があ

る。 

６ 設工認申請における添付書類の作成要領 
設工認申請にあたり，原子力規制委員会規則では、各施設の申請に係る設計及び工

事の計画が炉規法に定める各施設において、許可を受けたところ又は規定により届け

出たところによるものであることを説明した書類並びに各施設の申請に係る設計及び

工事の計画が炉規法で定める各施設の技術上の基準（以下「技術基準」という。）に適

合していることを計算によって説明した書類その他の各施設の申請に係る設計及び工

事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類を添付することを要求してい

る。 
この添付書類は，設工認申請した施設（以下「当該施設」という。）の技術基準規則

及び解釈への適合性を示すための書類であることに鑑み，当該施設の詳細設計の考え

方，技術基準規則及び解釈への適合性を示すため，各添付書類に共通する作成要領を

以下にまとめる。なお，記載構成については，原則として先行プラントで認可実績の

ある発電炉工認を参考に作成を行うものとする。また，特記事項のある書類について

は添付書類として別途記載する。 
 
 
1. 基本的な構成※1 
添付書類の章立ての基本的な構成は以下のとおりとする。 
 

1. 概要 
2. 基本方針（技術基準規則及び解釈等の要求項目を含む。） 
3. 評価（該当する場合） 
4. 施設の詳細設計方針 
（以下，必要に応じ添付する。） 
・計算機プログラム（解析コード）の概要等 
※1：書類内容に応じて，各章立ての中の分類を分けることも可とする。 

 
 
2. 具体的な記載内容及び記載にあたっての留意事項 
「1. 基本的な構成」の章立て構成に基づく具体的な記載内容及び記載にあたっての留

意事項を以下に示す。 
 
 
章※2 具体的な記載内容及び留意事項※2 
全般的な 
留意事項 

基本設計方針及び仕様表と整合が図られていること。 
「技術基準規則及び解釈の要求事項に追加又は変更があるもの」に対

して関連する内容を記載する※3。 
書類全体に亘り，極力，記載内容が重複しないようにする。 
分割申請の場合において，後次回申請にて示す項目が存在する場合は

その旨を明記する。（添付１参照） 
※3：全体の繋がりやトーン合わせ等の状況や内容に応じて，例外的 
に追加又は変更のない部分を記載する場合もある。 

 
 
 
 

６．設工認申請における添付書類の作成要領 
設工認申請にあたり，原子力規制委員会規則では、各施設の申請に係る設計及び工

事の計画が炉規法に定める各施設において、許可を受けたところ又は規定により届け

出たところによるものであることを説明した書類並びに各施設の申請に係る設計及び

工事の計画が炉規法で定める各施設の技術上の基準（以下「技術基準」という。）に適

合していることを計算によって説明した書類その他の各施設の申請に係る設計及び工

事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類を添付することを要求してい

る。 
この添付書類は，設工認申請した施設（以下「当該施設」という。）の技術基準規則

及び解釈への適合性を示すための書類であることに鑑み，当該施設の詳細設計の考え

方，技術基準規則及び解釈への適合性を示すため，各添付書類に共通する作成要領を

以下にまとめる。なお，記載構成については，原則として先行プラントで認可実績の

ある発電炉工認を参考に作成を行うものとする。また，特記事項のある書類について

は添付書類として別途記載する。 
 
 

1.  基本的な構成※1 
添付書類の章立ての基本的な構成は以下のとおりとする。 
 

1. 概要 
2. 基本方針（技術基準規則及び解釈等の要求項目を含む。） 
3. 評価（該当する場合） 
4. 施設の詳細設計方針 
（以下，必要に応じ添付する。） 
・計算機プログラム（解析コード）の概要等 
※1：書類内容に応じて，各章立ての中の分類を分けることも可とする。 

 
 
2. 具体的な記載内容及び記載にあたっての留意事項 
「1. 基本的な構成」の章立て構成に基づく具体的な記載内容及び記載にあたっての留

意事項を以下に示す 
 
 
章※2 具体的な記載内容及び留意事項※2 
全般的な 
留意事項 

基本設計方針及び要目表と整合が図られていること。 
「技術基準規則及び解釈の要求事項に追加又は変更があるもの」に 対
して関連する内容を記載する※3。 
書類全体に亘り，極力，記載内容が重複しないようにする。 
分割申請の場合において，原則、説明書の資料単位で申請するものと

する。同一資料内で、後次回申請にて示す項目が存在する場合、目次

と本文中にその旨を明記する。（添付１参照） 
※3：全体の繋がりやトーン合わせ等の状況や内容に応じて，例外的 
に追加又は変更のない部分を記載する場合もある。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正

化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正

化 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－2 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
１．概要 
 

(1) 説明書類の目的や位置付け※4 を記載する。 
 （記載例：再処理施設の設工認） 
本資料は，「再処理施設の技術基準に関する規則」（以下「技術 基準

規則」という。）」第十一条に基づき，火災又は爆発により廃棄物管理

施設の安全性を損なわないよう，火災区域及び火災区画に対して，火

災及び爆発の発生防止，火災及び爆発の感知及び消火並びに火災及び

爆発の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を行うことを説明

するものである。 
また，再処理施設における火災防護対策を具体化するに当たって 

は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」

（以下「火災防護に係る審査基準」という。）を参考として廃棄物管理

施設の特徴及びその重要度を踏まえた火災防護対策を講ずる設計とす

る。 
※4：a. 条文に対応することを示す宣言だけではなく，直接的な要求に

対する説明に関連した特殊な内容を示すことの宣言 
 b. 既設工認の読み込みや他の説明書との関連を示す宣言 
 

２．基本

方 針 
(1) 当該添付書類で説明している全体の流れがわかる概要を記載する。 
 （例：再処理施設の設工認）火災防護に関する説明書 
再処理施設において，冷却及び遮蔽に係る安全機能が火災又は爆発

によって損なわれないよう，適切な火災防護対策を講ずる設計とす

る。具体的には，…火災防護対象設備を設置する火災区域及び火災区

画に対して，廃棄物管理施設の安全性が損なわれないよう，以下に示

す火災及び爆発の発生防止，火災及び爆発の感知及び消火並びに火災

及び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずる。…  
2.1 火災発生防止 
廃棄物管理施設の火災及び爆発の発生防止として，廃棄物管理施 設

で取り扱う化学薬品等のうち，可燃性物質を使用する系統及び機 器に

対する着火源の排除及び漏えい防止対策を講ずる設計とする。また，

…防止する設計とする。…  
(2) 当該施設の設置にあたって評価が必要な場合に，事業変更許可での

評価結果を用いる場合は，その評価結果及びそれを踏まえた 設計方

針を記載する。 
(3) 今後，評価する場合は評価時期，評価方法及び条件，評価結果に応

じてとる措置といった評価方針を記載する。 
(4) 当該施設に係る技術基準規則及び解釈の要求を記載する。 
(5) 事業変更許可申請書の本文記載事項のうち，技術基準規則及び解釈

に対応条文のない事業許可基準規則要求を受けた約束事項があれば

それを記載する。 
(6) 上記以外で関連する規格要求等がある場合も記載する。 
 

 
 
 
 

 
１．概要 
 

(1) 説明書類の目的や位置付け※4 を記載する。 
 （記載例：使用済燃料貯蔵施設の設工認） 
本資料は，「使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則」（以下

「技術基準規則」という。）」第２３条に基づき，外部電源系統からの

電気の供給が停止した場合においても、監視設備やその他の必要な設

備に電気を供給することができる設備として設置される無停電電源装

置、共用無停電電源装置、電源車及び軽油タンク（地下式）の適合性

について説明するものである。 
 
 
 
 
 
※4：a. 条文に対応することを示す宣言だけではなく，直接的な要求

に対する説明に関連した特殊な内容を示すことの宣言 
 b. 既設工認の読み込みや他の説明書との関連を示す宣言 

 
２．基本

方 針 
(1) 当該添付書類で説明している全体の流れがわかる概要を記載する。 
 （例：使用済燃料貯蔵施設の設工認）火災防護に関する説明書 
使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を確保する上では，金属キャ

スク及び貯蔵架台は主要材料が金属製の不燃性材料でありそれ自体が

火災発生源となることはないが，周囲で発生した火災の熱的な影響に

より金属キャスクの基本的安全機能を損なうことのないよう，金属キ

ャスク周囲における火災防護対策を講ずる。・・・ 
 
2.1 火災発生防止 
使用済燃料貯蔵施設で使用する材料は，実用上可能な限り炭素鋼，

難燃又は難燃性ケーブル等の不燃性，難燃性材料を使用する。また，

貯蔵建屋は，落雷による火災発生防止のため避雷設備を設置す

る。・・・ 
 
 
(2) 当該施設の設置にあたって評価が必要な場合に，事業変更許可での

評価結果を用いる場合は，その評価結果及びそれを踏まえた 設計方

針を記載する。 
(3) 今後，評価する場合は評価時期，評価方法及び条件，評価結果に応

じてとる措置といった評価方針を記載する。 
(4) 当該施設に係る技術基準規則及び解釈の要求を記載する。 
(5) 事業許可申請書の本文記載事項のうち，技術基準規則及び解釈に対

応条文のない事業許可基準規則要求を受けた約束事項があればそれ

を記載する。 
(6) 上記以外で関連する規格要求等がある場合も記載する。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載例とし

て、 
使用済燃料

貯蔵施設の

電気設備に

関する説明

書（案）を

記入 
 
 
記載例とし

て、 
使用済燃料

貯蔵施設の

火災及び爆

発の防止に

関する説明

書（案）を

記載 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正

化 
 
 

109/169
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<比較検討> 

 

6－3 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
３．評価 
 
 
 

(1) 「2. 基本方針」(2)又は(3)項で記載した評価に関する内容の詳

細を記載する。 
(2) 評価や解析を行うにあたっては，評価や解析の基本方針，評価

方法，前提条件，評価結果の記載順を基本とした構成とする。 
 
＜留意事項＞ 
事業許可基準規則への適合性確認として実施した有効性評価にて

性能評価を行ったものについては，「有効性評価において性能を有

していることを確認した」旨を記載する。この時，評価条件に合致

していることも記載する。 
評価解析を行うにあたり，結果を導くまでの過程を後から検証で

きるよう，前提条件，使用する計算式及び入力値等を明確にすると

ともに，出典元も記載する。 
ガイド等に準ずる場合，準ずる旨の記載だけでなく，評価や確認

した内容も記載する。 
 

４．施設の 
詳細設計方 
針 

(1) 当該施設の基本設計方針及び要目表記載事項に係る詳細設計方

針を記載する。 
(2) 原則として，設計基準対象の施設及び重大事故等対処施設の設

計方針を融合させた記載とする。 ※5  
(3) 融合が困難な場合は，設計基準対象の施設及び重大事故等対処

施設の両方に共通する大枠の考え方を記載した上で，それぞれ特

徴的なものを個別に記載する。※5  
(4)「3．評価」も考慮した上で，技術基準規則及び解釈並びに事業

許可基準規則を受けて事業変更許可本文に記載している約束事項

等の要求に対して，基本設計方針及び仕様表の記載事項が適合し

ていることを記載する。 
＜留意事項＞ 
構造，仕様及び設置場所（取付位置）等，変更が生じた際に性能

に影響があると考えられるものは記載する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３．評価 
 
 
 

(1) 「2. 基本方針」(2)又は(3)項で記載した評価に関する内容の詳

細を記載する。 
(2) 評価や解析を行うにあたっては，評価や解析の基本方針，評価

方法，前提条件，評価結果の記載順を基本とした構成とする。 
 
＜留意事項＞ 
事業許可基準規則への適合性確認として実施した有効性評価にて

性能評価を行ったものについては，「有効性評価において性能を有

していることを確認した」旨を記載する。この時，評価条件に合致

していることも記載する。 
評価解析を行うにあたり，結果を導くまでの過程を後から検証で

きるよう，前提条件，使用する計算式及び入力値等を明確にすると

ともに，出典元も記載する。 
ガイド等に準ずる場合，準ずる旨の記載だけでなく，評価や確認

した内容も記載する。 
 

４．施設の 
詳細設計方 
針 

(1) 当該施設の基本設計方針及び要目表記載事項に係る詳細設計方

針を記載する。 
 
 
 
 
 
(2)「3．評価」も考慮した上で，技術基準規則及び解釈並びに事業

許可基準規則を受けて事業変更許可本文に記載している約束事項

等の要求に対して，基本設計方針及び仕様表の記載事項が適合し

ていることを記載する。 
＜留意事項＞ 
構造，仕様及び設置場所（取付位置）等，変更が生じた際に性能

に影響があると考えられるものは記載する。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正

化 
SA 施設記

載削除 
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<比較検討> 

 

6－4 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
その他，必 
要に応じ添 
付する書類 

事業変更許可時に作成した｢整理資料｣については，設工認申請書 
の説明書類として添付することの要否を検討する。必要と判断した 
場合であっても，そのまま添付するのではなく，必要な情報を整理 
した上で添付する。この時，原則として文章部分は本文側に含ま

せ，図表のみを添付する。ただし，設工認本文を補足する上で全体

を添付する必要がある場合は，上記によらなくてもよいこととす

る。 
書類を添付する場合は，原則として添付書類本文の章立て等の説

明のまとまり（最小単位）に対して一つまでとし，書類番号を文章

に溶け込ませてリンク先を明確にする※6。また，複数の書類が該

当する場合は，書類の構成を見直し，上記の原則に従う。 
各計算書作成の基本方針及び評価に用いた計算機プログラム（解

析コード）についての説明を添付する。 
＜留意事項＞ 
別添の中に，さらに別紙や添付資料を付けるような，多重階層的な

構成は，極力避ける。 
※6： 
（記載例） 
〇〇については，別添１「〇〇〇〇」に示す。 
 

※2：書類全体の構成として，上記に示す標準的なパターン以外に，「3. 評価」又は

「4. 施設の詳細設計方針」がないパターンや，分冊構成として詳細に記載するパ

ターンも あるため，添付書類で説明する内容に応じて最適なパターンを選択する

など，柔軟に対応することとする。 
※5：重大事故等対処設備が存在しない場合は適用外とする。 
 
 
3. 説明書固有の特記事項が含まれている作成要領 

説明書固有の特記事項が含まれている作成要領については，以下に別紙として記

載する。 
 
(1) 別紙１ 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書の作成要領 
(2) 別紙２ 設工認申請書のうち当社施設の事業変更許可との整合性に関する説明書

の作成要領 
(3)別紙３ 当社施設 強度及び耐食性に関する説明書の記載上の整理について 
(4)別紙４ 当社施設耐震評価を行っている各施設の設工認添付書類記載の整理につい

て 
(5)別紙５ 火災，自然現象，溢水，化学薬品，可搬評価に係る強度・耐震評価の方針

書及び計算書の作成要領 
 
 
 
 
 
 

 
その他，必 
要に応じ添 
付する書類 

事業変更許可時に作成した｢整理資料｣については，設工認申請書 
の説明書類として添付することの要否を検討する。必要と判断した 
場合であっても，そのまま添付するのではなく，必要な情報を整理 
した上で添付する。この時，原則として文章部分は本文側に含ま

せ，図表のみを添付する。ただし，設工認本文を補足する上で全体

を添付する必要がある場合は，上記によらなくてもよいこととす

る。 
書類を添付する場合は，原則として添付書類本文の章立て等の説

明のまとまり（最小単位）に対して一つまでとし，書類番号を文章

に溶け込ませてリンク先を明確にする※５。また，複数の書類が該

当する場合は，書類の構成を見直し，上記の原則に従う。 
各計算書作成の基本方針及び評価に用いた計算機プログラム（解

析コード）についての説明を添付する。 
＜留意事項＞ 
別添の中に，さらに別紙や添付資料を付けるような，多重階層的な

構成は，極力避ける。 
※５： 
（記載例） 
〇〇については，別添１「〇〇〇〇」に示す。 
 

※2：書類全体の構成として，上記に示す標準的なパターン以外に，「3. 評価」又は

「4. 施設の詳細設計方針」がないパターンや，分冊構成として詳細に記載するパ

ターンも あるため，添付書類で説明する内容に応じて最適なパターンを選択する

など，柔軟に対応することとする。 
 
 
 
3. 説明書固有の特記事項が含まれている作成要領 

説明書固有の特記事項が含まれている作成要領については，以下に別紙として記

載する。 
 
(1) 別紙１ 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書の作成要領 
(2) 別紙２ 設工認申請書のうち当社施設の事業変更許可との整合性に関する説明書

の作成要領 
(3)別紙３ 当社施設 強度及び耐食性に関する説明書の記載上の整理について 
(4)別紙４ 当社施設耐震評価を行っている各施設の設工認添付書類記載の整理につ

いて 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当社施設

は、施設・

機器毎の評

価内容の類

似性が小さ

く、類型化

しづらい。 
そのため、

竜巻・火山

等事象単位

での整理・

説明する。

そのため、

別紙５は作

成しない。 
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<比較検討> 

 

6－5 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112/169



発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－6 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

113/169



発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－7 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

３）設備別記載事項

の設定根拠に関する

説明書 

要目表に記載する機

器等が通常運転時、

設計基準事故時、重

大事故等 

時等に機能を要求さ

れる状況で所要の機

能を発揮するための

設計条件の 

設定根拠に関して説

明することとする。 

また、基本設計方針

にのみ記載する機器

等についても、当該

機器等の 

主たる機能に係る仕

様（容量、最高使用

圧力、最高使用温度

又は個数等） 

について設定根拠に

関して説明すること

とする。 

 別紙１ 
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書の作成要領 

1. 概要 
本資料は，設工認申請書の添付書類である「設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書」（以下「設定根拠説明書」という。）の作成にあたっての作成要領を示す。 
 
 

2. 設定根拠説明書の位置付け 
設定根拠説明書の記載内容は，仕様表記載事項のうち以下に示す項目について，仕

様表に記載する機器等が通常運転時，設計基準事故時，重大事故等時等に機能を要求

される状況で所要の機能を発揮するための設計条件の設定根拠に関して記載し，技術

基準規則への適合性を説明する書類としている。 
 
容量，最高使用圧力，最高使用温度，個数，加熱面積，伝熱面積，吐出圧 
力，原動機の出力，外径，漏えい率及び除去効率等 

 
また，基本設計方針にのみ記載する機器等についても，当該機器等の主たる機能に

係る仕様（容量，最高使用圧力，最高使用温度，個数等）について，設定根拠説明書

の別添１で「技術基準規則要求機器リスト」を作成する。選定された設備について，

設定根拠書を作成する設備は，別添２に「設定根拠説明書（別添）」として仕様設定根

拠を記載する。 
設定根拠に関する説明書に記載する設備の選定の考え方については，添付１に示す。 
 
 
3. 設定根拠説明書の構成 
設定根拠説明書は，再処理規則等に記載の施設区分ごとに作成し，その施設区分ご

とに各設備をまとめて作成するものとし，構成は下記とする。 
(1) 表紙 
(2) 各設定値に対するその根拠についての説明 

 
 
4. 設定根拠説明書の作成方針 
設定根拠説明書の作成にあたり設備共通部分の作成方針を以下に示す。設定根拠説

明書は仕様表の記載に併せて，1 設備につき「一つ」とする。 
なお，個別設備の作成方針は「7. 設定根拠説明の対象項目と作成方針」にて記載す

る。 
 
ａ．記載順序 

各設定根拠説明書の記載の順序は，仕様表の記載順に準ずる。 
 
ｂ．既認可から仕様の変更のない設備 

耐震クラスの記載の適正化，溢水防護上の配慮が必要な高さの記載の適正化と

して仕様表作成し，既認可から仕様の変更のない設備については設定根拠説明

書を作成しない。 
 
 
 

別紙１ 
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書の作成要領 

1. 概要 
本資料は，設工認申請書の添付書類である「設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書」（以下「設定根拠説明書」という。）の作成にあたっての作成要領を示す。 
 
 

2. 設定根拠説明書の位置付け 
設定根拠説明書の記載内容は，要目表の記載事項のうち以下に示す項目について，

要目表に記載する機器等が機能を要求される状況で所要の機能を発揮するための設計

条件の設定根拠に関して記載し，技術基準規則への適合性を説明する書類としてい

る。 
 
容量，最高使用圧力，最高使用温度，個数，伝熱面積，吐出圧 
力，原動機の出力，外径等 

 
また，基本設計方針にのみ記載する機器等についても，当該機器等の主たる機能に

係る仕様（容量，最高使用圧力，最高使用温度，個数等）について，設定根拠説明書

の別添１で「技術基準規則要求機器リスト」を作成する。選定された設備について，

設定根拠書を作成する設備は，別添２に「設定根拠説明書（別添）」として仕様設定根

拠を記載する。 
なお、当社の設備の多くは単独で設置されていることから、複数設置されている設

備のみ個数を記載する。 
 
3. 設定根拠説明書の構成 
設定根拠説明書は，使用済燃料貯蔵施設に関する規則等に記載の施設区分ごとに作

成し，その施設区分ごとに各設備をまとめて作成するものとし，構成は下記とする。 
(1) 表紙 
(2) 各設定値に対するその根拠についての説明 

 
 
4. 設定根拠説明書の作成方針 
設定根拠説明書の作成にあたり設備共通部分の作成方針を以下に示す。設定根拠説

明書は要目表の記載に併せて，1 設備につき「一つ」とする。 
なお，個別設備の作成方針は「7. 設定根拠説明の対象項目と作成方針」にて記載す

る。 
 
ａ．記載順序 

各設定根拠説明書の記載の順序は，要目表の記載順に準ずる。 
 
ｂ．既認可から仕様の変更のない設備 

耐震クラスの記載の適正化として要目表を作成し，既認可から仕様の変更のな

い設備については設定根拠説明書を作成しない。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
設計基準事

故、重大事

故等は規定

していない 
 
記載の適正

化 
 
個数記載の

考え方を追

記 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正

化 
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<比較検討> 

 

6－8 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
ｃ．設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用する場合 

複数の設備（系統）区分の機能を持つ設備で，設計基準対象施設と重大事故等

対処設備の両方の機能を持つものは，仕様表の記載に併せて，設計基準対象施

設の設備（系統）区分にて設定根拠説明書を作成する。記載にあたっては，設

備（系統）区分ごとに内容を記載する。 （記載例①参照） 
 
ｄ．重大事故等対処設備として複数の設備（系統）区分で兼用する場合 

重大事故等対処設備の機能のみを持つ設備で，複数の設備（系統）区分 の機能

を持つものは，仕様表の記載に併せて，一つの設備（系統）区分に て設定根拠

説明書を作成する。記載にあたっては，設備（系統）区分ごと に内容を記載す

る。 （記載例②参照） 
 

ｅ．概要説明 
各設備の設定根拠説明書の冒頭で，概要説明として以下の内容を記載する。 

(a) 設計基準対象の施設 
設計基準対象の施設として以下の内容を記載する。既設工認において，既

に設定根拠説明書を作成している設備については，その設定根拠説明書を呼

込む。 
 （記載例③参照） 

なお，記載については発電炉工認における記載内容を基本とし，当社施設

のプラント設計に合わせた設計方針を記載する。 
 ・設計基準対象施設として，各設備について要求される機能（設備仕様を

設定する際の条件等）を記載する。 
 （記載例④参照） 

 
(b) 重大事故等対処設備 

・原則，各設備に要求されている技術基準規則の各条文の要求事項を記載す

る。  
（記載例⑤参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

・上記要求事項に対して，要求される機能を満足する上で，必要な系 統構成等

を記載する。 
 （記載例⑥参照） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ｃ．概要説明 
各設備の設定根拠説明書の冒頭で，概要説明として以下の内容を記載する。 

(a)対象の施設 
以下の内容を記載する。既設工認において，既に設定根拠説明書を作成し

ている設備については，その設定根拠説明書を呼込む。 
 
なお，記載については発電炉工認における記載内容を基本とし，当社施設

のプラント設計に合わせた設計方針を記載する。 
 ・各設備について要求される機能（設備仕様を設定する際の条件等）を記

載する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SA 施設記

載削除 
 
 
SA 施設記

載削除 
 
 
 
 
 
 
 
設計基準対

象設備、重

大事故等対

処設備の区

分けがない

ことから、

各設備とす

る。 
 
 
 
 
SA 施設記

載削除 
 

各設備に要求されている条文は，事業変更許可申請書の「重

大事故等対処設備の設備分類等」にて分類している事業許可

基準規則の各条文に対応する技術基準規則の条文とする。 

115/169



発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－9 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
 
 
 
 
 
 
 

(c) 配管 
配管については設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の系統概略を記載

する。  
（記載例⑦参照） 

 
(d) 重大事故等時に流路として使用する設備 

重大事故等時に設計基準対象施設の一部を流路として使用する設備について

は設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の系統概略を記載する。 
 
 
5. 設定根拠説明書内で記載する「同様の使用方法」の定義 
設計基準対象施設として使用する設備を重大事故等時においても使用する場合の設

定根拠説明書内に記載する「設計基準対象施設と同様の使用方法」とは，各設備の記

載内容（容量，圧力，温度等）のうち，設計基準対象施設として使用する場合の設計

条件と変わらない場合（注）に使用する。 
ただし，対象配管の上流に当該設備の設定の根拠となる設備（冷却器，ポンプ 等）

がある場合には，その設備の重大事故等時における使用圧力，使用温度を基 に配管の

重大事故等時の根拠を記載する。 
（注） 重大事故等時の条件が設計基準対象施設の設計段階にて基とした条件（系 

統構成，流体の種類等）と同じ。 
 （記載例⑧参照） 

 
 
6. 重大事故等時に使用する場合の圧力及び温度について 
重大事故等対処設備については，重大事故等時において使用する場合の圧力及び温

度に関して記載することから，施設区分の冒頭の設定根拠の最高使用圧力及び最高使

用温度の項目にて注記を付記し，重大事故等時において使用する場合の 圧力及び温度

であることを記載した上で以降省略する旨を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

(c) 配管 
配管については系統概略を記載する。  

 
 
 

 
SA 施設記

載削除 
 
 
設計基準対

象設備、重

大事故等対

処設備の区

分けがな

い。 
 
 
SA 施設記

載削除 
 
 
 
重大事故等

の想定が無

く削除。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
重大事故等

の想定が無

く削除。 

系統構成等を記載するにあたっては，原則，基本設計方針に

記載する機能喪失を想定する設備，使用する設備，系統構成

等を記載する。複数の条文に対して，系統構成等が同じであ

る場合 は，まとめて記載するが，記載項目が多岐に亘る場

合には，箇条書きで記載する。 
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7. 設定根拠説明の対象項目と作成方針 

 (a) 共通設備の作成方針 
（記載例⑨参照） 

 
設備 項目 単位 作成方針 
熱交換器 
熱交換器 
熱交換器 

容量 ｋW/個 ・容量（交換熱量）を設定した条件とそのと

きの必要容量を記載する。 
・複数の設備（系統）区分を有する場合は，

その設定根拠を記載する。 
・新設設備について，複数の容量の合計にて

容量が設定されている場合は，容量の内訳

を記載する。 
・既工認対象の既設設備については， 設工

認本文に記載している容量にて 技術基準

規則に適合していることを使用前検査にて

確認していることから，設計段階にて評価

した容量の内訳は記載しない。その場合，

施設時と系統構成を含めて変わらないこと

を記載する。 
・公称値の設定根拠についても記載する。 

伝熱面積 m2 ・容量（交換熱量）を満たすのに必要な伝熱

面積の算出方法の概要及び算 出結果を記

載する。 
・公称値の設定根拠についても記載する。 

最高使用

圧力 
（管側） 

MPa ・最高使用圧力を設定した条件を示し，その

ときの圧力を示した上で， 最高使用圧力

の設定根拠を記載する。なお，他の機器の

最高使用圧力に準じる場合は，上流側の機

器を基本とし，下流側の機器を呼込む場合 
は，下流側機器を根拠とする理由を記載す

るとともに，互いに呼込まないよう留意す

る。また，複数の系統 構成がある場合

は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 
・設計基準対象施設の最高使用圧力と 重大

事故等時の使用圧力が異なる場合は，それ

ぞれ記載する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. 設定根拠説明の対象項目と作成方針 
 
 
 
設備 項目 単位 作成方針 
金属キャスク（ＢＷ

Ｒ用大型キャスク

（タイプ２A）） 

容量 体 ・使用済燃料集合体の体数を設定

した条件と、体数の設定根拠を

記載する。 
最高使用圧

力 
MPa ・最高使用圧力を設定した条件を

示し，そのときの圧力を示した

上で，最高使用圧力の設定根拠

を記載する。 
最高使用圧

力 
℃ ・最高使用温度を設定した条件を

示し，そのとき温度を示した上

で，最高使用温度の設定根拠を

記載する。 
 
 
設備 項目 単位 作成方針 
受入れ区域天井クレ

ーン 
容量 ｔ ・定格荷重を設定した条件と、定

格荷重の設定根拠を記載する。 
 
 
設備 項目 単位 作成方針 
搬送台車 容量 ｋｇ ・定格荷重を設定した条件と、定

格荷重の設定根拠を記載する。 
 
設備 項目 単位 作成方針 
仮置架台 容量 ｋｇ ・定格荷重を設定した条件と、定

格荷重の設定根拠を記載する。 
個数 － ・設置個数と個数の根拠を記載す

る。 
 
 
設備 項目 単位 作成方針 
たて起こし架台 容量 ｋｇ ・定格荷重を設定した条件と、定

格荷重の設定根拠を記載する。 
 
 
設備 項目 単位 作成方針 
衝撃吸収材 圧潰圧力 MPa ・圧潰圧力を設定した条件を示

し，そのときの圧力を示した上

で，圧潰圧力の設定根拠を記載

する。 
 

 
 
 
 
 
当社におけ

る対象設備

と項目を記

載 
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熱交換器 最高使用

圧力 
（胴側） 

MPa ・最高使用圧力を設定した条件を示し，その

ときの圧力を示した上で，最高使用圧力の

設定根拠を記載する。なお，他の機器の最

高使用圧力 に準じる場合は，上流側の機

器を基本とし，下流側の機器を呼込む場合 
は，下流側機器を根拠とする理由を記載す

るとともに，互いに呼込まないよう留意す

る。また，複数の系統 構成がある場合

は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 
・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事

故等時の使用圧力が異なる場合は，それぞ

れ記載する。 
最高使用

温度 
（管側） 

℃ ・最高使用温度を設定した条件を示し，その

とき温度を示した上で，最高使用温度の設

定根拠を記載する。 なお，他の機器の最

高使用温度に準じる場合は，上流側の機器

を基本とし，下流側の機器を呼込む場合

は， 下流側機器を根拠とする理由を記載

するとともに，互いに呼込まないよう留意

する。また，複数の系統構成 がある場合

は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 
・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事

故等時の使用温度が異なる場合は，それぞ

れ記載する。 
最高使用

温度 
（胴側） 

℃ ・最高使用温度を設定した条件を示し，その

ときの温度を示した上で， 最高使用温度

の設定根拠を記載する。なお，他の機器の

最高使用温度に準じる場合は，上流側の機

器を基本とし，下流側の機器を呼込む場合

は，下流側機器を根拠とする理由を記載す

るとともに，互いに呼込まないよう留意す

る。また，複数の系統構成がある場合は，

その旨を記載し，どの系統を根拠としてい

るか記載する。 
・設計基準対象施設の最高使用温度と 重大

事故等時の使用温度が異なる場合は，それ

ぞれ記載する。 
個数 － ・常設設備については設置個数を，可搬型設

備については保有数を記載する。 
・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を

兼用している設備については，それぞれの

個数の根拠を記載する。 
 
 

 

 
設備 項目 単位 作成方針 
蓋間圧力監視装置 計測範囲 MPa ・計測範囲の根拠を記載する。 

個数 － ・設置個数と個数の根拠を記載す

る。 
 
 
設備 項目 単位 作成方針 
表面温度監視装置 計測範囲 ℃ ・計測範囲の根拠を記載する。 

 
 
設備 項目 単位 作成方針 
給排気温度監視装置 計測範囲 ℃ ・計測範囲の根拠を記載する。 

個数 － ・設置個数と個数の根拠を記載す

る。 
 
 
設備 項目 単位 作成方針 
廃棄物貯蔵室 容量 － ・ドラム缶の体数を設定した条件

と、体数の設定根拠を記載す

る。 
 
 
設備 項目 単位 作成方針 
ガンマ線エリアモニ

タ 

計測範囲 μSv/h ・計測範囲の根拠を記載する。 
個数 － ・設置個数と個数の根拠を記載す

る。 
 
 
設備 項目 単位 作成方針 
中性子線エリアモニ

タ 

計測範囲 μSv/h ・計測範囲の根拠を記載する。 
個数 － ・設置個数と個数の根拠を記載す

る。 
 
 
設備 項目 単位 作成方針 
NaI（TI）シンチレ

ーション検出器 

（モニタリングポス

ト） 

計測範囲 nGy/h ・計測範囲の根拠を記載する。 
個数 － ・設置個数と個数の根拠を記載す

る。 

 
設備 項目 単位 作成方針 
電離箱 

（モニタリングポス

ト） 

計測範囲 nGy/h ・計測範囲の根拠を記載する。 
個数 － ・設置個数と個数の根拠を記載す

る。 
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設備 項目 単位 作成方針 
ポンプ 容量 m3/h/個 ・ポンプ容量を決定した条件とそのときの必

要容量を記載する。 
・複数の設備（系統）区分を有する場合は，

その設定根拠を記載する。 ・公称値の設

定根拠についても記載する。 
・新設設備について，複数の容量の合計にて

容量が設定されている場合は，容量の内訳

を記載する。 
・既工認対象の既設設備については， 設工

認本文に記載している容量にて 技術基準

規則に適合していることを使用前検査にて

確認していることから，設計段階にて評価

した容量の内訳は記載しない。その場合，

施設時 と系統構成を含めて変わらないこ

と を記載する。 
・重大事故シーケンスにおいて，解析条件と

して使用されている設備については，主要

なシーケンスを記載し，有効性評価解析に

てその容量の有効性が確認されている旨を

記載する。 
揚程又は

吐出圧力 
m、

MPa 
・新設設備について，揚程の内訳である，水

源と移送先の圧力差，静水頭，機器圧損，

配管圧損（ホース， 弁圧損を含む）につ

いて記載する。 
・既工認対象の既設設備については， 設工

認本文に記載している揚程にて 技術基準

規則に適合していることを 使用前検査に

て確認していることから，設計段階にて評

価した揚程の内 訳は記載しない。その場

合，施設時 と系統構成を含めて変わらな

いことを記載する。なお，新たに設工認対

象となる既設設備については，新設設備と

同様に揚程の内訳を記載する。 
・公称値の設定根拠についても記載する。 

原動機出

力 
kW/個 ・原動機出力の設定根拠を記載する。 な

お，新設設備及び，新たに設工認 対象と

なる既設設備については，原 則，ポンプ

の最大流量又は定格流量 における必要軸

動力の計算過程を示す。 
 
 
 
 
 

 
 
設備 項目 単位 作成方針 
3He 比例計数管 計測範囲 μSv/h ・計測範囲の根拠を記載する。 

 
 
 
 
設備 項目 単位 作成方針 
無停電電源装置 
共用無停電電源装置 

容量 kVA ・容量（kVA）を設定した条件と

その条件における必要容量を記

載する。 
蓄電池容量 Ah ・所定の時間を給電するのに必要

な蓄電池容量を記載する。 
蓄電池個数 個 ・所定の容量で給電するのに必要

な蓄電池の個数を記載する。 
 
設備 項目 単位 作成方針 
電源車 容量 kVA ・容量（kVA）を設定した条件と

そのときの必要容量を記載す

る。 
 
設備 項目 単位 作成方針 
軽油貯蔵タンク（地

下式） 
 
 

容量 kL ・容量（キロリットル）を設定し

た条件とそのときの必要容量を

記載する。 
・公称値の設定根拠についても記

載する。 
最高使用圧

力 
MPa ・最高使用圧力を設定した条件を

示し，そのときの圧力を示した

上で，最高使用圧力の設定根拠

を記載する。 
最高使用圧

力 
℃ ・最高使用温度を設定した条件を

示し，そのとき温度を示した上

で，最高使用温度の設定根拠を

記載する。 
個数 － ・設置個数を記載する。 

 
今後、設備・項目の追加があれば追記する。 
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ポンプ 最高使用

圧力 
MPa ・最高使用圧力を設定した条件を示し，その

ときの圧力を示した上で，最高使用圧力の

設定根拠を記載する。なお，他の機器の最

高使用圧力に準じる場合は，上流側の機器

を基本とし，下流側の機器を呼込む場合 
は，下流側機器を根拠とする理由を記載す

るとともに，互いに呼込まないよう留意す

る。また，複数の系統 構成がある場合

は，その旨を記載 し，どの系統を根拠と

しているか記載する。 
・設計基準対象施設の最高使用圧力と 重大

事故等時の使用圧力が異なる場合は，それ

ぞれ記載する。 
最高使用

温度 
℃ ・最高使用温度を設定した条件を示し，その

ときの温度を示した上で， 最高使用温度

の設定根拠を記載する。なお，他の機器の

最高使用温度 に準じる場合は，上流側の

機器を基本とし，下流側の機器を呼込む場

合 は，下流側機器を根拠とする理由を 記
載するとともに，互いに呼込まないよう留

意する。また，複数の系統 構成がある場

合は，その旨を記載し，どの系統を根拠と

しているか記載する。 
・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事

故等時の使用温度が異なる場 合は，それ

ぞれ記載する。 
個数 － ・常設設備については設置個数を，可搬型設

備については保有数を記載する。 
・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を

兼用している設備については，それぞれの

個数の根拠を記載する。 
・原動機の個数について，ポンプと電動機が

一体の場合には，「○○ポンプ（電動機含

む）は，…」と明記する。なお，ポンプと

電動機が一体でない場合は個別に個数を記

載する。 
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<比較検討> 

 

6－14 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 
設備 項目 単位 作成方針 
容器 容量 m3/個 ・容量を設定した根拠とその必要容量を記

載する。 
・複数の設備（系統）区分を有する場合

は，その設定根拠を記載する。 
・公称値の設定根拠についても記載する。 
・新設について，複数の容量の合計にて容

量が設定されている場合は，容量の内訳

を記載する。 
・既設設備について，設工認本文に記載し

ている容量にて技術基準規則に適合して

いることを使用前検査にて確認している

ことから，設計段階にて評価した容量の

内訳は記載しない。 
・重大事故シーケンスにおいて，解析条件 
として使用されている設備については，

主要なシーケンスを記載し，有効性評価

解析にてその容量の有効性が確認されて

いる旨を記載する。 
最高使用

圧力 
MPa ・最高使用圧力を設定した条件を示し，そ 

のときの圧力を示した上で，最高使用圧

力の設定根拠を記載する。なお，他の機

器の最高使用圧力に準じる場合は，上流

側の機器を基本とし，下流側の機器を呼

込む場合は，下流側機器を根拠とする理

由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成

がある場合は，その旨を記載し，どの系 
統を根拠としているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大

事故等時の使用圧力が異なる場合 は，

それぞれ記載する。 
最高使用

温度 
℃ ・最高使用温度を設定した条件を示し，そ

のときの温度を示した上で，最高使用温 
度の設定根拠を記載する。なお，他の機

器の最高使用温度に準じる場合は，上流

側の機器を基本とし，下流側の機器を呼 
込む場合は，下流側機器を根拠とする理

由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成

がある場合は，その旨を記載し，どの系 
統を根拠としているか記載する 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大

事故等時の使用温度が異なる場合は，そ

れぞれ記載する。 
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<比較検討> 

 

6－15 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

容器 個数 － ・常設設備については設置個数を，可搬型

設備については保有数を記載する。 
・設計基準対象施設と重大事故等対処設備

を兼用している設備については，それぞ

れの個数の根拠を記載する。 
 
 

設備 項目 単位 作成方針 
貯蔵槽 容量 m3/個 ・容量を設定した根拠とその必要容量を記載す

る。 
・公称値の設定根拠についても記載する。 

最高使

用圧力 
MPa ・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのと

きの圧力を示した上で， 最高使用圧力の設定

根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用

圧力に準じる場合は，上流側の機器を基 本と

し，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機

器を根拠とする理由を 記載するとともに，互

いに呼込まないよう留意する。また，複数の

系統構成がある場合は，その旨を記載 し，ど

の系統を根拠としているか記載する。 
・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故

等時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記

載する。 
最高使

用温度 
℃ ・最高使用温度を設定した条件を示し，そのと

きの温度を示した上で， 最高使用温度の設定

根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用

温度 に準じる場合は，上流側の機器を基本と

し，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機

器を根拠とする理由を 記載するとともに，互

いに呼込まないよう留意する。また，複数の

系統 構成がある場合は，その旨を記載し，ど

の系統を根拠としているか記載する。 
・設計基準事故対象施設の最高使用温度と重大

事故等時の使用温度が異なる場合は，それぞ

れ記載する。 
個数 － ・常設設備については設置個数を，可搬型設備

については保有数を記載する。 
・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼

用している設備については，それぞれの個数

の根拠を記載する。 
 
 

122/169



発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－16 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
 
設備 項目 単位 作成方針 
ろ過装置 容量 m3/個 ・容量を設定した根拠とその必要容量を記載

する。 ・複数の容量の合計にて容量が設

定されている場合は，容量の内訳を記載す

る。 
・公称値の設定根拠についても記載する。 

最高使用

圧力 
MPa ・最高使用圧力を設定した条件を示し，その

ときの圧力を示した上で，最高使用圧力の

設定根拠を記載す る。なお，他の機器の

最高使用圧力に準じる場合は，上流側の機

器を基本とし，下流側の機器を呼込む場合

は，下流側機器を根拠とする理由を記載す

るとともに，互いに呼込まないよう留意す

る。また，複数の系統構成がある場合は，

その旨を記載し，どの系統を根拠としてい

るか記載する。 
・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事

故等時の使用圧力が異なる場合は，それぞ

れ記載する。 
最高使用

温度 
℃ ・最高使用温度を設定した条件を示し，その

ときの温度を示した上で， 最高使用温度

の設定根拠を記載する。なお，他の機器の

最高使用温度に準じる場合は，上流側の機

器を基本とし，下流側の機器を呼込む場合

は，下流側機器を根拠とする理由を記載す

るとともに，互いに呼込まないよう留意す

る。また，複数の系統構成がある場合は，

その旨を記載し，どの系統を根拠としてい

るか記載する。 
・設計基準事故対象施設の最高使用温度と重

大事故等時の使用温度が異なる場合は，そ

れぞれ記載する。 
個数 － ・常設設備については設置個数を，可搬型設

備については保有数を記載する。 
・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を

兼用している設備については，それぞれの

個数の根拠を記載する。 
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<比較検討> 

 

6－17 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
設備 項目 単位 作成方針 
安全弁 
逃がし弁 

吹出圧力 MPa ・吹出圧力の設定根拠について記載する。な

お，上・下流設備，配管の最高使用圧力に

準じている場合はその旨を記載し，互いに

呼込まないよう留意する。 
個数 － ・常設設備については設置個数を，可搬型設

備については保有数を記載する。 
・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を

兼用している設備については，それぞれの

個数の根拠を記載す る。 
 
 

設備 項目 単位 作成方針 
主要弁 最高使

用圧力 
MPa ・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのと

きの圧力を示した上で，最高使用圧力の設定

根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用

圧力に準じる場合は，上流側の機器を基本と

し，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機

器を根拠とする理由を記載するとともに，互

いに呼込まないよう留意する。また，複数の

系統構成がある場合は，その旨を記載し，ど

の系統を根拠としているか記載する。 
・設計基準事故対象施設の最高使用圧力と重大

事故等時の使用圧力が異なる場合は，それぞ

れ記載する。 
最高使

用温度 
℃ ・最高使用温度を設定した条件を示し，そのと

きの温度を示した上で， 最高使用温度の設定

根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用

温度に準じる場合は，上流側の機器を基本と

し，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機

器を根拠とする理由を記載するとともに，互

いに呼込まないよう留意する。また，複数の

系統構成がある場合は，その旨を記載し，ど

の系統を根拠としているか記載する。 
・設計基準事故対象施設の最高使用温度と重大

事故等時の使用温度が異なる場合は，それぞ

れ記載する。 
個数 － ・常設設備については設置個数を，可搬型設備

については保有数を記載する。 
・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼

用している設備については，それぞれの個数

の根拠を記載する。 
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<比較検討> 

 

6－18 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
設備 項目 単位 作成方針 
主配管 最高使用

圧力 
MPa ・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのと

きの圧力を示したで， 最高使用圧力の設定

根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用

圧力に準じる場合は，上流側の機器を基本と

し，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機

器を根拠とする理由を記載するとともに，互

いに呼込まないよう留意する。また，複数の

系統構成がある場合は，その旨を記載し，ど

の系統を根拠としているか記載する。 
・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故

等時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記

載する。 
・複数の最高使用圧力を設定する配管のうち，

それぞれの設定根拠に明確な差異がない場合

は，前段で複数設定する根拠を記載する。 
 

最高使用

温度 
℃ ・最高使用温度を設定した条件を示し，そのと

きの温度を示した上で，最高使用温度の設定

根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用

温度に準じる場合は，上流側の機器を基本と

し，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機

器を根拠とする理由を記載するとともに，互

いに呼込まないよう留意する。また，複数の

系統構成がある場合は，その旨を記載し，ど

の系統を根拠としているか記載する。 
・設計基準事故対象施設の最高使用温度と重大

事故等時の使用温度が異なる場合は，それぞ

れ記載する。 
・複数の最高使用温度を設定する配管のうち，

それぞれの設定根拠に明確な差異がない場合

は，前段で複数設定する根拠を記載する。 
 

 外径 ㎜ ・重大事故等対処設備として新たに設置した配

管については，当該配管における流量を示

し，その流量と配管外径及び標準流速におけ

る流量の関係の表から最小配管呼び径が選定

され，当該配管の外径が最小配管呼び径以上

であることを記載する。（原則として記載例⑩
に倣い記載） 
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<比較検討> 

 

6－19 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 
 
設備 項目 単位 作成方針 
主配管 外径 ㎜ ・重大事故等対処設備として新たに設置した配

管については，当該配管における流量を示

し，その流量と配管外径及び標準流速におけ

る流量の関係の表から最小配管呼び径が選定

され，当該配管の外径が最小配管呼び径以上

であることを記載する。（原則として記載例⑩
に倣い記載） 

・ホース類は，重大事故等時の可搬性，接続性

等を考慮して選定していることを記載する。 
・差込み継手の内径は，標準流速を基に径を選

定しないため，原則とし記載しない。 
・重大事故等対処設備として新たに設置した配

管については，当該配管における流量を示

し，その流量と配管外径及び標準流速におけ

る流量の関係の表から最小配管呼び径が選定

され，当該配管の外径が最小配管呼び径以上

であることを記載する。（原則として記載例⑩
に倣い記載） 

・設計基準対象施設を重大事故等対処設備とし

て使用する配管であって，設計基準対象施設

として使用する場合と流量が変わらない又は

設計基準対象施設と同様の使用方法である旨

を記載し，標準流速表は省略する。なお，標

準流速を超えて使用する場合については問題

ない旨を記載する。（原則として記載例⑩に倣

い記 載） 
・ホース類は，重大事故等時の可搬性，接続性

等を考慮して選定していることを記載する。 
・差込み継手の内径は，標準流速を基に径を選

定しないため，原則とし記載しない。 
個数 － ・可搬型設備の保有数を記載する。 
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<比較検討> 

 

6－20 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 
設備 項目 単位 作成方針 
送（排）

風機 
容量 m3/h/個 ・送（排）風機容量を決定した条件と その

ときの必要容量を記載する。 
・公称値の設定根拠についても記載する。 

原動機出

力 
kW/個 ・原動機出力の設定根拠を記載する。 な

お，新設設備及び新たに設工認対象となる

既設設備については，原則，送（排）風機

の最大風量又は定格風量における必要軸動

力の計算過 程を示す。 
個数 － ・常設設備については設置個数を，可 搬型

設備については保有数を記載する。 
・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を

兼用している設備については，それぞれの

個数の根拠を記載する。 
・原動機の個数について，送（排）風機と電

動機が一体の場合には，「○○送（排）風機

（電動機含む）は， …」と明記する。な

お，送（排）風機と電動機が一体でない場

合は個別に個数を記載する。 
フィルタ 効率 ％ ・効率の設定根拠を記載する。 
 個数 － ・常設設備については設置個数を，可搬型設

備については保有数を記載する。 
・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を

兼用している設備については，それぞれの

個数の根拠を記載する。 
 

(b) 重大事故等時に流路として使用する設備重大事故等時に設計基準対象の施設

の一部を流路として使用する設備については，重大事故等時の流路として設

定根拠説明書を作成する。作成にあたっては，重大事故等時に設計基準対象

の施設としての機能を使用せず，流路としてのみ使用することから，設定根

拠の説明としては，流路としての機能に係る項目（最高使用圧力，最高使用

温度，個数）の設定根拠のみを記載する。なお，その他の項目については

「－」とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127/169



発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－21 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 別紙２ 
当社事業変更許可との整合性に関する説明書の作成要領 

１．概要 
本資料は、設工認に添付書類として要求される「事業変更許可との整合性に関す

る説明書」（以下「説明書」という。）の作成にあたっての作成要領を示す。 
 
 

２．基本方針 
設工認が変更許可申請書の基本方針に従った詳細設計であることを、変更許可申

請書との整合性により説明する。 
変更許可申請書との整合性は、変更許可申請書「本文※１」と設工認のうち「基

本設計方針」及び「仕様表」について説明するとともに、変更許可申請書「本文※
２」に記載する解析条件についても整合性を説明する。 

 
また、変更許可申請書「添付書類※３」のうち「本文※１」に係る設備設計を記

載している箇所については、変更許可申請書「本文※１」の関連情報として記載す

る。 
 （記載例①参照） 

本資料は、本設工認の申請範囲に対する許可との整合性を示す資料であるため、

申請範囲外に関する設工認は記載しない。 
※１ 再処理・廃棄物：（四号），濃縮・加工（三号） （以下同様）  
※２ 再処理：（八号），加工：（六号），廃棄物・濃縮（対象なし）（以下同

様） 
※３ 再処理：六，廃棄物・濃縮・加工：五 （以下同様） 

 
 
３．説明書の構成 
（１） 説明書の構成は、以下のとおり。 
・表紙 
・目次 
・概要 
・基本方針 
・説明書の構成 
・事業変更許可との整合性 

 
（２）「事業変更許可との整合性」内の文章構成は変更許可申請書「本文※１」に記載

された順とする。 
 （記載例②参照） 

   また、様式は比較表形式とし、左欄から変更許可申請書「本文※１」、変更許可申

請書「添付書類※３」、「設工認」、「整合性」及び「備考」を記載する。 
分割申請の場合において、当該項目が後次回申請で示す内容である場合は、目次

上に「後次回」であることを示す。 
 （記載例②-1 参照） 

なお、変更許可申請書「本文※2」については、変更許可申請書「本文※１」内の

該当箇所に挿入する。 
 （記載例③参照） 

別紙２ 
当社事業許可との整合性に関する説明書の作成要領 

１．概要 
本資料は、設工認に添付書類として要求される「事業許可との整合性に関する

説明書」（以下「説明書」という。）の作成にあたっての作成要領を示す。 
 
 

２．基本方針 
設工認が事業許可申請書の基本方針に従った詳細設計であることを、変更許可

申請書との整合性により説明する。 
事業許可申請書との整合性は、事業許可申請書「本文」と設工認のうち「基本

設計方針」及び「仕様表」について説明する。 
 
 
また、事業許可申請書「添付書類六」のうち「本文」に係る設備設計を記載し

ている箇所については、変更許可申請書「本文」の関連情報として記載する。 
 

 
本資料は、本設工認の申請範囲に対する許可との整合性を示す資料であるた

め、申請範囲外に関する設工認は記載しない。 
 
 
 
 
 
 
３．説明書の構成 
（１） 説明書の構成は、以下のとおり。 
・表紙 
・目次 
・概要 
・基本方針 
・説明書の構成 
・事業変更許可との整合性 

 
 
（２）「事業許可との整合性」内の文章構成は変更許可申請書「本文」に記載された順

とする。 
 
  また、様式は比較表形式とし、左欄から変更許可申請書「本文」、変更許可申請書

「添付書類六」、「設工認」、「整合性」及び「備考」を記載する。 
分割申請の場合において、当該項目が後次回申請で示す内容である場合は、目次

上に「後次回」であることを示す。 
 

 

 
 
記載の適正

化 
 
 
 
 
記載の適正

化 
 
 
事業許可申

請書に事故

対応等の解

析の記載は

ないので削

除 
 
記載の適正

化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正

化 
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<比較検討> 

 

6－22 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 （３）「設工認」に基本設計方針を記載する場合は、施設区分、番号及び表題を記載

し、「基本設計方針」であることも記載する。 
さらに，「基本設計方針」が共通項目の場合にはその旨も記載する。 

 （記載例④参照） 
また、仕様表を記載する場合は、施設区分を記載し、「仕様表」であることも記

載する。    
（記載例⑤参照） 

 
（４）変更許可申請書と設工認との整合性確認については、変更許可申請書 「本文※

１」と同等の「設工認」の記載箇所に実線のアンダーラインを引く。 
 （記載例⑥参照） 

また、記載が異なる箇所には破線のアンダーラインを引き、「設工認」が変更許

可申請書「本文※１」と整合していることを「整合性」欄に記載する。 
 （記載例⑦参照） 
整合性の結果については、変更許可申請書「本文」の各項目（イ、ロ、ハ、 

…）の冒頭に整合結果を総括して記載する。 
変更許可申請書「本文※2」との整合性に関する補足説明は一重枠囲みにより記

載する。 
 （記載例⑧a 参照） 

また、「本文※１」との整合性に関する補足説明は原則として「整合性」欄に記

載するが、欄外に記載する場合は別途、二重枠囲みにより記載する。 
 （記載例⑧b 参照） 

なお、整合性を説明する記載の例は表１のとおり。 
 
（５）設備の兼用について整合性を説明する場合、設工認の欄には兼用している設備

の主登録先の仕様表等を記載し、変更許可申請書の兼用記載との整合性を示す。 
 （記載例⑨参照） 

 
（６）その他 

 ・「基本設計方針」又は変更許可申請書「添付書類※３」の段落の一部を抜粋する場

合、「中略」と記載して抜粋であることを明示する。 
 （記載例⑩参照） 

 
・説明書中のほかの箇所を指す場合は、変更許可申請書「本文」の項目をアドレス

として表示する。（例：変更許可申請書（本文）「ニ.（1）せん断処理設備」に示

す。）  
（記載例⑪参照） 

 
・整合性を説明するために、記載箇所を明示する必要がある場合又は同じ段落に複

数の説明箇所がある場合には、該当箇所に番号を記載する。（例：ロ-①） 
 （記載例⑫参照） 

 
・変更許可申請書「添付書類※３」については、上記（4）において設工認にアンダ

ーラインを引いた箇所について、同等の記載箇所には実線、記載が異なる箇所に

は破線のアンダーラインを引いて明示する。  
（記載例⑬参照） 

（３）「設工認」に基本設計方針を記載する場合は、施設区分、番号及び表題を記載

し、「基本設計方針」であることも記載する。 
さらに，「基本設計方針」が共通項目の場合にはその旨も記載する。 

   
また、仕様表を記載する場合は、施設区分を記載し、「仕様表」であることも記

載する。    
 

 
（４）変更許可申請書と設工認との整合性確認については、変更許可申請書 「本文」

と同等の「設工認」の記載箇所に実線のアンダーラインを引く。 
 

また、記載が異なる箇所には破線のアンダーラインを引き、「設工認」が変更許

可申請書「本文」と整合していることを「整合性」欄に記載する。 
 
整合性の結果については、変更許可申請書「本文」の各項目（イ、ロ、ハ、 

…）の冒頭に整合結果を総括して記載する。 
 
 
 

 
また、「本文」との整合性に関する補足説明は原則として「整合性」欄に記載す

るが、欄外に記載する場合は別途、二重枠囲みにより記載する。 
  
なお、整合性を説明する記載の例は表１のとおり。 

 
 
 
 
 
 

（５）その他 
 ・「基本設計方針」又は事業許可申請書「添付書類六」の段落の一部を抜粋する場

合、「中略」と記載して抜粋であることを明示する。 
 

・説明書中のほかの箇所を指す場合は、変更許可申請書「本文」の項目をアドレス

として表示する。（例：事業許可申請書（本文）「ニ. 使用済燃料の受入施設の構

造及び設備。）  
 
・整合性を説明するために、記載箇所を明示する必要がある場合又は同じ段落に複

数の説明箇所がある場合には、該当箇所に番号を記載する。（例：ロ-①） 
 
・変更許可申請書「添付書類六」については、上記（4）において設工認にアンダ

ーラインを引いた箇所について、同等の記載箇所には実線、記載が異なる箇所に

は破線のアンダーラインを引いて明示する。  
 

 
記載例の参

照を削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載例の参

照を削除 
 
事業許可申

請書に事故

対応等の解

析の記載は

ないので削

除 
 
 
 
 
 
設備の兼用

は無いの

で、削除 
 
 
 
記載の適正

化 
 
記載例の参

照を削除 
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<比較検討> 

 

6－23 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  

表１ 整合性の記載パターン（例） 
ケース 記載例 
各項の整合性結果 

 （記載例⑭参照） 
変更許可申請書（本文）第〇号△項
において、設工認の内容は、以下

の通り整合している。 
設工認の記載が変更許可申請書 （本文）

の記載と同義（同一設備又は含む）記載と

なっている場合 
 （記載例⑮参照） 

設工認の「〇〇」は、（必要に応じ

て理由を記載）変更許可申請書

（本文）の「△△」〔の内容、の区

分〕と同義〔同一設備〕であり 
〔を含んでおり、記載しており〕 
整合している。 

変更許可申請書（本文）の記載を 設工認

では具体的に〔詳細に〕記載している場合 
 （記載例⑯参照） 

設工認の「〇〇」は、〔必要に応じ

て理由を記載〕変更許可申請書

（本文）の「△△」を具体的に〔詳

細に〕記載しており整合して い
る。 

同一機器（〇〇）で設備（系統）区分が設

工認（設備名）と変更許可申請書（本文）

（設備名）で異なる場合 
 （記載例⑨参照） 

「〇〇」は、変更許可申請書（本

文）における「設備名」を設工認 
の（主たる登録として）「施設名」

のうち「設備名」に整理して おり

整合している。 
変更許可申請書（本文）との整合性を別の

箇所で説明する場合  
（記載例⑰参照） 

変更許可申請書（本文）「□.□ 
◇◇◇」に示す。 

今回の設工認の対象外の事項 
 （記載例⑱） 

変更許可申請書（本文）において

許可を受けた「〇〇」は、本設工

認の対象外である。 
変更許可申請書（本文）で詳細設計を不要

としている事項 （記載例⑲参照） 
変更許可申請書（本文）で設計上

の考慮は不要としている。 
単位等が異なるため、記載する数値（寸

法、圧力等）が異なる場合 
（計算式、単位換算等にて整合性 
を示す。） 外径＝内径＋板厚×2 
〇〇MPa＝△△kg/cm2 G 

運用のため保安規定で対応する事項 変更許可申請書（本文）の「〇

〇」は、保安規定にて対応する。 
分割申請であり、後次回申請で示す内容の

場合  
（記載例⑳） 

後次回申請以降に整合性を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

表１ 整合性の記載パターン（例） 
ケース 記載例 
各項の整合性結果 事業許可申請書（本文）第〇号△項

において、設工認の内容は、以下

の通り整合している。 
設工認の記載が変更許可申請書 （本文）

の記載と同義（同一設備又は含む）記載と

なっている場合 

設工認の「〇〇」は、（必要に応じ

て理由を記載）事業許可申請書

（本文）の「△△」〔の内容、の区

分〕と同義〔同一設備〕であり 
〔を含んでおり、記載しており〕 
整合している。 

変更許可申請書（本文）の記載を 設工認

では具体的に〔詳細に〕記載している場合 
 

設工認の「〇〇」は、〔必要に応じ

て理由を記載〕事業許可申請書

（本文）の「△△」を具体的に〔詳

細に〕記載しており整合して い
る。 

同一機器（〇〇）で設備（系統）区分が設

工認（設備名）と変更許可申請書（本文）

（設備名）で異なる場合 
 

「〇〇」は、事業許可申請書（本

文）における「設備名」を設工認 
の（主たる登録として）「施設名」

のうち「設備名」に整理して おり

整合している。 
変更許可申請書（本文）との整合性を別の

箇所で説明する場合  
 

事業許可申請書（本文）「□.□ 
◇◇◇」に示す。 

今回の設工認の対象外の事項 事業許可申請書（本文）において

許可を受けた「〇〇」は、本設工

認の対象外である。 
変更許可申請書（本文）で詳細設計を不要

としている事項  
事業許可申請書（本文）で設計上

の考慮は不要としている。 
単位等が異なるため、記載する数値（寸

法、圧力等）が異なる場合 
（計算式、単位換算等にて整合性 
を示す。） 外径＝内径＋板厚×2 
〇〇MPa＝△△kg/cm2 G 

運用のため保安規定で対応する事項 事業許可申請書（本文）の「〇

〇」は、保安規定にて対応する。 
分割申請であり、後次回申請で示す内容の

場合  
後次回申請以降に整合性を示す。 

 

 
記載例の参

照を削除 
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<比較検討> 

 

6－24 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 再処理事業変更許可との整合性に関する説明書（例） 
 

 
 
 

使用済燃料貯蔵施設の事業許可との整合性に関する説明書（例） 
 

  
 
 

 

事
業
許
可
申
請
書
の
本
文
四
号
の
順
番
に
記
載
す
る
。 

次回申請の場合は、目次にその旨を記載する。 
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発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 
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<比較検討> 

 

6－26 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  

１．概要 
本資料は、「核燃料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下 法」と

いう。）第 51 条の 5 第 1 項の許可を受けたところによる設工認であることが、法第 
51 条の 7 第 3 項 1 号で認可基準として規定されており、当該基準に適合すること

を説明するものである。 
 
 

２．基本方針 
設計及び工事の計画が再処理事業変更許可申請書（以下「変更許可申請書」とい

う。）の基本方針に従った詳細設計であることを、変更許可申請書との整合性により示

す。 
変更許可申請書との整合性は、変更許可申請書「本文（四号）」と設工認のうち「基

本設計方針」及び「機器等の仕様に関する記載事項」（以下「仕様表」という。）につ

いて示すとともに、変更許可申請書「本文（八号）」に記載する解析条件についても整

合性を示す。 
また、変更許可申請書「添付書類六」のうち「本文（四号）」に係る詳細設計を記載

している箇所については、変更許可申請書「本文（四号）」の関連情報と して記載す

る。 
なお、設置変更許可申請書の基本方針に記載がなく、設工認において詳細設計を行

う場合は、設置変更許可申請書に抵触するものではないため、本資料には記載しな

い。 
 
 
３．説明書の構成 
 （１）説明書の構成は比較表形式とし、左欄から「変更許可申請書（本文）」、「設置

変更許可申請書（添付書類六）」、「設工認」、「整合性」及び「備考」を記載する。 
 
（２）説明書の記載順は、変更許可申請書「本文（四号）」に記載する順とする。な

お、「本文（八号）」については、「本文（四号）」内の該当箇所に挿入 する。 
 
（３）変更許可申請書と設工認の記載が同等の箇所には、実線のアンダーラインで明

示する。記載等が異なる場合には破線のアンダーラインを引くとともに、設工認

が変更許可申請書と整合していることを明示する。 
 
（４）変更許可申請書「本文（八号）」との整合性に関する補足説明は一重枠囲みによ

り記載する。変更許可申請書「本文（四号）」との整合性に関する補足説明は原則

として「整合性欄」欄に記載するが、欄内に記載しきれないものについては別

途、二重枠囲みにより記載する。 
 
（５）設置変更許可申請書「添付書類六」については、上記（３）において工事の計

画にアンダーラインを引いた箇所について、同等の記載箇所には実線、記載が異

なる箇所には破線のアンダーラインを引いて明示する。 
 

 

１．概要 
本資料は、「核燃料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下 法」と

いう。）第 43 条の 7 第 1 項の許可を受けたところによる設工認であることが、法

第 43 条の 8 第 3 項 1 号で認可基準として規定されており、当該基準に適合する

ことを説明するものである。 
 
 

２．基本方針 
設計及び工事の計画が再処理事業許可申請書（以下「事業許可申請書」という。）の

基本方針に従った詳細設計であることを、事業許可申請書との整合性により示す。 
変更許可申請書との整合性は、事業許可申請書「本文（四号）」と設工認のうち「基

本設計方針」及び「機器等の仕様に関する記載事項」（以下「仕様表」という。）につ

いて示す。 
 
 
また、事業許可申請書「添付書類六」のうち「本文（四号）」に係る詳細設計を記載

している箇所については、事業許可申請書「本文（四号）」の関連情報と して記載す

る。 
なお、事業許可申請書の基本方針に記載がなく、設工認において詳細設計を行う場

合は、事業許可申請書に抵触するものではないため、本資料には記載しない。 
 
 
 
３．説明書の構成 
 （１）説明書の構成は比較表形式とし、左欄から「事業許可申請書（本文）」、「設置

事業許可申請書（添付書類六）」、「設工認」、「整合性」及び「備考」を記載する。 
 
 
（２）説明書の記載順は、事業許可申請書「本文（四号）」に記載する順とする。 
 
 
（３）事業許可申請書と設工認の記載が同等の箇所には、実線のアンダーラインで明

示する。記載等が異なる場合には破線のアンダーラインを引くとともに、設工認

が事業許可申請書と整合していることを明示する。 
 
（４）事業許可申請書「本文（四号）」との整合性に関する補足説明は原則として「整

合性欄」欄に記載するが、欄内に記載しきれないものについては別途、二重枠囲

みにより記載する 
 
 
（５）設置変更許可申請書「添付書類六」については、上記（３）において工事の計

画にアンダーラインを引いた箇所について、同等の記載箇所には実線、記載が異

なる箇所には破線のアンダーラインを引いて明示する。 
 
 
 

 
 
 
記載の適正

化 
 
 
 
 
記載の適正

化 
 
 
 
 
 
 
事業許可申

請書に事故

対応等の解

析の記載は

ないので削

除 
 
記載の適正

化 
 
 
 
 
 
事業許可申

請書に事故

対応等の解

析の記載は

ないので削

除 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－27 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  

 

 
記載例 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－28 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  

 
 

 
記載例は、作成に伴う整合性の記載パターンの追加時に作成する。 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－29 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  

 
 

 
記載例は、作成に伴う整合性の記載パターンの追加時に作成する。 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－30 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  

 
 

 
記載例は、作成に伴う整合性の記載パターンの追加時に作成する。 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－31 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  

 
 

 
記載例は、作成に伴う整合性の記載パターンの追加時に作成する。 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－32 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
別紙３ 

当社施設 強度及び耐食性に関する説明書の記載上の整理について 
1. 基本的考え方 

今回の設工認申請設備について，新たに制定された技術基準規則のうち強度に関

する要求事項への適合性については「強度及び耐食性に関する説明書」に記載す

る。また，自然現象等特殊な荷重を考慮した評価等は，施設や機器等の単位で整理

する方針とし，それらの資料は「強度及び耐食性に関する説明書」の「別添」とし

て扱う。 
 
 

2. 整理方針 
(1) 強度評価の対象範囲は，今回申請の工事計画本文に記載の機器等のうち技術基準

規則において材料及び構造の要求のある機器や防護設備等で強度評価が必要とな

る機器等とする。 
 
(2) 「強度及び耐食性に関する説明書」については，技術基準規則第 17 条及び第 27
条の規定に適合することを示す必要があり，技術基準規則において「施設の安全

性を確保する上で重要なもの」と記載されていることから，「施設の安全性を確保

する上で重要なもの」に該当するものとして，安全上重要な施設，溶接検査対象

設備（技術基準規則の解釈にて規定のある再処理第１種機器～第５種機器），重大

事故等対処設備及びその他放射性物質の漏えい防止の観点から評価が必要となる

設備を記載対象とする。また，準拠規格として引用しているＪＳＭＥ設計・建設

規格では，設計上定める条件又は各運転状態における最高使用圧力（内圧含む）

及び設計機械的荷重（自重及び配管反力等)に対して許容応力を定めて評価するこ

とが定められており，設計機械的荷重には地震荷重は含めず，地震荷重は別途取

扱うとされていることから設計条件及び各運転状態に対する評価とする。 
  
(3) 自然現象等特殊な荷重を考慮した評価が必要な機器等及び技術基準規則の機器区

分に該当しない機器等の強度評価については，「強度及び耐食性に関する説明書」

の別添として整理し説明する。具体的な説明書及び対象機器を「表 1 「強度及び

耐食性に関する説明書」別添で整理を行う対象機器」に示す。なお，別添として

整理する説明書には，原則，方針，方法及び計算結果を記載することとし，方針

については，その他の説明書との関係を確認し整理する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別紙３ 

当社施設 強度及び耐食性に関する説明書の記載上の整理について 
1. 基本的考え方 

今回の設工認申請設備について，新たに制定された技術基準規則のうち強度に関

する要求事項への適合性については「主要な容器の強度及び耐食性に関する説明

書」に記載する。また，自然現象等特殊な荷重を考慮した評価等は，施設や機器等

の単位で整理する方針とし、それらの資料は「自然現象等による損傷の防止に関す

る説明書」に記載する。 
 
 

2. 整理方針 
(1) 強度評価の対象範囲は，今回申請の工事計画本文に記載の機器等のうち技術基

準規則において材料及び構造の要求のある機器や防護設備等で強度評価が必要と

なる機器等とする。 
 
(2) 「主要な容器の強度及び耐食性に関する説明書」については，技術基準規則第

14 条及び第 21 条の規定に適合することを示す必要があり，技術基準規則におい

て「使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を確保する上で重要なもの」と記載さ

れていることから，「使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を確保する上で重要な

もの」に該当するものとして，使用済燃料貯蔵設備本体を記載対象とする。ま

た，準拠規格として引用しているＪＳＭＥ設計・建設規格では，設計上定める条

件又は各運転状態における最高使用圧力（内圧含む）及び設計機械的荷重（自重

及び配管反力等)に対して許容応力を定めて評価することが定められており，設計

機械的荷重には地震荷重は含めず，地震荷重は別途取扱うとされていることから

設計条件及び各運転状態に対する評価とする。 
 
 
(3) 当社施設は，施設・機器毎の評価内容の類似性が小さく，類型化しづらい。そ

のため，類型化した施設・機器単位での整理・説明よりも，自然現象等の現象単

位での整理・説明の方が効率的となることから，自然現象等特殊な荷重を考慮し

た評価が必要な機器等の強度評価については，「自然現象等による損傷の防止に関

する説明書」に記載する。 

 
 
 
 
記載の適正

化 
 
評価等の記

載個所の変

更 
 
 
 
 
 
 
記載の適正

化 
 
 
SA 施設記

載削除 
 
 
 
 
 
 
 
評価等の記

載個所の変

更 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－33 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
表 1 「強度及び耐食性に関する説明書」別添で整理を行う対象機器 
  

説明書 対象機器 備考 
【竜巻】 
竜巻への配慮が必要な施

設の強度に関する説明書 
（方針，方法，計算結果) 

・防護対処施設  
・飛来物防護ネット  
・飛来物防護板  
・竜巻より防護すべき施設を内包す

る施設  
・主排気筒  
・配管及び弁  
・換気空調設備  
・屋外の重大事故等対処設備の固縛

装置及び固定装置  
・波及的影響を及ぼす可能性がある

施設  
・建屋  
・排気管，放出管及びベント管 

別添１ 

【火山】 火山への配慮が 
必要な施設の強度に関す

る説明書 （方針，方法，

計算結果） 

・ディーゼル発電機吸気口  
・建屋  
・冷却塔 

別添２ 

 
 

説明書 対象機器 備考 
【溢水】 
溢水及び薬品漏えいへの

配慮が必要な施設の強度

に関する説明書 （方針，

方法，計算結果） 

・貫通部止水処置  
・水密扉（対象確認中）  
・堰  
・防水扉  
・防護カバー  
・緊急遮断弁 

別添３ 

 
 

説明書 対象機器 備考 
発電用火力設備の技術基

準による強度に関する説

明書 （方針，方法，評価

結果） 

 別添３ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
表 1  自然現象等特殊な荷重を考慮した評価が必要な機器 
  

説明書 対象機器 備考 
【竜巻】 
竜巻への配慮に関する説明書 
（方針，方法，計算結果) 

 
 
・使用済燃料貯蔵建屋 
 
 

 

【火山】 
火山への配慮に関する説明書  
（方針，方法，計算結果） 

 
 
・使用済燃料貯蔵建屋 
 

 

【外部火災】 
外部火災への配慮に関する説

明書 
（方針，方法，計算結果） 

 
・使用済燃料貯蔵建屋 
・金属キャスク 
 

 

 
 
 

 

当社強度評価対象精査中 

可搬型の強度評価対象精査中 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－34 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  

強度及び耐食性に関する説明書 目次 
 

Ⅴ 強度及び耐食性に関する説明書 
 
 
 
 
 
 
別添 1 竜巻への配慮が必要な施設の強度に関する説明書 
別添 2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書 
別添 3 溢水及び薬品漏えいへの配慮が必要な施設の強度に関する説明書 
別添 4 非常用発電装置（可搬型）の強度に関する説明書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

自然現象等特殊な荷重を考慮した評価が記載される説明書は以下の通り。 
 
 
 
 
 

津波への配慮に関する説明書 目次 
 

 添付-6-1-4-1 仮想的大規模津波に対する使用済燃料貯蔵建屋の影響評価 
 添付-6-1-4-2 仮想的大規模津波に対する金属キャスクの影響評価 
 添付-6-1-5  仮想的大規模津波に対する受入設備の評価方針と評価結果 
 
 
 

竜巻への配慮に関する説明書 目次 
 

 添付-7-2-3-1 竜巻に対する使用済燃料貯蔵建屋の影響評価 
 添付-7-2-4  電源車の固縛装置の強度計算書 
 
 
 

火山への配慮に関する説明書 目次 
 

 添付-7-3-3-1 降下火砕物に対する使用済燃料貯蔵建屋の影響評価 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

目次精査中 
（確認・修正用） 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－35 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 別紙４ 
当社施設 耐震評価を行っている各施設の 

設工認添付書類記載の整理について 
 
1. 基本的な考え方 
当社各施設の技術基準規則に係る「火災防護設備」，「溢水防護設備」，「化学薬品防

護設備」のうち，基準地震動Ｓｓに対して機能を保持するとしている設備について

は，その耐震計算方法が当社各施設の技術基準規則の「地震による損傷の防止」にお

ける要求に基づき実施する耐震計算方法と共通であることから，これらの設備の耐震

計算書を当社各施設の添付書類「耐震性に関する説明書」にまとめる。 
また，当社各施設の技術基準規則の「可搬型重大事故等対処設備」についても同様

に，基準地震動Ｓｓに対して機能を保持していることの評価を実施していることか

ら，その耐震計算書を当社各施設の添付書類「耐震性に関する説明書」にまとめる。 
ただし，上記の設備は当社各施設の技術基準規則「地震による損傷の防止」以外へ

の適合性を説明する上で，基準地震動Ｓｓに対する耐震性を確認しているものである

ことから，当社各施設の添付書類「耐震性に関する説明書」の別添として整理する。 
 
 

2. 整理方針 
(1) 当社各施設の添付書類「耐震性に関する説明書」 
○ 添付書類「耐震性に関する説明書」は，当社各施設の「地盤」並びに「地震による

損傷の防止」の条文に適合することを説明することを基本とする。 
○ 上記条文以外への適合性を説明する各資料にて，基準地震動Ｓｓに対して機能を保

持するとしている以下の設備の耐震計算書については，当社各施設の添付書類「耐

震性に関する説明書」の別添として示す旨を，当社各施設の添付書類「耐震設計の

基本方針」に記載する。 
・火災防護設備 
・溢水防護設備 
・化学薬品防護設備 
・可搬型重大事故等対処設備 

○機能維持評価における機能確認済加速度について，添付書類「機能維持の検討方

針」に施設共通となる機能確認済加速度を記載する。また，これとは異なる機能確

認済加速度として，加振試験等を実施して得られたものを適用する場合には，各計

算書に加振試験等の方法と得られた機能確認済加速度を明記する。 

 
(2) 添付書類「火災及び爆発の防止に関する説明書」 
○ 火災防護設備の個別の設計方針については，添付書類「火災及び爆発の防止に関す

る説明書」に記載する。 
○ 火災防護設備は機器等の耐震クラス及び重大事故等対処施設の区分に応じて機能を

保持する設計とし，その耐震評価方法及び結果については添付書類「耐震性に関す

る説明書」の別添に示す。 
 
 
 

 
別紙４ 

当社施設 耐震評価を行っている各施設の 
設工認添付書類記載の整理について 

 
1. 基本的な考え方 
当社の基準地震動Ｓｓに対して機能を保持するとしている設備は、受入れ区域天井

クレーンと貯蔵建屋のみであり、各施設の添付書類「耐震性に関する説明書」にまと

める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．整理方針 
(1) 使用済燃料貯蔵施設の添付書類「耐震性に関する説明書」 
○ 添付書類「耐震性に関する説明書」は，当社の「地盤」並びに「地震による損傷の

防止」の条文に適合することを説明することを基本とする。 
○ 上記条文以外への適合性を説明する各資料にて，基準地震動Ｓｓに対して機能を保

持するとしている設備は無い。 
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<比較検討> 

 

6－36 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
(3) 添付書類「再処理（又は加工）施設内における溢水による損傷の防止に関する説明

書」 
○ 溢水防護に係る設備の個別の設計方針については，添付書類「再処理（又は加工）

施設内における溢水による損傷の防護に関する説明書」に記載する。 
○ 地震起因による溢水量の算出に当たって，耐震Ｂ,Ｃクラス機器のうち基準地震動Ｓ

ｓに対して耐震性が確保されているものについては溢水源として想定しないことと

し，添付書類「再処理施（又は加工）設内における溢水による損傷の防護に関する

説明書」に対象設備を整理する。これらの耐震評価方法及び結果については添付書

類「耐震性に関する説明書」の別添に示す。 
○ 地下水の流入による溢水に対して必要な排水設備について，基準地震動Ｓｓに対し

て機能を保持する設計とし，その耐震評価方法及び結果については添付書類「耐震

性に関する説明書」の別添に示す。 
〇 ウラン濃縮加工施設の溢水防護に係る設備である溢水遮断弁については，遮断弁の

損傷が地震起因の溢水量の算出において影響を及ぼさないことから，添付書類の「耐

震性に関する説明書」にて，耐震要求のある機器とまとめて示す。 
 
(4) 添付書類「再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明

書」 
○ （3）溢水防護の方針に準ずる。なお，溢水防護の方針と重複する記載項目につい

ては，溢水防護の記載項目を呼び込むことで簡略化することを可とする。 
 
＜呼び込み記載例＞ 
 3.1 〇〇 

〇〇の考え方については，添付資料「再処理施設内における溢水による損

傷の防止に関する説明書」の「4.〇〇」に示す。 
 
(5) 添付書類「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に

おける健全性に関する説明書」 
○ 可搬型重大事故等対処設備の個別の設計方針については，添付書類「安全機能を有

する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説

明書」の別添に記載する。 

○ 可搬型重大事故等対処設備については，基準地震動Ｓｓに対して機能を保持する設

計とし，その耐震評価方法及び結果については添付書類「耐震性に関する説明書」

の別添に示す。 
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<比較検討> 

 

6－37 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

 別紙５ 
火災，自然現象，溢水，化学薬品，可搬評価に係る強度・耐震評価 

の方針書及び計算書の作成要領 
 
１．概要 
本資料は，別添資料とする当社各施設の技術基準規則の「地震による損傷の防止」

及び「材料及び構造」対象外の強度，耐震評価に係る方針書及び計算書の作成要領を

示す。 
なお，本要領を適用するものは，火災防護の耐震別添，溢水の強度及び耐震別添，化

学薬品防護の耐震別添，可搬の耐震別添，竜巻の強度別添，並びに火山の強度別添と

する。 
 
 
２．各評価に係る添付書類及び強度・耐震評価の別添資料の構成 
火災，自然現象，溢水，化学薬品，可搬評価に係る評価書並びに別添資料として作

成する強度・耐震に係る方針書及び評価書に関する構成は，以下のとおりとする。 
 
(1)各評価に係る添付書類は，基本設計方針を受けて各評価に対する防護設計の考え

方を具体化する。各評価の添付書類は，基本方針，評価対象施設の選定，施設の

設計方針（①）等で構成する。施設の設計方針（①）には，強度・耐震評価の方針

を記載し，各施設に関する要求機能，性能目標，評価方針，荷重条件等を示す。 
 
(2)別添資料とする強度・耐震評価の基本方針（②）は，施設の設計方針（①）又は当

社各施設の添付書類「耐震性に関する説明書」で整理される耐震評価の各方針又

は方法（④）を受けて，個別の施設の強度・耐震評価の方針を示すものであり，強

度・耐震評価に必要な事項のうち，各施設の評価に共通する荷重及び荷重の組合

せ，許容限界，評価方法等を記載する。 
 
(3)別添資料とする強度・耐震計算書（③）は，強度・耐震評価の基本方針（②）を受

けて個別施設の評価結果を示すものであり，施設ごとに実際に用いる評価条件，

評価方法，評価結果等を記載する。 
 

 
 

 
 
 
 
 
別紙５ を作成しない。 

 
 
 
当社施設

は、施設・

機器毎の評

価内容の類

似性が小さ

く、類型化

しづらい。 
そのため、

類型化した

施設・機器

単位での整

理・説明よ

りも、竜

巻・火山等 
事象単位で

の整理・説

明の方が効

率的となる

ため、耐震

別添や強度

別添は作成
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<比較検討> 

 

6－38 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
3. 強度評価の基本方針（②）の作成方針 

別添資料として作成する強度評価の基本方針は，自然現象等の各評価書における

施設の設計方針（①）を受けて，個別の強度評価方針を示すものであり，強度評価

に必要な事項のうち，各施設の評価に共通する荷重及び荷重の組合せ，許容限界，

評価方法等を記載する。他の添付書類に関連付けして説明する場合，関連付けが可

能であることの理由を含めて，関連付けの内容を記載する。 
 
 
1. 概要 
・技術基準規則に適合する設計とするために，各評価対象施設が要求される強

度を有することを説明する。 
・別添資料全体の構成について記載する。 
（記載例） 
本資料は，（技術基準規則）第○○条及び（解釈）に適合する設計とするた

め，資料○○のうち資料○○「○○」に基づき，○○施設が，○○に対して構

造健全性を維持する（又は，要求される機能を保持可能な構造強度を有する，

等）ことを確認するための強度計算方針について説明するものである。 
○〇施設の具体的な計算の方法及び結果は，別添○○に示す。 
 
2. 強度評価の基本方針 
・強度計算書の全体の構成を記載する。 
（記載例：全体の流れ） 
強度評価は，「2.1 評価対象施設」に示す評価対象施設（設備）を対象とし

て，「3. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」で示す○○荷重と組み合わせす

べき他の荷重による組合せ荷重（による応力等）が許容限界内にあることを

「4. 強度評価方法」に示す評価方法を使用し，「5. 適用規格」に示す適用規格

を用いて確認する。 
 
2.1 評価対象の施設 
・上位文書である施設の設計方針で設定する評価対象の施設，構造計画を引用

し，配置概要及び評価対象部位を記載する。 
 
2.2 評価方針（竜巻評価等，評価項目，評価内容が多岐にわたるもの） 
・上位文書である施設の設計方針で設定する評価方針を引用し，何の設備に何

の評価項目（計算式等）が適用されるかを分かるように，評価対象部位単位

で評価項目との関連を示す。また，適用の考え方をルール化する。更に，3.
以降の評価内容を説明する。 
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<比較検討> 

 

6－39 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
3.荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 
・上位文書である施設の設計方針で設定する荷重及び荷重の組合せの考え方を

引用し，想定する全ての荷重を記載し，強度計算において考慮すべき荷重の

組合せを設定する。 
・上位文書である施設の設計方針で構造強度上の性能目標及び評価方針を引用

し，評価対象部位ごとに許容限界を設定する。 
・計算機プログラム（解析コード）を用いて解析する場合を除き，原則，各計

算書で用いる荷重及び許容値の算定式をモデル図等とともに記載する。計算

書に記載する場合は，計算書に記載する理由及び関連付けを記載する。 
4.強度評価方法 
・強度評価の基本方針，強度計算方法の考え方等を記載。 
・計算機プログラム（解析コード）を用いて解析する場合を除き，原則，各計

算書で用いる強度評価の算定式を記載する。併せて，モデル化の考え方，モ

デルの諸元，境界条件等を記載する。計算書に記載する場合は，計算書に記

載する理由及び関連付けを記載する。 
（記載例：構造強度評価） 

評価対象の施設（設備）を対象として，「想定する荷重（による応力等）」

が許容限界内にあることを[使用する評価方法]により確認する。 
 

5.適用規格 
・評価に用いる適用規格を記載する。 
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<比較検討> 

 

6－40 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  

3.耐震評価の基本方針（②）の作成方針 
別添資料として作成する耐震評価の基本方針は，自然現象等の各評価書の施設の設計

方針（①）又は当社各施設の添付書類「耐震性に関する説明書」で整理される耐震評

価の各方針・方法（④）を受けて，個別の施設の耐震評価の方針を示すものであり，

耐震評価に必要な事項のうち，各施設の評価に共通する荷重及び荷重の組合せ，許容

限界，評価方法等を記載する。他の添付書類に関連付けして説明する場合，関連付け

が可能であることの理由を含めて関連付けの内容を記載する。 

 
（記載例：再処理施設） 
1.概要 
・技術基準規則に適合する設計とするために，各評価対象施設が要求される

耐震性を有することを説明する。 
・評価対象施設が，技術基準規則の第 6 条及び第 33 条の対象ではないこと

を記載する。 
・評価対象施設の耐震重要度分類を記載（耐震Ｂ又はＣクラスの施設が，基

準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有することを確認する旨を記

載）する。 
・別添資料全体の構成について記載する。 
（記載例） 

本資料は，（技術基準規則）第○○条及び（解釈）に適合する設計とする

ため，資料○○のうち資料○○「○○」にて設定する耐震○クラスの○○

施設が，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有することを確認

するための耐震計算方針について説明するものである。○○施設への基準

地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性の要求は，技術基準規則の第○○

条及び第○○条の対象ではない。 
〇○施設の具体的な計算の方法及び結果は，別添○○に示す。 

2.耐震評価の基本方針 
・耐震方針書の全体の構成を記載する。 
（記載例：全体の流れ） 

耐震評価は，「2.1 評価対象施設」に示す評価対象施設（設備）を対象と

して，「3. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」で示す○○荷重と組み合

わせすべき他の荷重による組合せ荷重（による応力等）が許容限界内にあ

ることを「4. 耐震評価方法」に示す評価方法を使用し，「5. 適用規格」に

示す適用規格を用いて確認する。 
 
2.1 評価対象施設 
・上位文書である施設の設計方針で設定する評価対象施設及び上位文書であ

る施設の設計方針又は耐震設計の方針・方法で設定する構造計画を引用

し，配置概要及び評価対象部位を記載する。 
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<比較検討> 

 

6－41 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
 
2.2 評価方針（可搬評価等，評価項目，評価内容が多岐にわたるもの） 
・上位文書である施設の設計方針で設定する評価方針を引用し，何の設備に

何の評価項目（計算式，減衰率等）が適用されるかを分かるように，評価

対象部位単位で評価項目との関連を示す。また，適用の考え方をルール化

する。更に， 3.以降の評価内容を説明する。（可搬評価のように，評価内

容が多岐にわたる場合。） 
 
3. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 
・上位文書である施設の設計方針で設定する荷重及び上位文書である耐震計

算の方針・方法で設定する荷重の組合せの考え方を引用し，記載する。 
・上位文書である施設の設計方針で設定する構造強度上の性能目標及び評価

方針を引用し，評価対象部位ごとに許容限界を設定する。 
・計算機プログラム（解析コード）を用いて解析する場合を除き，原則，各

計算書で用いる荷重及び許容値の算定式をモデル図等とともに記載する。

計算書に記載する場合は，計算書に記載する理由及び関連付けを記載す

る。 
 
4. 耐震評価方法 

4.1 地震応答解析 
・地震応答解析の基本方針，地震応答解析に用いる入力地震動，解析方法及

び解析モデル，設計用減衰定数，実施した試験概要等の順番で，評価内容

が具体的に分かるように記載する。 
・適用寸法の考え方（公称値，下限値等）を記載する。 

 
4.2 応力評価（又は耐震評価） 
・応力評価（又は耐震評価）の基本方針，評価方法の考え方等を記載する。 
・計算機プログラム（解析コード）を用いて解析する場合を除き，原則，各

計算書で用いる応力評価（又は耐震評価）の算定式を記載する。併せて，

モデル化の考え方，モデルの諸元，境界条件等を記載する。計算書に記載

する場合は，計算書に記載する理由及び関連付けを記載する。 
（記載例：構造強度評価） 

評価対象施設（設備）を対象として，[想定する荷重（による応力等）]
が許容限界内にあることを[使用する評価方法]により確認する。 

 
4.3 機能維持評価 
・各設備で要求される動的機能，電気的機能等の機能維持の評価方針，実施

した試験概要等を記載する。 
（記載例：機能維持評価） 

評価対象施設（設備）が，[想定する荷重（による加速度等）]に対し

て，機能を保持（維持）することを，機能維持評価により確認する。 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－42 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
 

4.4 水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの考慮 
・水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価の方針を記載する。 
・2 方向の評価方法，評価結果については，別添○○として記載する関連付けを

記載する。 
 
5.適用規格 
・評価に用いる適用規格を記載する。 

 
 
 
5.別添強度計算書（③）の記載要領 
別添資料として作成する強度計算書は，自然現象等特殊な荷重を考慮した評価を実

施することから，評価方針，評価方法及び評価結果等を記載することとしており，Ｊ

ＳＭＥ規格に基づいた添付書類の強度計算書とは構成が異なる。従って，別添資料と

する強度計算書は，同様の構成となる耐震計算書を参考に基本的に以下の構成とす

る。 
なお，評価内容に応じ，該当がない項目については記載不要とし，記載項目の順序

が前後することは可とする。 
 
 
1.概要 
・上位文書である強度評価の方針書の評価方針を引用し，強度評価の目的及

び範囲を明確にする。 
（記載例） 
本資料は，資料○○別添○○「○○」に示すとおり，○○（個別施設）

が○○（ハザード）においても，○○機能の維持を考慮して，主要な構造

部材が構造健全性を有すること（又は，主要な構造部材が○○機能を保持

可能な構造強度を有すること，等）を確認するものである。 
 

2.基本方針 
・上位文書である強度評価の方針書に示す構造計画のとおり，「2.1 位置（又

は配置）」及び「2.2 構造概要」を設定していることを記載する。 
 
2.1 位置（又は配置） 
・上位文書である強度評価の方針書で設定している構造計画等を引用し，施

設の位置（又は配置）を記載する。 
・位置によって評価の条件が変更となるものは，施設の配置図を記載する。 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－43 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
2.2 構造概要 
・上位文書である強度評価の方針書で設定している構造計画等を引用し，施

設の構造図，部位，寸法を記載する。 
・評価対象施設が複数存在する場合は，代表の概要図を示す。本文に記載す

る部材は構造図中で明示する。 
 
2.3 評価方針 
・上位文書である強度評価の方針書で設定している荷重条件，許容限界等を

引用し，評価の方針として，「3. 強度評価方法」以降で実施する評価方法

の内容を記載する。 
 
2.4 適用規格 
・個別評価に用いる適用規格を記載する。 

 
3.強度評価方法 

3.1 記号の定義 
・評価に使用する記号の定義を記載する。過去の工事計画書の例にならい，

記号の定義は，記号表として記載するか，あるいは当該式の下に記載す

る。 
 
3.2 評価対象部位 
・上位文書である強度評価の方針書で設定している評価対象部位を引用し，

詳細な評価対象部位及び部位選定の考え方を記載する。 
・同じ評価方法で評価する部位が複数あり，代表部位で記載する場合は，最

も評価が厳しくなる部位を選定していることを説明する。 
 

3.3 荷重及び荷重の組合せ 
・上位文書である強度評価の方針書で設定している荷重及び荷重の組合せを

引用し，施設の評価対象部位ごとの荷重及び組合せ荷重を具体的に記載す

る。 
・上位文書の評価方針書で設定する各計算書共通の荷重算出方法等を引用し

て記載する場合は，引用する内容が分かるように記載する。 
・上位文書で設定していない個別の計算式等を用いて評価する場合は，具体

的に説明する。 
 

3.4 許容限界 
・上位文書である強度評価の方針書で設定している許容限界を引用し，施設

の評価対象部位ごとに許容限界を記載する。 
・上位文書の評価方針書で設定する各計算書共通の許容値等を引用して記載

する場合は，引用する内容が分かるように記載する。 
・上位文書で設定していない個別の計算式等を用いて評価する場合は，具体

的に説明する。 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－44 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
3.5 評価方法 
・上位文書の評価方針書で設定する各計算書共通の計算方法，計算式，解析手

法等を引用して記載する場合は，引用する内容が分かるように記載する。 
・上位文書で設定していない個別の計算式，解析手法，試験結果等を用いて評

価する場合は，具体的に説明する。 
 
4.評価条件 
・評価結果の妥当性を確認する上で必要となる，設計条件，評価用加速度，機

器要目等の評価条件を記載する。計算書の前段で記載する評価条件について

も，必要により再掲する。 
（記載例） 
添付書類○○，○○の耐震計算書フォーマットに記載される評価条件 
 

5.強度評価結果 
・評価結果，許容値等を記載する。 

 
 

6.別添耐震計算書（③）の記載要領 
別添資料として作成する各耐震計算書は，基本的に以下の構成とする。ただし，該

当がない項目については，記載不要とする。剛構造評価と応力評価（又は耐震評価）

が一連の評価となる場合等は，必要によりまとめて記載する。評価内容等に応じて，

記載項目の順序は前後する。 
 

（記載例：再処理施設） 
1.概要 
・上位文書である耐震評価の方針書の評価方針を引用し，耐震評価の目的及

び範囲を明確にする。 
（記載例） 
本資料は，別添資料○○「○○」に示すとおり，○○（個別施設）が基準

地震動Ｓｓによる地震力に対しても○○機能を維持するために，耐震性を有

することを確認するものである。 
 

2.基本方針 
・上位文書である耐震評価の方針書に示す構造計画のとおり，「2.1 位置（又

は配置）」及び「2.2 構造概要」を設定していることを記載する。 
（記載例） 

〇○設備は，資料○○別添○○「○○」に示す構造計画のとおり，「2.1 
位置（又は配置）」及び「2.2 構造概要」を設定している。 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－45 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
 

2.1 位置（又は配置） 
・上位文書である耐震評価の方針書で設定している構造計画等を引用し，評

価対象部位，寸法を記載する。 
・評価対象部位が複数存在する場合は，代表の概要図を示す。本文に記載さ

れる部位は，構造図中で明示する。 
（記載例） 

〇〇設備の構造は，別添○○「2.1 評価対象設備」に示す構造計画とし

ており，〇○設備の構造計画を第○○表に，外観図を第○○図に示す。 
 
2.2 構造概要 
・上位文書である耐震評価の方針書で設定している構造計画等を引用し，構

造図，部位，寸法を記載する。 
・評価対象部位が複数存在する場合は，代表の概要図を示す。本文に記載さ

れる部位は，構造図中で明示する。 
（記載例） 

〇〇設備の構造は，別添○○「2.1 評価対象設備」に示す構造計画とし

ており，〇○設備の構造計画を第○○表に，外観図を第○○図に示す。 
 

2.3 評価方針 
・上位文書である耐震評価の方針書で設定している荷重条件，許容限界等を

引用し，評価の方針として，「3.地震応答解析」以降で実施する評価方法の

内容を記載する。 
 

2.4 適用規格 
・個別評価に用いる適用規格を記載する。 

 
3.地震応答解析（又は固有値解析） 

3.1 基本方針 
・上位文書である耐震評価の方針書で設定している解析方針を引用し，解析

の流れが分かるように，地震応答解析（又は固有値解析）の目的，考え方

等を記載する。 
 

3.2 解析方法（又は固有振動数の計算方法） 
・適用する解析方法，計算機プログラム（解析コード），適用寸法の考え方

（公称値，下限値等），実施した試験の内容等を記載する。 
 

3.3 設計用地震力 
・地震応答解析に用いる地震力，減衰定数等を記載する。減衰定数を引用す

る場合は，引用元の資料名を記載する。 
・入力地震力に床応答曲線を用いる場合は，機器の設置位置を記載する。 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の作成要領】 

<比較検討> 

 

6－46 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
 

3.4 解析モデル及び諸元 
・解析モデル，解析モデルの考え方，解析モデルの諸元，境界条件等を記載

する。 
 

3.5 地震応答解析結果（又は固有値解析結果） 
・地震応答解析（又は固有値解析）の結果（固有値，モード図，応力解析の

入力となる荷重，変位，加速度等）を記載する。4. 応力評価（又は耐震

評価） 
 
 

４．応力評価（又は耐震評価） 
4.1 基本方針 
・上位文書である耐震評価の方針書で設定している評価方針を引用し，評価

の流れが分かるように，応力評価（又は耐震評価）の目的，考え方，耐震

クラス等を記載する。 
 

4.2 評価対象部位 
・上位文書である耐震評価の方針書で設定している評価対象部位を引用し，

詳細な評価対象部位及び部位選定の考え方を記載する。 
・同じ評価方法で評価する部位が複数あり，代表部位で記載する場合は，最

も評価が厳しくなる部位を選定していることを説明する。 
 

4.3 荷重及び荷重の組合せ 
・上位文書である耐震評価の方針書で設定している荷重及び荷重の組合せを

引用し，評価対象部位ごとの荷重及び組合せ荷重を具体的に記載する。 
・上位文書の評価方針書で設定する各計算書共通の荷重算出方法等を引用し

て記載する場合は，引用する内容が分かるように記載する。 
・上位文書で設定していない個別の計算式等を用いて評価する場合は，具体

的に説明する。 
 

4.4 許容限界 
・上位文書である耐震評価の方針書で設定している許容限界を引用し，評価

対象部位ごとに許容限界を記載する。 
・上位文書の評価方針書で設定する各計算書共通の許容値等を引用して記載

する場合は，引用する内容が分かるように記載する。 
・上位文書で設定していない個別の計算式等を用いて評価する場合は，具体

的に説明する。 
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<比較検討> 

 

6－47 

発電所 工認手続き

ガイド  JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
4.5 評価方法 
・上位文書の評価方針書で設定する各計算書共通の計算方法，計算式，解析

手法等を引用して記載する場合は，引用する内容が分かるように記載す

る。 
・上位文書で設定していない個別の計算式，解析手法，試験結果等を用いて

評価する場合は，具体的に説明する。 
・計算に使用する記号の定義を記載する。過去の工認資料の例にならい，記

号の定義は，記号表として記載するか，あるいは当該式の下に記載する。 
 
 
5.機能維持評価 

5.1 基本方針 
・上位文書である耐震評価の方針書で設定している評価方針を引用し，解析

の流れが分かるように，機能維持評価の目的，考え方等を記載する。 
 

5.2 評価対象部位 
・上位文書である耐震評価の方針書で設定している評価対象部位を引用し，

詳細な評価対象部位及び部位選定の考え方を記載する。 
 

5.3 許容限界 
・上位文書である耐震評価の方針書で設定している許容限界を引用し，評価

対象部位ごとに許容限界を記載する。 
 

5.4 評価方法 
・上位文書である耐震評価の方針書の機能維持方針を引用し，機能維持評価

の方法を記載する。具体的には，評価対象の応答加速度が，「5.3 許容限

界」で示す機能確認済加速度等の許容限界以下となることを確認する等を

記載する。 
 
 
6.評価条件 
・評価結果の妥当性を確認する上で必要となる，設計条件，評価用加速度，

機器要目等の評価条件を記載する。計算書の前段で記載する評価条件につ

いても，必要により再掲する。 
（記載例） 
添付書類：○○，○○の耐震計算書フォーマットに記載される評価条件 

 
 

7.耐震評価結果 
・許容限界，耐震評価結果，評価結果等を記載する。 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付図面の作成要領】 

<比較検討> 

 

7－1 

発電所 工認手続き

ガイド  
JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

３．工事計画以外の

認可申請書、届出書

及び添付書類の記載 
認可申請又は届出の

手続については、規

則第９条第１項又は

第１２条第１項に申

請書又は届出書記載

事項が定められてお

り、各条第３項の規

定により添付すべき

書類が同項及び規則

別表第２の下欄で定

められている。ここ

では、各条第１項第

３号に規定されてい

る工事工程表及び同

項第４号に規定され

ている品質マネジメ

ントシステム並びに

各条第３項及び規則

別表第２の下欄で定

められている各添付

書類に記載すべき事

項を示す。 
 

７ 設工認申請における添付図面の作成要領 
1. 目的 
設工認申請のうち原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合していること

を説明する添付図面（系統図，配置図，構造図）について，記載の統一及び一貫性を図

ることを目的として，添付図面の作成要領を策定する。なお，記載例については，別紙

１に示す。 
2. 添付図面を添付する対象範囲 
(1)各規則の施設区分ごとに作成する添付図面（系統図，配置図，構造図）を添付する対

象範囲は，次頁のとおりとする。 
なお，添付図面の主な種類は以下のとおりであり，技術基準への適合性を説明する

上で必要な図面を添付する。 
a.系統図 
・プロセス系統図 
・系統説明図 
・換気系統図 
・単線結線図 
・計測制御系統図 
・搬送物フロー図 

b.配置図 
・構内配置図 
・建屋平面図・断面図 
・機器配置図 

c.構造図 
・容器・機械装置類 構造図 

なお，表の範囲に含まれない設備については，個別に選定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７．設工認申請における添付図面の作成要領 
1. 目的 
設工認申請のうち原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合していること

を説明する添付図面（系統図，配置図，構造図）について，記載の統一及び一貫性を図

ることを目的として，添付図面の作成要領を策定する。なお，記載例については，別紙

１に示す。 
 
2. 添付図面を添付する対象範囲 
(1)使用済燃料貯蔵施設に関する規則の施設区分ごとに作成する添付図面（系統図，配

置図，構造図）を添付する対象範囲は，次頁のとおりとする。 
なお，添付図面の主な種類は以下のとおりであり，技術基準への適合性を説明する

上で必要な図面を添付する。 
a.系統図 
・系統図 
・単線結線図 
・計測制御系統図 
 
 
 

b.配置図 
・屋外主要機器配置図 
・建屋平面図・断面図 
・機器配置図 

c.構造図 
・容器・機械装置類 構造図 

なお，表の範囲に含まれない設備については，個別に選定する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
プロセス系

統図、系統

説明図、換

気系統図は

ない 
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<比較検討> 

 

7－2 

発電所 工認手続き

ガイド  
JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

（３）添付書類 
規則別表第２の下欄

においては、発電用

原子炉を設置する工

場又は事業所全体若

しくは発電用原子炉

施設全体に係る添付

書類の要求に加え

て、同表の上欄の発

電用原子炉施設の種

類に応じた添付書類

の要求が規定されて

いる。すなわち、認

可の申請又は届出に

係る工事の内容に関

係あるものについて

添付する必要があ

る。 

 
 対象設備 系統図 配置図 構造図 
ａ 重大事故等対処設備として仕様表

に記載するもの（既設含む） 
○ 

（注 1,2） 
〇 ○ 

（注 2,3） 
ｂ 既設の設計基準対象施設を重大事

故等対処設備として使用するもの

で使用条件が変更となるもの 

○ 
（注 1,2） 

〇 ○ 
（注 2,3） 

ｃ 既設の設計基準対象施設を重大事

故等対処設備として使用するもの

で既設工認に記載がないもの 

○ 
（注 1） 

〇 ○ 
（注 3） 

ｄ 既設の設計基準対象施設を重大事

故等対処設備として使用するもの

で，既設工認に記載があり，設計基

準対象施設としての仕様から変更

のないもの 

○ 
（注 1,2） 

〇 ○ 
（注 2,3） 

ｅ 設計基準対象施設のうち新規制対

象として新たに仕様表に記載する

もの 

〇 〇 ○ 
（注 3） 

ｆ 耐震基準変更等に伴う評価対象設

備を仕様表として再掲するもの 
 
 

× 
（注 4） 

× × 

ｇ 仕様表の記載の適正化のみ行うも

の 
× × × 

ｈ 設計基準対象施設で改造工事を実

施するもの（仕様表対象） 
〇 〇 ○ 

（注 3） 
ｉ 撤去・廃止設備（改造範囲除く）  × × 
（注 1） 重大事故等対処設備における主配管系統図を添付する。ただし，系統を構成

しないもの（サーベイメータ等）については，添付不要とする。また，重大

事故等対処設備と設計基準対象施設との関係性を示すため，設計基準対象施

設における主配管系統図についても添付する。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 対象設備 系統図 配置図 構造図 
ａ 既設工認に記載があり，仕様に変更

のないもの 
 
 
 

○ 
（注 2） 

〇 ○ 
（注 2） 

ｂ 設計基準対象施設のうち新規制対

象として新たに要目表及び基本仕

様に記載するもの 

〇 〇 ○ 
（注１） 

ｃ 耐震基準変更等に伴う評価対象設

備を要目表及び基本仕様として再

掲するもの 
 

× 
 

× × 

ｄ 要目表及び基本仕様の記載の適正

化のみ行うもの 
× × × 

ｅ 改造工事を実施するもの（要目表及

び基本仕様対象） 
〇 〇 ○ 

（注２） 
ｆ 撤去・廃止設備（改造範囲除く）  × × 

 
 

 
 
 
 
 
重大事故対

処移設はな

い。 
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7－3 

発電所 工認手続き

ガイド  
JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

８）機器の配置を明

示した図面及び系統

図 
配置については、要

目表に記載される機

器の発電所内での配

置が分かるものとす

る。主配管の配置を

明示した図面につい

ては、要目表に記載

する主配管の取付位

置、ルート又は機器

との取り合いが分か

る配置図とし、平面

図又はアイソメ図の

いずれで記載しても

よいこととする。ま

た、可搬型の機器等

については、取付位

置の要目表記載と同

様、保管している場

所についても記載す

ることとする。 
系統図については、

テストライン及びミ

ニマムフロ－ライン

等を含めて記載する

こととする。 

（注 2） 既設工認に図面の記載があるものについては，図面自体は添付せず添付図面

の目次に許認可情報（「認可（届出）年月日」，「認可（届出）番号」及び「図

面名称」）を記載する。 
（注 2） 既設工認に図面の記載があるものについては，図面自体は添付せず添付図面

の目次に許認可情報（「認可（届出）年月日」，「認可（届出）番号」及び「図

面名称」）を記載する。 
（注 3） 構造図には，主要寸法を記載する（仕様表作成要領「主要寸法」参照）。な

お，記載すべき主要寸法がない設備（計測装置等）については，説明書にて

示す。 
（注 4） 耐震Ｓクラス設備の系統図については，対象範囲確認のため，別途社内資料

として作成する。 
 
 

 
(3) 兼用設備の添付図面の添付について 

a. 兼用設備（基本設計方針にて兼用先を記載するものを含む）に係る添付図面の添

付対象について，以下に示す。 
系統図  配置図  構造図  
主登録 兼用 主登録 兼用 主登録 兼用 
〇 〇 〇 〇 〇 × 
使用する系統ごとに兼用

範囲を含めて記載し，添付

する。なお，図中に当該設

備（系統）における申請範

囲を実線で示し，兼用する

場合には注記等で識別す

る。 

主登録する

施設（設備）

に 添 付 す

る。 

兼用登録す

る施設（設

備）ごとに

添付する。 

主登録する

施設（設備）

に 添 付 す

る。 

主登録側と

構造は同様

であること

から添付し

ない。 

 
 
 
 
 
 
 

（注１） 既設工認に図面の記載があるものについては，図面自体は添付せず添付図

面の目次に許認可情報（「認可（届出）年月日」，「認可（届出）番号」及び

「図面名称」）を記載する。 
（注２） 構造図には，主要寸法を記載する（仕様表作成要領「主要寸法」参照）。な

お，記載すべき主要寸法がない設備（計測装置等）については，説明書にて

示す。 
 

 
 
 
 
 
 
耐震Ｓクラ

ス設備の系

統図は無い 
 
 
 
 
 
 
 
重大事故対

処設備、兼

用する設備

は無い 
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<比較検討> 

 

7－4 

発電所 工認手続き

ガイド  
JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
(4) 公差表の添付について  

a. 系統図，配置図および構造図を添付する設備のうち，仕様表の変更後に主要寸法が

記載される設備について公差表を添付する。なお，一部の設備については以下の通り

とする。  

 

(a) 既設工認にて認可を受けている範囲内にある設備については公差表を添付しない。  

 

(b) 設計段階で主要寸法の寸法公差が設定されていない設備については，公差表を添付

した上で「規定しない」旨を記載する。  

 
(c) 可搬型重大事故等対処設備の主要寸法のうち概略寸法を記載している箇所につい

ては「概略寸法のため規定しない」旨を記載した上で，寸法公差を設定しない。 

 
(d) 安全弁・逃がし弁の「呼び径」については，性能又は構造強度等の評価に係らない

ことから，公差表は添付しない。 

 
(e) 公差は技術基準適合の閾値であることから，仕様表の記載値に「○○以上」と評価

上の最小値を記載している場合は公差表を添付しない。  

 

(f) 機器の外形を示す寸法（「たて」「横」「高さ」等）のうち，性能又は構造強度等

の評価に係らないものについては，公差表を添付しない。  
 
3. 添付図面の記載方法 
(1) 共通事項 

a. 事業指定（許可）申請書の施設（系統）区分ごとに添付図面を作成する。なお，

配置図については，合理化として建屋ごとに作成することも可能とする。 
 
b. 資料の構成は，施設（系統）区分ごとに作成し，添付図面の目次により，添付す

る図面を明確化する。 
 
 
 
 

 
(4) 公差表の添付について  

a. 系統図，配置図および構造図を添付する設備のうち，仕様表の変更後に主要寸法が

記載される設備について公差表を添付する。なお，一部の設備については以下の通り

とする。  

 

(a) 既設工認にて認可を受けている範囲内にある設備については公差表を添付しな

い。  

(b) 設計段階で主要寸法の寸法公差が設定されていない設備については，公差表を添

付した上で「規定しない」旨を記載する。  

 
 
 
 

(c) 安全弁・逃がし弁の「呼び径」については，性能又は構造強度等の評価に係らない

ことから，公差表は添付しない。 

 
(d) 公差は技術基準適合の閾値であることから，仕様表の記載値に「○○以上」と評価

上の最小値を記載している場合は公差表を添付しない。  

 

(e) 機器の外形を示す寸法（「たて」「横」「高さ」等）のうち，性能又は構造強度等

の評価に係らないものについては，公差表を添付しない。  
 
3. 添付図面の記載方法 
(1) 共通事項 

a.図面の種類（配置図、構造図、系統図）ごとに添付図面を作成する。図面の種類

単位で、施設区分ごとに並べるものとし、添付図面の目次により，添付する図面

を明確化する。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
可搬型重大

事故対処設

備は無い。 
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<比較検討> 

 

7－5 

発電所 工認手続き

ガイド  
JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
(2) 系統図 

a.系統図は，主配管等の取付位置，ルート，機器との取り合いが確認できるものと

する。なお，施設の種類等に応じて，技術上の基準に適合していることを示す上で

必要な各図面（プロセス系統図，系統説明図，換気系統図，単線結線図，計測制御

系統図等）を添付する。 
 
再処理施設の系統図の記載イメージ，記載方針を以下に示す。 

 
 
b.主配管の勾配は，許可整合（勾配，重力流等）および技術基準適合（閉じ込めの機

能等）の観点で明確に示す必要がある場合は、系統図に記載する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) 系統図 

a.系統図は，主配管等の取付位置，ルート，機器との取り合いが確認できるものと

する。なお，施設の種類等に応じて，技術上の基準に適合していることを示す上で

必要な各図面（プロセス系統図，系統説明図，換気系統図，単線結線図，計測制御

系統図等）を添付する。 
 
使用済燃料貯蔵施設の系統図の記載イメージ，記載方針を以下に示す。 
 
サンプル添付予定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.主配管の勾配は，許可整合（勾配，重力流等）および技術基準適合（閉じ込めの機

能等）の観点で明確に示す必要がある場合は、系統図に記載する。 
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7－6 

発電所 工認手続き

ガイド  
JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
c.許可および技術基準の要求を達成するために必要な設備（加熱・冷却ジャケット等）

は、系統図に記載する。 

 
 
【記載方針】 

a.重大事故等対処設備（ＳＡ）の主たる流路を示す系統図を添付する。また，その

ＳＡの主たる流路と設計基準対象施設（ＤＢ）の主たる流路との切り替え性を示す

ために，重大事故等対処設備（ＳＡ）を有する施設（系統）については，ＤＢの主

たる流路を示す系統図を添付する。 
 
b.ＤＢ系統図，ＳＡ系統図とも設備（系統）区分ごとに作成する。当該設備（系統）

区分における申請範囲を以下の方法等により明確にする。 
【申請範囲の明確化の方法例】 
・申請範囲（主たる設備（系統）区分の主流路の範囲）を「黒太実線」、改造範囲に

ついては「赤太実線等」で示す。なお，本対応が困難な場合は，注記等で対応す

る。 
・当該設備（系統）区分における申請範囲である旨を凡例に記載する。 
・主たる流路を他の設備（系統）で兼用する箇所については，上記対応以外の方法

で識別し，その識別方法を図中に凡例として記載する。 
 

 
c.許可および技術基準の要求を達成するために必要な設備は、系統図に記載する。 

 
 

サンプル添付予定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【記載方針】 

 
 
 
 
 
a.設備（系統）区分ごとに作成する。当該設備（系統）区分における申請範囲を以

下の方法等により明確にする。 
【申請範囲の明確化の方法例】 
・申請範囲（主たる設備（系統）区分の主流路の範囲）を「黒太実線」、改造範囲

については「赤太実線等」で示す。なお，本対応が困難な場合は，注記等で対応

する。 
・当該設備（系統）区分における申請範囲である旨を凡例に記載する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
重大事故対

処設備は無

いことから

削除 
 
重大事故対

処設備、兼

用する設備

は無い 
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7－7 

発電所 工認手続き

ガイド  
JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
c. ＳＡ主要弁，安全弁・逃がし弁については，申請対象弁を太線で囲むことで示す

ものとする。 
 
ｄ.ＤＢ，ＳＡの「計測制御系統図」については，申請対象計測器を破線で囲むこと

で，示すものとする。 
 
e. 技術基準規則第 36 条の重大事故等対処設備に要求される切り替え性，接続先の

規格の統一，複数の異なる場所への接続口の設置要求に対する記載方法について

は，以下に示す。 
(a) 切り替え性 
設計基準対象施設との切り替えを行う弁については，四角破線で囲み切替対象

弁であることを示す。 
また，凡例として図中に記載する。 

 
(b) 接続先の規格の統一 
可搬型設備の接続箇所について，接続先が統一された形状等であることが分か

るように，接続方法に応じて接続方式，呼び径及びボルト本数等の仕様について

記載する。 
 

(c) 異なる場所への接続口設置 
接続先を 2 箇所に分散配置する場合，接続先となる場所名を図面上に記載す

る。 
（例：○○建屋東側接続口，○○建屋西側接続口など） 

 
f. 主配管の仕様表に「分岐点」又は「合流点」の名称がある場合は，系統図の該当

箇所に，引き出し線を用いて，仕様表と同一名称を記載する。 
 
g. 申請する主配管の分岐部のうち，枝管が主配管に該当しない場合は，枝管の仕様

を記載する。（ただし，ベント・ドレン・計装配管を除く） 
 
h. 撤去・廃止設備は，撤去・廃止する範囲を系統図上にマークで明示する。 

 
 

 
b. 安全弁・逃がし弁については，申請対象弁を太線で囲むことで示すものとする。 
 
c.「計測制御系統図」については，申請対象計測器を破線で囲むことで，示すもの

とする。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
d. 主配管の仕様表に「分岐点」又は「合流点」の名称がある場合は，系統図の該当

箇所に，引き出し線を用いて，仕様表と同一名称を記載する。 
 
e. 申請する主配管の分岐部のうち，枝管が主配管に該当しない場合は，枝管の仕

様を記載する。（ただし，ベント・ドレン・計装配管を除く） 
 
f. 撤去・廃止設備は，撤去・廃止する範囲を系統図上にマークで明示する 

重大事故対

処設備は無

い 
重大事故対

処設備は無

い 
 
重大事故対

処設備は無

いことから

削除 
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<比較検討> 

 

7－8 

発電所 工認手続き

ガイド  
JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

サンプル添付予定 
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7－9 

発電所 工認手続き

ガイド  
JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
(3) 配置図 
配置図は，仕様表に記載される機器の施設内での配置が分かる図面とする。なお，

機器の種類等に応じて，技術上の基準に適合していることを示す上で必要な各図面

（建屋平面図・断面図，機器配置図等）を添付する。 
再処理施設の配置図の記載イメージ，記載方針を以下に示す。 

 

 
 
【記載方針】 

a. 共通事項 
(a) 配置図に記載する機器の名称及び保管場所・取付箇所は仕様表の記載と合わ

せる。 
 
(b) 一つの機器で，「機器本体」と「付属機器」の仕様表がある場合は，「機器本

体」の配置を機器配置図に記載し，付属機器は「機器本体」と同一の取付箇所

であることを注記にて記載する。 
 
 

 
(3) 配置図 
配置図は，仕様表に記載される機器の施設内での配置が分かる図面とする。なお，

機器の種類等に応じて，技術上の基準に適合していることを示す上で必要な各図面

（建屋平面図・断面図，機器配置図等）を添付する。 
使用済燃料貯蔵施設の配置図の記載イメージ，記載方針を以下に示す。 

 
【機器配置図のイメージ】 

 

 
【記載方針】 

a. 共通事項 
(a) 配置図に記載する機器の名称及び保管場所・取付箇所は仕様表の記載と合わ

せる。 
 
(b) 一つの機器で，「機器本体」と「付属機器」の仕様表がある場合は，「機器本

体」の配置を機器配置図に記載し，付属機器は「機器本体」と同一の取付箇所

であることを注記にて記載する。 
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<比較検討> 

 

7－10 

発電所 工認手続き

ガイド  
JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
(c) 屋外に配置している機器については，仕様表に記載する取付箇所の記載内容

に EL.○ m 又は T.M.S.L.○ m を記載する。なお，記載する EL 等は，事業変更

許可申請書に準ずる。（降水，溢水の技術基準への適合性に係らない機器を除

く。） 
 

(d) 建屋内に配置している機器で，機器配置図に記載しているフロアレベルと当

該機器の設置レベルが異なる場合は，機器名称の後に EL.○ m 又は T.M.S.L.○ 
m を記載する。なお，記載する EL 等は，事業変更許可申請書に準ずる。（溢

水の技術基準への適合性に係らない機器を除く。） 
 

b. 常設設備 
(a) 常設設備の取付箇所については，同一の設備（系統）区分の機器を，フロア

別にまとめた記載とする。 
 

c. 可搬型設備 
(a) 屋外及び屋内の可搬型設備の保管場所については，図中に全ての保管場所を

明示する。 
 
(b) 可搬型設備の取付箇所及び保管場所については，同一の設備（系統）区分の

機器をまとめた記載とする。 
 
d. 設計基準対象施設と重大事故等対処設備との位置的分散について 

(a) 設計基準対象施設と重大事故等対処設備との位置的分散は，機器配置図とし

ては，対象となる機器名称を記載するのみとし，具体的な位置的分散について

の説明は，添付書類の説明書「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備

が使用される条件の下における健全性に関する説明書」の資料中に，その「対

象設備」や位置的分散について表などを用いて示すこととする。 
 
 
 
 
 
 

 
(c) 屋外に配置している機器については，仕様表に記載する取付箇所の記載内容

に T.P. 〇 m を記載する。なお，記載する T.P.は，事業許可申請書に準ずる。

（降水，津波の技術基準への適合性に係らない機器を除く。） 
 
 

(d) 建屋内に配置している機器で，機器配置図に記載しているフロアレベルと当

該機器の設置レベルが異なる場合は，機器名称の後に T.P. 〇m を記載する。

ただし、津波高さに係る評価に用いている設備は T.P. 〇m を記載する。（津波

の技術基準への適合性に係らない機器を除く。） 
 

b. 設備 
(a) 設備の取付箇所については，複数の区分の機器をまとめてフロア別に記載す

る。記載の見やすさを考慮し，同一の設備（系統）区分の機器を，別に記載し

ても良い。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
対象設備が

少ないこと

から、複数

の区分の機

器をまとめ

て記載して

も良い。 
 
可搬型設備

はなく削除 
 
位置的分散

を図る施設

はないこと

から削除 
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7－11 

発電所 工認手続き

ガイド  
JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
(4) 構造図 
構造図は，仕様表に記載される機器の構造を第三角法（正面図，平面図，側面図）

により示すものとする。 
再処理施設の構造図の記載イメージ，記載方針を以下に示す。 

 

 
 
【記載方針】 

a. 構造図の図中に主要寸法※1（伝熱面積の算出に必要な情報含む※2）を記載する。 
※1：主要寸法の記載例を参考資料-1 に示す。 
※2：伝熱面積の算出に必要な情報の記載例を参考資料-2 に示す。なお、図中

に示すことが難しい場合は、図面への添付も可とする。 
 
b. 複数の施設又は設備（系統）区分で兼用する設備の構造図は，兼用先の図面は作

成せず，主登録する設備（系統）区分の図面に兼用する旨を記載する。 
 
 

 
(4) 構造図 
構造図は，仕様表に記載される機器の構造を第三角法（正面図，平面図，側面図）

により示すものとする。 
使用済燃料貯蔵施設の構造図の記載イメージ，記載方針を以下に示す。 

 
【構造図イメージ】 

  
 
 
【記載方針】 

a. 構造図の図中に主要寸法※1（伝熱面積の算出に必要な情報含む※2）を記載する。 
※1：主要寸法の記載例を参考資料-1 に示す。 
※2：伝熱面積の算出に必要な情報の記載例を参考資料-2 に示す。なお、図中

に示すことが難しい場合は、図面への添付も可とする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
兼用する設

備は無いの

で削除 

枠囲み内容は商業機密に属しますので公開できません。 
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<比較検討> 

 

7－12 

発電所 工認手続き

ガイド  
JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
c. 重大事故等対処設備として使用する既存の設備のうち，既設工認に図面の記載が

あるものについては，構造図自体は添付せず，添付図面の目次に該当する設備の

許認可情報（「認可（届出）年月日」，「認可（届出）番号」及び「添付図面名称」）

を記載する。 
  
d. 非常用電源設備のうち安全上重要な施設の「内燃機関」に関する記載方法につい

て，その設備に附属する仕様表記載機器（調速装置，非常調速装置等）の取付け

位置がわかるように図中に記載する。 
 
e.改造範囲については「赤太実線等」で示す。 

 
(5) その他（既認可図面を呼び出す場合） 
既設工認に図面の記載があるもので今回変更しないものは，「2. 添付図面を添付す

る対象範囲」に示す方針に基づき，図面自体は添付せず添付図面の目次に許認可情報

（「認可（届出）年月日」，「認可（届出）番号」及び「図面名称」）を記載する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
b.電源車に付随する調速装置等は、取付位置が分かるように図中に記載する。 

 
 
 

c.改造範囲については「赤太実線等」で示す。 
 
(5) その他（既認可図面を呼び出す場合） 
既設工認に図面の記載があるもので今回変更しないものは，「2. 添付図面を添付す

る対象範囲」に示す方針に基づき，図面自体は添付せず添付図面の目次に許認可情報

（「認可（届出）年月日」，「認可（届出）番号」及び「図面名称」）を記載する。 
 

 

重大事故等

対処設備は

無いので削

除 
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7－13 

発電所 工認手続き

ガイド  
JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  
別紙１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別紙１ 

 
                              参考資料－1 
 
                主要寸法（例） 

      

 
 
 
 

 
 

枠囲み内容は商業機密に属しますので公開できません。 
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7－14 

発電所 工認手続き

ガイド  
JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 
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7－15 

発電所 工認手続き

ガイド  
JNFL 設工認作成要領 当社施設 設工認作成要領（案） 備考 

  

 
 
 

 
 

 
 

参考資料－2 
 
 
       伝熱面積の算出に必要な情報の記載例 
 
 
 伝熱面積の算出に必要な情報を記載する必要がある図面があるか、確認中 
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